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「平成 24 年度 政策評価等の実施状況及びこれらの結果の 

政策への反映状況に関する報告」のポイント 
 

○ 政策評価法第 19条（注）に基づき、毎年、国会に報告（今年で 11回目） 
 （注）行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13年法律第 86号）―抄― 
     （国会への報告） 
     第 19条 政府は、毎年、政策評価（略）の実施状況並びにこれらの結果の政策への反映状況

に関する報告書を作成し、これを国会に提出するとともに、公表しなければならない。 
 

１ 各行政機関における政策評価の実施状況 

○ 平成 24年度の政策評価実施件数は、2,631件（平成 23年度：2,748件） 

事後評価は 1,778件 

 主要な施策に係る目標達成状況等の評価 317件 

（主要な施策について、目標とその達成手段を整理した事前分析表を約 500件作成） 

[平成 24年度導入] 

 公共事業等の完了後・終了時評価 929件 

 公共事業等の再評価 454件 等 

事前評価は 853件 

 公共事業 362件 

 租税特別措置等 139件 

 規制 62件 等 

○ 

・

・

・

○ 

・

・

・

 

２ 評価結果の政策への反映の例（公共事業等における休止又は中止事業数等） 

○ 未着手・未了の公共事業等を対象に再評価を実施 

⇒ ３省で計 21事業を休止又は中止 [厚生労働省、農林水産省、国土交通省] 

上記 21事業に係る総事業費は、約 4,735億円 

このうち事業の休止又は中止による残事業費は、約 3,883億円 

○ 

 

３ 政策評価ポータルサイトの開設 

○ 各行政機関がホームページで公開している政策評価に関する情報を、国民により分か

りやすく、使いやすい形で提供できるよう、総務省ホームページ上に開設 

 同サイトでは、施策目標、評価結果及び概算要求反映状況を関連付け、これらに関す

る情報の一元的な閲覧・利用が可能 

○

 

 ４ 評価専担組織としての総務省における政策の評価の実施状況等 

(1) 統一性・総合性確保評価 

○ 平成 24 年４月「法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価」につ

いて評価結果を取りまとめ、法務省及び文部科学省に勧告するとともに公表 

 「ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価」及び「消費者取引に関する

政策評価」については、平成 24年度において評価を実施中 

○

 

i 
 



(2) 客観性担保評価活動 

○ 租税特別措置等に係る政策評価の点検 

対象とした政策評価は、12行政機関の 163件であり、このうち 130 件について課題を指摘 

 規制の事前評価の点検 

対象とした政策評価は、10行政機関の 63件であり、このうち 35件について課題を指摘 

 公共事業に係る政策評価の点検 

対象とした政策評価は、４行政機関の 11事業 94件であり、このうち 13件について個別に

課題を指摘。また、４事業については、事業ごとに共通する課題も指摘 

○

○

ii 
 



はじめに 

 

政策評価制度は、平成 13年１月の中央省庁等改革の柱の一つとして導入されたもので

ある。その後、平成 13年６月には、制度の実効性を高め、国民の信頼の一層の向上を図

るため、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年法律第 86 号。以下「法」

という。）が制定され、平成 14年４月から施行されている。 

 政策評価制度は、各行政機関が自ら所掌する政策の効果を測定・分析し、評価を行う

ことにより、政策の企画立案・実施に役立てるものである。これによって、効率的で質

の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を

果たしていくことを目的としている。また、法第 12条において、総務省は、各行政機関

の政策について、政府全体としての統一性を確保する見地から、又は総合的な推進を図

る見地から評価を行うとともに、各行政機関の政策評価の実施状況を踏まえ、政策評価

の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うものとされている。 

 本報告は、法第 19 条の規定に基づき、平成 24 年度における政策評価等の実施状況及

びこれらの結果の政策への反映状況について取りまとめ、国会へ提出するものであり、

今回で 11回目の報告となる。 

本報告では、まず、「Ⅰ 政策評価制度の概要」において、政策評価制度の導入の経緯

や仕組み等について記載し、次に「Ⅱ 平成 24年度における政策評価の取組（トピック）」

において、平成 24年度における政策評価の取組として特筆すべきものを記載している。 

そして、「Ⅲ 政策評価等に関する計画、平成 24年度の実施状況等〔政府全体の状況〕」

において、各行政機関が行う政策評価の概要及び評価専担組織としての総務省が行う政

策の評価の概要を記載した上で、「Ⅳ 各行政機関が行う政策評価〔行政機関別状況〕」

及び「Ⅴ 評価専担組織としての総務省が行う政策の評価」でその詳細を記載している。 
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＊ 本報告において対象としている各行政機関の政策評価は、平成 24年度に評価書が公表され
たもののほか、例年は年度内に公表されている公共事業の新規採択に係る評価等（平成 25年
度予算成立に伴い平成 25年５月までに公表されたもの）を含む。 

 「Ⅳ 各行政機関が行う政策評価〔行政機関別状況〕」は、行政機関ごとに、「１ 政策評
価に関する計画の策定状況」、「２ 政策評価の実施状況等の概要（総括表）」及び「３ 評価
対象政策の一覧」の３項目で構成している。 
なお、３で記載している各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況につ

いての詳細は、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)
に掲載している。 
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（参考）各行政機関ホームページのＵＲＬ一覧 

 
行政機関 ＵＲＬ 

内 閣 府 http://www8.cao.go.jp/hyouka/index.html 

宮 内  庁 http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/shiryo/seisaku/seisaku.html 

公 正 取 引 委 員 会 http://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/seisaku/index.html 

国家公安委員会・ 

警 察 庁 
http://www.npa.go.jp/seisaku_hyoka/index.htm 

金 融 庁 http://www.fsa.go.jp/seisaku/index.html 

消 費 者 庁 http://www.caa.go.jp/info/hyouka/index.html 

復 興 庁 http://www.reconstruction.go.jp/topics/000656.html 

総 務 省 http://www.soumu.go.jp/menu_seisakuhyouka/index.html 

公害等調整委員会 http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/news/information/hyouka-t

op.htm 

法 務 省 http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/kanbou_hyouka_hyouka01-01

.html 

外 務 省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/hyouka/index.html 

財 務 省 http://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/ 

文 部 科 学 省 http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/index.htm 

厚 生 労 働 省 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/seisakuhyouka/index.html 

農 林 水 産 省 http://www.maff.go.jp/j/assess/index.html 

経 済 産 業 省 http://www.meti.go.jp/policy/policy_management/index.html 

国 土 交 通 省 http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/hyouka/index.html 

環 境 省 http://www.env.go.jp/guide/seisaku/index.html 

原子力規制委員会 http://www.nsr.go.jp/seisakuhyouka/ 

防 衛 省 http://www.mod.go.jp/j/approach/hyouka/seisaku/index.html 

政策評価ポータルサイト

（総務省ホームページ）

 

 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index.h

tml 

（注）１ 上記のＵＲＬは、各行政機関ホームページにおける政策評価に関する情報のトップページのも

のである（平成 25年６月１日現在）。 

２ 各行政機関の政策評価書は、上記ＵＲＬのほか、次の手順によっても閲覧可能。 

総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp） 

↓ 

「政策評価」 

↓ 

「政策評価ポータルサイト」 

↓ 

各行政機関の「政策評価トップページ」 

 



 

 

 

 

 

Ⅰ 政策評価制度の概要 

 





１ 政策評価制度に関する主な経緯 

(1) これまでの経緯 

  〔政策評価制度の導入〕 

政策評価制度は、国民本位の効率的で質の高い行政の実現などを目的として、

中央省庁等改革の柱の一つとして、平成 13 年１月、全政府的に導入された。平

成 13 年６月には、制度の実効性を高め、国民の信頼の一層の向上を図るため、

行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13年法律第 86号。以下「法」と

いう。）が制定され、平成 14年４月から施行されている。 

  〔法施行３年経過後の見直し〕 

法附則第２条には、法施行３年経過後の見直しが規定されており、これに基づ

き、平成 17 年 12 月には、「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年 12 月 28 日

閣議決定）を改定し、ⅰ）重要政策に関する評価の徹底、ⅱ）政策評価と予算・

決算との連携の強化、ⅲ）評価の客観性の確保、ⅳ）国民への説明責任の徹底を

柱とした制度の見直しを行った。 

その後、ⅰ）に関しては、経済財政諮問会議と連携した重要対象分野の評価の

実施、ⅱ）に関しては、平成 20 年度予算から、予算書・決算書の表示科目の単

位（項・事項）と政策評価の単位とを対応させる等の取組を実施してきている。 

  〔規制の事前評価の導入〕 

    「規制改革・民間開放推進３か年計画」（平成16年３月19日閣議決定）など累

次の閣議決定において、規制影響分析（ＲＩＡ）の導入を推進することとされ、

行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成13年政令第323号。以下「法

施行令」という。）の改正により、平成19年10月１日から、規制の新設又は改廃

の際、規制の事前評価を実施することを各行政機関に義務付けた。各行政機関は、

法施行令に基づき、また「規制の事前評価の実施に関するガイドライン」（平成

19年８月24日政策評価各府省連絡会議了承）を踏まえて、規制の事前評価に取り

組んでいる。 

   〔政策評価の機能強化の取組〕 

平成 21年 11月には、総務省行政評価局が担う行政評価機能（政策評価、行政

評価・監視）が行政刷新会議による事業仕分けの対象とされ、「抜本的な機能強

化」という評価結果を受けた。これを受けて、政策評価の機能強化については、

ⅰ）事前評価の拡充や成果（アウトカム）に着目した目標設定の推進、ⅱ）情報

公開の徹底を通じた各行政機関の説明責任の向上等の取組を行っている。 

具体的には、ⅰ）については、平成 22 年５月、法施行令の改正、政策評価に

関する基本方針（以下「基本方針」という。）の改定及び「租税特別措置等に係

る政策評価の実施に関するガイドライン」（平成 22 年５月 28 日政策評価各府省

連絡会議了承）の策定による、租税特別措置等に係る政策評価の導入、ⅱ）につ

いては、「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン」（平成 22 年５月

28日政策評価各府省連絡会議了承）の策定等を行っている。 
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(2) 政策評価制度に関する最近の取組 

平成 24 年３月には、目標管理型の政策評価（注）の改善方策に係る試行的取

組の実施状況、各行政機関の意見、政策評価・独立行政法人評価委員会政策評価

分科会（以下「政策評価分科会」という。）における議論等を踏まえ、「政策評価

の実施に関するガイドライン」（平成 17年 12月 16日政策評価各府省連絡会議了

承）を改正するとともに、「目標管理型の政策評価の改善方策に係る取組につい

て」（平成 24 年３月 27 日政策評価各府省連絡会議了承）を策定した。これらに

より、平成 24 年度から、目標とその達成手段との関係を整理した事前分析表及

び重要な情報に焦点を絞った標準様式を評価書に導入した。 

また、経済財政諮問会議や行政改革推進会議等における議論を踏まえ、実効性

あるＰＤＣＡサイクルの確立に向け、行政事業レビューとの連携や政策評価の効

果を高めていくための見直しなど、政策評価制度の見直しに取り組んだ。 
（注）「目標管理型の政策評価」は、いわゆる「施策」レベルの政策を対象として、あらかじめ設

定された目標の達成度合いについて評価するものであり、評価方式としては、実績評価方式
を用いているものや、総合評価方式を用いているものの一部が該当する。 

 

２ 政策評価制度の仕組み等 

(1) 政策評価制度の仕組み 

政策評価は、各行政機関が、政策を企画立案し遂行する立場から、その所掌す

る政策について自ら評価を行うことが基本である。また、政策を所掌する各行政

機関とは異なる評価専担組織としての総務省は、各行政機関が担うことができな

い、あるいは各行政機関による政策評価だけでは十分に達成することができない

評価を実施することとされている。 

 

図１ 政策評価制度の仕組み 
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ア 各行政機関が行う政策評価 

各行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を把握

し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特

性に応じて必要な観点から、自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政

策に適切に反映させなければならないこととされている。 

  

(ｱ) 基本計画及び実施計画の策定 

行政機関の長は、当該行政機関の所掌に係る政策について、３年以上５年

以下の期間ごとに、計画期間や計画期間内における事後評価の対象政策など

当該行政機関における政策評価に関する基本的事項を規定した政策評価に関

する基本計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならないこととさ

れている。また、事後評価については、その具体的な方法等を定めた事後評

価の実施に関する計画（以下「実施計画」という。）を１年ごとに定めなけれ

ばならないこととされている。  

【後記Ⅲ－１－（1）－ア（19ページ以下）及びⅣ（39ページ以下）参照】 

(ｲ) 事前評価の実施 

行政機関は、国民生活若しくは社会経済に相当程度の影響を及ぼす政策又

は多額の費用を要することが見込まれる政策であり、かつ、評価の方法が開

発されているものとして、ⅰ）研究開発、ⅱ）公共事業、ⅲ）政府開発援助、

ⅳ）規制及びⅴ）租税特別措置等に係る政策については、事前評価を実施す

ることが義務付けられている。 

【後記Ⅲ－１－（1）－イ（20ページ以下）及びⅣ（39ページ以下）参照】 

  (ｳ) 評価書の作成・公表 

行政機関の長は、政策評価を行ったときは、政策評価の観点、政策効果の

把握の手法及びその結果、学識経験を有する者の知見の活用に関する事項、

政策評価の結果等を記載した評価書を作成し、総務大臣に送付するとともに、

当該評価書及びその要旨を公表しなければならないこととされている。 

【後記Ⅲ－１－（2）－イ（30ページ以下）及びⅣ（39ページ以下）参照】 

(ｴ) 政策評価の結果の政策への反映状況の公表 

行政機関の長は、評価書の公表のほか、少なくとも毎年１回、当該行政機

関における政策評価の結果の政策への反映状況について、総務大臣に通知す

るとともに、公表しなければならないこととされている。 

【後記Ⅲ－１－（3）（31ページ以下）及びⅣ（39ページ以下）参照】 

 

イ 評価専担組織としての総務省が行う政策の評価 

総務省は、評価専担組織として、各行政機関が担うことができない、又は各

行政機関による政策評価だけでは十分に達成できない評価を効果的かつ効率的

に行う観点から、以下のような評価活動を実施しており、総務大臣は、必要が

あると認めるときは、関係する行政機関の長に対し、当該評価の結果を政策に

反映させるために必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、当該勧告の
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内容を公表することとされている。なお、総務大臣は、毎年度、当該年度以降

の３年間についての評価に関する計画を定めなければならないこととされてお

り、当該計画については、総務省が毎年度策定している行政評価等プログラム

に掲載している。 

【後記Ⅲ－２－（1）（34ページ）及びⅤ（211ページ以下）参照】 

(ｱ) 統一性又は総合性を確保するための評価 

２以上の行政機関に共通するそれぞれの政策であってその政府全体として

の統一性を確保する見地から評価する必要があると認められるもの、又は２

以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地

から評価する必要があると認められるものについては、総務省が統一性又は

総合性を確保するための評価を行うこととされている。 

【後記Ⅲ－２－（2）－ア（34ページ以下）及びⅤ（211ページ以下）参照】 

(ｲ) 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動 

行政機関の政策評価の実施状況を踏まえ、当該行政機関により改めて政策

評価が行われる必要がある場合若しくは社会経済情勢の変化等に的確に対応

するために当該行政機関により政策評価が行われる必要がある場合において

当該行政機関によりその実施が確保されないと認めるとき、又は行政機関か

ら要請があった場合において当該行政機関と共同して評価を行う必要がある

と認めるときには、総務省が当該行政機関の政策について政策評価の客観的

かつ厳格な実施を担保するための評価を実施することとされている。 

【後記Ⅲ－２－（2）－イ（37ページ）及びⅤ（211ページ以下）参照】 

  

ウ 政策評価の実施状況等の国会への報告 

    政府は、毎年、各行政機関が行った政策評価及び総務省が行った政策の評価

の実施状況並びにこれらの結果の政策への反映状況に関する報告書を作成し、

これを国会に提出するとともに、公表しなければならないこととされている。 

 

エ 政策評価・独立行政法人評価委員会 

    政策評価に関する基本的事項及び各行政機関の政策について行う統一的若し

くは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価

に関する重要事項について調査審議し、総務大臣に意見を述べるため、また、

法の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理する等のため、総務

省に政策評価・独立行政法人評価委員会が設置されている。 

(2) 各行政機関が行う政策評価及び評価専担組織としての総務省が行う政策の評価

の取組状況（法施行後の推移） 

ア 各行政機関が行う政策評価 

各行政機関が行う政策評価は、平成 14 年度の法施行から平成 24 年度までの

11年間で延べ 67,014件実施されている。 
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平成 14年度以降４年間は毎年度１万件前後で推移したが、平成 17 年 12月の

基本方針の改定等を踏まえ、各行政機関において評価対象の重点化・効率化を

進めたことなどから、平成 18年度及び平成 19年度は約 4,000件となった。 

平成 20年度は約 7,000件と大幅に増加しているが、これは、国土交通省が公

共事業について自主的に行っている再評価（事業採択後一定期間（事業の種類

によって５年又は 10年）以上が経過しているものについての評価）の時期が到

来したものが多かったことが主な要因である。 

 平成 21年度以降は、国土交通省における再評価の時期が到来したものが少な

かったほか、公共事業の評価を行っている行政機関における新規採択に係る評

価の件数が減少していること等から、2,600～2,900件程度で推移しており、平

成 24年度は 2,631件となっている。 

 

イ 評価専担組織としての総務省が行う政策の評価 

  (ｱ) 統一性又は総合性を確保するための評価 

総務省が行う統一性又は総合性を確保するための評価については、法が施行

された平成 14 年度以降平成 24 年度までに、22 テーマについて政策の見直し

や改善を図るため、関係行政機関の長への意見通知又は勧告を行っている。 

  (ｲ) 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動 

政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動については、平

成 16 年度から、従来の評価の実施形式の点検（要件審査）に加え、内容に係

る点検（内容点検）に着手し、平成 24 年度までに計 971件の政策評価につい

て関係行政機関に対し課題等を指摘している（平成 22 年度からは、要件審査

及び内容点検は区分せず「点検」として取組状況を整理）。 

  表１ 各行政機関が行う政策評価及び評価専担組織としての総務省が行う政策の評価の取

組状況（法施行後の推移） 

 

 

 

年度 

各行政機関に
おける評価実
施件数 
（単位：件） 

評価専担組織としての総務省が行う政策の評価 

統一性又は総合性を確保する
ための評価 
（単位：勧告等を行ったテーマ数） 

政策評価の客観的かつ厳格な実
施を担保するための評価活動 

（（ ）内は指摘を行った件数） 

平成 14 10,930 ２ 要件審査結果公表 

15 11,177 ４ 要件審査結果公表 

16 9,428 ５ 
要件審査結果公表 

内容点検結果公表（11件） 

17 9,796 １ 
要件審査結果公表 

内容点検結果公表（23件） 

18 3,940 １ 
要件審査結果公表 

内容点検結果公表（25件） 

19 3,709 ２ 
要件審査結果公表 

内容点検結果公表（47件） 

20 7,088 ２ 
要件審査結果公表 

内容点検結果公表（50件） 

21 2,645 ２ 
要件審査結果公表 

内容点検結果公表（39件） 
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22 2,922 １ 
点検結果公表 

（租特：219件、規制：82件） 

23 2,748 １ 

点検結果公表 

（租特：149件、規制：85件、公共事

業（22年度分）：52件、公共事業（23

年度分）：11件） 

24 2,631 １ 
点検結果公表 

（租特：130件、規制：35件、公共事

業：13件） 

計 67,014 22 （計 971件） 

（注）１ 統一性又は総合性を確保するための評価のテーマ名については、図３（９ページ以下）

参照。 

２ 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動の公表状況については、 

図３（９ページ以下）参照。 
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3 政策評価の実施時期

(1) 各行政機関が行う政策評価

各行政機関においては、毎年度の業務開始に向け、年度末頃に翌年度の実施計

画を策定し、これに基づき政策評価を実施している。

政策評価は、例年、予算要求等に反映させるため、 8月末の予算概算要求提出

期限までに多く 実施されているとともに、公共事業の新規採択等のため、年度末

にも多く 実施されている。

［後記皿 1 (2) イ（30ページ以下）及びN (39ページ以下）参照】

(2）評価専担組織としての総務省が行う政策の評価

総務省が行う統一性文は総合性を確保するための評価については、翌年度以降

の3年間についての評価に関する計画に基づき実施している。当該計画は、行政

を取り巻く情勢の変化を踏まえ、毎年度見直し・改定を行うこととしており、総

務省が毎年度策定している行政評価等プログラムに掲載している。

［後記E 2 (1) (34ページ）及びv(211ページ以下）参照】

図2 各行政機関が行う政策評価の実施時期の例及び総務省が行う政策の評価の実施時期
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（注） 予算概算要求提出期限については、例年は8月末とされているが、平成25年度予算概算要求

においては、平成2伴 9月7日が提出期限とされた。
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４ 政策評価の方式 

    各行政機関は、政策の特性等に応じて、「事業評価方式」、「実績評価方式」及び「総

合評価方式」やこれらを組み合わせた適切な方式を用いて、政策評価を行っている。 
【後記Ⅲ－３－（2）－ア－表 10（29ページ以下）及びⅣ（39ページ以下）参照】 

 

【政策評価の代表的な評価方式】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対 象 時 点 目的・ねらい 方 法 

事業 

評価 

方式 

個々の事務

事業が中心、

施策も対象

となる 

事前 

必要に応じ事

後検証 

事務事業の採

否、選択等に

資する見地 

あらかじめ期

待される政策

効果やそれら

に要する費用

等を推計・測定 

実績 

評価 

方式 

各行政機関の

主要な政策等 

事後 

定期的継続的

に実績測定、

目標期間終了

時に達成度を

評価 

政策等の不断

の見直しや改

善に資する見

地 

あらかじめ政

策効果に注目

した達成すべ

き目標を設定

し、目標の達成

度合いについ

て評価 

総合 

評価 

方式 
 

特定のテーマ

（狭義の政 

策・施策）

 

 

事後 

一定期間経過

後が中心 

問題点を把握

し、その原因

を分析するな

ど総合的に評

価 
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政策効果の発

現状況を様々

な角度から掘

り下げて分析

するなど総合

的に評価 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

十
一
年
度  

十十
六
年
度  

十十
五
年年
度  

十
四
年
度  

【１年目】 
総括的審査 

目標の設定など評価
のポイントを点検 

【２年目】 
個別審査 
総括的審査 

目標の設定など評
価のポイントを点検 

【３年目】 
個別審査 
総括的審査 
法施行３年目の全体

像を整理 

十
三
年
度  

九
年年
度  

H9.12.3 

行政改革会議最終報告 
政策評価の導入を提言 

「基本方針」を閣議決定 

H13.12.28 

認定関連活動報告 
11件 
(公共事業・一般分
野の政策) 

地域輸入促進に関する政策評価 
(H15.1.28意見通知) 

容器包装のリサイクルの促進に関す
る政策評価(H15.1.28意見通知) 

障害者の就業等に関する政策評価
(H15.4.15意見通知) 

政府金融機関等による公的資金の供
給に関する政策評価(H15.6.6意見通知) 

経済協力（政府開発援助）に関する
政策評価(H16.4.2意見通知) 

湖沼の水環境の保全に関する政策評
価(H16.8.3意見通知) 

留学生の受け入れ推進施策に関する
政策評価(H17.1.11意見通知) 

検査検定制度に関する政策評価 
(H16.4.2意見通知) 

少子化対策に関する政策評価 
(H16.7.20意見通知) 

個別テーマの勧告等 

リゾート地域の開発・整備に関す
る政策評価(H15.4.15 意見通知) 

特別会計制度の活用状況に関する
政策評価(H15.10.24意見通知) 

内容の点検の取組
方針の検討・公表 

規制影響分析の試行的実
施（～19.9.30） 

H16.10.1 

図３ 政策評価制度に関する主な経緯 

中央省庁等改革基本法成立 
中央省庁等改革の基本方針として政策

評価機能の強化が盛り込まれる 

H10.6.12 

総務省が行う政策評価の客観的かつ厳
格な実施を担保するための評価活動 

各行政機関が行った「自己評価」に対す
る総務省による検証活動 

内閣府設置法／ 
国家行政組織法改正法成立 

各行政機関が行う政策評価
が法律上位置付けられる 
 

総務省設置法成立 

総務省が行う政策の評価
が法律上位置付けられる 

「中央省庁等改革の推進
に関する方針」 

◇政策評価の実施等に関す
る基本的な方針を決定 

◇ガイドラインの策定を明示 

政策評価の大枠を決定 

各府省組織令 
各行政機関に政策評価担当組織を設置 

総務省組織令／政策評価・独立行政法人
評価委員会令 

総務省及び総務省に置かれる第三者機関
（政策評価・独立行政法人評価委員会）の体
制を整備  

「政策評価の手法等
に関する研究会」 

十
年
度  

「政策評価に関する標準的ガイド
ラインの案」策定・公表 

政策評価の基本的な枠組みを構築 

「政策評価制度の法制化に関す

る研究会」（H12.12.26報告取りま

とめ・公表） 

「行政機関が行う政策の評価に

関する法律案」を国会に提出 

政策評価制度導入 
（組織法・設置法・ガイドラインが
ベース） 
◇標準的ガイドライン決定 

（H13.1.15） 
◇各行政機関が実施要領等策定 

十
二
年
度  

H11.8.27～12.12.11 

 

H11.7.16 H11.4.27 

法の施行 H14.4 

法施行令を閣議決定 

H14.3.15 

成立 

H13.6.22 

制度の展開等 

 
各行政機関が 
行う政策評価 

10,930 件 

11,177 件 

9,428 件 

総務省が行う統一性又は総合
性を確保するための評価 

複数行政機関にまたがる政策
を評価 

 

H12.9.11～12.11.13 H12.7.31 

 

H13.1.6 
H13.1.6～ 

 

H11.7.16 

H13.3.21 

 

要件審査 

内容点検 
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制度の展開等 111各行政機関が 性総務を確省が行すう統一性又は総合 総務省が行う政策評価の客観的かつ厳

行う政策評価
保 る た め の 評 価 格な実施を担保するための評価活動

｜｜ 
複数行政機関にまたがる政策 各行政機関が行った「自己評価Jに対す

を評価 る総務省による検証活動

H17. 12.16 
｜惚定関連活動級制
23件

〈〉基本方針の改定 （公共事業・一般お1野

（閣議決定） の政調節

〈〉政策評価の実施に関す
大都市地域における大気環績の保

るガイドライン策定 I 9. 19s件 ｜

会に関する政策評価
(H18.3. 31意見通知｝

-_ IJ_ ------------------------------------------_ J_ _ 

H19.3.30 

〈〉法施行令のー部改正
〈〉基本方針のー部変更
司事前評価の議務付け対

象に規制を追加

H19.8.24 

〈〉行政機関が行う政策
の評価に関する法律
施行規則の制定

〈〉 「規制の事前評価の実
施に関するガイドラ
イン」の策定

H19. 10. 1 

規制の事前評価の義務
付け開始

H19. 11.12 
平成 19年度政策評価の
重要対象分野の選定等
について公表

H20. 11. 26 

0平成 19年度政策評価
の重要対象分野の評
価結果等について公

表O平成 20年度政策評価
の重要対象分野の選
定等について公表

H21. 12. 16 
平成20年度重要政策の
評価の結果等について
公表

H22. 1. 12 

行政評価機能の鍛本的
強化ビジョン

H22.5. 25 

10基本方針の一部変更 ｜ 

H22.5.28 

〈〉法施行令の一部改正
〈〉「政策評価に関する情

報の公表に関するガ
イドライン」の策定

〈〉「租税特別指置等に係
る政策評価の実施に
関するガイドライン』
の策定

租税特別措置等の政策
評価の義務付け開始

〔 3，卵白

「 3,109i4] 

7，側件｜

同5~

「 2,92否 ｜

評価法施行後3年経過

少年の非行対策に関する政策評価
(H19. 1. 30意見通知）

限定関連活動報告1
25件
（公共事業・一般分野
の政筋

リサイクル対策に関する政策評価
(H19. 8. 10意見通知）

限定関連活動報告1
47件
（公共事業・寸紛野

の政紛

品誼
服畏璽視事婁評価審査l

隆盛盟歪書留
規制の事前評価に

ついて新たに点検

r PF I事業に関する政策評価
制20.1. 11勧告｝

｜自然再生の推進に関する政策評価 ｜
(H20. 4. 22勧告｝ ｜ 

限定関連活動報告1
5件
（公共事業 ：平

成 19年度継続｝
45件
（公共事業・ 一般

分野の政調む
外国人が快適に観光できる環績の
整備に関する政策評価
（舵1.3.3勧告）

配偶者からの暴力の防止等に関す
る政策評価 制21.5. 26勧告）

世界優先舗の『低公害車』社会の
矯祭に関する政策評価
制21.6. 26勧告｝

｜限定関連活動穏告1
4件
（公共事業 ：平

成 20年度継続）
35件
（公共事象・ 一般

分野の政紛

前謹i1
｜成果璽視事寮僻画審査｜
｜規制の事前解価の審査｜

隆盆堕霊童l
規制の事前評価に

ついて個別に点検

バイオマスのfl］活用に関する政策
評価 制23.2. 15勧告｝

税特別指置等解価倒

隆盛I219件

槻制の事前B平価の点検182件

．租税特別機置等評価について初めて点検
．公共事業に係る政策評価の平成22年度点
検分について、平成23年 3月に東日本大
震災が発生したことを受け、 翌年度まで、
継続して点検

hu 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二
十
三
年
度  

【10年目】 
租税特別措置等評価の点検 149件 
規制の事前評価の点検 85件 
公共事業に係る政策評価の点検（22年度点検分） 
52件 

公共事業に係る政策評価の点検（23年度点検分） 
 11件 

児童虐待の防止等に関する政策評
価 
(H24.1.20勧告) 
 

総務省が行う統一性又は総合
性を確保するための評価 

複数行政機関にまたがる政策
を評価 

 

H24.3.27 

2,748 件 

制度の展開等 

 
各行政機関が 
行う政策評価 

総務省が行う政策評価の客観的かつ厳
格な実施を担保するための評価活動 

各行政機関が行った「自己評価」に対す
る総務省による検証活動 

◇「政策評価の実施に関
するガイドライン」の
改正 

◇「目標管理型の政策評
価の改善方策に係る
取組について」の策定 

法曹人口の拡大及び法曹養成制度
の改革に関する政策評価 
(H24.4.20勧告) 
 

二
十
四
年
度  

【11年目】 
租税特別措置等評価の点検 130件 
規制の事前評価の点検 35件 
公共事業に係る政策評価の点検  13件 

2,631 件 

H24.4～ 

◇事前分析表及び評価
書の標準様式の導入 

（注）上記の件数は点検の結果、課題を指摘した件
数である。 
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Ⅱ 平成 24 年度における政策評価の取組（トピック） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 





１ 目標管理型の政策評価に係る実施状況等 

目標管理型の政策評価については、平成23年度において試行的取組を行い、当該取

組の実施状況、各行政機関の意見、政策評価分科会における議論等を踏まえ、「目標

管理型の政策評価の改善方策に係る取組について」（平成24年３月27日政策評価各府

省連絡会議了承）を策定し、平成24年度から実施した。 

平成24年度においては、平成24年度実施施策に係る約500件の事前分析表及び平成23

年度実施施策に係る317件（注）の政策評価書が作成された。これらの実施状況につい

ては、平成24年11月28日の政策評価分科会に報告し、各行政機関による標準様式の修

正の在り方や評価結果の活用等についての議論を行った。 

 

（注） 各行政機関の目標管理型の政策評価の実施件数については、後記Ⅲ－３－(2)－ア－ 

表９（28ページ）及び表 10（29ページ以下）参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標管理型の政策評価の改善方策の概要 

 

１ 改善の視点 

○ 各行政機関における政策体系及び政策のミッションの明確化 

○ ＰＤＣＡサイクルを通じたマネジメントの向上 

○ 国民に対する説明責任の徹底 

○ 政策評価と行政事業レビューとの連携の確保、事務負担の軽減 

 

２ 改善のポイント 

(1) 事前分析表の導入 

・ 事前（施策の実施前）に施策目標を公表するとともにその達成手段（事務事業）

との関係（政策体系）を整理 

・ 各行政機関共通の標準的な様式の導入により、統一性・一覧性を確保 

(2) 評価書の標準様式の導入等 

・ 重要な情報に焦点を絞って提示することにより、メリハリのある分かりやすい評

価を推進 

・ 各行政機関共通の標準的な様式の導入により、統一性・一覧性を確保 

・ 政策評価における行政事業レビューの情報の活用 

 

目標管理型の政策評価の改善方策については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/main_content/000152602.pdf)に掲載している。 

－ 13 －



2 政策評価ポータルサイトの開設

各行政機関の政策評価に関する情報を、国民により分かりやすく、使いやすい形で

提供できるよう、平成 24年 11月に総務省ホームページ上に 「政策評価ポータルサイ

ト」を開設した。

同サイトでは、各行政機関の政策体系、主要な施策に関する政策目標、評価結果及

び同結果の概算要求反映状況を関連付けることにより、利用者が容易に目的の情報を

把握できるよう関連情報を整理し、提供している。具体的には、各行政機関が公開し

ている事前分析表、評価書、政策評価調書等の情報を一元的に閲覧 ・利用することが

できるものとなっている。

- 14ー

【「政策評価ポータルサイ トJの概要】
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３ 評価結果の政策への反映 

(1) 公共事業等における休止又は中止事業数、総事業費等 

ア 平成 24年度の休止等事業数、総事業費 

法第７条第２項においては、当該政策の決定後、５年経過しても着手していな

い（未着手）、又は 10 年経過しても完了していない（未了）政策を対象に再評価

を行うことが義務付けられている。 

これに該当するものを始めとして、評価結果を踏まえ、平成 24年度に休止又は

中止することとした公共事業は、表２のとおり、３行政機関で計 21事業、総事業

費ベースで計 4,735.1 億円（平成 23 年度は、３行政機関で 17 事業が休止又は中

止となり、総事業費ベースで 2,746.4億円）となっている。また、21事業の休止

又は中止に係る残事業費は、3,883.4 億円である（平成 23 年度の残事業費は、

2,267.9億円）。 

 

表２ 平成 24年度に休止又は中止とした公共事業              （単位：億円） 

公共事業名 個別事業名等（都道府県） 分類 総事業費 残事業費 

厚生労働省 ４事業 (総事業費計 144.85億円) 

簡易水道等施設整備事

業 
水道未普及地域解消事業 

生活基盤近代化事業（岡山県） 
中止 19.49 4.74 

水道未普及地域解消事業（佐賀県） 休止 49.85 27.26 

水道水源開発等施設整

備事業 
広域化促進地域上水道施設整備費

（千葉県） 
休止 71.71 15.68 

水道水源開発施設整備費（千葉県） 中止 3.80 0.04 

農林水産省 ２事業 (総事業費計 121.87億円) 

水産流通基盤整備事業 太田名部地区（岩手県） 中止 61.69 25.68 

水産生産基盤整備事業 音部地区（岩手県） 中止 60.18 23.26 

国土交通省 15 事業（総事業費計 4,468.39億円） 

ダム事業 儀間川総合開発事業（タイ原ダム） 

（沖縄県） 
中止 72.00 51.73 

常浪川ダム建設事業（新潟県） 中止 364.00 235.30 

晒川生活貯水池整備事業（新潟県） 中止 86.00 59.50 

黒沢生活貯水池整備事業（長野県） 中止 150.00 142.60 

駒沢生活貯水池整備事業（長野県） 中止 60.00 56.40 

北川ダム建設事業（滋賀県） 中止 489.00 374.55 

五木ダム建設事業（熊本県） 中止 233.00 86.50 

三峰川総合開発事業（戸草ダム） 

（長野県） 
中止 800.00 686.62 

荒川上流ダム再開発事業（埼玉県） 中止 1,200.00 1,188.99 

柴川生活貯水池整備事業（徳島県） 中止 80.00 43.70 

布沢川生活貯水池整備事業（静岡県） 中止 170.00 107.93 
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官庁営繕事業 中央合同庁舎第４号館（東京都） 中止 581.20 580.40 

大井合同庁舎（東京都） 中止 93.77 92.12 

広島地方合同庁舎５号館（広島県） 中止 76.47 68.00 

長崎第２地方合同庁舎（長崎県） 中止 12.95 12.43 

合計 21事業 ─ 4,735.11 3,883.43 

イ 法施行後における休止等事業数、総事業費 

法が施行された平成 14年度から平成 24年度までの 11年間で休止又は中止する

こととした公共事業等は、表３のとおり、計 288 事業、総事業費の累計は約５兆

円に上っている。 

 

表３ 法施行後の公共事業等の休止又は中止事業数、総事業費 

（上段：事業数、下段：総事業費（単位：億円）） 

年度 外務省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 合計 

平成 

14  
― ― 

８ 

（338） 
― 

37 

（11,353） 

45 

（11,691） 

15  
４ 

（505） 

２ 

（194） 

１ 

（14） 

３ 

（1,217） 

43 

（6,940） 

53 

（8,870） 

16  
３ 

（481） 

１ 

（68） 

３ 

（17） 

２ 

（1,430） 

16 

（1,330） 

25 

（3,326） 

17  ― 
５ 

（1,540） 

13 

（238） 

１ 

（435） 

22 

（6,188） 

41 

（8,401） 

18  ― 
８ 

（1,398） 

３ 

（56） 

４ 

（685） 

13 

（919） 

28 

（3,058） 

19  
１ 

（60） 

３ 

（186） 

４ 

（59） 
― 

５ 

（324） 

13 

（629） 

20 ― 
３ 

（722） 

４ 

（37） 

３ 

（335） 

12 

（1,722） 

22 

（2,816） 

21 ― 
２ 

（21） 

３ 

（49） 

１ 

（171） 

８ 

（2,353） 

14 

（2,594） 

22 
１ 

（159） 

４ 

（803） 

１ 

（14） 
― 

３ 

（5） 

９ 

（981） 

23 
１ 

（2） 
― 

６ 

（211） 
― 

10 

（2,534） 

17 

（2,746） 

24 ― 
４ 

（145） 

２ 

（122） 
― 

15 

（4,468） 

21 

（4,736） 

合計 
10 

（1,207） 

32 

（5,077） 

48 

（1,155） 

14 

（4,273） 

184 

（38,136） 

288 

（49,847） 

（注）１ 総事業費の記載に当たっては、行政機関ごとに一億円未満を四捨五入して記載してい

るため、行政機関ごとの総事業費の合計額と合計欄（右欄）に記載された金額は一致し

ない。 

２ 外務省の総事業費は、政府開発援助の供与限度額である。 
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 (2) 一般分野の政策における反映の例 

一般分野の政策（特定５分野の政策（注）を除く政策）のうち、評価結果を踏

まえて、制度等の改正を行ったものや課題解決のために必要な予算要求を行った

ものの例は、表４のとおりである。 

（注） 本報告において、「特定５分野の政策」とは、法第９条において事前評価が義務付けら

れている政策（研究開発、公共事業、政府開発援助、規制及び租税特別措置等）をいう。 

表４ 一般分野の政策における反映の例 

 

区 分 評価対象政策 
評価結果を踏まえた政策への反映状況 

（主なもの） 

制度等の改正を

行ったもの 

生涯を通じた学習機会の

拡大 
〔文部科学省〕 

 「専修学校の社会人の受入れ体制整備

が進み、社会人の受入人数が目標を上回

り、学校数も昨年度に比べて増加した。

また、『成長分野等における中核的専門

人材養成について－基本方針－』に基づ

き、更なる教育の質の向上を図り、潜在

的就労者の社会参画、大学等の行うキャ

リアアップの取組の利便性・質の向上を

目指し、社会人の多様な学習ニーズに応

えるための学習機会の充実を図る必要が

ある。」との評価結果を踏まえ、平成 24

年３月に、専修学校設置基準（昭和 51年

文部省令第２号）を改正し、専修学校に

おける単位制・通信制の教育の制度化を

図った。 

課題解決のため

に必要な予算要

求を行ったもの 

訪問看護支援事業 
〔厚生労働省〕 

「本事業の実施により、都道府県内の

訪問看護ステーションの業務の一部を受

託する広域対応訪問看護ネットワークセ

ンターを設置することで、訪問看護ステ

ーションの業務が効率化され、より多く

の訪問看護サービスの提供が図られた。

一方、センターを設置していない都道府

県が一部あるため、引き続き訪問看護支

援事業に対する補助を実施する必要があ

る。」との評価結果を踏まえ、センター

設置都道府県を拡大し、訪問看護サービ

スをより安定的に供給できる体制を整備

するための経費を要求した。 
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Ⅲ 政策評価等に関する計画、平成 24 年度の実施状況等 

〔政府全体の状況〕 

 



 

    



1 各行政機関が行う政策評価 （概要）

(1) 政策評価に関する計画

ア 計画期間

法の規定 ｜

行政機関の長は、当該行政機関の所掌に係る政策について、 3年以上5年以下の期

間ごとに、基本計画を定め（法第6条第1項）、また、 1年ごとに、実施計画を定めなけれ

ばならないとされている（法第7条第1項）。

［~ 禁混 ； 
〔「基本計画等の計画期間j のポイン卜〕

基本計画の計画期間について、各行政機関のうち、 3年としている機関が6機関、

5年としている機関が 11機関、その他3機関となっている。

実施計画の計画期間について、 平成 24年度は 18行政機関が会計年度（4月から翌

年の3月まで）としている。 （表5)

表5基本計画等の計画期間

n
H
d
 

’aA
 

計画
行政機関名

計画期 問 の設定状況
期間 弔戎20明支 21 年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

内閣府 ‘ ” 
国家公安委員会 ・
警察庁

司．

3 公正取引委員会
‘ 

，． 

年
公害等調整委員会

‘ 
，． 

法務省

ー
経済産業省 咽

ー
宮内庁 - ・．

金融庁 - ・．

総務省 -
司 ~ 

外務省 - ・．

財務省 - ．‘ 
司 . 

5 
文部科学省 - -

年
司． . 

厚生労働省 - ．‘ 
司 . 

農林水産省

‘ ” 
6匙値術面E湖町 24.4.19内 15. 5. 31 

国土交通省

‘ ” 
環境省

‘ 
，． 

防衛省
i・・

，． 

消費者庁 I ＜輔十町欄）21.9.l～26. 3. 31 - ．‘ 
そ

司 ， 

の 復興庁 .. (Ii本署十薗置場開） 3ι孟10～a a狙

他
原子力規制委員会 儀相慣例町 24.9.俳句乱調



（注） １  平成 24年度の政策評価に係る直近の計画についての計画期間を表す。 
２         は基本計画の計画期間、   は実施計画の計画期間を表す。 
３ 消費者庁は、平成 21 年９月１日に、復興庁は、平成 24 年２月 10 日に、原子力規制委員会
は、平成 24年９月 19 日に設置されたため、上記のような基本計画の期間となっている。なお、
原子力規制委員会では、平成 24 年度の実施計画は作成していない。 

４ 農林水産省は、実施計画の計画期間を計画策定日（平成 24年４月 19 日）以降としているた
め、上記のような計画期間となっている。 

 
イ 政策評価の対象とする政策及び評価方式 

 

 

 

 

 

 

  

各行政機関の基本計画及び実施計画を基に、 政策評価の対象とする政策及び評価方

 式を事前評価及び事後評価別に概括すると、表６及び表７のとおりである。 

  

 〔「事前評価に関する対象政策（義務付けられているもの以外）及び評価方式の概要」

のポイント〕  
事前評価については、法第９条の規定に基づき実施が義務付けられている政策（研
 

究開発、公共事業、政府開発援助、規制及び租税特別措置等）があるが、基本計画に
 おいて、それら以外についても実施するよう定めている行政機関は、20 機関のうち

12 機関となっている。また、事前評価の評価方式としては、事業評価方式が中心とな

 っている。 

 

 

 

 

行政機関の長は、基本計画において、政策評価の対象とする政策、評価方式等政策
 

評価の実施に関する基本的な考え方について定め（法第６条第２項）、また、実施計画にお
 

いて、計画期間内に事後評価の対象とする政策及び具体的な事後評価の方法を定める
 

こととされている（法第７条第２項）。 

法  の 規 定 

状  況 
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表６ 事前評価に関する対象政策（義務付けられているもの以外）及び評価方式の概要 

行政機関名 評価対象政策 
〔法第９条で義務付けられるもの以外〕 

事前評価において 
基本とする評価方式 

内閣府 ― 事業評価方式 

宮内庁 ― 事業評価方式 

公正取引委員会 義務付けられているもの以外の規制（実施に努める） 
総合評価方式又は事業評価方
式 

国家公安委員会・
警察庁 ― 

事業評価方式（必要に応じ総合
評価方式） 

・ 新たな事業あるいは拡充を予定している事業のうち、

金融庁 
社会的影響又は予算規模の大きい事業 

・ 義務付けられているものに準じるもので、社会的影響
事業評価方式 

の大きい政策 
消費者庁 ― 事業評価方式 
復興庁 ― 事業評価方式 

総務省 事前の検証が必要と認められる政策 事業評価方式 

公害等調整委員会 
政策の見直し及び改善並びに新たな政策を行う場合に必
要に応じ実施 

事業評価方式＊ 

法務省 政策所管部局等が評価対象として必要と認めるもの 事業評価方式 



 

 

行政機関名 評価対象政策 
〔法第９条で義務付けられるもの以外〕 

事前評価において 
基本とする評価方式 

外務省 
実施が義務づけられている法人税関係の租税特別措置等以
外の措置（特定行政目的の実現のために税負担の軽減・
繰り延べを行うものに限る。）に係る政策（実施に努める） 

総合評価方式、事業評価方式＊ 

財務省 義務付けられているもの以外の政策（実施に努める） 事業評価方式 

文部科学省 
法人税、法人事業税、法人住民税に係る租税特別措置以外の
税制及び財政投融資（必要に応じ実施） 

事業評価方式 

厚生労働省 ― 事業評価方式 

・

・ 
農林水産省 

 産学官の連携、競争的環境の整備等、効率的かつ効果的
に研究を推進するための研究制度 
基本方針により評価を行うよう努めるとされたその他の

税目関係の租税特別措置等に係る政策 

事業評価方式 

経済産業省 ― 事業評価方式 

国土交通省 

新たに導入を図ろうとする施策等（予算、財政投融資（政策
金融を含む。）等をいう。） 

政策アセスメント（事業評価方
式） 

公共事業のうち、維持・管理に係る事業、災害復旧に係る事
業等を除くすべての事業  

公共事業の新規事業採択時評
価（事業評価方式） 

重点的に推進する研究開発課題等  
研究開発課題の事前評価（事業
評価方式） 

環境省 
法人税、法人住民税及び法人事業税関係の租税特別措置等以
外の措置に係る政策（実施に努める） 

事業評価方式＊ 

原子力規制委員会 ― 事業評価方式＊ 

防衛省 
新規に概算要求、組織及び定員要求又は法令の改正を伴
う場合等 

事業評価方式 

（注） １ 各行政機関の基本計画を基に作成した。なお、詳細は、後記Ⅳ「各行政機関が行う政策評価[行政機関

別状況]」参照。 

２ 「事前評価において基本とする評価方式」欄において「＊」を付した行政機関は、採用する評価方式に

ついて基本計画に明記していないが、本表では、実際に採用している評価方式を記載した。 
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〔「事後評価に関する対象政策及び評価方式の概要」のポイント〕 

・ 事後評価の方式について、各行政機関は、政策の特性に応じて事業評価方式など

の評価方式を用いており、事業、施策、政策などの評価を実施する単位を設定して

いる。 

各行政機関が策定している実施計画（後記Ⅳ「各行政機関が行う政策評価［行政

機関別状況］」）においては、実績評価方式を用いている機関が 16機関、次いで事業

評価方式を用いている機関が 10機関、総合評価方式を用いている機関が５機関とな

っており、実績評価方式が最も多く用いられている。 

・ 「未了」（法第７条第２項第２号ロ）については３機関、「その他の政策」（法第７条第２項第

３号）については３機関が、実施計画等において、対象政策を明記している。 

（注）行政機関が行う政策の評価に関する法律（抄） 

   （事後評価の実施計画） 

第７条 

   ２ 実施計画においては、計画期間並びに次に掲げる政策及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を 

定めなければならない。 

    一 前条第２項第６号の政策のうち、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策 

二 計画期間内において次に掲げる要件のいずれかに該当する政策 

イ  当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じて５年以上10年以内において政令で定め

る期間（５年）を経過するまでの間に、当該政策がその実現を目指した効果の発揮のために不可欠

な諸活動が行われていないこと。 

ロ  当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じてイに規定する政令で定める期間に５年

以上10年以内において政令で定める期間を加えた期間（10年）が経過したときに、当該政策がその

実現を目指した効果が発揮されていないこと。 

三 前２号に掲げるもののほか、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策 
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、
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、
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）

 

21
年
６
月

17
（
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成

」
0
5

2
0
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度
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き
評
価
を
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予
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営
と
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造
改
革
に
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す
る
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方
針

2
5

、「
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財
政
運

年
度
に
実
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す
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予
定
で
あ
る
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政
策
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
実
績
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価
を
基
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と
す
る
旨
記
載
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れ
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い
る
。

2
5
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重
視
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は  

」]
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政
機
関
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[

」
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。

]

関
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る
対
象
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。
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Ⅳ
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各
行
政
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関
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年
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実
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て
お
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同
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実
施
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た
政
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に
つ
い
て
は
、
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成

本
表
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 後
記
Ⅳ
「
各
行
政
機
関
が
行
う
政
策
評
価

成
果
重
視
事
業
に
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、

 
［ 定
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予
算
執
行
に
よ
っ
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画
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原
子
力
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員
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１ ２ ３ ４ ５

（
注
）

 

－ 24 －



ウ その他の事項についての方針 

(ｱ) 政策評価の結果の政策への反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

○

 

 
○

状 況 

政策評価の結果の政策への反映に関する事項（法第６条第２項第８号） 

いずれの行政機関も、法の規定に基づき、基本方針を踏まえ、「政策評価の結果

を政策の企画立案に適切に反映する」、「政策評価担当組織、政策所管部局、予算等

を担当する調整部局との連携を図る」旨などを定めている。 

(ｲ) 政策評価に関する透明性の確保 

状 況 

 

 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関す

る事項（法第６条第２項第９号） 

 いずれの行政機関も、法の規定に基づき、基本方針を踏まえ、「政策評価に関す

る情報をインターネットのホームページへの掲載等により公表する」旨を定めてい

る。 

 その他政策評価の実施に関し必要な事項（法第６条第２項第 11号） 
いずれの行政機関も、法の規定に基づき、基本方針を踏まえ、「政策評価に関す

る国民の意見・要望を受け付けるための窓口」を明らかにするとともに、寄せられ

た意見・要望等を適切に活用する旨を定めている。 

(2) 政策評価の実施状況

 ア 評価実施件数 

[「政策評価の実施状況（評価実施件数）」のポイント] 

 各行政機関の政策評価の総実施件数は2,631件である（平成23年度2,748件）。 

 事前評価・事後評価別の実施状況をみると、事前評価が853件、事後評価が1,778
        

件となっている。  
 評価実施件数が最も多いのは、国土交通省（870件）、次いで厚生労働省（738 件）、

農林水産省（508 件）の順となっており、これらの３機関（2,116 件）で全体の約

80％を占める。 
＊ これらの３機関の評価実施件数が多い理由としては、所管している公共事業、研究開発課題の評価

の件数が多いことが挙げられる（表９参照）。 

（図４、表８） 

・

・

・
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図4 政策評価の実施状況

（ア） 事前 ・事後別評価実施件数 （イ） 行政機関別評価実施件数

事前評価

853f牛 国土交通省、
870｛牛
(33%) 

表8 政策評価の実施状況 （評価実施件数） （単位：件）
婦、

似持主主7条12項）

左の記もWのト行政機関名 事前評価 傷来2着号手イ） 8再来2号7ロ） 計鶏群 信事3号う

。 。 。 38 内閣府 17 21 21 。 。 。 。 。 。 。宮内庁 。 。 。公正取引委員会 2 7 7 9 。 。 。 42 国家公安委員会・警察庁 6 36 36 。 。 。 42 金融庁 15 27 27 。 。 。 15 消費者庁 3 12 12 。 。 。 。 。復興庁 6 6 。 。 。 38 総務省 15 23 23 。 。 。 。公害等調整委員会 4 4 4 。 。 。 19 法務省 4 15 15 。 96 外務省 65 31 20 2 9 。 。 。 。 32 財務省 32 32 。 。 。 35 文部科学省 12 23 23 。厚生労働省 91 647 39 20 588 738 。農林水産省 131 377 273 103 508 。 。 。 47 経済産業省 41 6 6 。 。 。国土交通省 415 455 455 870 。 。環境省 13 35 21 14 48 。 。 。 。 。 。 。原子力規制委員会 。 。 。 44 防衛省 17 27 27 

1,041 2 132 603 2,631 778 1, 計 853 

（注） 規制に係る政策を対象とした事前評価については、一つの評価書で複数の評価が行われている場
合、当該評価の数を実施件数として計上した。

ρ
h
v
 

n
，，“
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[「政策評価の対象別の実施状況（評価実施件数）」のポイント]  
・  政策評価の対象政策別の実施状況をみると、事前評価については、公共事業を対象

としたものが最も多く362件、次いで研究開発課題を対象としたものが148件、租税特

別措置等を対象としたものが139件の順となっている。なお、事前評価853件のうち、

特定５分野の政策を対象としたものは776件である。 

・ 事後評価については、完了後・終了時の事業等（研究開発課題、公共事業等）を対

象としたものが最も多く 929件、次いで未着手・未了の事業等（公共事業、政府開発

援助等）を対象としたものが 454件となっている。なお、事後評価のうち、目標管理

型の政策評価の実施件数は、317件である。 

（図５、表９） 
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図５ 政策評価の対象別の実施状況（評価実施件数） 

（ア） 事前評価                  

 

 
 

（イ）  事後評価 
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 [「政策評価の方式及び対象とした政策」のポイント] 
  各行政機関は、政策の特性に応じて事業評価方式などの評価方式を設定し、及び事業、
 施策、政策などの評価を実施する単位を設定し、政策評価を行っている。 
 （表 10） 
 
 
 
表10 政策評価の方式及び対象とした政策 

行政機関名 
事前評価 

 評価方式：評価対象とした政策 
事後評価 

 評価方式：評価対象とした政策 

内閣府 事業評価方式：17租税特別措置等 
 

実績評価方式：20政策［20］ 
事業評価方式：１事業 

宮内庁 ― ― 

公正取引委員会 事業評価方式：規制の新設又は改廃に係る２政策 実績評価方式：７施策［７］ 

国家公安委員会・ 
警察庁 

事業評価方式：規制の新設又は改廃に係る６政策 
 

実績評価方式：29業績目標［29］ 
事業評価方式：規制の新設又は改廃に係る７政策 

金融庁 事業評価方式：１新規事業 
事業評価方式：規制の新設又は改廃に係る６政策 
事業評価方式：８租税特別措置等 

実績評価方式：24施策[24] 
事業評価方式：２事業 
事業評価方式：１租税特別措置等 

消費者庁 事業評価方式：規制の新設又は改廃に係る３政策 実績評価方式：12施策［12］ 

復興庁 事業評価方式：６租税特別措置等 ― 

総務省 事業評価方式：４研究開発課題 
事業評価方式：規制の新設又は改廃に係る３政策 
事業評価方式：８租税特別措置等 

事業評価方式：３政策 
実績評価方式：20政策［20］ 
 

公害等調整委員会 ― 実績評価方式：４目標［４］ 

法務省 事業評価方式：２施設整備 
事業評価方式：２調査研究 

実績評価方式：７施策［７］ 
実績評価方式：１成果重視事業 
総合評価方式：２施策 
事業評価方式：４施策 
事業評価方式：１一般財団法人関連事業 

外務省 総合評価方式：65政府開発援助 
 

総合評価方式：20施策［20］ 
総合評価方式：11政府開発援助 

財務省 
― 

実績評価方式：６総合目標 [６] 
25政策目標 [25] 

事業評価方式：１租税特別措置等 

文部科学省 事業評価方式：７新規・拡充事業等 
事業評価方式：５租税特別措置等 

実績評価方式：23施策目標［23］ 

厚生労働省 事業評価方式(研究開発) 
：28研究開発 

事業評価方式(公共事業) 
：新規採択34地区 

事業評価方式：規制の新設又は改廃に係る11政策 
事業評価方式：18租税特別措置等 

実績評価方式：21施策目標［21］ 
総合評価方式：６政策 
事業評価方式：３成果重視事業 
事業評価方式：15継続事業 
事業評価方式：１租税特別措置等 
事業評価方式：28実施地区(再評価) 
事業評価方式：573研究開発課題 

農林水産省 事業評価方式(研究開発) 
：７研究開発課題、１研究制度 

事業評価方式(公共事業) 
：108事業実施地区 

事業評価方式：規制の新設又は改廃に係る１政策 
事業評価方式：14租税特別措置等 

実績評価方式：16政策［16］ 
実績評価方式：２成果重視事業 
事業評価方式(公共事業) 

：152事業実施地区（期中） 
179事業実施地区（完了後）

事業評価方式(研究開発) 
：５研究開発課題 

事業評価方式：22租税特別措置等 
事業評価方式：１研究制度 

 

経済産業省 事前評価方式：５政策（含29租税特別措置等） 
事業評価方式：規制の新設又は改廃に係る４政策 
事業評価方式（公共事業） 
      ：３事業 

実績評価方式：５政策[５]  
事業評価方式：１公共事業 
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行政機関名 
事前評価 

 評価方式：評価対象とした政策 
事後評価 

 評価方式：評価対象とした政策 

国土交通省 事業評価方式（研究開発課題） 
：89研究開発課題等 

事業評価方式（公共事業） 
：217新規採択事業等 

事業評価方式：規制の新設又は改廃に係る21政策 
事業評価方式：26租税特別措置等 
事業評価方式：62新規施策等 

実績評価方式：44施策目標[44] 
総合評価方式：８テーマ 
事業評価方式（公共事業） 

：259事業（再評価等） 
：74事業（事業完了後一定期間経過時） 

事業評価方式（研究開発課題） 
：３研究開発課題（中間） 
67研究開発課題（終了時）  

環境省 事業評価方式：規制の新設又は改廃に係る５政策 
事業評価方式：８租税特別措置等 

実績評価方式：34目標［34］ 
事業評価方式：１租税特別措置等 

原子力規制委員会 ― ― 

防衛省 事業評価方式：５新規事業 
事業評価方式（研究開発課題） 

：12新規研究開発 

事業評価方式：５項目（中間段階） 
16項目（事後） 

実績評価方式：１成果重視事業 
事業評価方式：４租税特別措置等 
総合評価方式：１項目 

 

（注） ［ ］内は、目標管理型の政策評価の実施件数（内数）である。 

 

イ 評価書の公表時期 

 

 

 

図６ 評価書の公表時期 

[「評価書の公表時期」のポイント] 
 ・ 多くの行政機関は、平成 25年度予算要求等に反映させるため、予算概算要求提出期
 限までに評価を実施しており、平成 24年度は９月７日が提出期限とされたことから、
 ９月に多くの評価書が公表されている。 
 ・ 平成 25年３月の件数が最も多い要因は、厚生労働省による研究開発課題を対象とし
 た評価（573件）が実施、公表されたことによる。 
 ・ 平成 25年４月及び５月の件数は、例年は年度内に公表されている公共事業の新規採
 択等に係る評価書が公表されたものである。 
 

（図６、表 11） 
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表11 評価書の公表時期                               （単位：件）                                       

行政機関名 

評価 

実施 

件数 

平成24年 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

25年 

１
月 

２
月 

３
月 

25年 

４
月 

５
月 

内閣府 38 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1 0 0 0 

宮内庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公正取引委員会 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 

国家公安委員会・ 

警察庁 42 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 

金融庁 42 0 2 1 1 0 35 1 0 0 0 1 1 0 0 

消費者庁 15 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 2 0 0 

復興庁 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

総務省 38 0 0 0 0 0 35 0 0 3 0 0 0 0 0 

公害等調整委員会 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0  0 0 

法務省 19 0 1 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 

外務省 96 1 5 4 3 35 0 6 0 5 5 4 28 0 0 

財務省 32 0 0 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

文部科学省 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 

厚生労働省 738 0 3 1 0 0 84 45 0 1 0 1 603 0 0 

農林水産省 508 3 0 0 0 0 128 0 0 0 1 7 25 0 344 

経済産業省 47 0 3 0 0 0 39 1 0 0 0 1 0 3 0 

国土交通省 870 0 1 7 12 1 156 1 6 3 9 46 135 188 305 

環境省 48 1 3 0 0 0 43 1 0 0 0 0 0 0 0 

原子力規制委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

防衛省 44 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 17 0 0 

計 2,631 5  18  44 45 36  663  59 6 13  15  61 826 191  649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

（注） 平成 25年度予算概算要求については、「平成 25年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限 

の特例を定める政令」（平成 24年政令第 220号）により、平成 24年９月７日が提出期限とされた。 

 

 

(3) 政策への反映状況 
 

 

 

[「政策への反映状況（事前評価） 」のポイント]   

 事前評価が行われ た政策については、評価結果を踏まえ、当初案のとおり決定（個

別公共事業の採択、規制に係る法律案の提出等）されている。 

 また、事前評価の結果を平成25年度予算概算要求に反映したものは226件となってい

る。 

（表12） 

・

・
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表12 政策への反映状況（事前評価）                      （単位：件） 

政策評価の結
果の政策への
反映状況 

研 究 開
発 課 題
を対象 

公 共 事
業(官庁
営 繕 事
業 等 を
含む。)
を対象 

政 府 開
発 援 助
を対象 

規 制 を
対象 

租税特
別措置
等を対
象 

左 記 以
外 の 新
規 個 別
事 業 を
対象 

新 規 施
策 等 を
対象 

計 

評価実施件数 148 362 65 62 139 10 67 853 

 政策評価の結果
の政策への反映
件数 

148 362 65 62 139 10 67 853 

概算要求への反
映件数 

103 30 29 0 0 9 55 226 

(注)１ 平成 23年度に評価結果が公表され、「平成 23 年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政 
策への反映状況に関する報告」に掲載したもので、平成 24 年度に更に政策への反映を行った件数 
は 29 件である。 

２ 政策評価の結果、平成 25 年度機構・定員要求に反映したものは 27件（機構要求６件、定員要 
求 27 件）である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 政策への反映状況（一般分野の政策における反映結果別割合） 

 

  
 

[「政策への反映状況（事後評価）」のポイント] 

 事後評価の結果、これまでの取組を引き続き推進しているものは670件、評価対象

政策の改善・見直しを実施しているものは156件、評価対象政策を廃止、休止又は中

止しているものは22件となっている。 

 一般分野の政策についてみると、評価結果は、全て政策に反映しており、うち政策

の見直し等を実施した割合は、37.4％（358件中134件）（平成23年度は39.4％（388

件中153件））となっている。 

 評価対象政策の改善・見直しを実施しているもののうち、評価対象政策の重点化等

を行っているものは48件、評価対象政策の一部の廃止、休止又は中止を行っているも

のは12件となっている。 

 また、事後評価の結果を平成25年度予算概算要求に反映したものは326件となって

いる。 

（図７、表13） 

・

・

・

・
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２ 評価専担組織としての総務省が行う政策の評価（概要） 

各行政機関の枠を超えた評価専担組織としての総務省（行政評価局）は、前記のと

おり、 

① 各行政機関の政策について、政府全体としての統一性を確保する見地から、又は

総合的な推進を図る見地から、統一性又は総合性を確保するための評価（法第 12条

第１項） 

② 各行政機関の政策評価の実施状況を踏まえ、政策評価の客観的かつ厳格な実施を

担保するための評価（同条第２項） 

を行うこととされている。 

【前記Ⅰ－２－（1）－イ（３ページ以下）参照】 

(1) 政策の評価に関する計画 

評価専担組織としての総務省が行う政策の評価に関しては、法第 13条第１項にお

いて、総務大臣は、毎年度、当該年度以降の３年間についての法第 12条第１項及び

第２項の規定に基づく評価に関する計画を定めなければならないとされ、また法第

13 条第２項において、同計画で定めなければならない事項が規定されている。これ

らの規定に基づき定める計画については、総務省が毎年度策定している行政評価等

プログラムに掲載している。 

平成 24 年度以降の３年間についての政策の評価に関する計画は、平成 24 年４月

策定の行政評価等プログラムにおいて、以下のような事項を定めている。 

○ 評価の実施に関する基本的な方針 

・ 各行政機関の政策について、統一性を確保するための評価（統一性確保評価） 

及び総合性を確保するための評価（総合性確保評価）を重点的かつ計画的に実施 

・ 各行政機関の政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動に 

ついては、政策評価の一層の実効性の向上に資する観点からの取組を推進 

○ 平成24年度から平成26年度までの３年間に実施する評価のテーマ 

・ 消費者取引に関する政策評価 

・ 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化（バリアフリー）対策に関する政策評

価 

・ 水資源の有効利用対策に関する政策評価 

・ 政府開発援助（ＯＤＡ）に関する政策評価 

○ 平成24年度に実施する評価のテーマ 

・ 消費者取引に関する政策評価 

※ 既に実施中のもの（総合性確保評価） 

・ 法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価 

・ ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価 

なお、総務省は、行政評価等プログラムについて、行政を取り巻く情勢の変化を踏

まえ、毎年度ローリング方式による見直し・改定を行っており、平成 25年度以降の

３年間についての政策の評価に関する計画については、平成 25年４月策定の行政評

価等プログラムに掲載し、公表している。また、総務省が行う政策の評価のテーマ

については、国民からの意見・要望を広く求めている。 

（ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kyotsu_n/gyouseihyouka_pg.html） 
 

(2) 政策の評価の実施状況等 

ア 統一性又は総合性を確保するための評価 

総務省は、平成 24 年度において、統一性又は総合性を確保するための評価に

ついて３テーマを実施した。 
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このうち、１テーマについては、評価の結果を取りまとめ、当該評価の結果を政

策に反映させるために必要な措置をとるべきことを関係行政機関の長に勧告し、

評価書とともに公表した。 

また、その他の２テーマについては、評価を実施中である（平成 25 年３月末

現在）。 

なお、平成 22年度から平成 24年度までに評価の結果を取りまとめたテーマの

うち、３テーマについては、評価の結果の政策への反映状況が総務省に報告され

ている。 

これらの状況の概要は表 14のとおりである。 

 

表14 統一性又は総合性を確保するための評価の実施状況等 

区分 評価の実施状況及び評価の結果の政策への反映状況の概要 

評価の結
果を取り
まとめ、公
表した１
テーマ 

・法曹人口の拡大及び法曹 
養成制度の改革に関する
政策評価（平成24年４月
20日勧告、公表） 

（評価の結果及び勧告の概要） 
○ 法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関
する政策については、法曹人口の拡大による弁護
士ゼロ・ワン地域のほぼ解消など国民の法的サー
ビスへのアクセス改善のための基盤整備などに
一定の効果あり。 

○ 一方、司法試験の年間合格者数に係る目標値、
法科大学院における教育の質の向上、法科大学院
の入学定員の更なる削減、他校との統廃合等につ
いて課題があることから、改善方策を勧告した。 

 

 
評価を実
施中の２
テーマ 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価 
消費者取引に関する政策評価 ・

評価の結
果の政策
への反映
が図られ
た３テー
マ 

・法曹人口の拡大及び法曹
養成制度の改革に関す
る政策評価（平成24年４
月20日勧告、公表） 

（評価の結果の政策への反映状況の概要） 
○  司法試験合格者数に関する年間数値目標につ 
いては、法曹養成制度関係閣僚会議及び同会議の
下に設置された法曹養成制度検討会議において
検討が行われており、平成25年８月２日までに一
定の結論を得ることとされている。 

○  法科大学院における教育の質の向上について 
は、「法科大学院教育改善プラン」が策定・公表
され、これに沿った取組が行われている。具体的
には、法科大学院の入学定員の削減について、ⅰ
平成24年度改善状況調査の対象に入学定員充足
率５割未満の法科大学院等を新たに追加する、
ⅱ）公的支援の見直しに係る指標として「入学定
員の充足率」を新たに追加する等の取組が行われ
ている。 

）

 
・児童虐待の防止等に関す
る政策評価（平成24年１
月20日勧告、公表） 

（評価の結果の政策への反映状況の概要） 
○  市区町村の児童福祉・母子保健等の関係部署、 
要保護児童対策地域協議会の調整機関等に対し、
養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援
に関して、具体的に留意すべき事項を示すなど、
児童虐待の発生予防の取組が促進されたほか、
「要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域
ネットワーク）の実践事例集」の作成・地方公共
団体への配布など、同協議会の機能強化の取組も
推進された。 

○  全国家庭教育支援研究協議会が開催され、児童 
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 虐待予防の観点から、地域人材によるアウトリー
チ支援等の取組が有効であることが再確認され、
その協議内容を収録したＤＶＤを都道府県・指定
都市教育委員会へ配布するほか、平成25年度か
ら、保護者等へ家庭教育に関する情報提供等を行
う家庭教育支援員を小学校等に配置する事業が
補助事業の１項目とされるなど、地方公共団体に
よる児童虐待の発生予防の取組が促進された。 
 

・バイオマスの利活用に関
する政策評価（平成23年
２月15日勧告、公表） 

 
 
 

（評価の結果の政策への反映状況の概要） 
○ バイオマス活用推進基本計画の目標を達成し
ていくため、平成24年９月に関係府省が共同で
「バイオマス事業化戦略」及びその工程表を策定
し、この方針の下に関係府省が連携して施策を推
進している。また、同基本計画の目標の達成状況
を定期的に把握・点検するため、バイオマス種類
ごとの利用率等を調査し公表した。今後、総合的
な施策の効果等の点検を行って基本計画の中間
見直しを行う。 
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イ 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動 

総務省は、平成 24 年度に、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するため

の評価活動として、表 15 のとおり、各行政機関が実施した政策評価について点

検した。 

表15 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動の実施状況 

 

平成24年度における点検活動の実施状況 
【租税特別措置等に係る政策評価の点検】 

○ 各行政機関が行った租税特別措置等に係る政策評価を対象に、各行政機関からの説明を
踏まえて点検を実施。 

○ 対象とした政策評価は、12 行政機関に係る 163件であり、平成 24年 10月 31日に点検
結果を税制調査会に報告するとともに、関係行政機関に通知し、公表。 

○ 点検の結果、130 件の評価について課題を指摘。 
○ 指摘した課題の主な内容は、以下のとおり。 

・ 税収減と効果を対比して説明しているが、租税特別措置等以外の要因の効果を含め
たものを効果としているため、その説明に疑問がある。 

・ 租税特別措置等の必要性のみの説明にとどまり、想定され得る他の政策手段（補助
金、規制等）と比較して、租税特別措置等の手段をとることが必要かつ適切であるこ
との説明が不十分である。 

 
【規制の事前評価の点検】 
○ 各行政機関が行った規制の事前評価を対象に、各行政機関からの説明を踏まえて点検を
実施。 

○ 対象とした政策評価は、10 行政機関に係る 63件であり、平成 24年５月 31日に 24件、
７月 31 日に 22 件、12 月７日に７件、平成 25 年４月５日に 10 件の点検結果を関係行政
機関に通知し、公表。 

○ 点検の結果、35 件の評価について課題を指摘。 
 ○  指摘した課題の主な内容は、以下のとおり。 

・ 評価書に記載されているもの以外の要素の費用が発生又は増減することが見込まれ
る場合には、要素を可能な限り具体的に列挙し、説明する必要がある。 

・ 費用及び便益を説明するにとどまり、費用と便益の関係の分析の結果を示していな
い評価については、規制によって得られる便益が、規制がもたらす費用を正当化でき
るかどうかを適切に明示する必要がある。 
 

【公共事業に係る政策評価の点検】 
○ 各行政機関が行った個々の公共事業に係る政策評価を対象に、各行政機関からの説明を
踏まえて点検を実施。 

○ 対象とした政策評価は、４行政機関に係る 11 事業 94 件であり、平成 25 年４月５日に
点検結果を関係行政機関に通知し、公表。 

○ 点検の結果、13 件の評価について、個別に課題を指摘。また、４事業については、事
業ごとに共通する課題も指摘。 

○ 指摘した課題の主な内容は、以下のとおり。 
・ 個別評価に係る課題 

計上する便益の算出過程に疑問がある。 
・ 事業ごとに共通する課題 

費用対効果分析マニュアル等の内容や運用等に疑問がある。 
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Ⅳ 各行政機関が行う政策評価 

〔行政機関別状況〕 
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表１－１ 内閣府の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

内閣府本府政策評価基本計画（平成 23年４月１日決定） 
平成 23 年 12月７日一部改正 平成 24年３月 21日一部改正 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 23 年度から 25年度までの３年間 

２ 事前評価の対 
象等 

○ 事業評価方式を基本とする。 
 法第９条及び法施行令第３条に該当する政策を対象とする。 
  規制の新設等による影響の評価を行う場合は、その方式及び対
象について、「規制の事前評価の実施に関するガイドライン」
等を踏まえ、決定する。 
 租税特別措置等の評価を行う場合は、その方式及び対象につい
て、「租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドラ
イン」等を踏まえ、決定する。 

○
○

○

○３ 事後評価の対 
象等 

○

 総合評価方式、実績評価方式、事業評価方式やこれらの主要な
要素を組み合わせた一貫した仕組みなど、適切な方式を用いるも
のとする。 
 計画期間内に評価の対象とする政策は 21 政策 81施策 
総合評価方式： 実績評価方式による評価の結果を受けて様々な

角度から掘り下げて分析することが必要と認めら
れる政策(狭義)等。 

実績評価方式： 内閣府本府の主要な行政目的に係る政策（狭義）
及び成果重視事業。 

事業評価方式： 事前評価を実施した政策のうち事後の検証が必
要と認められるもの。「事務事業」レベルでとら
えることが可能な政策が中心。 

租税特別措置等： 法人税、法人住民税及び法人事業税関係の租
税特別措置等に係る政策を対象とし、その他の税
目関係の租税特別措置等に係る政策についても、
積極的かつ自主的に対象とするよう努めるものと
し、租税特別措置等に係るガイドラインに基づき
実施。 

４ 政策評価の結 
果の政策への反
映 

○ 政策所管課等、政策評価担当課等及び調整部局は、政策の企画
立案作業（予算要求（機構・定員要求を含む。）、法令等による
制度の新設・改廃、各種中長期計画の策定等）及びそれに基づく
政策の実施における重要な情報として、政策評価の結果を活用
し、当該政策に適時適切に反映させるものとする。 
 内閣府本府は、経済財政政策、科学技術政策等複数の行政機関
の所掌に関係する政策の総合的推進に関する事務を所掌してい
ることから、これらの政策の企画及び立案に当たっては、政策評
価の結果の適切な活用を図る。 

○

５ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望については、窓口を大
臣官房政策評価広報課とし、文書やインターネットのホームペー
ジ等により受け付ける。 

実施計画の
名称 

平成 24 年度内閣府本府政策評価実施計画（平成 24年 3月 21日決定） 
 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：21政策 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に区分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 
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表１－２ 内閣府における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

評価実施件数 

事前評価 事業評価方式：17件 
（租税特別措置等） 

〔表１－３－ア〕 

租税特別措置等の
新設、拡充又は延長
が妥当 

17 評価の結果を踏まえ、税制改
正要望を行うこととした 

17 

 
実績評価方式：20件 
［80施策］ 

〔表１－３－イ〕 

 

｛実績評価方式：21件｝ 
〔表１－３－ウ〕 

達成 50 １ 評価結果を踏まえ、これ
までの取組を引き続き進め
た（進める予定） 

【引き続き推進】 

16 事
後
評
価

 実施計画
期間内の
評価対象
政策 
（法第７条第
２項第１号） 

   
 

 概ね達成 23 
  

２ 評価結果を踏まえ、評価
対象政策の改善・見直しを
行った（することとした又
はする予定） 

【改善・見直し】

３ 
 
未達成 １ 

  
 

 
達成に向けて進展 ３  政策の重点化等 ３ 
 ３ 評価結果を踏まえ、当該政策

を廃止した 
【廃止、休止、中止】 

１ 
 
測定不能 ２ 
 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映      20件 
機構・定員要求に反映  ５件 
（うち、機構２件、定員５件） 

 

集計中 
 

１ 

 
事業評価方式：１件 
（東日本大震災に係る取
組） 

〔表１－３－エ〕 

未曽有の震災に対
して府を挙げて対
処しており、引き続
き推進することが
妥当 

１ 評価結果を踏まえ、引き続き
推進することとした 

【引き続き推進】

１ 

 

未着手 

（法第７条第２

項第２号イ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 
 

未了 

（法第７条第２
項第２号ロ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 
 

その他の 
政策 
（法第７条第２
項第３号） 

該当する政策なし ― ― ― ― 
 

 (注)１ ｛ ｝は、評価実施中のもの（外数）である。 
      ２ 実績評価方式については、「政策評価の結果の内訳別件数」欄は施策の数を、「政策評価の結果

の政策への反映状況の内訳別件数」欄は政策の数を、それぞれ計上しているので、両者の数は一
致しない。 
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表１－３ 内閣府における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）租税特別措置等に係る以下の 17 政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24 年９

月７日及び 25年２月 28日に「租税特別措置等に係る政策の事前評価書」として公表。 

 

表１－３－ア 租税特別措置等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 公共施設等運営権の登録等に係る登録免許税の軽減措置の創設 

２ ＰＦＩ事業を実施する民間事業者による大規模修繕に備えた準備金制度の創設 

３ 「国際戦略総合特区」における特例措置 

４ 地域活性化総合特区における特例措置の拡充 

５ 地域活性化総合特区の所得税における特例措置の対象事業の追加 

６ ふるさと投資（地域活性化小口投資）促進税制 

７ データセンター地域分散化促進税制の創設 

８ 災害に強く環境負荷低減等に資する物流効率化施設に係る割増償却制度の拡充及び延長 

９ 雨水貯留浸透利用施設に係る割増償却制度の延長 

10 
認定特定非営利活動法人への寄附金額が 2000 円を超え、寄附金控除が適用される場合、寄附金
額の全額を寄附金控除対象額とする 

11 認定特定非営利活動法人への寄附金控除の年末調整対象化 

12 公益社団・財団法人への寄附金に係る税額控除制度の対象拡大（所得税） 

13 
公益社団・財団法人への寄附金額が 2000 円を超え、寄附金控除が適用される場合、寄附金額の
全額を寄附金控除対象額とする 

14 特定収入に係る消費税制上の所要の措置（消費税） 

15 公益社団・財団法人への寄附金控除の年末調整対象化 

16 子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置 

17 企業再生支援機構の地域経済活性化支援機構への改組・機能拡充に伴う所要の措置 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表１－４－(1)参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 23年度内閣府本府政策評価実施計画」に基づき、以下の 20

政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月 21日に「平成 23年度内閣府本府

政策評価書（事後評価）」として公表。 

 

表１－３－イ 実績評価方式により事後評価した政策  

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 適正な公文書管理の実施 達成：１施策 引き続き推進 

２ 
政府広報・広聴による政府施策の理解、協力
の促進 

達成：１施策 
概ね達成：１施策 

引き続き推進 

３ 遺棄化学兵器廃棄処理事業の推進 達成：１施策 引き続き推進 

４ 経済財政政策の推進 

達成：７施策 
概ね達成：４施策 
達成に向けて進展：１施策 
測定不能：１施策 

引き続き推進 

－ 41 －－ 41 －



 

５ 地域活性化の推進 
達成：４施策 
概ね達成：２施策 
達成に向けて進展：１施策 

引き続き推進 

６ 地域主権改革の推進 達成：１施策 廃止、休止、中止 

７ 科学技術政策の推進 測定不能：１施策 改善・見直し 

８ 防災政策の推進 
達成：３施策 
概ね達成：２施策 

改善・見直し 

９ 沖縄政策の推進 
達成：２施策 
概ね達成：４施策 
集計中：１施策 

引き続き推進 

10 共生社会実現のための施策の推進 

達成：12施策 
概ね達成：４施策 
未達成：１施策 
達成に向けて進展：１施策 

引き続き推進 

11 栄典事務の適切な遂行 概ね達成：１施策 引き続き推進 

12 男女共同参画社会の形成の促進 
達成：７施策 
概ね達成：１施策 

改善・見直し 

13 食品の安全性の確保 達成：２施策 引き続き推進 

14 公益法人制度改革等の推進 
達成：１施策 
概ね達成：１施策 

引き続き推進 

15 経済社会総合研究の推進 
達成：２施策 
概ね達成：１施策 

引き続き推進 

16 迎賓施設の適切な運営 概ね達成：１施策 引き続き推進 

17 北方領土問題の解決の促進 概ね達成：１施策 引き続き推進 

18 国際平和協力業務等の推進 達成：１施策 引き続き推進 

19 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡 達成：４施策 引き続き推進 

20 官民人材交流センターの適切な運営 達成：１施策 引き続き推進 

－ 42 －－ 42 －

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表１－４－(2)参照。 

（２）所掌する全ての政策について、体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 24年度内閣府本府政策評価実施計画」に基づき、以下の 21

政策を対象として評価を実施中（平成 25年８月公表予定）。 

 

表１－３－ウ 実績評価方式により事後評価を実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 適正な公文書管理の実施 

２ 政府広報・広聴による政府施策の理解、協力の促進 

３ 遺棄化学兵器廃棄処理事業の推進 

４ 経済財政政策の推進 

５ 地域活性化の推進 

６ 地域主権改革の推進 

７ 科学技術政策の推進 

８ 宇宙開発利用に関する施策の推進 

９ 防災政策の推進 

10 沖縄政策の推進 

11 共生社会実現のための施策の推進 

12 栄典事務の適切な遂行 

13 男女共同参画社会の形成の促進 

14 食品の安全性の確保 

15 公益法人制度改革等の推進 

16 経済社会総合研究の推進 

17 迎賓施設の適切な運営 

18 北方領土問題の解決の促進 

19 国際平和協力業務等の推進 



20 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡 

21 官民人材交流センターの適切な運営 

 

（３）「平成 23年度内閣府本府政策評価実施計画」に基づき、以下の１事業を対象として評価を

実施し、その結果を平成 24年９月 21日に「平成 23年度内閣府本府政策評価書（事後評価）」

として公表。 

 

表１－３－エ 事業評価方式により事後評価した政策  

 

 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 東日本大震災に係る取組 
未曽有の震災に対して府を挙げて対処して
おり、引き続き推進することが妥当 

引き続き推進 

－ 43 －－ 43 －

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表１－４－(3)参照。 



別表 
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※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの
政策体系（内閣府）

政策 施策

1. 適正な公文書管理の実施 (1) 公文書管理制度の適正かつ円滑な運用

2. 政府広報・広聴による政府施策の理解、
協力の促進

(1) 重要施策に関する広報

(2) 世論の調査

3. 遺棄化学兵器廃棄処理事業の推進 (1) 化学兵器禁止条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄処理

4. 経済財政政策の推進 (1) 政府調達に係る苦情処理についての周知・広報

(2) 対日直接投資の推進

(3) 緊急雇用対策の実施

(4) 道州制特区の推進

(5) 民間資金等活用事業の推進（ＰＦＩ基本方針含む）

(6) 市場開放問題に係る苦情処理を通じた市場アクセスの改善

(7) 競争の導入による公共サービスの改革の推進（公共サービス改革
基本方針含む）

(8) 「新しい公共」に関する施策の推進

(9) 「新しい公共」の自立的な発展の促進のための環境整備

(10) 市民活動の促進

(11) 国内の経済動向の分析

(12) 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の分析

(13) 海外の経済動向の分析

5. 地域活性化の推進 (1) 中心市街地活性化基本計画の認定

(2) 構造改革特区計画の認定

(3) 地域再生計画の認定

(4) 地域再生基盤強化交付金の配分計画の策定

(5) 地域再生支援利子補給金の支給

(6) 環境未来都市の推進

(7) 総合特区の推進

6. 地域主権改革の推進 (1) 地域主権改革に関する施策の推進

7. 科学技術政策の推進 (1) 原子力研究開発利用の推進（原子力政策大綱）

8. 防災政策の推進 (1) 防災に関する普及・啓発

(2) 国際防災協力の推進

(3) 災害復旧・復興に関する施策の推進

(4) 防災行政の総合的推進（防災基本計画）

(5) 地震対策等の推進

9. 沖縄政策の推進 (1) 駐留軍用地跡地利用の推進

(2) 沖縄の離島の活性化

(3) 沖縄振興計画の推進に関する調査

(4) 沖縄における産業振興

(5) 沖縄における社会資本等の整備

(6) 沖縄の特殊事業に伴う特別対策

(7) 沖縄の戦後処理対策



10. 共生社会実現のための施策の推進 (1) 子ども・若者育成支援の総合的推進（子ども・若者ビジョン）

(2) 青少年インターネット環境整備の総合的推進（青少年インター
ネット環境整備基本計画）

(3) 子ども・子育て支援の総合的推進（子ども・子育てビジョン）

(4) 子ども・子育て支援、子ども・若者育成支援に関する調査研究・
人材育成等

(5) 食育の総合的推進（食育推進基本計画）

(6) 食育に関する調査研究等

(7) 高齢社会対策の総合的推進（高齢社会対策大綱）

(8) 高齢社会対策に関する調査研究・参画促進

(9) バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進に関する調査研究等

(10) 障害者施策の総合的推進（障害者基本計画）

(11) 障害者施策に関する調査研究・連携推進等

(12) 交通安全対策の総合的推進（交通安全基本計画）

(13) 交通安全対策に関する調査研究・人材育成等

(14) 犯罪被害者等施策の総合的推進（犯罪被害者等基本計画）

(15) 犯罪被害者等施策に関する調査研究・連携推進等

(16) 自殺対策の総合的推進（自殺総合対策大綱）

(17) 自殺対策に関する調査研究・人材育成等

(18) 青年国際交流の推進

11. 栄典事務の適切な遂行 (1) 栄典事務の適切な遂行

12. 男女共同参画社会の形成の促進 (1) 男女共同参画施策の総合的推進（男女共同参画基本計画）

(2) 男女共同参画に関する普及・啓発

(3) 男女共同参画を促進するための地方公共団体・民間団体等との
連携

(4) 国際交流・国際協力の促進

(5) 女性に対する暴力の根絶に向けた取組

(6) 女性の参画の拡大に向けた取組

(7) 新分野における男女共同参画の推進

(8) 仕事と生活の調和の推進

13. 食品の安全性の確保 (1) 食品健康影響評価技術研究の推進

(2) 食品安全の確保に必要な総合的施策の推進

14. 公益法人制度改革等の推進 (1) 新しい公益法人制度への円滑な移行と適正な法人運営の確保

(2) 特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整

15. 経済社会総合研究の推進

－ 45 －－ 45 －

(1) 経済社会活動の総合的研究

(2) 国民経済計算

(3) 人材育成、能力開発

16. 迎賓施設の適切な運営 (1) 迎賓施設の適切な運営

17. 北方領土問題の解決の促進 (1) 北方領土問題解決促進のための施策の推進

18. 国際平和協力業務等の推進 (1) 国際平和協力業務等の推進

19. 科学に関する重要事項の審議及び研究の
連絡

(1) 政府・社会等に対する提言等

(2) 各国アカデミーとの交流等の国際的な活動

(3) 科学の役割についての普及・啓発

(4) 科学者間ネットワークの構築

20. 官民人材交流センターの適切な運営 (1) 民間人材登用等の推進

（注）政策ごとの予算との対応については、内閣府ホームページ（http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h24/taiou_h24.pdf）参照
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≪宮内庁≫ 

 

表２－１ 宮内庁の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

宮内庁政策評価基本計画（平成24年３月30日策定） 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 平成 24 年度から 28年度までの５年間 

２ 事前評価の対象等 事業評価方式を基準とする。 

３ 事後評価の対象等 

○

○ 

○ 

○ 対象としようとする政策 
(1) 新規に行う事務事業等のうち、当該事務事業等に基づく

行政上の一連の行為の実施により国民生活若しくは社会
経済に相当程度の影響を及ぼすもの又は当該事務事業等
が目指す効果を発揮することができることとなるまでに
多額の費用を要することが見込まれるもの 

(2) (1)に掲げるもののほか、直接国民を対象とし、国民の
利便性の向上が期待される事務事業等のうち事後の検証
が必要と認められるもの 

 事業評価方式を基準とする。 ○

○

○

４ 政策評価の結果の
政策への反映 

 部局等は、予算要求、各種事業計画の策定等の企画立案作
業において、評価結果を適時適切に反映し、反映状況を６月
末を目途に長官官房秘書課及び長官官房主計課へ報告 
 主計課は、予算要求等の審査に際して、評価結果及び当該
政策への反映状況を重要な情報として活用 

 秘書課は、当該政策への反映状況を審査し、部局等及び主

計課に対し、必要に応じ意見を述べる。 

５ 国民の意見・要望
を受けるための窓口
の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見及び要望を受け付ける

ための窓口は、秘書課とし、インターネットのホームページ

等により受け付けるものとする。 

実施計画の
名称 

平成 24 年度宮内庁政策評価実施計画（平成24年３月30日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

該当する政策なし 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に区分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 

 
表２－２ 宮内庁における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象としよう
とした政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 該当する政策なし ― ― ― ― 

 

事 

後 

評 

価 

実施計画期間内の評
価対象政策 

該当する政策なし ― ― ― ― 

（法第７条第２項第１号） 

未着手 該当する政策なし ― ― ― ― 

（法第７条第２項第２号イ） 

未了 該当する政策なし ― ― ― ― 

（法第７条第２項第２号ロ） 

その他の政策 該当する政策なし ― ― ― ― 

（法第７条第２項第３号） 

 

－ 47 －－ 47 －



表２－３ 宮内庁における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

  該当する政策なし 

 

 

２ 事後評価 

 

  該当する政策なし 
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≪公正取引委員会≫ 

 

表３－１ 公正取引委員会の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

公正取引委員会における政策評価に関する基本計画（平成 23年４月１日策定） 
 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 23 年４月１日から 26 年３月 31 日までの３年間 

２ 事前評価の対
象等 

○ 事前評価は、総合評価又は事業評価の方式で行う。 

 事前評価については、政策効果の把握の手法に関する研究・開

発を積極的に進め、その状況を踏まえつつ順次実施に向けて取り

組むものとする。 

 法施行令第３条第６号の規定に基づき、法律又は法律の委任に

基づく政令の制定又は改廃により、規制の新設又は改廃を行う際

には、事前評価を行うこととする。また、同号において事前評価

の実施を義務付けられている規制以外についても、事前評価の実

施に努めることとする。 

○

○

３ 事後評価の対
象等 

○ 事後評価は、事業評価、実績評価及び総合評価の方式により評

価することとし、評価方式については、毎年度策定する実施計画

において定めるものとする。 

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策所管課室は、政策評価の結果を施策等の企画立案作業（予

算要求（定員等を含む。）、法令等による制度の新設・改廃とい

った作業）における重要な情報として適時的確に活用し、当該施

策等に適切に反映することとする。 

 政策所管課室は、各施策等についての政策評価結果を基に、官

房総務課、経済取引局総務課、取引部取引企画課及び審査局管理

企画課と協議の上、国民の視点に立って政策目標がより有効に達

成されるよう各施策等の在り方について、必要な見直し作業等を

進め、見直し結果について、公正取引委員会で審議の上、決定す

るものとする。 

 政策評価と予算・決算の連携を強化するため、関連する閣議決

定等の趣旨を踏まえ、必要な取組を進めるものとする。 

○

○

５ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 基本計画、政策評価結果等については、官房総務課及び各地方

事務所等の窓口並びに公正取引委員会のホームページ上におい

て、一般からの意見・要望等を受け付け、公正取引委員会の政策

評価に適切に反映させるものとする。 

実施計画の
名称 

平成 24 年度公正取引委員会政策評価実施計画（平成 24年３月 30日策定） 
 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：７施策 
 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に区分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 
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表３－２ 公正取引委員会における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式：２件 
（規制） 

〔表３－３－ア〕 

規制の新
設は妥当 

２ 評価結果を踏まえ、法案
を国会に提出した 

２ 

 

事 
後 
評 
価 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 

（法第７条第２
項第１号） 

 

実績評価方式：７件 
〔表３－３－イ〕 

 

≪実績評価方式：１件≫ 
〔表３－３－ウ〕 

有効性・効
率性等が
認められ
る 

 

７≪１≫ 
 

評価結果を踏まえ、これ
までの取組を引き続き
進めた 

【引き続き推進】 

７≪１≫ 
 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映 ７件≪１件≫ 
機構・定員要求に反映 ２件 

（うち、定員２件） 

未着手 

（法第７条第２ 
 項第２号イ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

未了 

（法第７条第２ 
 項第２号ロ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

その他の 
政策 
（法第７条第２ 
項第３号） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

(注）≪ ≫は、「平成 22年度公正取引委員会政策評価実施計画」に基づき、評価を実施、その結果を平
成 23 年３月 30 日に公表し、「平成 22年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状
況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、反映状況として新たに報告すべきものがあること
から掲載したものである。 
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表３－３ 公正取引委員会における評価対象政策の一覧 
 

１ 事前評価 

 

（１）規制の新設に係る以下の１政策（２件）を対象として評価を実施し、その結果を「規制の

事前評価書」として平成 25年３月 22日に公表。 

 

 表３－３－ア 事業評価方式により事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保（２件） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ 
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html) の表３－４－(1)参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１） 所掌する政策のうち、政策評価の対象とするものについて、別表のとおり体系化した上で、

特定年度に評価を実施。 

平成 24 年度においては、実績評価方式を用いて、「平成 24年度公正取引委員会政策評価実

施計画」に基づき、以下の７施策を対象として評価を実施し、その結果を「実績評価書」と

して平成 24年９月７日に公表。 

 

表３－３－イ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 独占禁止法違反行為に対する措置等 

１ 企業結合の迅速かつ的確な審査 
有効性・効率性等が
認められる 

引き続き推進 

２ 独占禁止法違反行為に対する厳正な対処 
有効性・効率性等が
認められる 

引き続き推進 

２ 下請法違反行為に対する措置等 

３ 取引慣行等の適正化 
有効性・効率性等が
認められる 

引き続き推進 

４ 下請法の的確な運用 
有効性・効率性等が
認められる 

引き続き推進 

３ 競争政策の広報・広聴等 

５ 競争政策の広報・広聴 
有効性・効率性等が
認められる 

引き続き推進 

６ 海外の競争当局等との連携の推進 
有効性・効率性等が
認められる 

引き続き推進 

７ 競争的な市場環境の創出 
有効性・効率性等が
認められる 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html) の表３－４－(2)参照。 

 

（２）以下の１施策は、「平成 22 年度公正取引委員会政策評価実施計画」に基づき、評価を実施、そ

の結果を平成 23 年３月 30 日に公表し、「平成 22年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の

政策への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、当該評価結果の政策への反映 
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状況として 25年度予算要求に反映したことから、新たに報告すべきものとして、以下のとおり掲

載。 

 

表３－３－ウ 実績評価方式により平成 23年度以前に事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 迅速かつ実効性のある法運用 

１ 審判手続 
有効性・効率性等が認
められる 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html) の表３－４－(3)参照。 
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別表 
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政策体系(公正取引委員会)
※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

基本目標 政策 政策（狭義） 施策

一
般
消
費
者
の
利
益
確
保
と
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達

公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進

１ 独占禁止法違
  反行為に対する
  措置等

１ 審判手続

２ 企業結合の迅速かつ的確な審査

３ 独占禁止法違反行為に対する厳正な対処

２ 下請法違反行
  為に対する措置
  等

１ 取引慣行等の適正化

２ 下請法の的確な運用

３ 競争政策の広
  報・広聴等

１ 競争政策の広報・広聴

２ 海外の競争当局等との連携の推進

３ 競争的な市場環境の創出

（注） 政策ごとの予算との対応については、公正取引委員会ホームページ（http://www.jftc.go.jp/info/seisakuyosan25.pdf）参照



 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国家公安委員会・警察庁 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

     



≪国家公安委員会・警察庁≫ 

 

表４－１ 国家公安委員会・警察庁の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

国家公安委員会及び警察庁における政策評価に関する基本計画（平成24年３月29日決定） 
 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 24 年４月１日から 27 年３月 31 日まで 

２ 事前評価の対
象等 

○ 政策評価の方式は、原則として事業評価方式とし、必要に応じ総
合評価方式とすることができるものとする。 
 事前評価は、新規に開始しようとする政策のうち、国民の権利・
利益に重大な影響を及ぼす規制、租税特別措置等、多額の支出を伴
う事業その他国民生活や社会経済に与える影響が大きいものにつ
いて、重点的に実施する。 
 評価を実施する場合は、評価の対象となる政策の必要性、予測さ
れる達成効果及び達成時期、当該政策を選定することの有効性、適
正性、事後的な評価方法等を明らかにした上で、政策の目的が国民
や社会のニーズに照らして妥当かどうか、費用に見合った効果が得
られるかどうかなどの観点から行う。 

○

○

３ 事後評価の対
象等 

○ 政策評価の方式は、実績評価方式、事業評価方式及び総合評価方
式とする。 
実績評価方式：所掌する政策の体系として、警察行政における主要
な目標として基本目標を設定し、当該基本目標を実現するための
個別の政策が目指す具体的目標として業績目標を設定した上で
実施する。 

事業評価方式：既に実施されている国民の権利及び利益に重大な影
響を及ぼす規制、租税特別措置等、多額の支出を伴う事業その他
国民生活や社会経済に与える影響が大きい政策を中心に、政策の
目的、目標等の実現状況を明らかにするため、実施する。 

総合評価方式：次に掲げる政策について重点的に行う。 
・ 社会経済情勢の変化により見直し及び改善が必要とされるも

の 
・ 国民からの評価に対するニーズが高く、緊急に採り上げて実

施することが要請されるもの 
・ 社会経済や国民生活に与える影響が大きいもので開始から一

定期間が経過したもの 
・ 従来の政策を見直して、新たな政策展開を図ろうとするもの 
・ 評価を実施してから長期間が経過したもの 

 計画期間内に対象とする政策：14政策 ○

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価の結果は、予算要求、税制改正要望、法令等による制度

の新設及び改廃、各種計画の策定等政策の企画立案作業にできる限

り反映する。 

５ 国民の意見・
要望を受けるた
めの窓口の整備 

○ 政策評価に関する国民からの意見及び要望の受付窓口は、長官官
房総務課とする。また、警察庁ウェブサイトに国民からの意見及び
要望を受け付けるコーナーを設ける。 

 国民から寄せられた意見及び要望については、その内容に応じ

て、今後の政策の企画立案や評価に適切に活用するとともに、でき

る限り、国家公安委員会又は総務課、政策評価担当課若しくは政策

所管課から回答する。 

○

実施計画の
名称 

平成 24 年度政策評価の実施に関する計画（平成 24年３月 29日決定） 
 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のう
ち、実施計画の計画期間内に対
象としようとする政策（法第７
条第２項第１号に区分されるも
の）及び評価の方式 

○ 実績評価： 

(1) 平成23年度を評価期間とする７の基本目標と

29の業績目標について評価書を作成。 

(2) 平成24年度を評価期間とする７の基本目標と 

 

 － 55 －－ 55 －



  18の業績目標について評価を実施（25年度に評 

価書を作成）。 

事業評価：７の規制について評価書を作成。 

総合評価：評価書を作成しない。 

○ 

○ 

２ 未着手・未了（法第７条第２
項第２号イ及びロに区分される
もの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２
項第３号に区分されるもの） 

該当する政策なし 

(注) このほか、７の基本目標と18の業績目標について定めた「平成24年度実績評価計画書」（平成24年３

月）を策定している。 
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表４－２ 国家公安委員会・警察庁における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式：６件 

（規制） 

 〔表４－３－ア〕 

規制の新設は妥

当 

６ 評価結果を踏まえ、新規規制を

内容の一部とする改正法案を

国会へ提出 

６ 

事
後
評
価 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 
（法第７条第２
項第１号） 

実績評価方式：29件 

〔表４－３－イ〕 

 

｛７の基本目標と

18 の業績目標｝ 

〔表４－３－ウ〕 

達成 ６ 評価結果を踏まえ、これまでの
取組を引き続き進めた（進める
予定） 
       【引き続き推進】         

29 

おおむね達成 19 

達成が十分とは

言い難い 
４ 

 

 

－ － － － 

－ － － － 

 

－ － － － 
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<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映     27件 
機構・定員要求に反映  19件 

（うち、機構３件、定員19件） 

事業評価方式：７件 

（規制） 

〔表４－３－エ〕 

有効性及び効率

性が認められる 

４ 評価結果を踏まえ、これまでの
取組を引き続き進めた 
       【引き続き推進】 

７ 

有効性及び効率

性を十分に検証

できるまでには

至っていない 

３ 

未着手 
（法第７条第

２項第２号

イ） 

該当する政策なし 

未了 
（法第７条第

２項第２号

ロ） 

該当する政策なし 

その他の 
政策 
（法第７条第

２項第３号） 

該当する政策なし 

(注) ｛ ｝は、評価を実施中のもの（外数）である。 



表４－３ 国家公安委員会・警察庁における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）規制の新設又は改廃に係る以下の６政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 25年

３月 29 日に「規制の事前評価書」として公表。 

 

表４－３－ア 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

道路交通法の一部改正 

１ 自転車の制動装置に係る検査、応急措置命令等 

２ 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習の受講命令 

３ 病気の症状に関する質問票への虚偽記載等の禁止 

４ 取消処分者講習の受講対象の拡大 

５ 一定の病気を理由に免許を取り消された場合における免許再取得時の試験の一部免除 

６ 一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の暫定的停止 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ 
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表４－４－(1)参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 23年度政策評価の実施に関する計画」等に基づき、以下の７の

基本目標に係る 29の業績目標を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年７月 19日に「平

成 23年度実績評価書」として公表。 

 

表４－３－イ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

基本目標１ 市民生活の安全と平穏の確保 

１ 犯罪予防対策の推進による安全・安心なまちづくり おおむね達成 引き続き推進 
２ 地域警察官による街頭活動及び初動警察活動の強化 おおむね達成 引き続き推進 
３ 少年非行の防止 おおむね達成 引き続き推進 
４ 犯罪等からの少年の保護 おおむね達成 引き続き推進 

５ 良好な生活環境の保持 
達成が十分と

は言い難い 引き続き推進 

６ 
経済犯罪等の取締りの推進による良好な経済活動等の確
保 

おおむね達成 引き続き推進 
７ 環境事犯の取締りの推進による環境破壊等の防止 達成 引き続き推進 
基本目標２ 犯罪捜査の的確な推進 

８ 重要犯罪に係る捜査の強化 達成 引き続き推進 
９ 重要窃盗犯に係る捜査の強化 おおむね達成 引き続き推進 
10 政治・行政・経済の構造的不正の追及の強化 おおむね達成 引き続き推進 

11 振り込め詐欺の捜査活動及び予防活動の強化 
達成が十分と

は言い難い 引き続き推進 

12 科学技術を活用した捜査の更なる推進 おおむね達成 引き続き推進 
13 被疑者取調べの適正化の更なる推進 おおむね達成 引き続き推進 
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基本目標３ 組織犯罪対策の強化 

14 暴力団の存立基盤の弱体化 おおむね達成 引き続き推進 

15 取締りの強化による薬物密輸・密売組織の弱体化 
達成が十分と

は言い難い 引き続き推進 

16 
銃器犯罪の取締りの強化による暴力団等犯罪組織の弱体
化 

達成が十分と

は言い難い 引き続き推進 

17 来日外国人犯罪対策の強化 おおむね達成 引き続き推進 
18 犯罪収益対策の推進 おおむね達成 引き続き推進 
基本目標４ 安全かつ快適な交通の確保 

19 歩行者・自転車利用者の安全確保 おおむね達成 引き続き推進 
20 高齢運転者による交通事故の防止 達成 引き続き推進 
21 

飲酒運転対策を始めとする悪質・危険運転者対策の推進に
よる交通秩序の確立 

おおむね達成 引き続き推進 
22 被害軽減対策の推進による交通事故死者数の減少 達成 引き続き推進 
23 道路交通環境の整備 おおむね達成 引き続き推進 
基本目標５ 国の公安の維持 

24 重大テロ事案等の予防鎮圧 達成 引き続き推進 
25 大規模自然災害等の重大事案への的確な対処 達成 引き続き推進 
26 警備犯罪取締りの的確な実施 おおむね達成 引き続き推進 

27 
国内外における情報収集・分析機能の強化による対日有害
活動・国際テロ等の未然防止及びこれらの事案への的確な
対処 

おおむね達成 引き続き推進 

基本目標６ 犯罪被害者等の支援の充実 

基本目標７ 安心できるＩＴ社会の実現 

28 
犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的支援等総合的な
支援の充実 

おおむね達成 引き続き推進 

29 
情報セキュリティの確保とネットワーク利用犯罪等サイ
バー犯罪の抑止 

おおむね達成 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ 
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表４－４－(2)参照。 

 

（２）所掌する全ての政策について、体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 24年度政策評価の実施に関する計画」等に基づき、以下の７

の基本目標に係る 18の業績目標を対象として評価を実施中（平成 25年度中に公表予定）。 

 

表４－３－ウ 実績評価方式により評価実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

基本目標１ 市民生活の安全と平穏の確保 

基本目標２ 犯罪捜査の的確な推進 

１ 総合的な犯罪抑止対策の推進 

２ 地域警察官による街頭活動及び初動警察活動の強化 

３ 良好な経済活動等の確保及び環境破壊等の防止 

４ 重要犯罪・重要窃盗犯の検挙向上 

５ 政治・行政・経済の構造的不正の追及の強化 

６ 振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の捜査活動及び予防活動の強化 

７ 科学技術を活用した捜査の更なる推進 

８ 被疑者取調べの適正化の更なる推進 

基本目標３ 組織犯罪対策の強化 

基本目標４ 安全かつ快適な交通の確保 

９ 暴力団等犯罪組織の存立基盤の弱体化 

10 来日外国人犯罪対策の強化 

11 歩行者・自転車利用者の安全確保 

12 運転者対策の推進 
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13 道路交通環境の整備 

基本目標５ 国の公安の維持 

基本目標６ 犯罪被害者等の支援の充実 

基本目標７ 安心できるＩＴ社会の実現 

14 重大テロ事案等を含む警備犯罪への的確な対処 

15 大規模自然災害等の重大事案への的確な対処 

16 対日有害活動・国際テロ等の未然防止及びこれらの事案への的確な対処 

17 犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的支援等総合的な支援の充実 

18 情報セキュリティの確保とネットワーク利用犯罪等サイバー犯罪の抑止 

 
（３）事業評価方式を用いて、「平成 24年度政策評価の実施に関する計画」に基づき、以下の７

の規制を対象として評価を実施し、その結果を平成 25年３月 22日に「事業評価書 道路交通

法施行令の一部を改正する政令（平成 17年政令第 183号）により新設された規制」、「事業評価

書 犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19年法律第 22号）により新設された規制」、

「事業評価書  道路交通法の一部を改正する法律（平成 19年法律第 90号）により新設された

規制」及び「銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律（平成 19年法律

第 120号）により新設された規制」として公表。 

 

表４－３－エ 事業評価方式により事後評価した政策（規制） 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

道路交通法施行令の一部を改正する政令（平成 17年政令第 183号）により新設された規制 

１ 
３月を超えない範囲の期間の使用制限命令を命ずること
ができる自動車の種類への中型自動車の追加 

有効性及び効率
性を十分に検証
できるまでには
至っていない 

引き続き推進 

２ 中型免許を受けた者に対する運転制限 

有効性及び効率
性を十分に検証
できるまでには
至っていない 

引き続き推進 

犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19年法律第 22号）により新設された規制 

３ 
金融機関以外の特定事業者に対する顧客等の本人確認、取
引記録等の保存及び疑わしい取引の届出義務規定の創設 

有効性及び効率
性が認められる 

引き続き推進 

４ 外国為替取引に係る通知制度の創設 
有効性及び効率
性が認められる 

引き続き推進 

５ 
疑わしい取引の届出義務及び外国為替取引に係る通知義
務についての報告徴収、立入検査及び是正命令制度の創設 

有効性及び効率
性が認められる 

引き続き推進 

道路交通法の一部を改正する法律（平成 19年法律第 90 号）により新設された規制 

６ 運転免許証の提示義務の拡大 
有効性及び効率
性が認められる 

引き続き推進 

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律（平成 19 年法律第 120 号）により
新設された規制 

７ 
銃砲刀剣類所持等取締法における両罰規定の適用対象犯
罪の拡大 

有効性及び効率
性を十分に検証
できるまでには
至っていない 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ 
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表４－４－(3)参照。 
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別表 
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政策体系(国家公安委員会・警察庁)
※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

基本目標 業績目標

１ 市民生活の安全と平穏の確保 １ 犯罪予防対策の推進による安全・安心なまちづくり

２ 地域警察官による街頭活動及び初動警察活動の強化

３ 少年非行の防止

４ 犯罪等からの少年の保護

５ 良好な生活環境の保持

６ 経済犯罪等の取締りの推進による良好な経済活動等の確保

７ 環境事犯の取締りの推進による環境破壊等の防止

２ 犯罪捜査の的確な推進 １ 重要犯罪に係る捜査の強化

２ 重要窃盗犯に係る捜査の強化

３ 政治・行政・経済の構造的不正の追及の強化

４ 振り込め詐欺の捜査活動及び予防活動の強化

５ 科学技術を活用した捜査の更なる推進

６ 被疑者取調べの適正化の更なる推進

３ 組織犯罪対策の強化 １ 暴力団の存立基盤の弱体化

２ 取締りの強化による薬物密輸・密売組織の弱体化

３ 銃器犯罪の取締りの強化による暴力団等犯罪組織の弱体化

４ 来日外国人犯罪対策の強化

５ 犯罪収益対策の推進

４ 安全かつ快適な交通の確保 １ 歩行者・自転車利用者の安全確保

２ 高齢運転者による交通事故の防止

３ 飲酒運転対策を始めとする悪質・危険運転者対策の推進による交通秩序の確立

４ 被害軽減対策の推進による交通事故死者数の減少

５ 道路交通環境の整備

５ 国の公安の維持 １ 重大テロ事案等の予防鎮圧

２ 大規模自然災害等の重大事案への的確な対処

３ 警備犯罪取締りの的確な実施

４ 国内外における情報収集・分析機能の強化による対日有害活動・国際テロ等の未然防
 止及びこれらの事案への的確な対処

６ 犯罪被害者等の支援の充実 １ 犯罪被害者等に対する経済的支援・精神的支援等総合的な支援の充実

７ 安心できるIＴ社会の実現 １ 情報セキュリティの確保とネットワーク利用犯罪等サイバー犯罪の抑止

（注） 政策ごとの予算との対応については、警察庁ホームページ（http://www.npa.go.jp/yosan/kaikei/h24_seisaku_yosan.pdf）参照



 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融庁 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

     



≪金融庁≫ 

 

表５－１ 金融庁の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

金融庁における政策評価に関する基本計画（平成 24年５月 31日策定） 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 24 年４月１日から 29 年３月 31 日まで 

２ 事前評価の
対象等 

○ 事前評価は、事業評価方式を基本とする。 

  評価の対象は、次のとおり。 

① 法第９条及び法施行令第３条第１号から第５号に該当する政策

（要件に該当する個々の研究開発、公共事業、政府開発援助） 

② 法第９条及び法施行令第３条第６号に該当する政策（規制を新

設し、若しくは廃止し、又は規則の内容の変更をすることを目的

とする政策） 

③ 法第９条及び法施行令第３条第７号及び第８号に該当する政策

（租税特別措置等のうち法人税、法人住民税及び法人事業税関係

の措置の新設、拡充及び延長を目的とする政策） 

④ 新たな事業あるいは拡充を予定している事業のうち、社会的影

響又は予算規模の大きい事業（①を除く） 

⑤ ①に準ずるもので、社会的影響の大きい政策 

○

３ 事後評価の
対象等 

○ 事後評価は、実績評価方式、事業評価方式及び総合評価方式を基

本とする。ただし、法第９条及び法施行令第３条第７号に該当する

政策については、「租税特別措置等に係るガイドライン」等に基づ

き実施する。 

  評価方式別の評価の対象は、次のとおり。 

実績評価： 金融庁の任務を達成するために重要な政策 

事業評価： 法第７条第２項第２号に該当する政策（総合評価方

式を適用するものを除く。）及び事業評価方式により事前評価を実

施した政策のうち途中又は事後の時点での検証が必要と認められ

たもの 

総合評価： 政策の決定から一定期間を経過した政策 

租税特別措置等に係る政策の事後評価：法第９条及び法施行令第

３条第７号に該当する政策 

○

４ 政策評価の
結果の政策へ
の反映 

○ 政策評価を実施した場合には、政策所管部局は、予算、機構・定

員、税制改正要望、法令審査等を取りまとめ部局とも調整しつつ政

策評価の結果を踏まえ検討を行い、政策の企画立案作業（予算要求、

機構・定員要求、税制改正要望、法令等による制度の新設・改廃等）

に活用することにより、政策評価の結果を政策へ適切に反映させる

ものとする。 

５  国 民 の 意
見・要望を受
けるための
窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける窓口は、総
務企画局政策課政策評価室とし、金融庁のホームページにおいて意
見を受け付ける。 

 寄せられた意見・要望については、政策評価の質を向上させるた

め、関係する部局等において適切に活用を図るものとする。 

○

実施計画の
名称 

平成 24 年度金融庁政策評価実施計画（平成 24年５月 31日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施
計画の計画期間内に対象としようとす
る政策（法第７条第２項第１号に区分
されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：20施策 
 事業評価：過去に事前評価を実施し平
成 24 年度に効果が発現する予定の事業
（成果重視事業については、平成 24年度
中の効果の発現予定の有無に関わらず事
後評価を実施） 
 政策評価の実施が義務付けられている
法人税、法人住民税及び法人事業税関係
の租税特別措置等（特定の行政目的の実

○

○
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現のために税負担の軽減・繰延べを行う
ものに限る。）に係る政策等 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２
号イ及びロに区分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３
号に区分されるもの） 

 該当する政策なし 

 

 － 64 －－ 64 －



表５－２ 金融庁における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式：１件 
(新規事業) 

〔表５－３－ア〕 

実施は妥当 １ 評価結果を踏まえ、評価対象事業
（施策）を実施することとした 

１ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（ 概算要求に反映    １件 ）  

事業評価方式：６件 
(規制) 

〔表５－３－イ〕 

規制の新設又は改
廃は妥当 

６ 評価結果を踏まえ、政令等を制定
又は改正した（改正する予定） 

６ 

事業評価方式：８件 
(租税特別措置等) 

〔表５－３－ウ〕 

租税特別措置等の
新設、拡充又は延長
は妥当 

８ 評価結果を踏まえ、税制改正要望
を行った   

８ 

 

事

後

評

価 

 

 

 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 
（法第７条第
２項第１号） 

 

実績評価方式：24件 
〔表５－３－エ〕 

｛実績評価方式：20件
〔表５－３－オ〕 

｝ 

施策の達成に向け
て成果が上がって
おり、今後もこれま
での取組を進めて
いく必要がある 

２ 
 

１ 評価結果を踏まえ、これまで
の取組を引き続き進めた 

【引き続き推進】 

２ 

２ 評価結果を踏まえ、評価対象
政策の改善・見直しを行った 

  【改善・見直し】 

22 

施策の達成に向け
て一定の成果が上
がっているが、取組
の充実・改善や新た
な施策の検討等を
行う必要がある 

22 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映    15件 
機構・定員要求に反映 12件 
（うち、機構６件、定員12件） 

事業評価方式：２件 
（成果重視事業１件含む）

〔表５－３－カ〕

 
 

取組を引き続き推
進 

１ １ 評価結果を踏まえ、これまで
の取組を引き続き進めた 

【引き続き推進】 

１ 

２ 事業は終了しているが、評価
結果を踏まえ、これまでの取組
を引き続き進めた 

１ 
実施は妥当 １ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（ 概算要求に反映    １件 ） 

事業評価方式：１件 

(租税特別措置等) 

〔表５－３－キ〕 

取組を引き続き推
進 

１ 評価結果を踏まえ、これまでの取
組を引き続き進めた 
      【引き続き推進】 

１ 

未着手 

（法第７条第
２項第２号
イ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

未了 

（法第７条第
２項第２号
ロ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

その他の 
政策 
（法第７条第
２項第３号） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

(注) ｛ ｝は、評価を実施中のもの（外数）である。 
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表５－３ 金融庁における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）事業評価方式を用いて、平成 25年度概算要求に係る１新規・拡充事業を対象として評価を

実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 24年度事業評価書」として公表。 

 

表５－３－ア 事業評価方式により事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 金融庁行政情報化ＬＡＮシステム設計・構築経費（次期ＬＡＮシステム） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表５－４－(1)参照。 

 

（２）規制の新設又は改廃に係る以下の６政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年

５月 23 日、６月 26日、７月 31日、10月 12日及び 25年２月４日に「規制の事前評価書」

として公表。 

 

表５－３－イ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 少額短期保険業に係る規制の見直し 

２ 保険会社の子会社等への与信に係る大口与信規制の見直し 

３ ＰＴＳ取引における公開買付規制（５％ルール）の適用除外 

４ 臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化 

５ ＡＩＪ投資顧問株式会社事案を踏まえた資産運用に係る規制の見直し 

６ 信用金庫・信用組合による会員・組合員の外国子会社への資金の貸付け等の解禁 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表５－４－(2)参照。 

 

（３）租税特別措置等に係る以下の８政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月

７日及び 25年３月１日に「租税特別措置等に係る政策の事前評価書」として公表。 

 

表５－３－ウ 租税特別措置等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 自動発注サーバに係る非課税措置の創設  

２ 海外投資家振替社債利子等非課税制度の恒久化等  

３ 投資法人が買換特例等を適用した場合の導管性要件の判定式の見直し 

４ 火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実 

５ 企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充 

６ 
「東日本大震災事業者再生支援機構」、「産業復興機構」が支援する事業再生に対する「企業再生
税制」と同等の措置の適用 

７ 投資信託・投資法人法制の見直しに係る所要の措置（海外不動産関係） 

８ 企業再生支援機構の地域経済活性化支援機構への改組・機能拡充に伴う所要の措置 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表５－４－(3)参照。 
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２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 23年度金融庁政策評価実施計画」に基づき、以下の 24 施策

を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 23年度実績評価書」と

して公表。 

表５－３－エ 実績評価方式により事後評価した政策 

 № 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

基本政策Ⅰ 金融機能の安定の確保 

 

 

 

 

 

 

 

施策目標１ 金融機関が健全に経営されていること 

１ 
金融機関を巡る状況の変化に対応した、効果
的・効率的なオフサイト・モニタリングの実
施 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

２ 
金融機関を巡る状況の変化に対応した、効果
的・効率的な検査の実施 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

施策目標２ 金融システムの安定が確保されていること 

３ 
預金等定額保護下における円滑な破綻処理の
ための態勢整備及びシステミックリスクの未
然防止 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

４ 国際的な金融監督のルール策定等への貢献 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

５ 
アジア域内の金融・資本市場の整備への協力、
及び他のアジア諸国での我が国企業の展開を
支え、自らも展開する金融業の支援 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

基本政策Ⅱ 預金者、保険契約者、投資者等の保護 

 

 

 

 

 

施策目標１ 金融サービスの利用者（預金者・保険契約者・投資者等）が安心してそのサービス
を利用できること 

６ 
金融実態に即した利用者保護ルール等の整
備・徹底 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

７ 
利用者保護のための情報提供・相談等の枠組
みの充実 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

８ 金融機関等の法令等遵守態勢の確立 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

９ 金融関連の犯罪に対する厳正かつ適切な対応 施策の達成に向けて成 引き続き推進 
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果が上がっており、今
後もこれまでの取組を
進めていく必要がある 

施策目標２ 公正、透明な市場を確立し維持すること 

10 
取引の公正を確保し、投資者の信頼を保持す
るための市場監視 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

11 
市場の公正性・透明性の確保に向けた市場関
係者の自主的な取組みの促進 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

12 
市場の透明性確保に向けた会計制度等の整
備・定着 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

13 
金融商品取引法に基づくディスクロージャー
の適切性の確保 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

14 公認会計士監査の充実・強化 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

基本政策Ⅲ 円滑な金融等 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策目標１ 活力のある市場を構築すること 

15 
多様な資金調達手段・適切な投資機会の提供
に向けた環境整備 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

16 決済システム等の整備・定着 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

17 専門性の高い人材の育成等 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

18 個人投資家の参加拡大 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

施策目標２ 金融サービス業の創意工夫・活力・競争を促し、広く金融サービスの利用者利便の
向上を図ること 

19 
金融サービス業の活力と競争の促進に向けた
環境整備 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

20 中小企業金融をはじめとした企業金融等の円 施策の達成に向けて一 改善・見直し 
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滑化及び地域密着型金融の推進 定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

 
施策目標３ 金融の円滑を図るためのより良い規制環境（ベター・レギュレーション）を実現す

ること 

 21 金融行政の透明性・予測可能性の向上 

施策の達成に向けて成
果が上がっており、今
後もこれまでの取組を
進めていく必要がある 

引き続き推進 

（業務支援基盤整備に係る施策） 

 22 職員の育成・強化のための諸施策の実施 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

 

 

23 
行政事務の電子化等による利便性の高いシス
テムの構築及び効率的な金融行政の推進 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

24 専門性の高い調査研究分析の実施 

施策の達成に向けて一
定の成果が上がってい
るが、取組の充実・改
善や新たな施策の検討
等を行う必要がある 

改善・見直し 

（注） 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表５－４－(4)参照。 

 

（２）所掌する全ての政策について、体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 24年度金融庁政策評価実施計画」に基づき、以下の 20 施策

を対象に評価を実施中（平成 25年８月公表予定）。 

 

表５－３－オ 実績評価方式により事後評価を実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

基本政策Ⅰ 経済成長の礎となる金融システムの安定 

１ 金融機関の健全性を確保するための制度・環境整備 

２ 我が国金融システムの安定性を確保するための制度・環境整備 

３ 金融システムの安定性を確保するための経済・市場全体にかかるリスクの把握と行政対応 

基本政策Ⅱ 利用者の視点に立った金融サービスの質の向上 

４ 利用者が安心して金融サービスを受けられるための制度・環境整備 

５ 資金の借り手が真に必要な金融サービスを受けられるための制度・環境整備 

６ 資金形成を行う者が真に必要な金融サービスを受けられるための制度・環境整備 

基本政策Ⅲ 公正・透明で活力ある市場の構築 

７ 市場インフラの構築のための制度・環境整備 

８ 市場機能の強化のための制度・環境整備 

９ 市場取引の公正性・透明性を確保するための制度・環境整備 

10 市場仲介機能が適切に発揮されるための制度・環境整備 

11 市場機能の発揮の基盤となる会計監査に関する制度・環境整備 

基本政策Ⅳ 横断的施策 

12 国際的な政策協調・連携強化 

13 アジア諸国における金融・資本市場の整備及び金融業の一層の開放に向けた政策協調 

14 金融サービスの提供者に対する事業環境の整備 

15 金融行政についての情報発信の強化 

16 金融経済リテラシー（基礎知識・活用能力）の向上のための環境整備 
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（業務支援基盤の整備のための取組み） 

17 金融行政を担う人材の確保と資質の向上 

18 学術的成果の金融行政への導入・活用 

19 金融行政における情報システムの活用 

20 災害等発生時における金融行政の継続確保 

 

（３）事業評価方式を用いて、「平成 24年度金融庁政策評価実施計画」に基づき、過去に事業評

価（事前評価）を実施し、平成 24年度に効果が発現する事業のうち以下の１事業及び１つの

成果重視事業を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 24年度事

業評価書」として公表。 

 

表５－３－カ 事業評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 電子データ保全解析及び証拠化機材の整備 実施は妥当 ― 

２ 金融庁業務支援統合システムの開発（成果重視事業） 
取組を引き続き
推進 

引き続き推進 

（注）１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表５－４－(5)参照。 

２ №１は、事業終了後の評価を実施したものである。 

 

（４）「平成 24年度金融庁政策評価実施計画」に基づき、租税特別措置等に係る以下の１政策を

対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「租税特別措置等に係る政策の事

後評価書」として公表。 

 

表５－３－キ 租税特別措置等を対象として事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 
特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金

不算入等の特例 

取組を引き続き

推進 
引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表５－４－(6)参照。 
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別表 
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政策体系(金融庁)
※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

基本政策 施策目標 施策

Ⅰ 金融機能の安
定の確保

１ 金融機関が健全
に経営されている
こと

(1) 金融機関を巡る状況の変化に対応した、効果的・効率的なオフ
  サイト・モニタリングの実施

(2) 金融機関を巡る状況の変化に対応した、効果的・効率的な検査
  の実施

２ 金融システムの
安定が確保されて
いること

(1) 預金等定額保護下における円滑な破綻処理のための態勢整備及
  びシステミックリスクの未然防止

(2) 国際的な金融監督のルール策定等への貢献

(3) アジア域内の金融・資本市場の整備への協力、及び他のアジア
  諸国での我が国企業の展開を支え、自らも展開する金融業の支援

Ⅱ  預金者、保険
契約者、投資者

  等の保護

１ 金融サービスの
利用者（預金者・
保険契約者・投資
者等）が安心して
そのサービスを利
用できること

(1) 金融実態に即した利用者保護ルール等の整備・徹底

(2) 利用者保護のための情報提供・相談等の枠組みの充実

(3) 金融機関等の法令等遵守態勢の確立

(4) 金融関連の犯罪に対する厳正かつ適切な対応

２ 公正、透明な市
場を確立し維持す
ること

(1) 取引の公正を確保し、投資者の信頼を保持するための市場監視

(2) 市場の公正性・透明性の確保に向けた市場関係者の自主的な取
  組みの促進

(3) 市場の透明性確保に向けた会計制度等の整備・定着

(4) 金融商品取引法に基づくディスクロージャーの適切性の確保

(5) 公認会計士監査の充実・強化

Ⅲ 円滑な金融等 １ 活力のある市場
を構築すること

(1) 多様な資金調達手段・適切な投資機会の提供に向けた環境整備

(2) 決済システム等の整備・定着

(3) 専門性の高い人材の育成等

(4) 個人投資家の参加拡大

２ 金融サービス業
の創意工夫・活力
・競争を促し、広
く金融サービスの
利用者利便の向上
を図ること

(1) 金融サービス業の活力と競争の促進に向けた環境整備

(2) 中小企業金融をはじめとした企業金融等の円滑化及び地域密着
  型金融の推進

３ 金融の円滑を図
るためのより良い
規制環境（ベター
・レギュレーショ
ン）を実現するこ
と

(1) 金融行政の透明性・予測可能性の向上

（業務支援基盤整備に係る施策）

分野 課題 施策

１ 人的資源 (1) 専門性の高い職
  員の育成・強化

(Ⅰ) 職員の育成・強化のための諸施策の実施

２ 情報 (1) 行政事務の効率
  化のための情報化

(Ⅰ) 行政事務の電子化等による利便性の高いシステムの構築及び
効率的な金融行政の推進

(2) 金融行政の専門
  性向上のための情
  報収集・分析

(Ⅰ) 専門性の高い調査研究分析の実施

（注） 政策ごとの予算との対応については、金融庁ホームページ（http://www.fsa.go.jp/common/budget/yosan/seisaku24.pdf）参照
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表６－１ 消費者庁の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

消費者庁政策評価基本計画（平成22年３月31日決定） 
平成22年10月７日一部改正、平成23年11月４日一部改正 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 21 年９月１日から 25 年３月 31 日まで 

２ 事前評価の対象
等 

○ 事業評価方式を基本とする。 
 予算要求を伴う新たな政策や新設される制度のうち、法第９
条第１号に該当すると考えられる政策が対象となる。政策の
単位は、「事務事業」レベルで捉えることが可能な政策が中
心となる。 

  規制の新設等による影響の評価を行う場合は、その方式及び

対象について、「規制の事前評価の実施に関するガイドライン」

等を踏まえ、決定する。 

○

○

３ 事後評価の対象
等 

○ 総合評価方式、実績評価方式、事業評価方式のいずれかによ
る。 
 評価方式別の評価対象は、以下のとおり。 
総合評価方式：実績評価方式による評価の結果を受けて様々

な角度から掘り下げて分析することが必要
と認められる政策（狭義）等。 

実績評価方式：消費者庁の主要な行政目的に係る政策（狭義）
及び成果重視事業。 

事業評価方式：事前評価を実施した政策のうち事後の検証が
必要と認められるもの。「事務事業」レベル
でとらえることが可能な政策が中心となる。 

○

４ 政策評価の結果
の政策への反映 

○ 各課等は、政策の企画立案作業（予算要求（機構・定員要求
を含む。）、法令等による制度の新設・改廃、各種中長期計画
の策定等）及びそれに基づく政策の実施における重要な情報と
して、政策評価の結果を活用し、当該政策に適時適切に反映さ
せるものとする。 

５ 国民の意見・要
望を受けるための
窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望については、窓口を

総務課とし、文書やインターネットのホームページ等により受

け付ける。 

実施計画の
名称 

平成24年度消費者庁政策評価実施計画（平成24年10月３日決定） 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：12施策 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に区分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 
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表６－２ 消費者庁における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式：３件 

（規制） 

〔表６－３－ア〕

 

 

規制の新設が
妥当 

３ １ 評価結果を踏まえ、法案を国会に
提出した 

１ 
 

２ 評価結果を踏まえ、政令等を改正
した（改正する予定） 

２ 

 

事
後
評
価

 
 
 
 

実施計画期
間内の評価
対象政策 
（法第７条第

２項第１号） 

実績評価方式：12件 

〔表６－３－イ〕 

 

進捗があった 12 
 

１ 評価結果を踏まえ、これまで
の取組を引き続き進めた 

【引き続き推進】 

５ 
 

２ 評価結果を踏まえ、評価対象
政策の改善・見直しを行った 

【改善・見直し】 

７ 
 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映     ９件 
機構・定員要求に反映  ６件 

（うち、機構２件、定員６件） 

未着手 
（法第７条第

２項第２号イ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

未了 
（法第７条第

２項第２号ロ） 

該当する政策なし ― ―   

その他の政
策 
（法第７条第

２項第３号） 

該当する政策なし ― ―   
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表６－３ 消費者庁における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）規制の新設又は改廃に係る以下の３政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年

12 月 17日、25年３月４日及び３月 22日に「規制の事前評価書」として公表。 

 

表６－３－ア 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 訪問購入に係る規制内容の整備 

２ 特定商品等の預託等取引契約に関する法律による消費者への情報開示の強化 

３ 消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する表示への対応 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ 
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表6－４－(1)参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 23年度消費者庁政策評価実施計画」に基づき、以下の 12

施策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 23年度政策評価書

（事後評価）」として公表。 

 
表６－３－イ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 消費者政策の調整 進捗があった 改善・見直し 

２ 基本的な消費者政策の企画・立案・推進 進捗があった 改善・見直し 

３ 消費者事故等の情報の集約・分析・対応 進捗があった 改善・見直し 

４ 消費生活に関する制度の企画・立案・推進 進捗があった 改善・見直し 

５ 個人情報保護に関する施策の推進 進捗があった 改善・見直し 

６ 消費者に対する教育・普及啓発の企画・立案・推進 進捗があった 引き続き推進 

７ 物価対策の推進 進捗があった 引き続き推進 

８ 地方消費者行政の推進 進捗があった 引き続き推進 

９ 消費者の安全確保のための施策の推進 進捗があった 改善・見直し 

10 消費者取引対策の推進 進捗があった 引き続き推進 

11 消費者表示対策の推進 進捗があった 改善・見直し 

12 食品表示対策の推進 進捗があった 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ 
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html )の表6－４－(2)参照。 
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別表 
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政策体系(消費者庁)
※この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

政策分野 政策 施策

消費者政策 消費者政策の推進 消費者政策の調整

基本的な消費者政策の企画・立案・推進

消費者事故等の情報の集約・分析・対応

消費生活に関する制度の企画・立案・推進

個人情報保護に関する施策の推進

消費者に対する教育・普及啓発の企画・立案・推進

物価対策の推進

地方消費者行政の推進

消費者の安全確保のための施策の推進

消費者取引対策の推進

消費者表示対策の推進

食品表示対策の推進

（注） 政策ごとの予算との対応については、消費者庁ホームページ （http://www.caa.go.jp/info/yosan/pdf/24seisakuyosan.pdf）参照
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表７－１ 復興庁の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

復興庁政策評価基本計画（平成24年３月30日決定） 
 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 24 年２月 10 日から 28 年３月 31 日まで 

２ 事前評価の対象
等 

○ 事業評価方式を基本とする。 
 法第９条及び法施行令第３条に該当する政策を対象とする。 

  規制の新設等による影響の評価を行う場合は、その方式及び

対象について、「規制の事前評価の実施に関するガイドライン」

等を踏まえ、決定する。 

 租税特別措置等の評価を行う場合は、その方式及び対象につ

いて、「租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイド

ライン」等を踏まえ、決定する。 

○

○

○

３ 事後評価の対象
等 

○ 総合評価方式、実績評価方式、事業評価方式やこれらの主要
な要素を組み合わせた一貫した仕組みなど、適切な方式を用い
るものとする。 
 評価方式別の評価対象は、以下のとおり。 
総合評価方式:実績評価方式による評価の結果を受けて様々

な角度から掘り下げて分析することが必要と
認められる政策(狭義)等。 

実績評価方式：復興庁の主要な行政目的に係る政策(狭義)
及び成果重視事業。 

事業評価方式：事前評価を実施した政策のうち事後の検証が
必要と認められるもの。「事務事業」レベル
でとらえることが可能な政策が中心となる。 

租税特別措置等に係る政策の事後評価： 
       法人税、法人住民税及び法人事業税関係の租

税特別措置等に係る政策を対象とし、その他
の税目関係の租税特別措置等に係る政策に
ついても、積極的かつ自主的に対象とするよ
う努める。 

○

４ 政策評価の結果
の政策への反映 

○ 個別政策担当参事官及び調整担当参事官は、政策の企画立案
作業（予算要求（機構・定員要求を含む。）、法令等による制
度の新設・改廃、各種中長期計画の策定等）及びそれに基づく
政策の実施における重要な情報として、政策評価の結果を活用
し、当該政策に適時適切に反映させるものとする。 

５ 国民の意見・要望
を受けるための窓
口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望については、窓口を

政策評価担当参事官とし、文書やインターネットのホームペー

ジ等により受け付ける。 

実施計画の
名称 

平成24年度復興庁政策評価実施計画（平成24年９月26日決定） 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施
計画の計画期間内に対象としようと
する政策（法第７条第２項第１号に区
分されるもの）及び評価の方式 

○ 政策体系に基づき対象とする政策： 

該当する政策なし 

 租税特別措置等に係る政策： 

該当する政策なし 

○

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２
号イ及びロに区分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３
号に区分されるもの） 

該当する政策なし 

(注) 実施計画において、平成23年度中に実施した政策に係る事後評価については、平成24年度に実施する政策に係る事後
評価と併せ、平成25年度に実施する旨を記載。 

 － 77 －



表７－２ 復興庁における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象と
しようとした政策
の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果の内訳別件
数 

政策評価の結果の政策への
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事前評価：６件 

(租税特別措置等） 

  〔表７－３－ア〕 

 

租税特別措置等の

新設又は拡充が妥

当 

６ 評価の結果を踏まえ、

税制改正要望を行う

こととした 

６ 

事
後
評
価 

実施計画期間
内の評価対象
政策 
（法第７条第２項第

１号） 

該当する政策なし 

 
 

― ― ― ― 

未着手 

（法第７条第２項第

２号イ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

未了 

（法第７条第２項第

２号ロ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

その他の政策 
（法第７条第２項第

３号） 

該当する政策なし ― ― ― ― 
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表７－３ 復興庁における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１） 租税特別措置等に係る６政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日

に「租税特別措置等に係る政策の事前評価書」として公表。 

 

表７－３－ア 租税特別措置等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 東日本大震災事業者再生支援機構の登録免許税に係る免除手続の簡素化 

２ 
避難解除区域に係る特例措置（当該区域へ復帰する事業者を支援するための、機械等の特別償却
等）の避難指示解除準備区域への拡大（拡充） 

３ 
避難解除区域等に係る特例措置（当該区域等へ復帰する事業者を支援するための、機械等の特別
償却等）の新規事業者への適用 

復興整備計画に位置づけられた防災集団移転促進事業等の事業により移転・整備する住宅団地の
４ 用地に供するために、土地が収用適格事業に相当するものとして制度上認められた枠組みにより

地方公共団体に買い取られた場合における譲渡所得への 5,000 万円特別控除の適用 

５ 
「東日本大震災事業者再生支援機構」、「産業復興機構」が支援する事業再生に対する「企業再生
税制」と同等の措置の適用 

６ 
「東日本大震災事業者再生支援機構」、「産業復興機構」が支援する事業再生に対する「企業再生
税制」と同等の措置の適用 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ 

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表７－４－(1)参照。 

   

 

２ 事後評価 

 

  該当する政策なし 
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別表 
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政策体系(復興庁)
※この政策体系は、平成24年度実施計画に定めるもの

政策 施策

復興施策の推進 (1) 復興特区制度に係る施策の推進

(2) 復興交付金制度に係る施策の推進

(3) 原子力災害からの復興に係る施策の推進

(4) 東日本大震災からの復興に係る施策の推進
（(1)～(3)に掲げるものを除く。）

（注） 政策ごとの予算との対応については、復興庁ホームページ （http://www.reconstruction.go.jp/topics/seisaku.pdf）参照
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表８－１ 総務省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

総務省政策評価基本計画（平成19年11月26日策定） 

平成21年３月31日改正 平成22年３月30日改正 平成23年３月31日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 20 年度から 24年度までの５年間 

２ 事前評価の対
象等 

○ 基準とする評価方式は、事業評価方式とする。 
 事前評価の対象政策は、以下のいずれかに該当するものとする。 
(1)  法第９条の規定に基づき事前評価の実施が義務付けられた政

策 
(2)  その他事前の検証が必要と認められる政策 

○

３ 事後評価の対
象等 

○ 基準とする評価方式は、実績評価方式、事業評価方式及び総合評
価方式とする。 
 評価方式別の評価の対象は、次のとおりとする。 
(1) 総務省の主要な政策については、実績評価方式による。 
(2) 次のいずれかに該当する政策で実施計画で定めた政策につい

ては、当該政策の特性等に応じた評価方式による。 
ア 法第９条の規定に基づき事前評価の実施が義務付けられた
政策（研究開発及び公共事業に限る。）であって、事後の検証
が必要と認められるもの 

イ 国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減
措置等（特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べ
を行うものに限る。）のうち法人税、法人住民税及び法人事業
税に係るもの（法第９条の規定に基づき事前評価を実施したも
のを除く。） 

ウ その他事後の検証が必要と認められる政策 
(3) 分野横断的なテーマを設定して若しくは特定の評価目的を

設定して又は総務省の主要な政策の評価の結果を受けて、掘り
下げた分析が必要と認められる政策については、総合評価方式
による。 

○

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策の所管部局等及び当該政策の査定を担当する大臣官房各課
は、政策評価の結果を政策の企画立案作業（予算要求、機構・定員
要求、税制改正要望、法令等による制度の新設・改廃等をいう。）
における重要な情報として適時的確に活用し、当該政策に適切に反
映する。 

５ 国民の意見・
要望を受けるた
めの窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付けるための窓口
は、大臣官房政策評価広報課とし、インターネットのホームページ
等を活用して積極的な周知を図る。また、寄せられた意見・要望に
ついては、関係する部局等において適切に活用する。 

実施計画の
名称 

平成 24 年度総務省政策評価実施計画（平成 24年３月 30日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計
画の計画期間内に対象としようとする
政策（法第７条第２項第１号に区分され
るもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：20の主要な政策（その他に成

果重視事業３件） 

 事業評価 

(1) 法第９条の規定に基づき事前評価の実

施が義務付けられた政策であって、事後の

検証が必要と認められるもの 

(2) 国税における租税特別措置及び地方税

における税負担軽減措置等のうち法人税、

法人住民税及び法人事業税に係るもの 

○

 

 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号
イ及びロに区分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号
に区分されるもの） 

該当する政策なし 

 

 － 81 －－ 81 －



表８－２ 総務省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 
 

事業評価方式：４件 
（研究開発課題） 

〔表８－３－ア〕 

有効性・効率性
等が認められる 

４ 評価結果を踏まえ、概算要求等に
反映 

４ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（概算要求に反映 ４件） 

事業評価方式：３件 
（規制）   〔表８－３－イ〕 

必要性等が認め
られる 

３ 評価結果を踏まえ、法令等に反映 ３ 

事業評価方式：８件 
（租税特別措置等） 

 〔表８－３－ウ〕 

必要性等が認め
られる 

８ 評価結果を踏まえ、税制改正要望
等に反映 

８ 

 
事 
後 
評 
価 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 
法第７条第２
項第１号） 

 

（

実績評価方式：20件 
  〔表８－３－エ〕 

順調に進捗した 
 

18 １ 評価結果を踏まえ、これまで
の取組を引き続き進めた 

  【引き続き推進】 

18 

おおむね順調に
進捗した 

２ 
 

２ 評価結果を踏まえ、評価対象
政策の改善・見直しを行った 

      【改善・見直し】 

２ 

 政策の重点化等 １ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映     20 件 
機構・定員要求に反映  ５件 
（うち、機構２件、定員５件） 

事業評価方式：３件 
〔表８－３－オ〕 

有効性・効率性
等が認められる 

３ 既に事業が終了しているため、概
算要求等を行わないが、得られた
成果を今後の取組に活用する 

３ 

未着手 
（法第７条第

２項第２号

イ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

未了 
（法第７条第

２項第２号

ロ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

その他の 
政策 

（法第７条第

２項第３号） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 
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表８－３ 総務省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）事業評価方式を用いて、平成 25年度予算概算要求を行う以下の４の研究開発課題を対象

として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 24年度事前事業評価書」とし

て公表。 

    

表８－３－ア 個別研究開発課題を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ ビッグデータ時代に対応するネットワーク基盤技術の確立等 

２ 移動通信システムにおける三次元稠密セル構成及び階層セル構成技術の研究開発 

３ ミリ波帯チャネル高度有効利用適応技術に関する研究開発 

４ 無人航空機を活用した無線中継システムと地上ネットワークとの連携及び共用技術の研究開発 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表８－４－(1)参照。 

 

（２）規制の新設又は改廃に係る以下の３政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24

年 12 月 27日に「規制の事前評価書」として公表。 

   

表８－３－イ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等の範囲の見直し 

２ 屋内消火栓設備の技術上の基準の見直し 

３ 防火対象物の用途区分の見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表８－４－(2)参照。 

 

（３）租税特別措置等に係る以下の８の政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年

９月７日に「平成 24年度政策評価書（租税特別措置等に係る政策の事前評価書）」として公

表。 

   

表８－３－ウ 租税特別措置等に係る政策を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 公共アプリケーション利活用促進税制の拡充及び延長 

２ 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長 

３ データセンター地域分散化促進税制の創設 

４ 海外投資家振替社債利子等非課税制度の恒久化（振替地方公共団体金融機構債分） 

５ 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 

６ 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 

７ 技術研究組合の所得計算の特例 

８ 過疎地における営業所の住民税・事業税等の非課税措置の創設 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表８－４－(3)参照。 
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２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 24年度総務省政策評価実施計画」に基づき、以下の 20政

策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 24年度主要な政策に

係る評価書」として公表。 

   

表８－３－エ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 国家公務員の人事管理の推進 
おおむね順調に
進捗した 

改善・見直し 

２ 適正な行政管理の実施 順調に進捗した 引き続き推進 

３ 行政評価等による行政制度・運営の改善 
おおむね順調に
進捗した 

改善・見直し 

４ 地域主権型社会の確立に向けた地方行政体制整備等 順調に進捗した 引き続き推進 

５ 地域振興（地域力創造） 順調に進捗した 引き続き推進 

６ 
地域主権型社会の確立に向けた地方財源の確保と地方
財政の健全化 

順調に進捗した 引き続き推進 

７ 地域主権型社会を担う地方税制度の構築 順調に進捗した 引き続き推進 

８ 選挙制度等の適切な運用 順調に進捗した 引き続き推進 

９ 電子政府・電子自治体の推進 順調に進捗した 引き続き推進 

10 情報通信技術の研究開発・標準化の推進 順調に進捗した 引き続き推進 

11 情報通信技術高度利活用の推進 順調に進捗した 引き続き推進 

12 放送分野における利用環境の整備 順調に進捗した 引き続き推進 

13 情報通信技術利用環境の整備 順調に進捗した 引き続き推進 

14 電波利用料財源電波監視等の実施 順調に進捗した 引き続き推進 

15 ＩＣＴ分野における国際戦略の推進 順調に進捗した 引き続き推進 

16 郵政行政の推進 順調に進捗した 引き続き推進 

17 一般戦災死没者追悼等の事業の推進 順調に進捗した 引き続き推進 

18 恩給行政の推進 順調に進捗した 引き続き推進 

19 公的統計の体系的な整備・提供 順調に進捗した 引き続き推進 

20 消防防災体制の充実強化 順調に進捗した 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表８－４－(4)参照。 

 

（２）事業評価方式を用いて、以下の３政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年

９月７日に「平成 24年度事後事業評価書」として公表。 

 

表８－３－オ 事業評価方式により事後評価した政策（終了時） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 準天頂衛星システムの研究開発 

２ 超高速光エッジノード技術の研究開発 

３ 次世代移動通信システムの周波数高度利用技術に関する研究開発 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表８－４－(5)参照。 
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別表 

－ 85 －

政策体系（総務省）
※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

行政分野 主要な政策

１ 行政改革・行政運営 １ 国家公務員の人事管理の推進

２ 適正な行政管理の実施

３ 行政評価等による行政制度・運営の改善

２ 地方行財政 ４ 地域主権型社会の確立に向けた地方行政体制整備等

５ 地域振興（地域力創造）

６ 地域主権型社会の確立に向けた地方財源の確保と地方財政の健全化

７ 地域主権型社会を担う地方税制度の構築

３ 選挙制度等 ８ 選挙制度等の適切な運用

４ 電子政府・電子自治体 ９ 電子政府・電子自治体の推進

５ 情報通信（ＩＣＴ政策） 10 情報通信技術の研究開発・標準化の推進

11 情報通信技術高度利活用の推進

12 放送分野における利用環境の整備

13 情報通信技術利用環境の整備

14 電波利用料財源電波監視等の実施

15 ＩＣＴ分野における国際戦略の推進

６ 郵政行政 16 郵政行政の推進

７ 国民生活と安心・安全 17 一般戦災死没者追悼等の事業の推進

18 恩給行政の推進

19 公的統計の体系的な整備・提供

20 消防防災体制の充実強化

（注） 政策ごとの予算との対応については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/000145326.pdf）参照
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表９－１ 公害等調整委員会の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

公害等調整委員会政策評価基本計画（平成23年３月22日策定） 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 23 年度から 25年度までの３年間 

２ 事前評価の対
象等 

○ 政策の見直し及び改善並びに新たな政策を行う場合に必要に
応じて行うものとする。 

３ 事後評価の対
象等 

○ 本計画期間内において事後評価の対象とする政策は、公害等調

整委員会の任務を遂行するために実施する主要な政策とする。 

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価の結果については、関係部門の連携を図りつつ、今後

の政策の企画立案作業(予算の要求等を含む。)等に適切に反映さ

せるように努めるものとし、その反映状況については、総務大臣

に通知するとともに公表するものとする。 

５ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見又は要望を受け付けるため

の窓口は、事務局総務課企画法規係とする。 

実施計画の
名称 

平成 24 年度公害等調整委員会事後評価実施計画（平成 24年３月 26日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画期間
内に対象としようとする政策（法第７条第２項第１号
に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：２政策 
（４目標） 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロに区
分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分される
もの） 

該当する政策なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 － 87 －－ 87 －



表９－２ 公害等調整委員会における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象

としようとした

政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 

の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への

反映状況の内訳別件数 

 

 ― ― ― ― 
 
事前評価 該当する政策なし

事
後
評
価 

 
 
 

実施計画期
間内の評価
対象政策 
（法第７条

第２項第１

号） 

実績評価方式：４件 
〔表９－３－ア〕

｛実績評価方式：４
件｝ 

〔表９－３－イ〕

 

 
 

目標が達成されて
おり、今後ともこ
れまでの取組を進
めていく 
 

４ 
 
 

評価結果を踏まえ、これまでの 
取組を引き続き進めた 

【引き続き推進】 

４ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（概算要求に反映 ４件） 

未着手 
（法第７条

第２項第２

号イ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

未了 
（法第７条

第２項第２

号ロ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

その他の 
政策 
（法第７条

第２項第３

号） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

（注）｛ ｝は、評価を実施中のもの（外数）である。 
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表９－３ 公害等調整委員会における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

  該当する政策なし 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 23年度公害等調整委員会事後評価実施計画」に基づき、以

下の４目標（施策）を対象として評価を実施し、その結果を平成 24 年９月４日に「行政機

関が行う政策の評価に関する法律に基づく評価書（平成 23年度事後評価書）」として公表。 

 

表９－３－ア 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

基本政策 公害等調整委員会の任務の遂行 

政策１ 公害紛争の処理 

１ 
公正かつ中立な立場からの公害紛争事件の迅速か
つ適正な処理 

目標が達成されてお
り、今後ともこれまで
の取組を進めていく 

引き続き推進 

２ 
国民の安全・安心に資するための公害紛争処理制
度の利用の促進等 

目標が達成されてお
り、今後ともこれまで
の取組を進めていく 

引き続き推進 

政策２ 土地利用の調整 

３ 
鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、
林業その他の産業との調整 

目標が達成されてお
り、今後ともこれまで
の取組を進めていく 

引き続き推進 

４ 土地利用に関する行政庁の適正な処分の確保 
目標が達成されてお
り、今後ともこれまで
の取組を進めていく 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表９－４－(1)参照。 

 

（２）所掌する全ての政策について、体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 24年度公害等調整委員会事後評価実施計画」に基づき、以

下の４目標（施策）を対象に評価を実施中（平成 25年９月公表予定）。 

 

表９－３－イ 実績評価方式により事後評価を実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

基本政策 公害等調整委員会の任務の遂行 

政策１ 公害紛争の処理 

１ 公正かつ中立な立場からの公害紛争事件の迅速かつ適正な処理 

２ 国民の安全・安心に資するための公害紛争処理制度の利用の促進等 

政策２ 土地利用の調整 

３ 鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整 

４ 土地利用に関する行政庁の適正な処分の確保 
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別表 

－ 90 －－ 90 －

政策体系(公害等調整委員会)

※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

基本政策 政策 目標

公害等調整委員会の
任務の遂行

１ 公害紛争の処理
(1) 公正かつ中立な立場から公害紛争事件の迅速かつ適正な処理を図

る。

(2) 国民の安全・安心に資するため、公害紛争処理制度の利用の促進
等を図る。

２ 土地利用の調整 (1) 鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は他産業との調整を図
  る。

(2) 公正かつ中立な立場から土地利用に関する行政庁の適正な処分の
  確保を図る。

（注） 政策ごとの予算との対応については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/000145326.pdf）参照
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≪法務省≫ 

 

表 10－１ 法務省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

法務省政策評価に関する基本計画（平成23年８月26日決定） 

 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成23年度から25年度までの３年間 

２ 事前評価の対
象等 

○ 事前評価における評価の方式は、事業評価方式とする。 
事前評価の実施対象は、以下のとおりとする。 
 法務省所管に係る新規採択事業で事業費10億円以上の施設
の整備（ただし、施設の維持、修繕、災害復旧、施設の部分
整備、宿舎整備、緊急整備に係るものを除く。） 
 法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規
制（国民の権利を制限し、又はこれに義務を課する作用）を新
設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更をすることを目
的とする政策 
 国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減措
置等に係る政策 
 新規の政策のうち、大臣官房秘書課政策評価企画室又は政策
所管部局において、事前評価の対象とする必要があると認める
ものであって、事前評価の方法が開発されているもの 

○ 
・

・

・

・

３ 事後評価の対
象等 

○ 事後評価（事業評価方式により事前評価を行った政策につき、
その事後検証として行う評価・検証を除く。）における評価の
方式は、当該政策の特性に応じ、実績評価方式又は総合評価方
式のいずれかを基本とする。また、必要に応じ、他の評価方式
を適宜加味して評価を行う。 
 事後評価（事業評価方式により事前評価を行った政策につき、
その事後検証として行う評価・検証を除く。）は、原則として、
政策体系に掲げる「施策」であって法務省の当面の重要施策又
は成果重視事業を含む施策を中心として、１年から３年程度の
周期で評価対象を選定して行う。 

○

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価企画室は、政策評価の結果を速やかに取りまとめて
政策所管部局及び大臣官房秘書課組織係、同人事課、同会計課
及び同施設課（以下「予算等担当部署」という。）に通知し、
政策所管部局においては、当該評価結果を政策に適切に反映さ
せるよう検討する。 

予算等担当部署においては、政策評価と予算・決算の連携を
強化する観点から、当該評価結果を予算要求等に関する基礎資
料等として用いるなど、必要かつ相当な範囲で活用する。 

このような取組により、政策評価の結果が、政策の企画立案
作業等における重要な情報として適時的確に活用され、当該政
策に適切に反映されるように努めるものとする。 

５ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望については、法務省
のホームページにおいて受け付けるほか、投書及び電話等によ
るものについても、政策評価企画室において随時受け付ける。
また、寄せられた意見・要望については、同室から関係する政
策所管部局へ回付する。 

実施計画の
名称 

平成24年度法務省事後評価の実施に関する計画（平成24年８月27日決定） 

 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 事業評価：３施策 

実績評価：15施策 

１成果重視事業 
総合評価：２施策 

○ 

○ 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に区分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 
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表 10－２ 法務省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 
政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式：４件 
〔表10－３－ア〕 

新規採択事業とし
ての要件を満たし
ている 

４ 評価結果を踏まえ、評価対象事
業（施策）を実施することとし
た（実施することを予定） 

４ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（概算要求に反映 ４件） 

  

事 
後 
評 
価 

実施計画期
間内の評価
対象政策 
（法第７条第２項
第１号） 

 

実績評価方式：８件 
（成果重視事業１件含む

〔表10－３－イ〕

｛実績評価方式：16件
（成果重視事業１件含む

〔表10－３－ウ〕

）

 
 

｝ 
）

 

目標の達成に向け

 て順調に進捗し
た 

７ １ 評価結果を踏まえ、これま 
での取組を引き続き進めるこ
ととした 

【引き続き推進】 

７ 

所期の成果を得る
 ことができた 

１ ２ 既に事業が終了しているた
め、概算要求等を行わないが、
得られた成果を今後の取組に
活用する 

１ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映     ７件 
機構・定員要求に反映  ２件 
（うち、機構１件、定員１件） 

総合評価方式：２件 
〔表10－３－エ〕 

 
｛総合評価方式：２件｝ 

〔表10－３－オ〕 

目標の達成に向け
て順調に進捗し
た 

２ 評価結果を踏まえ、これまでの 
取組を引き続き進めることとし 
た 

【引き続き推進】 

２ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（概算要求に反映  ２件） 

事業評価方式：１件 
 

一般財団法人関連事

業：１件  

〔表 10－３－カ〕 

目標の達成に向け
て順調に進捗した 

１ 評価結果を踏まえ、これまでの 
取組を引き続き進めることと 
した 

【引き続き推進】 
 

１ 

事業評価方式：４件 
〔表10－３－キ〕 

 
｛事業評価方式：３件｝ 

〔表10－３－ク〕 

所期の成果を得る
ことができた 

４ 今後も同様の結果が得られる
よう努める 

４ 

未着手 

（法第７条第２項
第２号イ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

未了 

（法第７条第２項
第２号ロ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

その他の 
政策 
（法第７条第２項
第３号） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 
 

― 
 

― 
 

（注）｛ ｝は、評価を実施中のもの（外数）である。 
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表 10－３ 法務省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）事業評価方式を用いて、以下の４事業等を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年 

10 月 11日に「平成 24年度法務省事前評価実施結果報告書」として公表。 

 

表 10－３－ア 新規採択事業等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

〔Ⅰ－３－(1)〕 

１ 法務に関する調査研究（性犯罪に関する総合的研究） 

２ 法務に関する調査研究（非行少年の保護者に関する研究） 

〔Ⅶ－14－(2)〕 

３ 施設の整備（奈良法務総合庁舎新営工事） 

４ 施設の整備（松江法務総合庁舎新営工事） 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表10－４－(1)参照。 

２ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号は、関連する別表政策体系の番号を表す。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

平成 24 年度においては、実績評価方式を用いて、「平成 23年度法務省事後評価の実施に関

する計画」に基づき、７施策及び１つの成果重視事業を対象として評価を実施し、その結果

を平成 24年９月 24日に「平成 23年度法務省事後評価実施結果報告書」として公表。 

 

表 10－３－イ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 法教育の推進 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 引き続き推進 

２ 検察権行使を支える事務の適正な運営 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 引き続き推進 

３ 
矯正施設における収容環境の維持及び適正な処遇の実
施 

目標の達成に向け
て順調に進捗した 引き続き推進 

４ 保護観察対象者等の改善更生等 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 引き続き推進 

５ 医療観察対象者の社会復帰 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 引き続き推進 

６ 
破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安
全の確保を図るための業務の実施 

目標の達成に向け
て順調に進捗した 引き続き推進 

７ 登記情報システム再構築事業（成果重視事業） 
所期の成果を得る
ことができた ― 

８ 法務行政における国際協力の推進 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表10－４－(2)参照。 
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（２）所掌する全ての政策について、体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 24年度法務省事後評価の実施に関する計画」に基づき、15

施策及び１つの成果重視事業を対象として評価を実施中。 

 

表 10－３－ウ 実績評価方式により事後評価中の政策（施策） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 裁判外紛争解決手続の拡充・活性化 

２ 法教育の推進 

３ 検察権行使を支える事務の適正な運営 

４ 矯正施設の適正な保安警備及び処遇体制の整備 

５ 矯正施設における収容環境の維持及び適正な処遇の実施 

６ 矯正施設の適正な運営に必要な民間委託等の実施 

７ 保護観察対象者等の改善更生等 

８ 医療観察対象者の社会復帰 

９ 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安全の確保を図るための業務の実施 

10 登記事務の適正円滑な処理 

11 国籍・戸籍・供託事務の適正円滑な処理 

12 債権管理回収業の審査監督 

13 人権の擁護 

14 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理 

15 法務行政における国際協力の推進 

16 出入国管理業務の業務・システムの最適化（成果重視事業） 

(注) №１～15は平成25年８月、№16は26年８月に公表予定。 

 

（３）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

平成 24 年度においては、総合評価方式を用いて、「平成 23年度法務省事後評価の実施に関

する計画」に基づき、２施策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月 24日に

「平成 23年度法務省事後評価実施結果報告書」として公表。 

 

表 10－３－エ 総合評価方式により事後評価した政策 

 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 人権の擁護 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

２ 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表10－４－(3)参照。 

 

（４）所掌する全ての政策について、体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

総合評価方式を用いて、「平成 24年度法務省事後評価の実施に関する計画」に基づき、以

下の２施策を対象として評価を実施中。 

 

表 10－３－オ 総合評価方式により事後評価中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 社会経済情勢に対応した基本法制の整備 

２ 出入国の公正な管理 

(注)  №１は平成27年８月、№２は25年８月に公表予定。 
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（５）事業評価方式を用いて、「平成 23年度法務省事後評価の実施に関する計画」に基づき、以

下の１事業を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年５月９日に「国からの指定等に

基づき法人が実施する事務・事業に関する評価実施結果報告書について」として公表。 

 

表 10－３－カ 事業評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  政策評価の結果 評価結果の反映状況 

〔Ⅲ－９－(1)〕 

１ 登記情報提供業務 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表10－４－(4)参照。 

２ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号は、関連する別表政策体系の番号を表す。 

 

（６）事業評価方式を用いて、「平成 23年度法務省事後評価の実施に関する計画」に基づき、以

下の４事業等を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月 24日に「平成 23年度法

務省事後評価実施結果報告書」として公表。 

 

表 10－３－キ 事業評価方式により事後評価した政策（完了後） 

№ 評 価 対 象 政 策  

〔Ⅰ－３－(1)〕 
１ 法務に関する調査研究（諸外国における位置情報確認制度の研究） 

２ 法務に関する調査研究（飲酒（アルコール）の問題を有する犯罪者の処遇に関する総合的研究） 

〔Ⅶ－14－(2)〕 

３ 施設の整備（大阪法務局北出張所新営工事） 

４ 施設の整備（苫小牧法務総合庁舎整備等事業） 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表10－４－(5)参照。 

２ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号は、関連する別表政策体系の番号を表す。 

 

（７）事業評価方式を用いて、「平成 24年度法務省事後評価の実施に関する計画」に基づき、以

下の３事業等を対象として評価を実施中。 

 

表 10－３－ク 事業評価方式により事後評価中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

〔Ⅰ－３－(1)〕 

１ 法務に関する調査研究（家庭内の重大犯罪に関する研究） 

〔Ⅶ－14－(2)〕 

２ 施設の整備（周南法務総合庁舎整備等事業） 

３ 施設の整備（美祢社会復帰促進センター整備事業） 

(注)１ 評価対象政策名の上の〔 〕内の番号は、関連する別表政策体系の番号を表す。 

２ 平成25年８月に公表予定。 
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別表 
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政策体系（法務省）
※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

基本政策 政策 施策

Ⅰ 基本法制の維持及び
  整備

１ 基本法制の維持及び整備 (1) 社会経済情勢に対応した基本法制の整備

２ 司法制度改革の成果の定着
に向けた取組

(1) 総合法律支援の充実強化

(2) 法曹養成制度の充実

(3) 裁判外紛争解決手続の拡充・活性化

(4) 法教育の推進

３ 法務に関する調査研究 (1) 法務に関する調査研究

Ⅱ 法秩序の確立による安
  全・安心な社会の維持

４ 検察権の適正迅速な行使 (1) 適正迅速な検察権の行使

(2) 検察権行使を支える事務の適正な運営

５ 矯正処遇の適正な実施 (1) 矯正施設の適正な保安警備及び処遇体制の整備

(2) 矯正施設における収容環境の維持及び適正な処遇の
  実施

(3) 矯正施設の適正な運営に必要な民間委託等の実施

６ 更生保護活動の適切な実施 (1) 保護観察対象者等の改善更生等

(2) 医療観察対象者の社会復帰

７  破壊的団体等の規制に関
  する調査等を通じた公共の安
  全の確保を図るための業務の
  実施

(1) 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安
   全の確保を図るための業務の実施

８ 団体の規制処分の適正な審
  査・決定

(1) 団体の規制処分の適正な審査・決定

Ⅲ 国民の権利擁護 ９ 国民の財産や身分関係の保
  護

(1) 登記事務の適正円滑な処理

(2) 国籍・戸籍・供託事務の適正円滑な処理

(3) 債権管理回収業の審査監督

10 人権の擁護 (1) 人権の擁護

Ⅳ 国の利害に関係のある
  争訟の統一的かつ適正な
  処理

11 国の利害に関係のある争訟
  の統一的かつ適正な処理

(1) 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理

Ⅴ 出入国の公正な管理 12 出入国の公正な管理 (1) 出入国の公正な管理

Ⅵ 法務行政における国際
  化対応・国際協力

13 法務行政における国際化対
  応・国際協力

(1) 法務行政の国際化への対応

(2) 法務行政における国際協力の推進

Ⅶ 法務行政全般の円滑か
  つ効率的な運営

14 法務行政全般の円滑かつ
  効率的な運営

(1) 法務行政に対する理解の促進

(2) 施設の整備

(3) 法務行政の情報化

(4) 職員の多様性及び能力の確保

（注） 政策ごとの予算との対応については、法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/content/000083786.pdf）参照
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表 11－１ 外務省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

外務省における政策評価の基本計画（平成20年３月５日策定） 
平成20年10月１日改定 平成21年９月24日改定 平成23年３月31日改定 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成20年度から24年度までの５年間 

２ 事前評価の対
象等 

○ 対象は、以下の政策とする。 
ア 政府開発援助 
（ア） 個々の政府開発援助のうち、無償の資金供与による協

力であって当該資金供与の額が10億円以上となることが
見込まれるものの実施を目的とする政策 

（イ） 個々の政府開発援助のうち、有償の資金供与による協
力であって当該資金供与の額が150億円以上となることが
見込まれるものの実施を目的とする政策 

イ 規制 
  法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規
制を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更をするこ
とを目的とする政策 

ウ 国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減
措置等（以下「租税特別措置等」という。） 

（ア） 次に掲げる措置について、法律又は法律に基づく命令
（告示を含む。）の改正によりその内容を拡充する措置又
はその期限を変更する措置（期限を繰り上げるものを除
く。）が講ぜられることを目的とする政策 

（ⅰ） 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三
条第１項に規定する法人税関係特別措置 

（ⅱ） 地方税法第757条第一号に規定する税負担軽減措置等
のうち税額又は所得の金額を減少させることを内容と
するもの 

（イ） そのほか、国税又は地方税について、租税特別措置法
又は地方税法の改正により税額又は所得の金額を減少さ
せることを内容とする措置が講ぜられることを目的とす
る政策 

なお、実施が義務づけられている法人税関係の租税特
別措置等以外の措置に係る政策についても、積極的かつ自
主的に事前評価を行うよう努めるものとする。 

 

３ 事後評価の対
象等 

○ 計画期間内において事後評価の対象となる政策は、法第７条に
規定されている要件に該当する政策を含め、実施計画に明記する
こととする。ただし、社会経済情勢の変化等による政策の見直
し・改善の必要、政策効果の発現状況等を勘案して、必要と考え
られる場合には適時に評価を行うものとする。 
ア 外交政策一般 

実績評価方式の手法を踏まえつつ、外交政策の特性を勘案
し、総合評価方式の手法を取り入れた評価を行うものとする。
また、これらに加えて、必要と認められる政策については総合
評価方式等を用いた評価を行うこととする。 

イ 租税特別措置等 
租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライ

ンに基づき、適切に実施するものとする。また、法人税関係以
外の税目に関する租税特別措置等についても、積極的かつ自主
的に事後評価を実施するよう努めるものとする。 

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 各政策所管局課は、政策評価と予算・決算の連携を踏まえつつ、
政策評価に基づき、その結果を政策の企画立案作業（予算要求（定
員等を含む。）等）に反映させる。  
 総合外交政策局総務課及び政策企画室は、各政策所管局課の評
価及びこれに対する総合的な審査の結果に基づき、次年度の総合
的又は基本的な外交政策の企画立案に反映させる。  

○
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○ 大臣官房総務課、人事課及び会計課は、政策評価の結果を、予
算、定員・機構要求等に活用する。 

５ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける窓口は、
大臣官房考査・政策評価官室とする。 
ア 外務省ホームページにおいても、外務省の政策評価に対す
る外部からの意見・要望等を受け付けるコーナーを設ける。 

イ これら意見・要望等については、大臣官房考査・政策評価
官室にて、外務省としての評価制度の改善に活用するととも
に、必要に応じて関係課に通知し、各関係課が自己評価を行う
上で参考材料として活用する。 

実施計画の
名称 

平成 25 年度（平成 24年度を対象とした）外務省政策評価実施計画（平成 24年４月
17日策定） 平成 25 年３月 14日改定 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計
画期間内に対象としようとする政策（法第７条
第２項第１号に区分されるもの）及び評価の方
式 

○ ７の基本目標に係る 19 の施
策（５成果重視事業を含む） 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及び
ロに区分されるもの） 

○ 未了：政府開発援助17案件 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分
されるもの） 

該当する政策なし 
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表 11－２ 外務省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果の
内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 政府開発援助：65件 
〔表 11－３－ア、イ〕 
≪政府開発援助：22
件≫ 

〔表 11－３－ウ〕 

実施が妥当 65 
≪22≫

評価結果を踏まえ、評価対象
 事業（施策）を実施すること
とした（実施することを予定） 

65 
≪22≫ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（概算要求に反映 29件≪22件≫） 

事
後
評
価 

実施計画期
間内の評価
対象政策 
（法第７条第２
項第１号） 

総合評価方式：20件 
〔表 11－３－エ〕

 

｛総合評価方式：19
件｝ 

〔表 11－３－オ〕

 

 

 

目標の達成
に向けて相
当な進展が
あった 

７ １ 評価結果を踏まえ、これ
までの取組を引き続き進め
た 

【引き続き推進】 

７ 
 

目標の達成
に向けて進
展があった 

13 ２ 評価結果を踏まえ、評価
対象政策の改善・見直しを
行った 

【改善・見直し】 

13 

 

 政策の重点化等 10 

政策の一部の廃止、休止又
は中止 

１ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映    18件 
機構・定員要求に反映 17件 

（うち、機構4件、定員17件） 

未着手 

（法第７条第２

項第２号イ） 

政府開発援助：２件 
〔表 11－３－カ〕 

継続が妥当 ２ 評価結果を踏まえ、これまで
の取組を引き続き進めた 

【引き続き推進】 

２ 

未了 

（法第７条第２

項第２号ロ） 

政府開発援助：９件 
〔表 11－３－キ〕 

 

継続が妥当 ９ 評価結果を踏まえ、これまで
の取組を引き続き進めた 

【引き続き推進】 

９ 

その他の 
政策 
（法第７条第２

項第３号） 

該当する政策なし － － － － 

(注） １ ｛ ｝は、評価を実施中のもの（外数）である。 
２ ≪ ≫は、平成 23 年度に評価結果が公表され、「平成 23 年度政策評価等の実施状況及びこれ

らの結果の政策への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、反映状況として
新たに報告すべきものがあることから掲載したものである。 
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表 11－３ 外務省における評価対象政策の一覧  

 

１ 事前評価 

 
 

（１）法第９条の規定に基づき、政府開発援助を対象として無償資金協力について評価を実施し、

その結果を平成 24年４月 23日、５月７日、５月 28日、６月４日、６月 13 日、６月 18 日、

６月 26 日、７月９日、７月 11日、８月 22日、８月 31日、10月９日、10月 16日、12月６

日、12 月 17日及び 12月 25日並びに平成 25年１月 17日、１月 28日、２月 12日、３月１

日、３月５日、３月 25日及び３月 29日に「政策評価法に基づく事前評価書」として公表。 

 

表 11－３－ア 新規個別政府開発援助を対象として事前評価した政策（無償資金協力） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 「洪水対策支援計画」（カンボジア王国） 

２ 「保健社会向上センター建設計画」（ブルキナファソ） 

３ 「ビラ中央病院改善計画（本体工事）」（バヌアツ共和国） 

４ 「国内海上輸送改善計画」（マーシャル諸島共和国） 

５ 「ウゴング道路拡幅計画」（ケニア共和国） 

６ 「ルーガ州及びカオラック州中学校建設計画」（セネガル共和国） 

７ 「食糧備蓄能力強化計画」（バングラデシュ人民共和国） 

８ 「キンシャサ特別州国立職業訓練校整備計画」（コンゴ民主共和国） 

９ 「第五次小学校建設計画」（ブルキナファソ） 

10 「首都圏電力供給能力向上計画」（パラオ共和国） 

11 「ジュバ市水供給改善計画」（南スーダン共和国） 

12 「シンズリ道路建設計画（第三工区）」（ネパール連邦民主共和国） 

13 「パサック川東部アユタヤ地区洪水対策計画」（タイ王国） 

14 「東部外環状道路（国道９号線）改修計画」（タイ王国） 

15 「中部地域保健施設整備計画」（ミャンマー連邦共和国） 

16 「ナンプラ州中学校改善計画」（モザンビーク） 

17 「食料生産基盤整備計画」（スーダン共和国） 

18 「カッサラ市給水計画」（スーダン共和国） 

19 「南東県ジャクメル病院整備計画」（ハイチ共和国） 

20 「南部諸民族州小中学校建設計画」（エチオピア連邦民主共和国） 

21 「第五次小学校建設計画」（ベナン共和国） 

22 「ナカラ港緊急改修計画」（モザンビーク） 

23 「モンロビア市電力復旧計画」（リベリア共和国） 

24 「カラチ小児病院改善計画」（パキスタン・イスラム共和国） 

25 「ジュバ河川港拡充計画」（南スーダン共和国） 

26 「ナイル架橋建設計画」（南スーダン共和国） 

27 「ダルエスサラーム市交通機能向上計画」（タンザニア連合共和国） 

28 「国家広域開発計画（ＵＮＤＰ連携）」（アフガニスタン・イスラム共和国） 

29 「ナンガルハール農村インフラ改善計画」（アフガニスタン・イスラム共和国） 

30 
「カブール県、バーミヤン県及びカピサ県における灌漑施設改修計画」 
（アフガニスタン・イスラム共和国） 

31 「住民参加型の都市開発支援計画」（アフガニスタン・イスラム共和国） 

32 「第二次カブール国際空港駐機場改修計画」（アフガニスタン・イスラム共和国） 

33 「デサブ南地区給水施設整備計画」（アフガニスタン・イスラム共和国） 

34 「マイクログリッドシステム導入計画」（トンガ王国） 

35 「シハヌーク州病院整備計画」（カンボジア王国） 

36 「農業人材育成機関強化計画」（ミャンマー連邦共和国） 

37 「気象観測装置整備計画」（ミャンマー連邦共和国） 

38 「ヤンゴン市フェリー整備計画」（ミャンマー連邦共和国） 

39 「小水力発電計画」（ラオス人民民主共和国） 
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(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表11－４－(1)参照。 

なお、平成25年度予算要求までに公表した№１～24については、予算要求に反映。 

 

（２）法第９条の規定に基づき、政府開発援助を対象として有償資金協力について評価を実施し、

その結果を平成 24年５月 28日、５月 31日及び 10月２日並びに平成 25年１月 17日、２月

８日、２月 21日、３月 11日、３月 25日及び３月 29日に、「政策評価法に基づく事前評価書」

として公表。 

 

表 11－３－イ 新規個別政府開発援助を対象として事前評価した政策（有償資金協力） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 「モンバサ港周辺道路開発計画」（ケニア） 

２ 「バスラ製油所改良計画（Ⅰ）」（イラク共和国） 

３ 「タミル・ナド州送電網整備計画」（インド） 

４ 「デリー上水道整備計画」（インド） 

５ 「ラジャスタン州地方給水・フッ素症対策計画」（インド） 

６ 「第八次開発政策借款」（インドネシア共和国） 

７ 「社会経済開発支援計画」（ミャンマー連邦共和国） 

８ 「ベラマラ・コンバインドサイクル火力発電所建設計画」（バングラデシュ人民共和国） 

９ 「全国送電網整備計画」（バングラデシュ人民共和国） 

10 
「カチプール・メグナ・グムティ第２橋建設及び既存橋改修計画（Ⅰ）」（バングラデシュ人民共
和国） 

11 「カルナフリ上水道整備計画（フェーズ２）」（バングラデシュ人民共和国） 

12 「バングラデシュ北部総合開発計画」（バングラデシュ人民共和国） 

13 「タナフ水力発電計画」（ネパール連邦民主共和国） 

14 「大コロンボ圏送配電損失率改善計画」（スリランカ民主社会主義共和国） 

15 
「ハノイ市都市鉄道建設計画（１号線）フェーズⅠ（ゴックホイ車両基地）（第一期）」（ベトナ
ム社会主義共和国） 

16 「オモン３コンバインドサイクル発電所建設計画（第一期）」（ベトナム社会主義共和国） 

17 「ゲアン省北部灌漑システム改善計画」（ベトナム社会主義共和国） 

18 「気候変動対策支援プログラム（第三期）」（ベトナム社会主義共和国） 

19 「ハノイ市エンサ下水道計画（第一期）」（ベトナム社会主義共和国） 

20 「第一次経済運営・競争力強化貸付」（ベトナム社会主義共和国） 

21 「第二期国道改修計画」（ベトナム社会主義共和国） 

22 「ニャッタン橋（日越友好橋）建設計画（第三期）」（ベトナム社会主義共和国） 

23 「マニラ首都圏大量旅客輸送システム拡張計画」（フィリピン共和国） 

24 「貨物専用鉄道建設計画（フェーズ２）（第二期）」（インド） 

25 「チェンナイ地下鉄建設計画（第三期）」（インド） 

26 「ビハール州国道整備計画（フェーズ２）」（インド） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表11－４－(2)参照。 

なお、平成25年度予算要求までに公表した№１～５については、予算要求に反映。 

 

（３）以下の 22案件（無償資金協力９、有償資金協力 13）は、平成 23年４月から、政府開発援

助を対象として無償資金協力及び有償資金協力について評価を実施し、その結果をそれぞれ

「政策評価法に基づく事前評価書」として公表し、「平成 23年度政策評価等の実施状況及び

これらの結果の政策への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、当該政策

評価結果の政策への反映状況として平成 25年度予算要求に反映したことから、新たに報告す

べきものとして、以下のとおり掲載。 
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表 11－３－ウ 新規個別政府開発援助を対象として平成 23年度に事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

無償資金協力 

１ 「カブール県及びバーミヤン県灌漑施設整備計画」（アフガニスタン・イスラム共和国） 

２ 「第二次クルガンチュベ－ドゥスティ間道路改修計画」（タジキスタン共和国） 

３ 「中央高地３県における学校建設計画」（アフガニスタン・イスラム共和国） 

４ 
「ウガンダ北部アチョリ地域国内避難民帰還・再定住促進のためのコミュニティ再建計画」 
（ウガンダ共和国） 

５ 「カブール国際空港駐機場改修計画」（アフガニスタン・イスラム共和国） 

６ 「カブール市東西幹線道路等整備計画」（アフガニスタン・イスラム共和国） 

７ 「バーミヤン空港改修計画」（アフガニスタン・イスラム共和国） 

８ 「第二次農地改革地域橋梁整備計画」（フィリピン共和国） 

９ 「第二次中等学校改善計画」（マラウイ共和国） 

有償資金協力 

10 「ギソン火力発電所建設計画（第三期）」（ベトナム社会主義共和国） 

11 「ニコラ・テスラ火力発電所排煙脱硫装置建設計画」（セルビア共和国） 

12 「ガベス－メドニン間マグレブ横断道路整備計画」（チュニジア共和国） 

13 「カルシ－テルメズ鉄道電化計画」（ウズベキスタン共和国） 

14 「カイロ地下鉄四号線第一期整備計画」（エジプト・アラブ共和国） 

15 「バンダラナイケ国際空港改善計画（フェーズ２）」（スリランカ民主社会主義共和国） 

16 「デリー高速輸送システム建設計画フェーズ３」(インド） 

17 「中部ルソン接続高速道路計画」（フィリピン共和国） 

18 「ホアラック科学技術都市振興計画（第一期）」（ベトナム社会主義共和国） 

19 「ノイバイ国際空港第二旅客ターミナルビル建設計画（第二期）」(ベトナム社会主義共和国) 

20 
「ホーチミン市都市鉄道建設計画（ベンタイン～スオイティエン間（１号線））（第二期）」 
(ベトナム社会主義共和国） 

21 「国道３号線道路ネットワーク整備計画（第二期）」(ベトナム社会主義共和国） 

22 「第二期南部ビンズオン省水環境改善計画」(ベトナム社会主義共和国） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表11－４－(3)参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

総合評価方式を用いて、「平成 24年度（平成 23年度を対象とした）外務省政策評価実施計

画」に基づき、以下の外務省の７の基本目標に係る 20の施策を対象として評価を実施し、そ

の結果を平成 24年８月 29日に「平成 24年度外務省政策評価書（平成 23年度に実施した施

策に係る評価書）」として公表。 

 

表 11－３－エ 総合評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  政策評価の結果 評価結果の反映状況 

基本目標Ⅰ 地域別外交 

１ アジア大洋州地域外交 
目標の達成に向けて
進展があった 

引き続き推進 

２ 北米地域外交 
目標の達成に向けて
相当な進展があった 

引き続き推進 

３ 中南米地域外交 
目標の達成に向けて
相当な進展があった 

改善・見直し 

４ 欧州地域外交 
目標の達成に向けて
進展があった 

改善・見直し 

５ 中東地域外交 目標の達成に向けて 改善・見直し 
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進展があった 

６ アフリカ地域外交 
目標の達成に向けて
相当な進展があった 

改善・見直し 

基本目標Ⅱ 分野別外交 

７ 国際の平和と安定に対する取組 
目標の達成に向けて
進展があった 

改善・見直し 

８ 国際経済に関する取組 
目標の達成に向けて
進展があった 

引き続き推進 

９ 国際法の形成・発展に向けた取組 
目標の達成に向けて
相当な進展があった 

改善・見直し 

10 
的確な情報収集及び分析、並びに情報及び分析の政
策決定ラインへの提供 

目標の達成に向けて
進展があった 

改善・見直し 

基本目標Ⅲ 広報，文化交流及び報道対策 

11 海外広報、文化交流 
目標の達成に向けて
進展があった 

改善・見直し 

12 報道対策、国内広報、ＩＴ広報 
目標の達成に向けて
相当な進展があった 

改善・見直し 

基本目標Ⅳ 領事政策 

13 領事業務の充実 
目標の達成に向けて
相当な進展があった 

改善・見直し 

基本目標Ⅴ 外交実施体制の整備・強化 

14 外交実施体制の整備・強化 
目標の達成に向けて
進展があった 

改善・見直し 

15 
外交通信基盤の整備・拡充及びＩＴを活用した業務
改革 

目標の達成に向けて
進展があった 

引き続き推進 

基本目標Ⅵ 経済協力 

16 経済協力 
目標の達成に向けて
進展があった 

改善・見直し 

17 地球規模の諸問題への取組 
目標の達成に向けて
相当な進展があった 

改善・見直し 

基本目標Ⅶ 分担金・拠出金 

18 
国際機関を通じた政務及び安全保障分野に係る国際
貢献 

目標の達成に向けて
進展があった 

引き続き推進 

19 国際機関を通じた経済及び社会分野に係る国際貢献 
目標の達成に向けて
進展があった 

引き続き推進 

20 国際機関を通じた地球規模の諸問題に係る国際貢献 
目標の達成に向けて
進展があった 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表11－４－(4)参照。 

 

（２）所掌する全ての政策について、体系化した上で、毎年度評価を実施。 

総合評価方式を用いて、「平成 25年度（平成 24年度を対象とした）外務省政策評価実施計

画」に基づき、以下の外務省の７の基本目標に係る 19の施策を対象として評価を実施中。 

 

表 11－３－オ 総合評価方式により評価実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策  

基本目標Ⅰ 地域別外交 

１ アジア大洋州地域外交 

２ 北米地域外交 

３ 中南米地域外交 

４ 欧州地域外交 

５ 中東地域外交 

６ アフリカ地域外交 

基本目標Ⅱ 分野別外交 

７ 国際の平和と安定に対する取組 
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８ 国際経済に関する取組 

９ 国際法の形成・発展に向けた取組 

10 的確な情報収集及び分析、並びに情報及び分析の政策決定ラインへの提供 

基本目標Ⅲ 広報，文化交流及び報道対策 

11 国内広報・海外広報・ＩＴ広報・文化交流・報道対策 

基本目標Ⅳ 領事政策 

12 領事業務の充実 

基本目標Ⅴ 外交実施体制の整備・強化 

13 外交実施体制の整備・強化 

14 外交通信基盤の整備・拡充及びＩＴを活用した業務改革 

基本目標Ⅵ 経済協力 

15 経済協力 

16 地球規模の諸問題への取組 

基本目標Ⅶ 分担金・拠出金 

17 国際機関を通じた政務及び安全保障分野に係る国際貢献 

18 国際機関を通じた経済及び社会分野に係る国際貢献 

19 国際機関を通じた地球規模の諸問題に係る国際貢献 

 

（３）「平成 24 年度（平成 23年度を対象とした）外務省政策評価実施計画」に基づき、政府開発

援助に係る未着手（法第７条第２項第２号イ）の２案件を対象として評価を実施し、その結

果を平成 24 年８月 29 日に「平成 24 年度外務省政策評価書（平成 23 年度に実施した施策に

係る評価書）」として公表。 

 

表 11－３－カ 未着手の事業（政府開発援助）を対象として事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 「ビシャカパトナム港拡張計画」（インド） 継続が妥当 引き続き推進 

２ 「地方部インターネット利用拡充計画」（ベトナム） 継続が妥当 引き続き推進 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表11－４－(5)参照。 

２ 平成 24年度（平成 23年度を対象とした）外務省政策評価実施計画では、法第７条第２項第２号イとして５
案件を評価することとしていたが、計画策定後の実施状況により２案件を評価している。 

 

（４）「平成 24年度（平成 23年度を対象とした）外務省政策評価実施計画」に基づき、政府開発

援助に係る未了（法第７条第２項第２号ロ）の９案件を対象として評価を実施し、その結果

を平成 24 年８月 29 日に「平成 24 年度外務省政策評価書（平成 23 年度に実施した施策に係

る評価書）」として公表。 

 

表 11－３－キ 未了の事業（政府開発援助）を対象として事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 「地中海道路建設計画」(モロッコ) 継続が妥当 引き続き推進 

２ 「コロンボ市配電網整備計画」(スリランカ) 継続が妥当 引き続き推進 

３ 「次世代航空保安システム整備計画」(フィリピン) 継続が妥当 引き続き推進 

４ 「アッパーコトマレ水力発電計画」(スリランカ) 継続が妥当 引き続き推進 

５ 
「リハビリ・維持管理体制改善計画（水資源分野）」
(インドネシア) 

継続が妥当 引き続き推進 

６ 
「サイゴン東西ハイウェイ建設計画（第二期）」 
(ベトナム) 

継続が妥当 引き続き推進 

７ 「遼寧省鞍山市総合環境整備計画」(中国) 継続が妥当 引き続き推進 

８ 「山西省西龍池揚水発電所建設計画」(中国) 継続が妥当 引き続き推進 

９ 「アスタナ上下水道整備計画」(カザフスタン) 継続が妥当 引き続き推進 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
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(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表11－４－(6)参照。 
２ 平成24年度（平成23年度を対象とした）外務省政策評価実施計画では、法第７条第２項第２号ロとして14 

案件を評価することとしていたが、計画策定後の実施状況により９案件について評価を実施している。 
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別表 
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政策体系（外務省）
※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

基本目標 施策 具体的施策

Ⅰ 地域別外交：各地域の
  安定と繁栄の確保を目指
  し、域内諸国・地域間に
  おける未来に向けた友好

関係を構築し、日本に
とって望ましい国際環境
を確保すること

１ アジア大洋州地域外交：アジア大
洋州地域の安定と繁栄の確保を目指

  し、長期的ビジョンとして「東アジ
ア共同体構想」を掲げ、地域協力を
推進するとともに、域内諸国・地域
間における未来に向けた友好関係
を構築すること

１ 東アジアにおける地域協力の強化

２ 朝鮮半島の安定に向けた努力

３ 未来志向の日韓関係の推進

４ 未来志向の日中関係の推進及び日モンゴル
  関係の強化等

５ タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、
  ミャンマーとの友好関係の強化

６ インドネシア、シンガポール、東ティモー
  ル、フィリピン、ブルネイ、マレーシアとの
  友好関係の強化

７ 南西アジア諸国との友好関係の強化

８ 大洋州地域諸国との友好関係の強化

２ 北米地域外交：我が国外交の基軸
である日米同盟関係の深化及び日加

  関係を更に推進すること

１ 北米諸国との政治分野での協力推進

２ 北米諸国との経済分野での協力推進

３ 米国との安全保障分野での協力推進

３ 中南米地域外交：中南米諸国との
経済関係を始めとする多面的で裾野

  の広い交流の増進を通じた協力関係
  を構築すること

１ 中南米地域・中米・カリブ諸国との協力及
  び交流強化

２ 南米諸国との協力及び交流強化

４ 欧州地域外交：基本的価値と国際
社会での責任を共有する欧州各国及
び主要機関、ロシア、中央アジア・
コーカサス諸国との二国間関係を強
化すること

１ 欧州地域との総合的な関係強化

２ 西欧及び中・東欧諸国との間での二国間及
  び国際場裡における協力の推進

３ ロシアとの平和条約締結交渉の推進及び幅
  広い分野における日露関係の進展

４ 中央アジア・コーカサス諸国との関係の強
  化

５ 中東地域外交：中東地域の平和と
  安定、経済的発展に貢献すること、
  及び中東における我が国の国際的な
  発言力を強化すること

１ 中東地域安定化に向けた働きかけ

２  中東諸国との関係の強化

６ アフリカ地域外交：アフリカ開発の
 促進、アフリカ地域外交を通じた国際
 社会での我が国のリーダーシップ強
 化、及びアフリカとの二国間・多国間
 での協力関係を強化すること

１ ＴＩＣＡＤプロセス及び多国間枠組みを通
じたアフリカ開発の推進

２ 日・アフリカ間の相互交流及び我が国の対
  アフリカ政策に関する広報の推進



Ⅱ 分野別外交：国民の安
  全の確保と繁栄を目指

し、望ましい国際環境を
確保すること

－ 107 －－ 107 －

１ 国際の平和と安定に対する取組：
  国際の平和と安定に寄与し、我が国

の安全と繁栄の確保に資すること

１ 中長期的かつ総合的な外交政策の企画立案
  と対外発信

２ 日本の安全保障に係る基本的な外交政策

３ 国際平和協力の拡充、体制の整備

４ 国際テロ対策協力及び国際組織犯罪への取
  組

５ 国連を始めとする国際機関における我が国
  の地位向上、望ましい国連の実現

６ 国際社会における人権・民主主義の保護・
  促進のための国際協力の推進

７ 軍備管理・軍縮・不拡散への取組

８ 原子力の平和的利用のための国際協力の推
  進

９ 科学技術に係る国際協力の推進

２ 国際経済に関する取組：我が国の
  経済外交における国益を保護・増進
  すること

１ 多角的自由貿易体制の維持・強化と経済連
  携の推進

２ 国際経済秩序形成への積極的参画

３ 重層的な経済関係の強化

４ 経済安全保障の強化

５ 海外の日本企業支援

３ 国際法の形成・発展に向けた取
  組：新たな国際ルール作りに積極的
  に貢献すること

１ 国際法規の形成への寄与と外交実務への活
  用

２ 政治・安全保障分野における国際約束の締
  結・実施

３ 経済・社会分野における国際約束の締結・
   実施

４ 的確な情報収集及び分析、並びに
  情報及び分析の政策決定ラインへの
  提供：情報収集及び情報分析能力の
  強化、並びに政策決定ラインへの適
  時の情報及び情報分析の提供を行う
  ことにより、外交政策の立案・実施
  に寄与すること

Ⅲ 広報、文化交流及び報
道対策：海外における対

  日理解の促進と親日感の
  醸成を図るとともに、国
  内外における我が国外交
  政策への理解を増進し、
  もって日本外交を展開す
  る上での環境を整備する
  こと

１１ 海外広報、文化交流：海外向け広海外広報、文化交流：海外向け広
    報の実施、国際文化交流事業を展開報の実施、国際文化交流事業を展開
    ・促進、及び世界各国の文化の発展・促進、及び世界各国の文化の発展
    に向けた国際貢献により、諸外国国に向けた国際貢献により、諸外国国
    民の対日理解の促進及び親日感の醸民の対日理解の促進及び親日感の醸
    成を図り、日本外交を展開する上で成を図り、日本外交を展開する上で
    の環境を整備することの環境を整備すること

 1 海外広報

２ 国際文化交流の促進

３ 文化の分野における国際協力

２ 報道対策、国内広報、ＩＴ広報：
我が国の外交政策に関する国内外で
の理解を増進すること

１ 適切な報道機関対策・国内広報の実施

２ 効果的なＩＴ広報の実施

３ 効果的な外国報道機関対策の実施



Ⅳ 領事政策：国民の利便
に資する領事業務を実施
すること

１ 領事業務の充実：海外邦人の生
命・身体その他の利益の保護・増進
及び国内外における人的交流の拡
大・深化のための措置を実施するこ
と

１ 領事サービスの充実

２ 海外邦人の安全確保に向けた取組

３ 外国人問題への対応強化

－ 108 －－ 108 －

Ⅴ 外交実施体制の整備・
  強化：我が国の安全と繁
  栄を確保し、国際社会の
  一員としての責任を果た
  す、能動的かつ戦略的な
  外交実施体制を強化する
  こと

１ 外交実施体制の整備・強化：激動
  する国際社会の中で我が国の平和と
  繁栄を確保するための外交を実施す
  る上で必要な体制を整備・強化する
  こと

２  外交通信基盤の整備・拡充及びＩ
  Ｔを活用した業務改革：外交通信基
  盤の整備・拡充を図るとともに、業
  務・システムの最適化による行政運
  営の簡素化・効率化・合理化を推進
  すること

Ⅵ 経済協力：政府開発援
  助（二国間）または多国
  間の支援を通じ、国際社
  会の平和と安定に貢献
  し、これにより我が国の
  安全と繁栄を確保するこ
  と

１ 経済協力：二国間協力の政府開発
  援助を通じた支援により国際社会の
  平和と安定に貢献し、これを通じて
  我が国の安全と繁栄を確保すること

２ 地球規模の諸問題への取組：グロ
  ーバル化に即応したルール作りと地
  球規模の問題解決に向けたリーダー
  シップを発揮すること

１ 人間の安全保障の推進と我が国の貢献

２ 環境問題を含む地球規模問題への取組

Ⅶ 分担金・拠出金：国際
  機関等を通じて我が国の
  国際貢献を拡充すること

１ 国際機関を通じた政務及び安全保
  障分野に係る国際貢献：我が国の国
  際貢献を積極的に推進し、国際社会
  の平和と安定を確保するために、政
  治、軍備管理、人権、エネルギー関

連等様々な分野の国際貢献に関し分
担金・拠出金を通じて貢献すること

２ 国際機関を通じた経済及び社会分
  野に係る国際貢献：我が国の経済・
  社会分野での国益を保護するために
  国際機関に対して分担金・拠出金を
  供与すること

３ 国際機関を通じた地球規模の諸問
  題に係る国際貢献：我が国がグロー
  バル化に即応したルール作りと地球
  規模の諸問題の解決に向けたリーダ
  ーシップを発揮するために、国際機
  関等に対して分担金・拠出金を供与
  すること

（注） 政策ごとの予算との対応については、外務省ホームページ
       （http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/hyouka/yosan_taiou.html）参照
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表 12－１ 財務省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

政策評価に関する基本計画（平成20年３月31日策定） 
平成21年３月31日一部改訂 平成22年６月29日一部改訂 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 20 年度から 24年度までの５年間 

２ 事前評価の対象
等 

○ 法第９条の規定に基づき事前評価の実施が義務付けられた政

策を対象とする。また、法第９条の規定に基づき実施が義務付け

られた政策以外の政策についても、政策効果の把握の手法等に関

する研究・開発を進めるとともに、積極的かつ自主的に事前評価

を行うよう努めるものとする。 

 事前評価は、事業評価方式により行うことを基本とする。なお

租税特別措置等に係る政策については、実績評価方式、総合評

価方式及び事業評価方式の主要な要素を組み合わせた一貫した

仕組みなど、適切な方式による評価を行うものとする。 

○ 、

３ 事後評価の対象
等 

○ 財務省の主要な政策分野全てを対象とする。 

 事後評価は、実績評価方式により行うことを基本とするが、

様々な角度から掘り下げた評価が必要と認められる場合には、計

画的に総合評価方式による評価を行う。なお、租税特別措置等に

係る政策については、実績評価方式、総合評価方式及び事業評価

方式の主要な要素を組み合わせた一貫した仕組みなど、適切な方

式による評価を行うものとする。 

○

４ 政策評価の結果
の政策への反映 

○ 政策評価の結果については、政策の企画立案作業（予算要求、

機構・定員要求、税制改正要望、法令等による制度の新設・改廃

等の作業をいう。）における重要な情報として適時的確に活用し、

当該政策に適切に反映させる。 

 財務省が財政当局となっている分野（予算・税・財政投融資）

においては、予算編成等の過程において、各府省の政策評価の結

果の適切な活用に努める。 

○

５ 国民の意見・要
望を受けるための
窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望等の受付窓口は大臣官

房文書課政策評価室とし、面接、文書によるほか、財務省ホーム

ページにおいても、財務省の政策評価に対する外部からの意見・

要望等を受け付けるコーナーを設け、常時受け付ける。 

 寄せられた意見・要望等については、政策評価室で一元的に管

理し、その内容に応じて、関係部局にフィードバックすることに

より今後の政策の企画立案作業や政策評価作業において適切に

活用する。 

○

実施計画の
名称 

平成 24 年度政策評価実施計画（平成 24年３月 30日策定） 
平成 25 年３月改訂 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：６総合目標 
      25政策目標 
 租税特別措置等に係る政策
のうち、基本方針等により評
価を行うこととされた法人
税、法人住民税及び法人事業
税に係るもの 

 
○

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に区分されるもの） 

該当する施策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する施策なし 

 

 － 109 －－ 109 －



表 12－２ 財務省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象

としようとした

政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 

の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への

反映状況の内訳別件数 

事前評価 該当する政策なし ― ― ― ― 

事
後
評
価

 
 
 
 

実 施 計 画
期 間 内 の
評 価 対 象
政策 
（法第７条第２

項第１号） 

実績評価方式： 

31件 

〔表12－３－ア〕

 
｛ 実 績 評 価 方

式：31件｝ 
〔表 12－３－イ〕

 

 

１ 目標
の達成
度 

・Ａ（達成に向け
て相当の進展があ
った） 

19 
 
 

・Ｂ（達成に向け
て進展があった） 

11 
 

・Ｃ（達成に向け
て一部の進展にと
どまった） 

１ 
 

 

 
 
 

２ 事務
運営のプ
ロセス 

・適切であった 25 
・有効であった 23 
・効率的であった 20 
・おおむね適切で
あった 

６ 
 

・おおむね有効で
あった 

８ 
 

・おおむね効率的
であった 

11 
 

３ 結果
の分析 
 

・的確に行われて
いる 

１ 
 

・おおむね的確に
行われている 

30 

４ 政策
の改善
策の提
言 

・有益な提言がな
されている 

24 
 

・提言がなされて
いる 

７ 

 
 

 

 

 

― ― ― ― 

― ― ― ― 

― ― ― ― 
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評価結果を踏まえ、これまで
の取組を引き続き進めた 

【引き続き推進】 

31 

５ 政策
評価の
改善策
の提言 

・有益な提言がな
されている 

２ 

・提言がなされて
いる 

１

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映    19件 
機構・定員要求に反映 ５件 
（うち、機構４件、定員５件）

事業評価方式： 
１件 
（租税特別措置等）

〔表12－３－ウ〕 

必要性等、有効性等、相
当性が認められる 

１ 評価結果を踏まえ、これまで
の取組を引き続き進めた 

【引き続き推進】 

１ 

未着手 
（法第７条第２

項第２号イ） 

該当する政策なし 

未了 
（法第７条第２

項第２号ロ） 

該当する政策なし 

そ の 他 の 
政策 
（法第７条第２

項第３号） 

該当する政策なし 

 (注) ｛ ｝は、評価を実施中のもの（外数）である。 



表 12－３ 財務省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 23年度政策評価の実施に関する計画」に基づき、31の目標

を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年６月 29日に、「平成 23年度政策評価書」

として公表。 

 

表 12－３－ア 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

総合目標 通貨に対する信認を確保しつつ、健全で活力ある経済及び安心で豊かな社会を実現すると
ともに、世界経済の安定的発展に貢献すること 

我が国の厳しい財政状況を踏まえ、
経済成長及び社会保障改革ととも
に財政健全化を推進し、「財政運営
戦略」に基づき、国・地方の基礎的
財政収支について、遅くとも2015年
度までにその赤字の対ＧＤＰ比を
2010年度の水準から半減し、遅くと
も2020年度までに黒字化する等の
財政健全化目標達成に向け、着実に
財政状況の改善が図られるよう、歳
出・歳入両面において最大限の努力
を行う 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
おおむね適切であった 
おおむね有効であった 
おおむね効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

【５ 政策評価の改善策の提言】 
有益な提言がなされている  

１ 引き続き推進 

２ 

我が国の経済・社会の構造変化に対
応し、成長と雇用の実現、社会保障
改革とその財源確保といった我が
国の喫緊の課題に応えるため、税制
の抜本的な改革に取り組む 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

３ 

経済金融情勢及び財政状況を踏ま
えつつ、市場との緊密な対話に基づ
いた適切な国債管理政策を遂行す
るとともに、財政投融資を適切に運
営するほか、国有財産の適正な管理
及び有効活用等に取り組む 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

４ 

金融システムの状況を適切に踏ま
えながら、関係機関と連携を図りつ
つ、金融破綻処理制度の適切な整
備・運用を図るとともに、迅速・的
確な金融危機管理を行うことによ
り、金融システムの安定の確保を目
指す。また、通貨の流通状況を適切
に把握し、適正な通貨を円滑に供給
することにより、通貨制度の適切な
運用を行う 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
提言がなされている 

引き続き推進 
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５ 

我が国経済の健全な発展に資する
よう、地球的規模の問題への対応を
含む国際的な協力等に積極的に取
り組むことにより、世界経済の持続
的発展、国際金融システムの安定及
びそれに向けた制度強化、アジアに
おける地域協力の強化、開発途上国
の経済社会の発展、国際貿易の秩序
ある発展を目指す。特に、我が国を
含むアジア諸国が共に成長するた
め、アジアにおける「新成長戦略」
を推進する 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
おおむね効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

６ 

総合目標１から５の目標を追求しつ
つ、震災対応に取り組むとともに、財
政健全化と経済成長との両立を図る観
点から、デフレ脱却・安定的な経済成
長の実現に寄与することを目指し、関
係機関との連携を図りつつ、適切な財
政・経済の運営を行う 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

政策目標１ 健全な財政の確保 

７ 
重点的な予算配分を通じた財政の
効率化・質的改善の推進 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
おおむね適切であった 
おおむね有効であった 
おおむね効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
提言がなされている 

引き続き推進 

８ 必要な歳入の確保 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて一部の進展にとどま
った 

【２ 事務運営のプロセス】 
おおむね適切であった 
おおむね有効であった 
おおむね効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
提言がなされている 

引き続き推進 

９ 
予算執行の透明性の向上・適正な予
算執行の確保 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
おおむね有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
提言がなされている 

引き続き推進 

10 
決算の作成を通じた国の財政状況
の的確な開示 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
おおむね適切であった 
おおむね有効であった 

引き続き推進 
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おおむね効率的であった 
【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

11 
地方の歳入・歳出、国・地方間の財
政移転に関する事務の適切な遂行 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
おおむね適切であった  
おおむね有効であった 
おおむね効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

12 
公正で効率的かつ透明な財政・会計
に係る制度の構築及びその適正な
運営 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
提言がなされている 

引き続き推進 

政策目標２ 適正かつ公平な課税の実現 

13 
我が国の経済・社会の構造変化に対
応するとともに、喫緊の課題に応え
るための税制の構築 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
 有益な提言がなされている 

引き続き推進 

政策目標３ 国の資産・負債の適正な管理 

14 
国債の確実かつ円滑な発行及び中
長期的な調達コストの抑制 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

15 

財政投融資の対象として必要な事
業を実施する機関への資金供給の
確保と重点化・効率化及びディスク
ロージャーの徹底 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

16 
国有財産の適正な管理及び有効活
用等と情報提供の充実 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

引き続き推進 
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【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

17 庁舎及び宿舎の最適化の推進 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

18 国庫金の正確で効率的な管理 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

【５ 政策評価の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

政策目標４ 通貨及び信用秩序に対する信頼の維持 

19 
日本銀行券・貨幣の円滑な供給及び
偽造・変造の防止 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

20 
金融破綻処理制度の適切な整備・運
用及び迅速・的確な金融危機管理 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
提言がなされている 

引き続き推進 

政策目標５ 貿易の秩序維持と健全な発展 

21 
内外経済情勢等を踏まえた適切な
関税率の設定・関税制度の改善等 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 

引き続き推進 
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おおむね的確に行われている 
【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

22 
多角的貿易体制の強化及び経済連
携の推進、税関分野における貿易円
滑化の推進 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

23 
関税等の適正な賦課及び徴収、社会
悪物品等の密輸阻止並びに税関手
続における利用者利便の向上 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

政策目標６ 国際金融システムの安定的かつ健全な発展と開発途上国の経済社会の発展の促進 

24 
外国為替市場の安定並びに国際金
融システムの安定に向けた制度強
化及びその適切な運用の確保 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
おおむね効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

【５ 政策評価の改善策の提言】 
提言がなされている 

引き続き推進 

25 

開発途上国における安定的な経済
社会の発展に資するための資金協
力・知的支援を含む多様な協力の推
進 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
おおむね効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

26 
アジア経済戦略の推進（新成長戦
略） 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
おおむね有効であった 
おおむね効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

財務省が所管する法人及び事業等の適正な管理、運営の確保（政策目標７～11） 

27 
政府関係金融機関等の適正かつ効
率的な運営の確保 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

引き続き推進 
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【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

28 地震再保険事業の健全な運営 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
おおむね適切であった 
おおむね有効であった 
おおむね効率的であった 

【３ 結果の分析】 
的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
提言がなされている 

引き続き推進 

29 
安定的で効率的な国家公務員共済
制度等の構築及び管理 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

30 
日本銀行の業務及び組織の適正な
運営の確保 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

31 
たばこ・塩事業の健全な発展の促進
と適切な運営の確保 

【１ 目標の達成度】 
達成に向けて相当の進展があった 

【２ 事務運営のプロセス】 
適切であった 
有効であった 
おおむね効率的であった 

【３ 結果の分析】 
おおむね的確に行われている 

【４ 政策の改善策の提言】 
有益な提言がなされている 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表12－４－(1)参照。 

 

（２）所掌する全ての政策について、体系化した上で、毎年度評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 24年度政策評価の実施に関する計画」に基づき、31の目標

を対象として評価を実施中（平成 25年６月公表予定）。 
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表 12－３－イ 実績評価方式により評価実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

総合目標 通貨に対する信認を確保しつつ、健全で活力ある経済及び安心で豊かな社会を実現すると
ともに、世界経済の安定的発展に貢献すること 

１ 

我が国における少子高齢化等の社会経済情勢の変化、厳しい財政状況を踏まえ、社会保障・税一
体改革を継続するとともに、国・地方のプライマリーバランスについて、2015年度までにその赤
字の対ＧＤＰ比を2010年度の水準から半減し、2020年度までに黒字化するとの財政健全化目標達
成に向け、歳入・歳出両面において財政健全化に向けて取り組む 

２ 
我が国の経済・社会の構造変化に対応し、成長と雇用の実現、社会保障改革とその財源確保とい
った我が国の喫緊の課題に応えるため、税制の抜本的な改革に取り組む 

３ 

経済金融情勢及び財政状況を踏まえつつ、市場との緊密な対話に基づき、国債発行計画の策定等
の国債管理政策を遂行し、中長期的な調達コストの抑制を図りながら、必要とされる財政資金を
確実に調達する。また、対象事業の重点化・効率化を図りつつ、政策的必要性等の観点から財政
投融資を活用するほか、「新成長戦略における国有財産の有効活用について」等を踏まえ、未利
用国有地等の活用や庁舎及び宿舎の最適化の推進など国有財産の有効活用に取り組む 

４ 

金融システムの状況を踏まえながら、関係機関との連携を図りつつ、金融破綻処理制度の整備・
運用を図るとともに、預金保険法等の法令に基づき、金融危機管理を行うことにより、金融シス
テムの安定の確保を図る。また、通貨の流通状況を把握し、偽造・変造の防止等に取り組み高い
品質の通貨を円滑に供給することにより、通貨に対する信頼の維持に貢献する 

５ 

我が国経済の健全な発展に資するよう、地球的規模の問題への対応を含む国際的な協力等に積極
的に取り組むことにより、世界経済の持続的発展、国際金融システムの安定及びそれに向けた制
度強化、アジアにおける地域協力の強化、開発途上国の経済社会の発展、国際貿易の秩序ある発
展を目指す。特に、我が国を含むアジア諸国が共に成長するため、アジアにおける「新成長戦略」
を推進する 

６ 
総合目標１から５の目標を追求しつつ、震災対応に取り組むとともに、財政健全化と経済成長との両立
を図る観点から、デフレ脱却・安定的な経済成長の実現に寄与することを目指し、関係機関との連携を
図りつつ、適切な財政・経済の運営を行う 

政策目標１ 健全な財政の確保 

７ 重点的な予算配分を通じた財政の効率化・質的改善の推進 

８ 必要な歳入の確保 

９ 予算執行の透明性の向上・適正な予算執行の確保 

10 決算の作成を通じた国の財政状況の的確な開示 

11 地方の歳入・歳出、国・地方間の財政移転に関する事務の適切な遂行 

12 公正で効率的かつ透明な財政・会計に係る制度の構築及びその適正な運営 

政策目標２ 適正かつ公平な課税の実現 

13 我が国の経済・社会の構造変化に対応するとともに、喫緊の課題に応えるための税制の構築 

政策目標３ 国の資産・負債の適正な管理 

14 国債の確実かつ円滑な発行及び中長期的な調達コストの抑制 

15 
財政投融資の対象として必要な事業を実施する機関への資金供給の確保と重点化・効率化及びデ
ィスクロージャーの徹底 

16 国有財産の適正な管理及び有効活用等と情報提供の充実 

17 庁舎及び宿舎の最適化の推進 

18 国庫金の正確で効率的な管理 

政策目標４ 通貨及び信用秩序に対する信頼の維持 

19 日本銀行券・貨幣の円滑な供給及び偽造・変造の防止 

20 金融破綻処理制度の適切な整備・運用及び迅速・的確な金融危機管理 

政策目標５ 貿易の秩序維持と健全な発展 

21 内外経済情勢等を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改善等 

22 多角的貿易体制の強化及び経済連携の推進、税関分野における貿易円滑化の推進 

23 
関税等の適正な賦課及び徴収、社会悪物品等の密輸阻止並びに税関手続における利用者利便の向
上 

政策目標６ 国際金融システムの安定的かつ健全な発展と開発途上国の経済社会の発展の促進 

24 
外国為替市場の安定並びに国際金融システムの安定に向けた制度強化及びその適切な運用の確
保 

25 
開発途上国における安定的な経済社会の発展に資するための資金協力・知的支援を含む多様な協
力の推進 

26 アジア経済戦略の推進（新成長戦略） 
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財務省が所管する法人及び事業等の適正な管理、運営の確保（政策目標７～11） 

27 政府関係金融機関等の適正かつ効率的な運営の確保 

28 地震再保険事業の健全な運営 

29 安定的で効率的な国家公務員共済制度等の構築及び管理 

30 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保 

31 たばこ・塩事業の健全な発展の促進と適切な運営の確保 

 

（３）租税特別措置等に係る１政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に

「租税特別措置等に係る政策の事後評価書」として公表。 

 

表 12－３－ウ 租税特別措置等を対象として事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 
特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の
課税の特例 

必要性等、有効性
等、相当性が認めら
れる 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表12－４－(2)参照。 
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別表 

－ 119 －－ 119 －

政策体系（財務省）
※この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

使命

納税者としての国民の視点に立ち、効率的かつ透明性の高い行政を行い、国の財務を総合的に管理運営することにより、健全で活力ある経
済及び安心で豊かな社会を実現するとともに、世界経済の安定的発展に貢献すること。

総合目標

通貨に対する信認を確保しつつ、健全で活力ある経済及び安心で豊かな社会を実現するとともに、世界経済の安定的発展に
貢献すること

１ 我が国の厳しい財政状況を踏まえ、経済成長及び社会保障改革とともに財政健全化を推進し、「財政運営
戦略」に基づき、国・地方の基礎的財政収支について、遅くとも2015年度までにその赤字の対ＧＤＰ比を2010
年度の水準から半減し、遅くとも2020年度までに黒字化する等の財政健全化目標達成に向け、着実に財政
状況の改善が図られるよう、歳出・歳入両面において最大限の努力を行う

２ 我が国の経済・社会の構造変化に対応し、成長と雇用の実現、社会保障改革とその財源確保といった我が
国の喫緊の課題に応えるため、税制の抜本的な改革に取り組む

３ 経済金融情勢及び財政状況を踏まえつつ、市場との緊密な対話に基づいた適切な国債管理政策を遂行す
るとともに、財政投融資を適切に運営するほか、国有財産の適正な管理及び有効活用等に取り組む

４ 金融システムの状況を適切に踏まえながら、関係機関と連携を図りつつ、金融破綻処理制度の適切な整
備・運用を図るとともに、迅速・的確な金融危機管理を行うことにより、金融システムの安定の確保を目指す。
また、通貨の流通状況を適切に把握し、適正な通貨を円滑に供給することにより、通貨制度の適切な運用を
行う

５ 我が国経済の健全な発展に資するよう、地球的規模の問題への対応を含む国際的な協力等に積極的に
取り組むことにより、世界経済の持続的発展、国際金融システムの安定及びそれに向けた制度強化、アジア
における地域協力の強化、開発途上国の経済社会の発展、国際貿易の秩序ある発展を目指す。特に、我が
国を含むアジア諸国が共に成長するため、アジアにおける「新成長戦略」を推進する

６ 総合目標１から５の目標を追求しつつ、震災対応に取り組むとともに、財政健全化と経済成長との両立を図
る観点から、デフレ脱却・安定的な経済成長の実現に寄与することを目指し、関係機関との連携を図りつつ、
適切な財政・経済の運営を行う

政策目標１

健全な財政の確保

１ 重点的な予算配分を通じた財政の効率化・質的改善の推進

２ 必要な歳入の確保

３ 予算執行の透明性の向上・適正な予算執行の確保

４ 決算の作成を通じた国の財政状況の的確な開示

５ 地方の歳入・歳出、国・地方間の財政移転に関する事務の適切な遂行

６ 公正で効率的かつ透明な財政・会計に係る制度の構築及びその適正な運営

政策目標２

適正かつ公平な課税の実現

１ 我が国の経済・社会の構造変化に対応するとともに、喫緊の課題に応えるための税制の構築

政策目標３

国の資産・負債の適正な管理

１ 国債の確実かつ円滑な発行及び中長期的な調達コストの抑制

２ 財政投融資の対象として必要な事業を実施する機関への資金供給の確保と重点化・効率化及びディスク
ロージャーの徹底

３ 国有財産の適正な管理及び有効活用等と情報提供の充実

４ 庁舎及び宿舎の最適化の推進

５ 国庫金の正確で効率的な管理



政策目標４

通貨及び信用秩序に対する信頼の維持

１ 日本銀行券・貨幣の円滑な供給及び偽造・変造の防止

２ 金融破綻処理制度の適切な整備・運用及び迅速・的確な金融危機管理

政策目標５

貿易の秩序維持と健全な発展

１ 内外経済情勢等を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改善等

－ 120 －－ 120 －

２ 多角的貿易体制の強化及び経済連携の推進、税関分野における貿易円滑化の推進

３ 関税等の適正な賦課及び徴収、社会悪物品等の密輸阻止並びに税関手続における利用者利便の向上

政策目標６

国際金融システムの安定的かつ健全な発展と開発途上国の経済社会の発展の促進

１ 外国為替市場の安定並びに国際金融システムの安定に向けた制度強化及びその適切な運用の確保

２ 開発途上国における安定的な経済社会の発展に資するための資金協力・知的支援を含む多様な協力の
推進

３   アジア経済戦略の推進（新成長戦略）

財務省が所管する法人及び事業等の適正な管理、運営の確保（政策目標７～１１）

政府関係金融機関等の適正かつ効率的な運営の確保

地震再保険事業の健全な運営

安定的で効率的な国家公務員共済制度等の構築及び管理

日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保

たばこ・塩事業の健全な発展の促進と適切な運営の確保

（注） 政策ごとの予算との対応については、財務省ホームページ
（http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/policy/fy2012_budget/index.htm）参照
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表 13－１ 文部科学省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

文部科学省政策評価基本計画（平成20年３月31日決定） 
平成22年３月31日一部改訂 平成23年３月31日一部改訂 平成24年３月30日一部改
訂 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 20 年度から 24年度までの５年間 

２ 事前評価の対
象等 

○ 新規・拡充事業評価：毎年度、所管行政に係る新たな事業あ
るいは拡充を予定している事業のうち、法施行令第３条第１～
５号に掲げられた政策を対象として、予算概算要求に先立って、
事業ごとに事業評価を実施する。 

この場合、各事業評価の単位及び事業名を予算概算要求の単
位・事業名と一致させるよう留意する。 

なお、研究開発については、「国の研究開発評価に関する大
綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評
価指針」等に基づいて事業評価を実施するものとする。 
 規制に関する評価：毎年度、所掌に係る政策のうち、法施行
令第３条第６号に掲げる政策を対象として、法令案の策定に先
立って、行政行為ごとに、事業評価を実施する。 
 租税特別措置等に関する評価：毎年度、所掌に係る政策のう
ち、平成22年度税制改正大綱において、「政策評価を厳格に行
うこと」とされたことを踏まえ、法人税、法人事業税、法人住
民税に係る租税特別措置を対象として、その要望ごとに、事業
評価を実施する。 
 その他の事前評価：所管行政に係る上記以外の税制及び財政
投融資に関する事前評価については、必要に応じ、実施計画に
定めるところにより、事業評価を実施する。 

○

○

○

３  事後評価の対
象等 

○ 実績評価：「文部科学省の使命と政策目標」に掲げる所管行
政に係る政策について、原則として毎年度、政策目標、施策目
標及び達成目標の達成度合い又は達成に向けた進捗状況につい
て、政策及び施策ごとに実績評価を実施するとともに、目標達
成のために用いた政策手段（予算措置に基づく事務事業、規制
税制、財政投融資、独立行政法人の業務運営等）の実績等につ
いても検証する。 
また、施策目標・達成目標の目標期間が終了した時点で目標期

間全体における取組や最終的な実績等を総括し、目標の達成度合
いについて実績評価を行う。 
 総合評価：所管行政に係る特定のテーマに関連する政策・施
策等について、政策の実施後に総合評価を実施する。総合評価
のテーマは、政策評価に関する有識者会議の助言を踏まえ決定
する。 
 その他の事後評価：上記のほか、事前評価を実施した政策の
事後評価については、必要に応じ、実施計画の定めるところに
より実施する。 

、

○

○

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価の結果が、政策の企画立案作業における重要な情報
として活用され、適切に反映されるようにするため、政策評価
審議官が中心となって、政策の所管部局等における政策評価の
結果の取りまとめや評価結果の政策への反映を促進するととも
に、予算、法令等の取りまとめ部局との間の連携を確保する。 

５ 国民の意見・要
望を受け付ける
ための窓口の整
備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付けるための
窓口として、大臣官房政策課評価室がその任に当たることとし、
インターネットのホームページ等を活用して積極的な周知を図
る。また、寄せられた意見・要望については、関係する部局等
において適切に活用する。 
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実施計画の
名称 

平成 24 年度文部科学省政策評価実施計画（平成 24年３月 30日決定） 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政
策のうち、実施計画の計
画期間内に対象としよ
うとする政策（法第７条
第２項第１号に区分さ
れるもの）及び評価の方
式 

○ 実績評価：政策体系の実現に向けて平成23年度に取り
組んだ全ての施策を対象とする。 

○ 事業評価 

(1) 研究開発に関する評価 

平成25年度予算において新規あるいは拡充を予定し

ている事業のうち、法施行令第３条第１号及び２号に

掲げられたものを対象とする。この場合、研究開発に

関する評価の単位及び事業名を予算概算要求の単位・

事業名と一致させるよう留意する。 

(2) 租税特別措置、財政投融資に関する評価 

平成25年度に新設等を予定している租税特別措置の

うち、法人税、法人事業税、法人住民税に係るものを

対象とする。 

また、平成25年度に新設等を予定している財政投融

資の対象事業のうち、社会的影響が大きいと想定され

るものを対象とする。 

(3) 規制に関する評価 

平成24年度中に新設又は改廃される法律又は政令に

基づく規制を対象とする。 

○ 総合評価：実績評価及び事業評価等で明らかになった

個別の政策課題について必要に応じて評価対象とする。 

２ 未着手・未了（法第７
条第２項第２号イ及び
ロに区分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７
条第２項第３号に区分
されるもの） 

○ 実施計画に定めるもののほか、必要な事項は、別に定
める。 

 

 － 122 －－ 122 －



表 13－２ 文部科学省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果
の内訳別件数 

 政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事業評価方式： 
７件 

新規事業：６事業 
拡充事業：１事業 
〔表13－３－ア〕 

25 年度の新規・拡
充事業等として
実施することが
適当 

７ 評価結果を踏まえ、概算要求等に反
映した 

７ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（概算要求に反映 ７件） 

事業評価方式： 
５件 

(租税特別措置等) 

〔表 13－３－イ〕 

税制改正を要望
することが適当 

５ 評価結果を踏まえ、税制改正要望を
行った 

５ 

事
後
評
価 

実 施 計 画
期 間 内 の
評 価 対 象
政策 
（法第７条第２項
第１号） 

実績評価方式： 
23施策目標 
〔表13－３－ウ〕 

目標の達成に向け
て順調に進捗した 

14 
 

１ 評価結果を踏まえ、これまでの
取組を引き続き進めた（進める予
定） 

【引き続き推進】         

14 

目標の達成に向けて
おおむね順調に進捗
したが、一部で課題
又は進捗に遅れがみ
られた 

９ ２ 評価結果を踏まえ、評価対象政
策の改善・見直しを行った（する
こととした又はする予定） 

【改善・見直し】 

８ 

３ その他        【その他】 １ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 

概算要求に反映    21件

機構・定員要求に反映 11件

(うち、機構２件、定員 11件)

 

 

 

未着手 

（法第７条第２項
第２号イ） 

該当する政策なし － － － － 

未了 

（法第７条第２項
第２号ロ） 

該当する政策なし － － － － 

その他の 
政策 
（法第７条第２項
第３号） 

該当する政策なし － － － － 
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表 13－３ 文部科学省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）平成 25年度予算概算要求に向けて、以下の７の新規・拡充事業等を対象として評価を実施

し、その結果を平成 24年９月７日に「文部科学省事業評価書（平成 25年度新規・拡充事業

等）」として公表。 

 

表 13－３－ア 新規・拡充事業等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 研究大学強化促進費（新規） 

２ 再生医療実現拠点ネットワークプログラム（拡充） 

３ 
脳科学研究戦略推進プログラム（ブレイン・マシン・インターフェース（ＢＭＩ）を用いた精
神・神経疾患等の克服に向けた研究）（新規） 

４ 脳科学研究戦略推進プログラム（霊長類モデル動物の普及体制の整備）（新規） 
５ 南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト（新規） 
６ 日本海地震・津波調査プロジェクト（新規） 
７ 地域防災能力育成支援研究事業（新規） 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表13－４－(1)参照。 

２ 本表の７事業は、研究開発事業である。 

 

（２）租税特別措置等に係る５政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に

「平成 25年度租税特別措置等に係る政策の事前評価書」として公表。 

 

表 13－３－イ 租税特別措置等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置  

２ 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 

３ 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置  

４ 国立研究開発行政法人への寄附に係る税制措置 

５ 独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表13－４－(2)参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

平成 24年度においては、実績評価方式を用いて、「平成 24年度文部科学省政策評価実施計画」

に基づき、14政策目標の下に掲げる 23施策目標を対象として評価を実施し、その結果を平成 24

年９月７日に「文部科学省実績評価書（平成 23年度実績）」として公表。 

 

表 13－３－ウ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

政策目標１ 生涯学習社会の実現  

１ 教育改革に関する基本的な政策の推進等 

目標の達成に向け
ておおむね順調に
進捗したが、一部で
課題又は進捗に遅
れが見られた 

改善・見直し 
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２ 生涯を通じた学習機会の拡大 

目標の達成に向け
ておおむね順調に
進捗したが、一部で
課題又は進捗に遅
れが見られた 

改善・見直し 

政策目標２ 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり  

３ 青少年の健全育成 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

４ 教育機会の確保のための支援づくり 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

政策目標３ 義務教育の機会均等と水準の維持向上  

５ 義務教育に必要な教職員の確保  
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

政策目標４ 個性が輝く高等教育の振興  

６ 大学などにおける教育研究の質の向上 

目標の達成に向け
ておおむね順調に
進捗したが、一部で
課題又は進捗に遅
れが見られた 

改善・見直し 

７ 大学などにおける教育研究基盤の整備 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

政策目標５ 奨学金制度による意欲・能力のある個人への支援の推進  

８ 意欲・能力のある学生に対する奨学金事業の推進 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

政策目標６ 私学の振興  

９ 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

政策目標７ 科学技術・学術政策の総合的な推進  

10 
イノベーション創出に向けた産業連携の推進及び地
域科学技術の振興 

目標の達成に向け
ておおむね順調に
進捗したが、一部で
課題又は進捗に遅
れが見られた 

改善・見直し 

11 科学技術システム改革の先導 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

政策目標８ 原子力の安全の確保 

12 原子力安全対策、核物質の防護及び環境放射能の把握 

目標の達成に向け
ておおむね順調に
進捗したが、一部で
課題又は進捗に遅
れが見られた 

その他 

政策目標９ 基礎研究の充実及び研究の推進のための環境整備  

13 学術研究の振興 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

政策目標10 科学技術の戦略的重点化  

14 
ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び
倫理的課題等への取組 

目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

15 環境分野の研究開発の重点的推進 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

16 ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の重点的推進 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

17 原子力分野の研究・開発・利用の推進 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

18 海洋分野の研究開発の推進 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

政策目標 11 原子力事故による被害者の救済 

19 原子力損害賠償の補償の迅速、公平かつ適正な実施 
目標の達成に向け
て順調に進捗した 

引き続き推進 

政策目標12 スポーツの振興  

20 生涯スポーツ社会の実現 目標の達成に向け 改善・見直し 
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ておおむね順調に
進捗したが、一部で
課題又は進捗に遅
れが見られた 

政策目標13 文化による心豊かな社会の実現  

21 文化財の保存及び活用の充実 

目標の達成に向け
ておおむね順調に
進捗したが、一部で
課題又は進捗に遅
れが見られた 

改善・見直し 

22 日本文化の発信及び国際文化交流の推進 

目標の達成に向け
ておおむね順調に
進捗したが、一部で
課題又は進捗に遅
れが見られた 

改善・見直し 

政策目標14 豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進 

23 国際交流の推進 

目標の達成に向け
ておおむね順調に
進捗したが、一部で
課題又は進捗に遅
れが見られた 

改善・見直し 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表13－４－(3)参照。 

  ２ 「評価結果の反映状況」欄の「その他」としている政策は、今後、原子力規制委員会において取組方針の
検討がなされるもの。 
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別表 
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政策体系（文部科学省）
※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

文部科学省の使命
教育、科学技術・学術、文化、スポーツの振興を未来への先行投資と位置づけ、これを通じ、「教育・文化立国」と「科学技術創造立国」を

実現する。

政策目標１  生涯学習社会の実現

施策目標１－１ 教育改革に関する基本的な政策の推進等

施策目標１－２ 生涯を通じた学習機会の拡大

施策目標１－３ 地域の教育力の向上

施策目標１－４ 家庭の教育力の向上

施策目標１－５ ＩＣＴを活用した教育・学習の振興

政策目標２  確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり

施策目標２－１ 確かな学力の育成

施策目標２－２ 豊かな心の育成

施策目標２－３ 青少年の健全育成

施策目標２－４ 健やかな体の育成及び学校安全の推進

施策目標２－５ 地域住民に開かれた信頼される学校づくり

施策目標２－６ 魅力ある優れた教員の養成・確保

施策目標２－７ 安全・安心で豊かな学校施設の整備推進

施策目標２－８ 教育機会の確保のための支援づくり

施策目標２－９ 幼児教育の振興

施策目標２－10 一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進

政策目標３  義務教育の機会均等と水準の維持向上

施策目標３－１ 義務教育に必要な教職員の確保

政策目標４  個性が輝く高等教育の振興

施策目標４－１ 大学などにおける教育研究の質の向上

施策目標４－２ 大学などにおける教育研究基盤の整備

政策目標５  奨学金制度による意欲･能力のある個人への支援の推進

施策目標５－１ 意欲･能力のある学生に対する奨学金事業の推進

政策目標６  私学の振興

施策目標６－１ 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興

政策目標７  科学技術･学術政策の総合的な推進

施策目標７－１ 科学技術関係人材の育成及び科学技術に関する国民意識の醸成

施策目標７－２ イノベーション創出に向けた産業連携の推進及び地域科学技術の振興

施策目標７－３ 科学技術システム改革の先導

施策目標７－４ 科学技術の国際活動の戦略的推進

政策目標８  原子力の安全の確保

施策目標８－１ 原子力安全対策、核物質の防護及び環境放射能の把握



政策目標９  基礎研究の充実及び研究の推進のための環境整備

施策目標９－１ 学術研究の振興

施策目標９－２ 科学技術振興のための基盤の強化
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政策目標10  科学技術の戦略的重点化

施策目標10－１ ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組

施策目標10－２ 情報通信分野の研究開発の重点的推進

施策目標10－３ 環境分野の研究開発の重点的推進

施策目標10－４ ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の重点的推進

施策目標10－５ 原子力分野の研究・開発・利用の推進

施策目標10－６ 宇宙・航空分野の研究・開発・利用の推進

施策目標10－７ 海洋分野の研究開発の推進

施策目標10－８ 新興・融合領域の研究開発の推進

施策目標10－９ 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推進

政策目標11 原子力事故による被害者の救済

施策目標11－１ 原子力事業者による原子力損害を賠償するための適切な措置の確保

施策目標11－２ 原子力損害賠償の補償の迅速、公平かつ適正な実施

政策目標12  スポーツの振興

施策目標12－１ 子どもの体力の向上

施策目標12－２ 生涯スポーツ社会の実現

施策目標12－３ 我が国の国際競技力の向上

政策目標13  文化による心豊かな社会の実現

施策目標13－１ 芸術文化の振興

施策目標13－２ 文化財の保存及び活用の充実

施策目標13－３ 日本文化の発信及び国際文化交流の推進

施策目標13－４ 文化芸術振興のための基盤の充実

政策目標14  豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進

施策目標14－１ 国際交流の推進

施策目標14－２ 国際協力の推進

（注） 政策ごとの予算との対応については、文部科学省ホームページ

 （http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2013/03/27/1287202_5.pdf）参照
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≪厚生労働省≫ 

 

表 14－１ 厚生労働省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

厚生労働省における政策評価に関する基本計画（第３期）（平成24年３月30日決定）  

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 24 年度から 28年度までの５年間 

２   事前評価の対
象等 

○ 事前評価は、事業評価方式を基本とする。 
 事前評価の対象とする政策は、次のとおりとする。 
(1) 個々の研究開発 

ア 10億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施
を目的とする政策 

イ 10 億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施
する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助
することを目的とする政策 

ウ 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」に基づき事前評
価の対象とされた研究開発 

(2) 個々の公共的な建設の事業 
公共の用に供する施設を整備する事業その他の個々の公

共的な建設の事業であって、 
ア 10 億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施
を目的とする政策 

イ 10 億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施
する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補
助することを目的とする政策 

(3) 個々の政府開発援助 
ア  無償の資金供与による協力 

当該資金供与の額が 10億円以上となることが見込まれる
ものの実施を目的とする政策 

イ  有償の資金供与による協力 
当該資金供与の額が 150 億円以上となることが見込まれ

るものの実施を目的とする政策 
(4) 規制の新設等を目的とする政策 

法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、
規制を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更をす
ることを目的とする政策 

(5) 租税特別措置等の新設、拡充又は延長 
租税特別措置等のうち、法人税、法人住民税及び法人事業

税の新設、拡充又は延長を目的とする政策 

○

３ 事後評価の対
象等 

○ 事後評価の対象とする政策は、次のとおりとする。 
(1) 政策体系に基づき対象とする政策 
  ローテーションで評価を実施するもののほか、以下のアか

らウまでに該当する場合は原則として事後評価の対象とす
る。 
ア 政策の特性に応じて定期的な見直しを行う場合 
イ 次のいずれかに該当し、かつ、当該年度において、評価を 
実施することが適切であると認められる場合 
ａ 施政方針演説等で示された内閣としての重要政策 
ｂ 厚生労働省の主要な制度の新設・改定等 

ウ 指標のモニタリング結果や推移により必要が生じた場合 
(2) 研究開発 

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」に基づき事後評
価の対象とすることとされたもの 

(3) 公共事業 
「水道施設整備事業の評価の実施について」（以下「水道

施設整備事業評価実施要領」という。）で定めるところによ
り事後評価の対象とすることとしたもの 

(4) 事前評価を実施した政策 
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・ 事前評価の実施後、一定期間が経過したもの 
・ 事前評価の際に設定した評価指標のモニタリング結果や 
推移、政策効果の発現時期を参考にして必要が生じたもの 

(5) 法第７条第２項第２号に規定する政策 
(6) 「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基

本方針」等に基づき定められた成果重視事業 
(7) 租税特別措置等（法人税、法人住民税及び法人事業税） 
(8) (1)から(7)までのほか、閣議決定等の内閣の基本方針に基

づき、政策評価を実施するもの 
 事後評価は、上記(1)の場合については実績評価又は総合評価
方式、(2)、(3)、(4)及び(6)の場合については事業評価方式、(5)、
(7)及び(8)の場合については事業評価、実績評価又は総合評価方
式を基本とする。 

○

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 評価結果は、新たな政策の企画立案（組織・定員要求、予算要
求、税制改正要望等を含む）、既存の政策の見直し・改善に反映
させるための情報として活用する。 
 政策評価と予算・決算等の連携を強化するため、政策統括官付
政策評価官室は、関連する閣議決定等の趣旨を踏まえ必要な取組
を推進するとともに、担当部局及び査定課と緊密な連携を図る。 

○

５ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見等については、厚生労働省ホ
ームページ等において、広く受け付ける。政策評価官室は、外部
からの意見に対して、担当部局と調整の上、回答を行うなど適切
な対応に努めるものとする。 

実施計画の
名称 

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画（平成24年度）（平成24年４月27

日決定） 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策
のうち、実施計画の計画期
間内に対象としようとす
る政策（法第７条第２項第
１号に区分されるもの）及
び評価の方式 

○ 実績評価：21の施策目標 

※ 実績評価方式による事後評価を実施しない施策目標に

ついては、評価指標のモニタリングを実施し、その結果を

公表する。 
 事業評価：事前評価の実施後、一定期間が経過した
15 の事業及び３の成果重視事業 

○

２ 未着手・未了（法第７条
第２項第２号イ及びロに
区分されるもの） 

○ 個々の公共事業であって、「水道施設整備事業評価
実施要領」で定めるところにより事後評価の対象とす
ることとしたもの 

３ その他の政策（法第７条
第２項第３号に区分され
るもの） 

○ 総合評価：施策目標のうち総合評価を実施すること
とされているもの 
 以下に掲げる政策等について、実績評価方式、総合
評価方式又は事業評価方式により実施。 
(1) 指標のモニタリングの結果により評価の必要が

生じた施策目標 
(2) 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」に基づ

き、総合科学技術会議において事後評価の対象とす
ることとされた研究開発 

(3) 個々の公共事業であって、「水道施設整備事業評
価実施要領」で定めるところにより事後評価の対象
とすることとしたもの 

(4) 事前評価を実施した政策のうち、事前評価の際に
設定した評価指標の推移、政策効果の発現時期を参
考にして評価の必要が生じたもの 

(5) 政策評価官室が、政策の担当部局及び査定課（政
策統括官付社会保障担当参事官室及び政策統括官
付労働政策担当参事官室）と調整の上、定めた租税
特別措置等 

○
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表14－２ 厚生労働省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象

としようとした

政策の区分 
評価実施件数 

政策評価の結果

の内訳別件数 

 政策評価の結果の政策への

反映状況の内訳別件数 

 

事前評価 事業評価方式：34件

（個別公共事業） 

〔表14－３－ア〕

 

 

新規採択が妥当で

ある 
34 評価結果を踏まえ、新規に実施

することとした 
34 

事業評価方式：28件

（研究開発） 

〔表14－３－イ〕

 

 

新規採択が妥当で

ある 
28 評価結果を踏まえ、新規に実施

することとした 
28 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（概算要求に反映 28件） 

事業評価方式：11件

（規制） 

〔表14－３－ウ〕

 

 

規制の新設又は改
廃が妥当である 

11 評価結果を踏まえ、法令改正に
より、規制の新設又は改廃を行
うこととした（行うことを予
定） 

11 

事業評価方式：18件

(租税特別措置等) 

〔表14－３－エ〕

 

 

妥当である 18 評価結果を踏まえ、評価対象の
措置について、税制改正要望を
行った 

18 

事
後
評
価

 
 
 
 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 

（法第７条第２
項第１号） 

 

実績評価方式：21件

〔表14－３－オ〕

 

 

 

見直しの上増額 14  評価結果を踏まえ、これまでの
取組を引き続き進めた    

 【引き続き推進】 

21 

見直しの上現状維

持 
５ 

見直しの上減額 ２ 

事業評価方式：15件

（継続事業） 

〔表14－３－カ〕

 

 

 

継続が妥当である 13 １ 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進めた 

【引き続き推進】
         
 

13 

実施した事業は妥

当 
２ 

２ 評価結果を踏まえ、今後も
同様の施策に反映させる 

２ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（概算要求に反映 13件） 

事業評価方式：３件

（成果重視事業） 

〔表14－３－キ〕

 

 

目標の達成に向け

て取組を進める 
１ １ 評価結果を踏まえ、これま

での取組を引き続き進めた
【引き続き推進】 

１ 

実施した事業は妥

当 
２ 

２ 評価結果を踏まえ、今後も
同様の施策に反映させる 

２ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映>
（概算要求に反映 １件） 

 

未着手 

（法第７条第２

項第２号イ） 

該当する政策なし － － － － 

未了 

（法第７条第２

項第２号ロ） 

事業評価方式：20件 
（個別公共事業（再評

価）） 

〔表14－３－コ〕 

継続が妥当である 17 １ 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進めた
（進める予定） 
     【引き続き推進】 

17 

休止又は中止が妥
当である 

３ ２ 評価結果を踏まえ、当該政
策を休止又は中止した（休止
又は中止する予定） 

【廃止、休止、中止】 

３ 
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政策評価の対象

としようとした

政策の区分 
評価実施件数 

政策評価の結果 

の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 

反映状況の内訳別件数 

 その他の 
政策 

（法第７条第２

項第３号） 

総合評価方式：６件 

〔表14－３－ク〕 

取組を引き続き推

進 
６ 評価結果を踏まえ、これまでの

取組を引き続き進めた（進める
予定）      

【引き続き推進】 

６ 

事業評価方式：１件 

(租税特別措置等) 

〔表14－３－ケ〕 

継続が妥当である １ 評価結果を踏まえ、評価対象の
施策について、引き続き当該措
置が必要である 

【引き続き推進】 

１ 

事業評価方式：８ 

件 

（個別公共事業（再評

価）） 

〔表14－３－コ〕 

継続が妥当である ７ １ 評価結果を踏まえ、これま
での取組を引き続き進めた
（進める予定）      

【引き続き推進】 

７ 

休止又は中止が妥
当である 

１ ２ 評価結果を踏まえ、当該政
策を休止・中止した（休止又
は中止する予定） 

     【廃止、休止、中止】 

１ 

事業評価方式：573

件 

（個別研究開発課題）

〔表14－３－サ〕

 

 

行政課題の解決に
貢献している 

573 今後同種の政策の企画立案や
次期研究課題の実施に際し、反
映する予定である 

573 

（注） 個別公共事業（再評価）のうち、法令により政策評価が義務付けられているものについては、法第
７条第２項第２号ロに該当するものとして、「未了」欄に、また、厚生労働省が自主的に取り組んで
いるものについては、「その他の政策」欄に、それぞれ掲載している。 
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表 14－３ 厚生労働省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）新規採択を要求している公共事業の 34の実施地区を対象として事業評価（事前評価）を実

施し、その結果を平成 24年９月 24日に「個別公共事業の評価書」として公表。 

 

表 14－３－ア 個別公共事業を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 簡易水道等施設整備事業（17 地区） 

２ 水道水源開発等施設整備事業（17（２）地区） 

(注）１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表14－４－(1)参照。 

２ 本表は平成24年度予算に係る事前評価の対象地区数であるが、地区数のうち、（ ）内は、23年度予算に係
るものであり内数。 

 

（２）平成 25 年度予算概算要求を行う 28の研究開発を対象として評価を実施し、その結果を平

成 25 年３月 29日に「厚生労働省の平成 25年度研究事業に関する計画（概算要求前の評価）」

として公表。 

 

表 14－３－イ 個別研究開発を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 厚生労働科学研究費補助金による研究事業（27事業） 

２ 基礎研究推進事業費（１事業） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表14－４－(2)参照。 

 

（３）規制の新設又は改廃に係る以下の 11の規制を対象として評価を実施し、その結果を平成

24 年５月 16日、５月 23日、５月 31日、６月６日、９月 24日、12月７日、25年２月 27日

及び３月 13日に「規制影響分析書」として公表。 

 

表 14－３－ウ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 
「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正（麻薬の指定）」
について 

２ 「障害者雇用率等の見直し」について 

３ 「インジウム化合物等に係る労働者の健康障害防止対策のための規制強化」について 

４ 医薬品に関する広告制限の対象の追加（腎細胞癌治療薬「アキシチニブ」及びその製剤について） 

５ 毒物及び劇物指定令の改正（毒物及び劇物の指定並びに指定除外について）（２件） 

６ 
医薬品に関する広告制限の対象の追加（進行性悪性軟部腫瘍治療薬「パゾパニブ」、その塩類及
びそれらの製剤並びに悪性神経膠腫治療薬「カルムスチン」及びその製剤について） 

７ 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正（麻薬の指定） 

８ 予防接種による副反応報告制度の法定化 

９ 
医薬品に関する広告制限の対象の追加（既治療の慢性リンパ性白血病治療薬「オファツムマブ」
及びその製剤、再発又は難治性の急性リンパ性白血病治療薬「クロファラビン」及びその製剤並
びに治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌治療薬「レゴラフェニブ」及びその製剤について） 

10 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正（麻薬の指定） 
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 (注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表14－４－(3)参照。 

２ 表中の（ ）の件数は、評価対象とした規制の新設又は改廃に係る政策において、発生する効果と負担の関係
を分析するのに適した評価の単位を計上。 

 

（４）租税特別措置等に係る 18 政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24 年９月 7 日

に「租税特別措置等に係る政策の事前評価書」として公表。 

 

表 14－３－エ 租税特別措置等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 医療安全に資する医療機器等の導入に係る特別償却制度の適用期限の延長 

２ 高額な医療用機器に関する特別償却制度の適用期限の延長 

３ 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 

４ 中小企業者等の試験研究費に係る特別措置 

５ 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置 

６ 社会医療法人に対する寄附に係る寄附金控除等の創設 

７ 社会医療法人認定取消時の一括課税の見直し 

８ 社会保険診療報酬の所得計算の特例 

９ 
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（グリー
ン投資減税） 

10 サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長 

11 パートタイム労働対策推進のための税制上の所要の措置 

12 雇用促進税制の拡充 

13 障害者の「働く場」に対する発注促進税制の延長・拡充 

14 グローバルリターン・雇用維持特別減税措置の創設 

15 生活衛生関係営業者の事業活動の振興のための税制上の措置 

16 商業・サービス中小企業活性化税制の創設 

17 自然災害共済に係る異常危険準備金の積立率並びに洗替保証限度率の引き上げ 

18 子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表14－４－(4)参照。 

 
 

２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

平成 24 年度においては、実績評価方式を用いて、「厚生労働省における政策評価に関する

基本計画（第３期）」及び「厚生労働省における事後評価の実施に関する計画（平成 24年度）」

に基づき、21の施策目標について評価を実施し、その結果を平成 24年 10月 11日に「実績

評価書」として公表。 

 

表 14－３－オ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 
評価結果の 
反映状況 

１ 
日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供でき
る体制を整備すること（施策目標Ⅰ－１－１） 

見直しの上増額 引き続き推進 

２ 
感染症の発生・まん延の防止を図ること（施策目標Ⅰ－５－
１） 

見直しの上増額 引き続き推進 

３ 
有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器を迅速に提供でき
るようにすること（政策目標Ⅰ－６－１） 

見直しの上増額 引き続き推進 
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４ 
新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業
等の振興を図ること（施策目標Ⅰ－８－１） 

見直しの上増額 引き続き推進 

５ 
適正かつ安定的な医療保険制度を構築すること（施策目標Ⅰ
－９－１） 

見直しの上増額 引き続き推進 

６ 
健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体
制を整備すること（施策目標Ⅰ－11－１） 

見直しの上現状

維持 
引き続き推進 

７ 
食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するこ
と（施策目標：Ⅱ－１－１） 

見直しの上増額 引き続き推進 

８ 労働条件の確保・改善を図ること（施策目標Ⅲ－１－１） 
見直しの上現状

維持 
引き続き推進 

９ 

労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使
関係のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使
紛争の迅速かつ適切な解決を図ること（施策目標Ⅲ－６－
１） 

見直しの上減額 引き続き推進 

10 
高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること 
（施策目標Ⅳ－３－１） 

見直しの上増額 引き続き推進 

11 
雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易
にするための保障等を図ること （施策目標Ⅳ－４－１） 

見直しの上現状

維持 
引き続き推進 

12 
多様な職業能力開発の機会を確保すること（施策目標Ⅴ－１
－１） 

見直しの上減額 引き続き推進 

13 

男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、仕事と家庭の両
立支援、パートタイム労働者と正社員間の均等・均衡待遇等
を推進すること（施策目標Ⅵ－１－１） 

見直しの上増額 引き続き推進 

14 
地域における子育て支援等施策の推進を図ること（施策目標
Ⅵ－２－１） 

見直しの上増額 引き続き推進 

15 
児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提供
する。（施策目標Ⅵ－２－２） 

見直しの上増額 引き続き推進 

16 

保育所の受入児童数を拡大するとともに、多様なニーズに対
応できる保育サービスを確保すること（施策目標Ⅵ－２－
３） 

見直しの上増額 引き続き推進 

17 
生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること（施策
目標Ⅶ－１－１） 

見直しの上増額 引き続き推進 

18 

障害者の地域における生活を支援するため、障害者の生活の
場、働く場や地域における支援体制を整備する（施策目標Ⅷ
－１－１） 

見直しの上増額 引き続き推進 

19 
年金制度改革の道筋をつけ、国民に信頼される持続可能な公
的年金制度を構築すること（施策目標Ⅸ－１－１） 

見直しの上現状

維持 
引き続き推進 

20 

介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわ
たり介護サービス基盤の整備を図ること（施策目標Ⅸ－３－
２） 

見直しの上増額 引き続き推進 

21 

行政分野へのＩＴ（情報通信技術）の活用とこれに併せた業
務や制度の見直しにより、国民の利便性の向上と行政運営の
簡素化、効率化を図ること（施策目標Ⅻ－１－１） 

見直しの上現状

維持 
引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表14－４－(5)参照。 

 

（２）事業評価方式を用いて、平成 20年度に事業評価（事前評価）を実施した 21年度予算概算

要求に係る新規事業のうち、24 年度における継続事業 15事業を対象として評価を実施し、

その結果を平成 24年 10月 11日に「平成 24年度事業評価書（事後）」として公表。 
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表 14－３－カ 事業評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 
評価結果の 
反映状況 

１ 救急医療体制の基盤整備・強化 継続が妥当である 引き続き推進 

２ 女性医師就労支援事業、病院内保育事業 継続が妥当である 引き続き推進 

３ 
新型インフルエンザ対策事業費（新型インフルエンザ関
係機関連携事業経費） 

継続が妥当である 引き続き推進 

４ グローバル臨床研究体制整備事業 実施した事業は妥当 ― 

５ ナノマテリアルの有害性等の試験等 継続が妥当である 引き続き推進 

６ 
円滑な職場復帰支援のための職場復帰等相談員の配置
（現在はメンタルヘルス対策支援センター事業の一部） 

継続が妥当である 引き続き推進 

７ ふるさとハローワーク推進事業 継続が妥当である 引き続き推進 

８ 大都市圏における非正規労働者の就労支援体制の整備 継続が妥当である 引き続き推進 

９ 介護労働者の人材確保及び雇用管理改善の支援事業 継続が妥当である 引き続き推進 

10 若年者等試行雇用事業の実施 継続が妥当である 引き続き推進 

11 地域生活定着促進事業 継続が妥当である 引き続き推進 

12 福祉人材確保緊急支援事業 実施した事業は妥当 ― 

13 訪問看護支援事業 継続が妥当である 引き続き推進 

14 認知症対策等総合支援事業 継続が妥当である 引き続き推進 

15 昆虫媒介疾患対策事業 継続が妥当である 引き続き推進 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表14－４－(6)参照。 

     ２ No.４及び12は、事業終了後の評価を実施したものである。 

 

（３）事業評価方式を用いて、「厚生労働省における政策評価に関する基本計画（第３期）」及び

「厚生労働省における事後評価の実施に関する計画（平成 24年度）」に基づき、３つの成果

重視事業を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年 10月 11日に「平成 24年度成果

重視事業評価書」として公表。 

 

表 14－３－キ 事業評価方式により事後評価した政策（成果重視事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 
評価結果の 
反映状況 

１ 厚生労働省ネットワーク（共通システム）最適化事業 実施した事業は妥当 ― 

２ 公的年金業務の業務・システム最適化事業 
目標の達成に向けて
取組を進める 

引き続き推進 

３ 労働保険適用徴収業務の業務・システム最適化事業 実施した事業は妥当 ― 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表14－４－(7)参照。 

 

（４）総合評価方式を用いて、「厚生労働省における政策評価に関する基本計画（第３期）」及び

「厚生労働省における事後評価の実施に関する計画（平成 24年度）」に基づき、６政策につ

いて評価を実施し、平成 24年 10月 11日に「平成 24年度総合評価書」として公表。 

 

表 14－３－ク 総合評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 
評価結果の 
反映状況 

１ 「国民に信頼される行政の実現」について 取組を引き続き推進 引き続き推進 

２ 「省内事業仕分けの実施」について 取組を引き続き推進 引き続き推進 

３ 「適切な人事評価と適材適所の人事の推進」について 取組を引き続き推進 引き続き推進 
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４ 「職員の育成」について 取組を引き続き推進 引き続き推進 

５ 
「職員一人一人がやりがいをもって業務を行うことが
できるよう、職場環境の改善等を進めること」について 

取組を引き続き推進 引き続き推進 

６ 「業務改善・効率化の取組の推進」について 取組を引き続き推進 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表14－４－(8)参照。 

 

（５）租税特別措置等に係る１政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月 7 日に

「租税特別措置等に係る政策の事後評価書」として公表。 

 

表 14－３－ケ 租税特別措置等を対象として事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 
評価結果の 
反映状況 

１ 社会保険診療報酬の所得計算の特例 継続が妥当である 引き続き推進 

（注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表14－４－(9)参照。 

 

（６）事業評価方式を用いて、事業採択後原則５年を経過した公共事業の 28実施地区を対象とし

て再評価を実施し、その結果を平成 24年９月 24日に「個別公共事業の評価書」として公表。 

 

表 14－３－コ 事業評価方式により事後評価した政策（公共事業の再評価） 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 簡易水道等施設整備事業（17（１）地区） 

継続が妥当であ
る（15(１)地区） 
休止又は中止が
妥当である（２地
区） 

引き続き推進 15地区 
休止１地区 
中止１地区 

２ 水道水源開発等施設整備事業（11（１）地区） 

継続が妥当であ
る（９地区） 
休止又は中止が
妥当である（２
(１)地区） 

引き続き推進９地区 
休止１地区 
中止１地区 
 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表14－４－(10)参照。 

２ 本表は平成24年度予算にかかる再評価の対象地区数であるが、地区数のうち（ ）内は、23年度予算に係る
ものであり内数。 

 

（７）事業評価方式を用いて、平成 23年度に終了した 573研究課題を対象として評価を実施し、

その結果を平成 25年３月 29日に「厚生労働科学研究費補助金の成果に関する評価」として

公表。 

 

表 14－３－サ 事業評価方式により事後評価した政策（終了時の個別研究開発課題） 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 
評価結果の 
反映状況 

１ 
Ⅰ 行政政策研究分野 

行政政策（40課題） 

） ２ 厚生労働科学特別研究（７課題

３ Ⅱ 厚生科学基盤研究
分野 

先端的基盤開発（36課題） 

 ４ 臨床応用基盤（33課題）

５ Ⅲ 疾病・障害対策研 
成育疾患克服等次世代育成基盤
（６課題） 
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政策課題の解決に
貢献している 

― 



６ 
究分野 第３次対がん総合戦略（31課

題） 

７ 
生活習慣病・難治性疾患克服総
合（210課題） 

８ 長寿・障害総合（52課題） 

９ 感染症対策総合（39課題） 

10 

Ⅳ 健康安全確保総合
研究分野 

地域医療基盤開発推進（37課
題） 

11 労働安全衛生総合（６課題） 

12 
食品医薬品等リスク分析（71 課
題） 

13 
健康安全・危機管理対策総合（５
課題） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表14－４－(11)参照。 
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別表 
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政策体系（厚生労働省）
※この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

基本目標 施策大目標 施策目標

Ⅰ 安心・信頼し
  てかかれる医療
  の確保と国民の
  健康づくりを推
  進すること

１ 地域において必要な医療を
提供できる体制を整備するこ
と

１ 日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体
  制を整備すること

２ 必要な医療従事者を確保
するとともに、資質の向上
を図ること

１ 今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること

２ 医療従事者の資質の向上を図ること

３ 利用者の視点に立った、
効率的で安心かつ質の高い

  医療サービスの提供を促進
  すること

１ 医療情報化の体制整備の普及を推進すること

２ 医療安全確保対策の推進を図ること

４ 国が医療政策として担うべ
き医療（政策医療）を推進す

  ること

１ 政策医療を向上・均てん化させること

５ 感染症など健康を脅かす
疾病を予防・防止するととも
に、感染者等に必要な医療
等を確保すること

１ 感染症の発生・まん延の防止を図ること

２ 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実
させること

３ 適正な移植医療を推進すること

４ 原子爆弾被爆者等を援護すること

６ 品質・有効性・安全性の高
い医薬品・医療機器を国民
が適切に利用できるように
すること

１ 有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器を迅速に提供できる
ようにすること

２ 医薬品等の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の安全対
策等を推進すること

３ 医薬品の適正使用を推進すること

７ 安全な血液製剤を安定的に
供給すること

１ 健康な献血者の確保を図り、血液製剤の国内自給、使用適正化
を推進し、安全性の向上を図ること

８ 新医薬品・医療機器の開発
を促進するとともに、医薬品

  産業等の振興を図ること

１ 新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等
の振興を図ること

９ 全国民に必要な医療を保障
できる安定的・効率的な医療
保険制度を構築すること

１ 適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

２ 生活習慣病対策や長期入院の是正等により中長期的な医療費の
  適正化を図ること

10 妊産婦・児童から高齢者に
至るまでの幅広い年齢層に
おいて、地域・職場などの様
々な場所で、国民的な健康づ
くりを推進すること

１ 地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる
地域保健体制の確保を図ること

２ 生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図るとともに、が
んによる死亡者の減少を図ること

３ 安全・安心な職場づくりを推進すること(基本目標Ⅲ施策目標２
－１を参照）

４ 母子保健衛生対策の充実を図ること（基本目標Ⅵ施策目標５－
１を参照）

５ 高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづ
くり及び社会参加を推進すること（基本目標Ⅸ施策目標３－1を参
照）

11 健康危機管理を推進するこ
と

１ 健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制を
整備すること



Ⅱ 安心・快適な
生活環境づくり
を衛生的観点か
ら推進すること

－ 140 －－ 140 －

１ 食品等の安全性を確保する
こと

１ 食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること

２ 安全で質が高く災害に強い
水道を確保すること

１ 安全で質が高く災害に強い水道を確保すること

３ 麻薬・覚醒剤等の乱用を防
止すること

１ 規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防
  止を推進すること

４ 国民生活を取り巻く化学物
質による人の健康被害を防
止すること

１ 化学物質の適正な評価・管理を推進し、安全性を確保すること

５ 生活衛生の向上・推進を図
ること

１ 生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び振興等により、生活衛
  生の向上、増進を図ること

Ⅲ ディーセント
ワークの実現に
向けて、労働者
が安心して快適
に働くことがで
きる環境を整備
すること

１ 労働条件の確保・改善を図
ること

１ 労働条件の確保・改善を図ること

２ 最低賃金引上げに向けた中小企業への支援を推進すること

２ 安全・安心な職場づくりを
推進すること

１ 労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことが
できる職場づくりを推進すること

３ 労働災害に被災した労働
者等の公正な保護を行うと
ともに、その社会復帰の促進
等を図ること

１ 迅速かつ適正な労災保険給付を行い、被災労働者等の保護を図
ること

２ 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

４ 勤労者生活の充実を図るこ
と

１ 労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策
を推進すること

２ 豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること

５ パートタイム労働者の均
等・均衡待遇の確保を推進
するとともに、在宅就業及び
家内労働の適正な就業環境
を整備すること（基本目標Ⅵ
施策目標１－１を参照）

６ 安定した労使関係等の形
  成を促進すること

１ 労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係
のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛争の迅
速かつ適切な解決を図ること

７ 個別労働紛争の解決の促
  進を図ること

１ 個別労働紛争の解決の促進を図ること

８ 労働保険適用徴収業務の
適正かつ円滑な実施を図る
こと

１ 労働保険適用促進及び労働保険料等の適正徴収を図ること

Ⅳ 意欲のあるす
べての人が働く
ことができるよ
う、労働市場に
おいて労働者の
職業の安定を図
ること

１ 労働力需給のミスマッチの
解消を図るために需給調整
機能を強化すること

１ 公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派
  遣事業等の適正な運営を確保すること

２ 雇用機会を創出するととも
に雇用の安定を図ること

１ 地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安
定を図ること

３ 労働者等の特性に応じた
雇用の安定・促進を図るこ

１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること

４ 失業給付等の支給により、
求職活動中の生活の保障
等を行うこと

１ 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にす
るための保障等を図ること

５ 求職者支援制度の活用によ
  り、雇用保険を受給できない
  求職者の就職を支援すること

１ 求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、
雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること
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Ⅴ 労働者の職業
能力の開発及び
向上を図るとと
もに、その能力
を十分に発揮で
きるような環境
整備をすること

１ 多様な職業能力開発の機
会を確保すること

１ 多様な職業能力開発の機会を確保すること

２ 働く者の職業生涯を通じた
持続的な職業キャリア形成
への支援をすること

１ 若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること

２ 福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること

３ 「現場力」の強化と技能の
継承・振興を推進すること

１ 技能継承・振興のための施策を推進すること

Ⅵ 男女がともに
能力を発揮し、
安心して子ども
を産み育てるこ
となどを可能に
する社会づくり
を推進すること

１ 男女労働者の均等な機会と
待遇の確保対策、仕事と家庭
の両立支援、パートタイム労
働者と正社員間の均等・均衡
待遇等を推進すること

１ 男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、仕事と家庭の両立
支援、パートタイム労働者と正社員間の均等・均衡待遇等を推進
すること

２ 利用者のニーズに対応した
多様な保育サービスなどの
子育て支援事業を提供し、
子どもの健全な育ちを支援
する社会を実現すること

１ 地域における子育て支援等施策の推進を図ること

２ 児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提供す
ること

３ 保育所の受入児童数を拡大するとともに、多様なニーズに対応
できる保育サービスを確保すること

３ 子ども及び子育て家庭を
支援すること

１ 子ども及び子育て家庭を支援すること

４ 児童虐待や配偶者による
暴力等の発生予防から保護・
自立支援までの切れ目のな
い支援体制を整備すること

１ 児童虐待防止や配偶者による暴力被害者等への支援体制の充実
を図ること

５ 母子保健衛生対策の充実
を図ること

１ 母子保健衛生対策の充実を図ること

６ ひとり親家庭の自立を図る
こと

１ ひとり親家庭の自立のための総合的な支援を図ること

Ⅶ ナショナル・
ミニマムを保障
し、利用者の視
点に立った質の
高い福祉サービ
スの提供等を図
ること

１ 生活困窮者に対し適切に
福祉サービスを提供すること

１ 生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供すること

２ 地域社会のセーフティネッ
ト機能を強化し、地域の要
援護者の福祉の向上を図る

  こと

１ 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の
福祉の向上を図ること

３ 災害時の被災者等に対し
適切に福祉サービスを提供
すること

１ 災害に際し応急的な支援を実施すること

４ 福祉サービスを支える人
材養成、利用者保護等の基

   盤整備を図ること

１ 社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進するこ
と等により、より質の高い福祉サービスを提供すること

５ 戦傷病者・戦没者遺族の
援護、中国残留邦人等の
支援を行うとともに、旧陸
海軍の残務を整理すること

１ 戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給
付等の援護を行うこと

２ 戦没者の遺骨の帰還等を行うことにより、戦没者遺族を慰藉す
ること

３ 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の
自立を支援すること

４ 旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること及び旧陸
海軍に関する恩給請求書を適切に進達すること

Ⅷ 障害のある人
も障害のない人
も地域でともに
生活し、活動す
る社会づくりを
推進すること

１ 必要な保健福祉サービス
が的確に提供される体制を
整備し、障害者の地域にお
ける生活を支援すること

１ 障害者の地域における生活を支援するため、障害者の生活の場、
働く場や地域における支援体制を整備すること

２ 障害者の雇用を促進すること（基本目標Ⅳ施策目標３－１を参
照）



Ⅸ 高齢者ができ
る限り自立し、
生きがいを持
ち、安心して暮
らせる社会づく
りを推進するこ
と

１ 老後生活の経済的自立の
基礎となる所得保障の充実
を図ること

１ 年金制度改革の道筋をつけ、国民に信頼される持続可能な公的
年金制度を構築すること

２ 公的年金制度の信頼を確保するため、公的年金制度の適正な事
業運営を図ること

３ 企業年金等の健全な育成を図ること

４ 企業年金等の適正な運営を図ること
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２ 高齢者の雇用就業を促進す
ること（基本目標Ⅳ施策目標
３－１を参照）

３ 高齢者の健康づくり・生き
がいづくりを推進するととも
に、介護保険制度の適切な
運営等を通じて、介護を必
要とする高齢者への支援を
図ること

１ 高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづ
くり及び社会参加を推進すること

２ 介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり
介護サービス基盤の整備を図ること

Ⅹ 国際化時代に
ふさわしい厚生
労働行政を推進
すること

１ 国際社会への参画・貢献を
行うこと

１ 国際機関の活動への参画・協力や海外広報を通じて、国際社会
に貢献すること

２ 二国間等の国際協力を推進し、連携を強化すること

２ 国際化に対応した施策を推
進すること（再掲）

１ 感染症の発生・まん延の防止等を図ること（基本目標Ⅰ施策目
標５－１を参照）

２ 食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること
（基本目標Ⅱ施策目標１－１を参照）

３ 年金制度改革の道筋をつけ、国民に信頼される持続可能な公
的年金制度を構築すること（基本目標Ⅸ施策目標１－１を参照）

４ 外国人労働者対策を推進すること（基本目標Ⅳ施策目標３－１
を参照）

Ⅺ 国民生活の向
上に関わる科学
技術の振興を図
ること

１ 国立試験研究機関の適正
かつ効果的な運営を確保す
ること

１ 国立試験研究機関の適正かつ効果的な運営を確保すること

２ 研究を支援する体制を整
備すること

１ 厚生労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施を確保すること

３ 厚生労働分野の研究開発
を推進すること（※再掲）

１ 感染症の発生・まん延の防止を図るための研究開発を推進する
こと（基本目標Ⅰ施策目標５－１を参照）

２ 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等の研究
開発を推進すること（基本目標Ⅰ施策目標５－２を参照）

３ バイオ技術、ナノ技術等の先端技術を活用し、画期的な医薬品、
医療機器等の研究開発を推進すること（基本目標Ⅰ施策目標８－１
を参照）

４ 生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図る研究開発を推
進すること（基本目標Ⅰ施策目標10－２を参照）

５ 食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するための
   研究開発を推進すること（基本目標Ⅱ施策目標１－１を参照）

Ⅻ 国民生活の利
便性の向上に関
わるＩＴ化を推
進すること

１ 電子行政推進に関する基
本方針を推進すること

１ 行政分野へのＩＴ（情報通信技術）の活用とこれに併せた業務や
制度の見直しにより、国民の利便性の向上と行政運営の簡素化、
効率化を図ること

２ 医療・健康・介護・福祉分
野の情報化を推進すること
（再掲）

１ 医療情報化インフラの普及のための取組みを推進すること（基本
目標Ⅰ施策目標３－１を参照）

２ レセプトオンライン化のための取組みを推進すること（基本目標
Ⅰ施策目標９－１を参照）

３ その他の政策分野におけ
る情報化を推進すること
（再掲）

１ 仕事と生活の調和を図るための情報化の取組みを推進すること
（基本目標Ⅲ施策目標４－１を参照）

２ 求人・求職情報への円滑なアクセスを図るための情報化の取組
みを推進すること（基本目標Ⅳ施策目標１－１を参照）



３ 女性の再就職・再就業支援のための情報化の取組みを推進する
こと（基本目標Ⅵ施策目標１－１を参照）

XⅢ 国民に信頼
されるととも
に、職員一人一
人がやりがいを
もって働くこと
ができる体制を
確立すること

１ 情報発信、情報公開と効率
的・効果的な業務運営を図る
こと
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１ 国民に伝わるように分かりやすく情報を発信するとともに、「国
民の声」に耳を傾け、改善へ活かすこと

２ 省内事業仕分けの実施等により、コスト意識・ムダ削減を徹底
すること

２ 職員の育成と職場環境の
改善を図ること

１ 次代の厚生労働行政を担う人物像に照らした適切な人事評価と
   前例にとらわれない適材適所の人事を推進すること

２ 省に不足する能力の向上を図り、意欲と能力を兼ね備えた職員
の育成を進めること

３ 職員一人一人がやりがいをもって業務を行うことができるよう、
職場環境の改善等を進めること

４ 政策の企画・立案に時間を割くことができるような体制を確立
するため、業務改善・効率化の取組を進めること

（注） 政策ごとの予算との対応については、厚生労働省ホームページ （http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/other/h24/dl/01.pdf）参照
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表 15－１ 農林水産省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

農林水産省政策評価基本計画（平成22年８月10日決定）
平成23年９月１日一部変更 平成24年４月19日一部変更

 
 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 22 年度から 26年度までの５年間 

２ 事前評価の対
象等 

○ 事業評価（公共事業） 
法令により評価を義務付けられた個々の公共事業として、施

設の維持管理に係る事業及び災害復旧事業等を除く農林水産公
共事業のうち、総事業費 10 億円以上の事業。 

なお、交付金に係る事業は対象としない。 
 事業評価（研究開発） 
・ 法令により評価を義務付けられた個々の研究開発として、
独立行政法人等に委託して実施するプロジェクト研究及び国
費の補助を受けて都道府県又は民間等の試験研究機関におい
て実施される研究開発のうち、総事業費 10億円以上の研究開
発課題 

・ 産学官の連携、競争的環境の整備等、効率的かつ効果的に
研究を推進するための研究制度 

 事業評価（規制） 
 法令により評価を義務付けられた規制の新設又は改廃に係る
政策 
 事業評価（租税特別措置等） 
 租税特別措置等に係る政策のうち、法令により評価を義務付
けられた法人税、法人住民税及び法人事業税関係の租税特別措
置等に係る政策並びに政策評価に関する基本方針により評価を
行うよう努めるとされたその他の税目関係の租税特別措置等に
係る政策 

○

○
 

○
 

３ 事後評価の対
象等 

○ 実績評価 
農政、林政及び水産行政に係る主要施策の全て 

 総合評価 
 実施計画において示すこととする。 
 事業評価（公共事業） 
・ 期中の評価 

(1) 原則として、法令により評価を義務付けられた、未着手
の事業及び未了の事業で、施設の維持管理に係る事業及び
災害復旧事業等を除く農林水産公共事業 

(2) また、対象となる事業が 10 年を超えて継続する場合、直
近に期中の評価を実施した年度から起算して５年ごとに行
う。 

・ 完了後の評価 
原則として、施設の維持管理に係る事業及び災害復旧事業等

を除く農林水産公共事業のうち、総事業費 10億円以上の事業。
ただし、補助事業については、事業実施主体の協力が得られる
範囲内で実施 

 事業評価（研究開発） 
・ 期中の評価 

(1) 原則として、法令により評価を義務付けられた、独立行
政法人等に委託して実施するプロジェクト研究及び国費の
補助を受けて都道府県又は民間等の試験研究機関において
実施される研究開発で、未着手の研究開発課題及び未了の
研究開発課題 

(2) また、対象となる研究開発課題が 10年を超えて継続する
場合、直近に期中の評価を実施した年度から起算して５年ご
とに行う。 

(3) 研究制度についても研究開発課題と同様に評価を行う。 
 

○
 
○

○
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・ 終了時の評価 
以下の研究開発課題及び研究制度のうち総事業費 10億円以

上のものを対象とする。 
(1) 独立行政法人等に委託して実施するプロジェクト研究開
発課題 

(2) 国費の補助を受けて都道府県又は民間等の試験研究機関
において実施される研究開発課題 

(3) 研究制度 
 事業評価（租税特別措置等） 
 政策評価に関する基本方針により評価を行うこととされた法
人税、法人住民税及び法人事業税関係の租税特別措置等に係る政
策並びに評価を行うよう努めるとされたその他の税目関係の租
税特別措置等に係る政策 

○
 

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 実績評価にあっては政策分野主管課が、総合評価にあっては評
価を行った部局が、公共事業の事業評価にあっては事業主管課
が、研究開発の事業評価にあっては農林水産技術会議事務局等
が、規制の事前評価にあっては法令所管課が、租税特別措置等の
事業評価にあっては租税特別措置等所管課が、当該評価の結果と
これに基づく措置の内容を記述した政策評価の結果の政策への
反映状況を取りまとめ、政策評価結果反映状況案を作成する。 
 大臣官房評価改善課（以下「評価改善課」という。）は、政策
評価結果反映状況案について審査する。評価改善課長は、必要に
応じて調整部局（予算、法令、組織・定員、税制及び金融に関す
る省全体の調整を担当する課をいう。）、各局庁の政策分野主管
課、事業主管課、農林水産技術会議事務局、法令所管課、租税特
別措置等所管課等からヒアリングを行うものとする。 
 評価改善課は、評価結果の反映状況について審査をした後、そ
れを農林水産省としての決定手続を経て、公表する。 
 なお、公共事業及び研究開発の事業評価の評価結果の政策への
反映に当たっては、評価対象となった個別の事業地区又は研究課
題に対する反映のみならず、公共事業又は研究開発に係る施策・
制度の改善、今後の公共事業や研究開発の在り方の検討等を含む
ものとする。 
 また、政策評価を適切に政策に反映するよう、重要な政策決定
が行われる際にできる限り評価結果に基づいた議論を行うとと
もに、概算要求、税制改正要望等の際には政策評価担当組織と予
算、税制等取りまとめ部局が合同ヒアリングを行うなど、政策評
価担当組織は、予算、税制等取りまとめ部局との連携を強化する。 

○

○

○

○

５ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける窓口は、
評価改善課とし、文書によるほか、農林水産省ホームページにお
いても、政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付ける窓
口を開設し、常時受け付ける。 

実施計画の
名称 

平成 24 年度農林水産省政策評価実施計画（平成 24年４月 19日決定） 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計
画期間内に対象としようとする政策（法第７条
第２項第１号に区分されるもの）及び評価の方
式 

○ 実績評価：16政策分野 
２成果重視事業 

事業評価：公共事業（64 地区
及び 66事業） 
２研究課題 
８政策（租税特別
措置等） 

総合評価：１課題 

○ 

○ 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及び
ロに区分されるもの） 

○ 未了：公共事業（15地区及び
５事業） 

 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分
されるもの） 

該当する政策なし 
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表 15－２ 農林水産省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象と
しようとした政策
の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果
の内訳別件数 

 政策評価の結果の政策への
反映状況の内訳別件数 

 

事前評価 事業評価方式：18公共
事業(108事業実施地
区) 
＜24年度新規地区採択要

求事業：７地区＞ 

〔表15－３－ア〕 

＜25年度事業着手要求事

業：101地区＞ 

〔表15－３－イ～カ〕 

事業着手又は新
規地区採択は妥
当 

108 
 

評価結果を踏まえ、概算要
求又は新規採択を行う 

108 

<概算要求及び機構・定員要求への反映>
（概算要求に反映  22件） 

 

事業評価方式：７研究
開発課題 

〔表15－３－キ〕 

新規実施は妥当 ７ 評価結果を踏まえ、概算要
求を行った 

７ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映>
（概算要求に反映  ７件） 

 

事業評価方式：１研究
制度 

〔表15－３－ク〕 

新規実施は妥当 １ 評価結果を踏まえ、概算要
求を行った 

１ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映>
（概算要求に反映  １件） 

 

事業評価方式：１件 
（規制）  

〔表15－３－ケ〕 

規制の新設・改
正は妥当 

１ 評価結果を踏まえ、改正案
のとおり閣議決定した 

１ 

事業評価方式：14件 
（租税特別措置等） 

〔表15－３－コ〕 

税制改正要望を
行うことは妥当 

14 評価結果を踏まえ、税制改
正要望を行った 

14 

事
後
評
価

 
 
 
 

実施計画期
間内の評価
対象政策 
（法第７条第２
項第１号） 

実績評価方式：16政策

分野 
〔表15－３－サ〕 

 

計画変更の上、
継続が妥当 

16 

 

十分な要因分析を行った上
で評価結果を平成 25年度概
算要求等に反映した  

【改善・見直し】 

16 

 政策の重点化等 16 

政策の一部の廃止、休止
又は中止 

５ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映>
（概算要求に反映  16件） 

 

実績評価方式：２成果
重視事業 

〔表15－３－シ〕 

目標の達成に向
けて順調に進捗
等 

１ １ 評価結果を踏まえ、こ
れまでの取組を引き続き
推進する 

【引き続き推進】 

１ 

今後、成果の検
証を実施等 

１ ２ 既に事業が終了しているた
め、概算要求は行わないが、
得られた成果を今後の取組に
活用する 

１ 

事業評価方式（期中）：
９公共事業（49事業実
施地区） 

〔表15－３－ス～タ〕 
 

 

継続が妥当 34 １ 評価結果を踏まえ、引
き続き推進する 

【引き続き推進】 

34 

 
計画変更の上、
継続が妥当 

15 

２ 評価結果を踏まえ、計
画の見直しを実施する 

【改善・見直し】

15 

事業評価方式（完了
後）：35公共事業（179
事業実施地区） 

〔表15－３－チ～ト〕 

実施は妥当 
 

179 評価結果を踏まえ、今後の
改善方針を策定する 

179 

事業評価方式：５研究
開発課題 

〔表15－３－ナ〕 

予想以上の成果
をあげた 

５ 評価結果を今後の研究開発
課題の企画・立案に適切に
反映するとともに、成果の

５ 
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政策評価の対象と
しようとした政策
の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

普及・実用化を推進する 

事業評価方式：22租税
特別措置等 

〔表15－３－ニ〕 

継続が妥当 22 評価結果を踏まえ、引き続
き継続する方針とした 

【引き続き推進】 

22 

未着手 

（法第７条第２

項第２号イ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

未了 

（法第７条第２

項第２号ロ） 

事業評価方式（期中）：
６公共事業（103事業実
施地区） 

〔表15－３－ス～タ〕

 

 

継続が妥当 93 １ 評価結果を踏まえ、引
き続き実施する    

【引き続き推進】 

93 

計画変更の上、
継続が妥当 

７ 

２ 評価結果を踏まえ、計
画の見直しを実施する 

 【改善・見直し】 

８ 
 

計画変更の上、
年度内に完了が
妥当 

１ 
 

３ 評価結果を踏まえ、中
止する 

【廃止、休止、中止】 

２ 

中止が妥当 ２ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映>
（概算要求に反映  ９件） 

 

その他の 
政策 
（法第７条第２項

第３号） 

事業評価方式：１研究
制度 

〔表15－３－ヌ〕 

概ね目的を達成
した 

１ 評価結果を今後の研究開発
課題の企画・立案に適切に
反映するとともに、成果の
普及・実用化を推進する 

１ 

（注）１ 公共事業の期中評価のうち、法令により政策評価が義務付けられているものについては、法第
７条第２項第２号イに該当するものは、「未着手」欄に、法第７条第２項第２号ロに該当するもの
は、「未了」欄に、また、農林水産省が自主的に取り組んでいるものは、「実施計画期間内の評価
対象政策」欄に、それぞれ掲載している。 

２ 「平成 24年度農林水産省政策評価実施計画」では、１政策について総合評価方式により評価す
ることとしていたが、評価に遅れが生じているため平成 25 年度に評価を実施する。 

３ 「平成 23年度農林水産省政策評価実施計画」に基づき、研究開発課題３課題について平成 23
年度に事後評価を実施したが、評価書の公表が平成 24 年４月となったため、平成 24 年度評価実
施件数に含めて記載している。 

また、「平成 24年度農林水産省政策評価実施計画」で、研究開発課題２課題を事後評価対象課
題として定めており、平成 24 年度評価実施件数に含めて記載している。 

４ 事後評価のうち、その他の政策とした研究制度１制度については、予定より事業終了年度が早
まったことにより、法第７条第２項第３号に該当するものとして、平成 24年度に評価を実施し
た。 
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表 15－３ 農林水産省における評価対象政策の一覧 
 

１ 事前評価 

 

（１）事業評価方式を用いて、平成 24年度に新規地区採択を要求している以下の３事業（７地区）

を対象として評価を実施し、その結果を平成 25年２月 26日に「公共事業の事業評価書（農

業農村整備事業補助事業の事前評価）」として公表。 

 

表 15－３－ア 新規地区採択を要求している事業を対象として事前評価した政策（農業農村整備事

業補助事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 農業競争力強化基盤整備事業（補助）（５地区） 

２ 農業水利施設保全合理化事業（補助）（１地区） 

３ 農村地域防災減災事業（補助）（１地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(1)参照。 

 

（２）事業評価方式を用いて、平成 25年度に事業着手を要求している以下の３事業（15地区）

を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日及び 25年１月 29日に「公共事業

の事業評価書（国営土地改良事業の事前評価）」として公表。 

 

表 15－３－イ 事業着手を要求している事業を対象として事前評価した政策（国営土地改良事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 国営かんがい排水事業（直轄）（11地区） 

２ 国営農地再編整備事業（直轄）（３地区） 

３ 国営総合農地防災事業（直轄）（１地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(2)参照。 

 

（３）事業評価方式を用いて、平成 25年度に新規地区採択を要求している以下の４事業（43地

区）を対象として評価を実施し、その結果を平成 25年５月 15日に「公共事業の事業評価書

（農業農村整備事業補助事業の事前評価）」として公表。 

 

表 15－３－ウ 新規地区採択を要求している事業を対象として事前評価した政策（農業農村整備事

業等補助事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 農業競争力強化基盤整備事業（補助）（24地区） 

２ 農業水利施設保全合理化事業（補助）（８地区） 

３ 震災対策農業水利施設整備事業（補助）（４地区） 

４ 農村地域防災減災事業（補助）（７地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(3)参照。 

 

（４）事業評価方式を用いて、平成 25年度に事業着手及び新規地区採択を要求している以下の５

事業（28地区）を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日、平成 25年３月

－ 149 －－ 149 －



29 日及び５月 15日に「公共事業の事業評価書（林野公共事業の事前評価）」として公表。 

 

表 15－３－エ 事業着手及び新規地区採択を要求している事業を対象として事前評価した政策（林

野公共事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 国有林直轄治山事業（直轄）（３地区） 

２ 民有林直轄治山事業（直轄）（２地区） 

３ 民有林補助治山事業（補助）（２地区） 

４ 森林環境保全整備事業（直轄）（18地区） 

５ 水源林造成事業（独法）（３地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(4)参照。 

 

（５）事業評価方式を用いて、平成 25年度に事業着手を要求している以下の１事業（４地区）を

対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 24年度水産関係公共事業

の事前評価書」として公表。 

 

表 15－３－オ 事業着手を要求している事業を対象として事前評価した政策（水産関係公共事業） 
№ 評 価 対 象 政 策 

１ 特定漁港漁場整備事業（直轄）（４地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(5)参照。 

 

（６）事業評価方式を用いて、平成 25年度に新規地区採択を要求している以下の５事業（11地

区）を対象として評価を実施し、その結果を平成 25年５月 15日に「平成 24年度水産関係公

共事業の事前評価書」として公表。 

 

表 15－３－カ 新規地区採択を要求している事業を対象として事前評価した政策（水産関係公共事
業） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 水産流通基盤整備事業（補助）（５地区） 

２ 漁港施設機能強化事業（補助）（１地区） 

３ 水産環境整備事業（補助）（１地区） 

４ 水産生産基盤整備事業（補助）（３地区） 

５ 海岸保全施設整備事業（補助）（１地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(6)参照。 

 

（７）事業評価方式を用いて、平成 25年度において新規実施等を予定している総事業費 10億円

以上のプロジェクト研究開発課題７課題を対象として評価を実施し、その結果を平成 24 年９

月７日に「研究開発の事業評価書（事前評価）」として公表。 

 

表 15－３－キ 新規実施を予定しているプロジェクト研究課題を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト 

２ 国産農産物の革新的低コスト実現プロジェクト 

３ 水産業再生プロジェクト 

４ 再生可能エネルギープロジェクト 
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５ 気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト 

６ 食品の安全性と動物衛生の向上のためのプロジェクト 

７ ゲノム情報を活用した農畜産物の次世代生産基盤技術の開発プロジェクト 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(7)参照。 

 

（８）事業評価方式を用いて、平成 25年度において新規実施を予定している総事業費 10億円以

上の１つの研究制度を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「研究開発

の事業評価書（事前評価）」として公表。 

 

表 15－３－ク 新規実施を予定している研究制度を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(8)参照。 

 

（９）規制の新設又は改廃に係る以下の１政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 25年

３月１日に「規制の事前評価書」として公表。 

 

表 15－３－ケ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案に基づく特定増殖事業
を行う場合の手続の特例 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(9)参照。 

 

（10）租税特別措置等に係る以下の 14政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７

日に「租税特別措置等に係る政策の事前評価書」として公表。 

 

表 15－３－コ 租税特別措置等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 特定農産加工品生産設備等の特別償却（米穀の新用途への利用の促進に関する法律） 

２ 農業経営基盤強化準備金及び準備金を活用して農用地等を取得した場合の課税の特例 

３ 特定地域における工業用機械等の特別償却（振興山村として指定された地区） 

４ 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長 

５ 半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度の延長 

６ 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る特別償却制度の延長 

７ 奄美群島における工業用機械等に係る特別償却制度の延長（奄美群島） 

８ 技術研究組合の所得計算の特例 

９ 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 

10 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 

11 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 

12 金融商品取引法等の一部改正に伴う所要の税制措置 

13 商業・サービス中小企業活性化税制 

14 農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(10)参照。 
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２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、特定の政策分野について評

価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 24年度農林水産省政策評価実施計画」に基づき、農政、林

政及び水産行政に係る主要施策の全てを 20政策分野に分類し、そのうち以下の 16の政策分

野について評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 23年度実施政策の評価書」

として公表。 

 

表 15－３－サ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 食の安全と消費者の信頼の確保 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

２ 国産農畜産物を軸とした食と農の結び付きの強化 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

３ 食品産業の持続的な発展 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

４ 意欲ある多様な農業者による農業経営の推進 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

５ 優良農地の確保と有効利用の促進 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

６ 農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

７ 持続可能な農業生産を支える取組の推進 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

８ 農業・農村における６次産業化の推進 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

９ 
都市と農村の交流等及び都市とその周辺の地域における
農業の振興 

計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

10 農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

11 森林の有する多面的機能の発揮 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

12 林業の持続的かつ健全な発展 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

13 林産物の供給及び利用の確保 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

14 水産資源の回復 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

15 漁業経営の安定 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

16 漁村の健全な発展 
計画変更の上、
継続が妥当 

改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(11)参照。 
 

（２）実績評価方式を用いて、「平成 24年度農林水産省政策評価実施計画」に基づき、以下の２

つの成果重視事業を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 23年

度の成果重視事業に係る評価書」として公表。 
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表 15－３－シ 実績評価方式により事後評価した政策（成果重視事業） 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 成果重視事業バイオ燃料技術実証事業 
今後、成果の検
証を実施等 

― 

２ 成果重視事業ソフトセルロース利活用技術確立事業 
目標の達成に向
けて順調に進捗
等 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(12)参照。 

 

（３）事業評価方式を用いて、事業採択後 10 年を経過した時点で継続中の事業又は事業採択後

10 年を超えて継続しており、直近の再評価実施年度から５年が経過した以下の１事業（７地

区）を対象として期中の評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「公共事業の事業評

価［期中の評価］（国営土地改良事業等再評価）評価書」として公表。 

 

 表 15－３－ス 国営土地改良事業等を対象として事後評価した政策（期中） 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 国営かんがい排水事業（直轄）（７地区） 

継続が妥当（６
地区） 
計画変更の上、
継続が妥当（１
地区） 

引き続き推進（６
地区） 
改善・見直し（１
地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(13)参照。 

 

（４）事業評価方式を用いて、事業採択後 10 年を経過して未了の事業及び事業採択後 10 年を経

過して未了であって直近に期中の評価を実施した年度から起算して５年が経過した以下の２

事業（９地区）を対象として期中の評価を実施し、その結果を平成 25 年５月 15 日に「公共

事業の事業評価（農業農村整備事業等補助事業の期中の評価）」として公表。 

 

 表 15－３－セ 農業農村整備事業等補助事業を対象として事後評価した政策（期中） 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 農業競争力強化基盤整備事業（補助）（６地区） 
継続が妥当（６
地区） 

引き続き推進（６
地区） 

２ 農地保全事業（補助）（３地区） 
継続が妥当（３
地区） 

引き続き推進（３
地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(14)参照。 

 

（５）事業評価方式を用いて、事業採択後 10年を経過して未了の事業、事業採択後 10年を経過

して未了であって直近に期中の評価を実施した年度から起算して５年を経過した事業又は事

業計画の変更を行うこととしたため、期中の評価を実施することとした以下の５事業（37地

区）を対象として期中の評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日及び 25年５月 15日に

「公共事業の事業評価書（林野公共事業の期中の評価）」として公表。 
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表 15－３－ソ 林野公共事業を対象として事後評価した政策（期中） 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 国有林直轄治山事業（直轄）（１地区） 
継続が妥当（１
地区） 

引き続き推進（１
地区） 

２ 民有林直轄治山事業（直轄）（２地区） 

継続が妥当（１
地区） 
計画変更の上、
継続が妥当（１
地区） 

引き続き推進（１
地区） 
改善・見直し（１
地区） 

３ 直轄地すべり防止事業（直轄）（２地区） 
計画変更の上、
継続が妥当（２
地区） 

改善・見直し（２
地区） 

４ 水源林造成事業（独立行政法人事業）（27地区） 

継続が妥当（18
地区） 
計画変更の上、
継続が妥当（９
地区） 

引き続き推進（18
地区） 
改善・見直し（９
地区） 

５ 民有林補助治山事業（補助）（５地区） 

継続が妥当（３
地区） 
計画変更の上、
継続が妥当（２
地区） 

引き続き推進（３
地区） 
改善・見直し（２
地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(15)参照。 

 

（６）事業評価方式を用いて、事業採択後 10年を経過して未了の事業、事業採択後 10年を経過

して未了であって直近に期中の評価を実施した年度から起算して５年が経過した事業及び漁

業情勢の変化等により見直しが生じた以下の４事業（99地区）を対象として期中の評価を実

施し、その結果を平成 24年９月７日及び 25年５月 15日に「平成 24年度水産関係公共事業

の期中評価書」として公表。 

 

表 15－３－タ 水産関係公共事業を対象として事後評価した政策（期中） 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 特定漁港漁場整備事業（直轄）（７地区） 

継続が妥当（１
地区） 
計画変更の上、
継続が妥当（６
地区） 

引き続き推進（１
地区） 
改善・見直し（６
地区） 

２ 水産流通基盤整備事業（補助）（43地区） 

継続が妥当（40
地区） 
計画変更の上、
継続が妥当（１
地区） 
計画変更の上、
24 年度で完了
が妥当（１地
区） 
中止が妥当（１
地区） 

引き続き推進（40
地区） 
改善・見直し（２
地区） 
中止（１地区） 

３ 水産環境整備事業（補助）（１地区） 
継続が妥当（１
地区） 

引き続き推進（１
地区） 

４ 水産生産基盤整備事業（補助）（48地区） 
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継続が妥当（47
地区） 
中止が妥当（１

引き続き推進（47
地区） 
中止（１地区） 



地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(16)参照。 

 

（７）事業評価方式を用いて、事業完了後おおむね５年を経過した総事業費 10億円以上の８事業

（17地区）を対象として完了後の評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「公共事

業の事業評価書（国営土地改良事業等の完了後の評価）」として公表。 

 

表 15－３－チ 国営土地改良事業等を対象として事後評価した政策（完了後） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 国営かんがい排水事業（直轄）（６地区） 

２ 畑地帯総合土地改良パイロット事業（直轄）（２地区） 

３ 国営農用地再編整備事業（直轄）（２地区） 

４ 国営総合農地防災事業（直轄）（１地区） 

５ 直轄地すべり対策事業（直轄）（３地区） 

６ 直轄海岸保全施設整備事業（直轄）（１地区） 

７ 農用地総合整備事業（独立行政法人事業）（１地区） 

８ 水資源機構かんがい排水事業（独立行政法人事業）（１地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(17)参照。 

 

（８）事業評価方式を用いて、総事業費 10億円以上の事業完了地区のうち、事業完了後おおむね

５年を経過した以下の 14事業（86地区）を対象として完了後の評価を実施し、その結果を平

成 25年５月 15日に「公共事業の事業評価書（農業農村整備事業等補助事業の完了後の評価）」

として公表。 

 

表 15－３－ツ 農業農村整備事業等補助事業を対象として事後評価した政策（完了後） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ かんがい排水事業（補助）（５地区） 

２ 経営体育成基盤整備事業（補助）（19地区） 

３ 畑地帯総合整備事業（補助）（11 地区） 

４ 農道整備事業（補助）（９地区） 

５ 農業集落排水事業（補助）（11地区） 

６ 農村総合整備事業（補助）（２地区） 

７ 農村振興総合整備事業（補助）（５地区） 

８ 中山間地域総合整備事業（補助）（10地区） 

９ 農地防災事業（補助）（２地区） 

10 農地保全事業（補助）（１地区） 

11 農村環境保全対策事業（補助）（１地区） 

12 海岸環境整備事業（農地）（補助）（２地区） 

13 草地畜産基盤整備事業（補助）（４地区） 

14 畜産環境総合整備事業（補助）（４地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(18)参照。 

 

（９）事業評価方式を用いて、総事業費 10億円以上の事業完了地区のうち、事業完了後おおむね

５年を経過した以下の７事業（43地区）を対象として完了後の評価を実施し、その結果を平

成 24 年９月７日及び 25年５月 15日に「公共事業の事業評価書（林野公共事業の完了後の評

価）」として公表。 
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表 15－３－テ 林野公共事業を対象として事後評価した政策（完了後） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 国有林直轄治山事業（直轄）（２地区） 

２ 民有林直轄治山事業（直轄）（４地区） 

３ 森林環境保全整備事業（直轄）（３地区） 

４ 緑資源幹線林道事業（独立行政法人事業）（１地区） 

５ 民有林補助治山事業（補助）（11 地区） 

６ 森林環境保全整備事業（補助）（６地区） 

７ 森林居住環境整備事業（補助）（16地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(19)参照。 

 

（10）事業評価方式を用いて、総事業費 10億円以上の事業完了地区のうち、事業完了後おおむね

５年を経過した以下の５事業（33地区）を対象として完了後の評価を実施し、その結果を平

成 25 年５月 15日に「公共事業の事業評価書（水産関係公共事業の完了後の評価）」として公

表。 

 

表 15－３－ト 水産関係公共事業を対象として事後評価した政策（完了後） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 地域水産物供給基盤整備事業（補助）（９地区） 

２ 広域水産物供給基盤整備事業（補助）（５地区） 

３ 海岸保全施設整備事業（補助）（５地区） 

４ 海岸環境整備事業（補助）（４地区） 

５ 漁村総合整備事業（補助）（10地区） 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(20)参照。 

 

（11）事業評価方式を用いて、平成 24年度末及び平成 25年度末をもって終了する総事業費 10億

円以上のプロジェクト研究開発課題５課題を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年

４月６日及び平成 25年３月 29日に「研究開発の事業評価書」として公表。 

 

表 15－３－ナ 研究課題を対象として事後評価した政策（終了時） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 鳥インフルエンザ、ＢＳＥ、口蹄疫等の効率的なリスク低減技術の開発 

２ 生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発 

３ 新農業展開ゲノムプロジェクト 

４ 農林水産物・食品の機能性等を解析・評価するための基盤技術の開発 

５ 生物の光応答メカニズムの解明と省エネルギー、コスト削減技術の開発 

 (注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(21)参照。 

 

（12）「平成 24 年度農林水産省政策評価実施計画」に基づき、租税特別措置等に係る以下の 22政

策を対象として事後評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「租税特別措置等に係る

政策の事後評価書」として公表。 
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表 15－３－ニ  租税特別措置等を対象として事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の
譲渡所得の特別控除 

継続が妥当 引き続き推進 

２ 
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の
譲渡所得の特別控除 

継続が妥当 引き続き推進 

３ 
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の
譲渡所得の特別控除 

継続が妥当 引き続き推進 

４ 
換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例（土地
改良事業） 

継続が妥当 引き続き推進 

５ 
特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合
の譲渡所得の特別控除 

継続が妥当 引き続き推進 

６ 
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲
渡所得の特別控除 

継続が妥当 引き続き推進 

７ 
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲
渡所得の特別控除 

継続が妥当 引き続き推進 

８ 
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲
渡所得の特別控除 

継続が妥当 引き続き推進 

９ 
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲
渡所得の特別控除 

継続が妥当 引き続き推進 

10 
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲
渡所得の特別控除 

継続が妥当 引き続き推進 

11 
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲
渡所得の特別控除（林地保有の合理化） 

継続が妥当 引き続き推進 

12 転廃業助成金等に係る課税の特例 継続が妥当 引き続き推進 

13 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例 継続が妥当 引き続き推進 

14 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 継続が妥当 引き続き推進 

15 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 継続が妥当 引き続き推進 

16 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 継続が妥当 引き続き推進 

17 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 継続が妥当 引き続き推進 

18 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 継続が妥当 引き続き推進 

19 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 継続が妥当 引き続き推進 

20 
特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特
例 

継続が妥当 引き続き推進 

21 
特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特
例 

継続が妥当 引き続き推進 

22 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 継続が妥当 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(22)参照。 

 

（13）事業評価方式を用いて、平成 24年度末をもって終了する総事業費 10億円以上の１つの研

究制度を対象として評価を実施し、その結果を平成 25年３月 29日に「研究制度の事業評価

書」として公表。 

 

表 15－３－ヌ 研究制度を対象として事後評価した政策（終了時） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 

 (注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表15－４－(23)参照。 
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別表 
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政策体系（農林水産省）

※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの
大目標
（使命）

適食
切料
な の
保安
存定
・ 供
管給
理の
等確
を 保
通、
じ 農

、林
国水
民産
生業
活の
の発
安展
定、
向農
上山
と 漁
国村
民の
経振
済興
の、
健農
全業
な の
発多
展面
を 的
図機
る 能

。の
発
揮

、
森
林
の
保
続
培
養
と
森
林
生
産
力
の
増
進

、
水
産
資
源
の

中目標 政策分野

１ 食料の安定供給の確保

(1) 食の安全と消費者の信頼の確保

(2) 国産農畜産物を軸とした食と農の結び付きの強化

(3) 食品産業の持続的な発展

(4) 総合的な食料安全保障の確立

２ 農業の持続的な発展

(5)  意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

(6)  優良農地の確保と有効利用の促進

(7) 農業生産力強化に向けた農業生産基盤の保全管理・整備

(8)  持続可能な農業生産を支える取組の推進

３ 農村の振興

(9) 農業・農村における６次産業化の推進

(10) 都市と農村の交流等及び都市とその周辺の地域における農業の振興

(11) 農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全

４ 森林の有する多面的機能の発揮
と林業・木材産業の持続的かつ健

  全な発展

(12) 森林の有する多面的機能の発揮

(13) 林業の持続的かつ健全な発展

(14) 林産物の供給及び利用の確保

５ 水産物の安定供給と水産業の健
全な発展

(15) 水産資源の回復

(16) 漁業経営の安定

(17) 漁村の健全な発展

６ 横断的に関係する政策

(18) 農林水産分野の研究開発

(19) 農林水産分野の地球環境対策

(20) 政策ニーズに対応した統計の作成と利用の推進

(21) 農林水産行政の適切・効率的な実施

（注）政策ごとの予算との対応については、農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/24seisaku_yosan.pdf）参照
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≪経済産業省≫ 

 

表 16－１ 経済産業省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

経済産業省政策評価基本計画（平成14年３月29日策定） 

平成16年４月１日変更 平成17年４月１日改正 平成18年３月31日改正 平成19年３月28日変更 
平成19年８月31日変更 平成19年９月26日変更 平成22年６月１日変更 平成23年６月27日改正 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 23 年度から 25年度までの３年間 

２ 事前評価の対象
等 

○ 原則として、法第９条及び法施行令第３条に掲げる政策（研究
開発、公共事業、政府開発援助、規制、租税特別措置等）を対
象とし、事業評価を実施する。 

３ 事後評価の対象
等 

○ 経済産業省の政策体系に掲げる政策について、成果目標及び目
標達成度を把握するための指標を設定し、原則として毎年度、成
果目標の達成に向けた進捗状況又は達成度合について実績評価
を実施する。具体的な実施方針は、毎年度、経済産業省事後評価
実施計画において明らかにする。 
 「政策評価に関する基本方針」において事後評価の対象政策と
して基本計画に定めることとされた租税特別措置等（国税におけ
る租税特別措置及び地方税における税負担軽減措置等のうち特
定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行うもの）
に係る政策については、「租税特別措置等に係る政策評価の実施
に関するガイドライン」に基づき事後評価を実施する。 

○

４ 政策評価の結果
の政策への反映 

○ 政策評価の結果については、新たな政策の企画・立案のみなら
ず、予算編成や人事評価などに適切に反映する。 

５ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価広報課が全体の窓口として、外部からの意見・要望を
受け付ける。 

実施計画の
名称 

平成 24 年度経済産業省事後評価実施計画（平成24年３月30日策定） 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、
実施計画の計画期間内に対象とし
ようとする政策（法第７条第２項
第１号に区分されるもの）及び評
価の方式 

○ 事後評価の対象：政策の柱を「経済成長」

「対外経済政策」「資源エネルギー・環境政

策」「取引・経営の安心」「生命・身体の安

全」の５つに集約し、その全てを対象とする。 
 事後評価の方法：評価対象となる政策を主
管する局等の長は、可能な限り定量的な方法
で評価を行うことを基本とし、これが難しい
場合には客観的な事実等を用いながら評価を
行う。 

○

２ 未着手・未了（法第７条第２項
第２号イ及びロに区分されるも
の） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項
第３号に区分されるもの） 

該当する政策なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
－ 159 －



表 16－２ 経済産業省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果の
内訳別件数 

政策評価の結果の政策への反映状況
の内訳別件数 

事前評価 事前評価：５件 

(租税特別措置等：29件） 

  〔表 16－３－ア〕 

 

実施すること

が妥当 

５ 

 

 

評価結果を踏まえ、評価対象施策

を実施することとした 

５ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 

概算要求に反映        ５件

機構・定員要求に反映    ５件

（うち、機構３件、定員５件） 

 

 

事前評価：４件 

（規制） 

〔表 16－３－イ〕 

規制の新設・

改廃は妥当 

 

４ 

 

評価結果を踏まえ、規制の新設又

は改廃を行うこととした 

４ 

事業評価方式：３件 

（公共事業） 

〔表 16－３－ウ〕 

実施すること

が妥当 

３ 評価結果を踏まえ、評価対象施策

を実施することとした 

３ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 

（概算要求に反映        ３件） 

事
後
評
価 

実施計画期
間内の評価
対象政策 
（法第７条第２項

第１号） 

実績評価方式：５件 

〔表 16－３－エ〕 

 
 

事業の一部改

善・見直しを

行った上で、

引き続き実施

することが妥

当 

５ 評価結果を踏まえ、評価対象施策

の改善・見直しを行った（するこ

ととした又はする予定） 

【改善・見直し】 

５ 

 政策の重点化等 ５ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 

概算要求に反映        ５件

機構・定員要求に反映    ５件

（うち、機構３件、定員５件） 

 

 

事業評価方式：１件 

（公共事業） 

〔表 16－３－オ〕 

事業の継続が

妥当 

１ 評価結果を踏まえ、これまでの取

組を引き続き進めた 

【引き続き推進】 

１ 

 

未着手 

（法第７条第２項

第２号イ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

未了 

（法第７条第２項

第２号ロ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

その他の政
策 
（法第７条第２項

第３号） 

該当する政策なし ― ― ― ― 
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表 16－３ 経済産業省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１） 所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、評価を実施。 

「経済産業省政策評価基本計画」に基づき、平成 25年度予算概算要求等に当たり、以下

の５政策を対象として事前評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 24年度政

策評価（事前評価・事後評価）」として公表。 

 

表 16－３－ア 新規施策を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 経済成長 

２ 対外経済政策 

３ 資源エネルギー・環境政策 

４ 取引・経営の安心 

５ 生命・身体の安全 

(注)１ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表16－４－(1)参照。 

２ 表16－３－アに掲げる政策に含まれる租税特別措置等については以下29件。 

№ 評 価 対 象 政 策 

 １ 経済成長 

１ 独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置 

２ ベンチャー企業の事業拡大に係る税制優遇措置の創設 

３ 創業時の登録免許税及び印紙税の課税免除措置の創設 

４ 金融商品取引法等の一部改正に伴う所要の税制措置 

５ 
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の認定を受けて行う自社株対価ＴＯＢ
に応じた株主に係る株式譲渡所得等の課税の繰延等 

６ 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 

７ 技術研究組合の所得計算の特例 

８ 非居住者等が受け取る振替社債の利子等に係る非課税化の恒久化 

９ 
避難解除区域に係る特例措置（当該区域へ復帰する事業者を支援するための、機械等の特別償却
等）の避難指示解除準備区域への拡大（拡充） 

10 
避難解除区域等に係る特例措置（当該区域等へ復帰する事業者を支援するための、機械等の特別
償却等）の新規事業者への適用 

11 車体課税の抜本的見直し（自動車税のグリーン化関連） 

12 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 

13 低公害車の燃料等供給設備に係る課税標準の特例措置 

 ２ 対外経済政策  

― 独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置（再掲） 

― 非居住者等が受け取る振替社債の利子等に係る非課税化の恒久化（再掲） 

 ３ 資源エネルギー・環境政策 

14 課税済み原油等の精製過程で発生する非製品ガスに係る石油石炭税の還付制度の創設 

15 探鉱準備金又は海外探鉱準備金、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除 

16 
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（グリー
ン投資減税） 

17 バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例 

18 ガス供給業に係る大口需要向けの託送料金を控除する収入割の特例措置 

19 電気供給業に係る法人事業税の課税方式の変更 

20 ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の変更 

21 コージェネレーションに係る課税標準の特例措置 
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― 独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置（再掲） 

 ４ 取引・経営の安心 

22 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し 

23 小規模会社の非上場株式等についての課税価格の計算の特例 

 

24 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減 

25 保険会社等の異常危険準備金の延長 

26 中小企業者等の法人税率の特例 

27 商業・サービス中小企業活性化税制 

28 企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充 

29 少額償却資産の固定資産税の課税客体からの除外措置 

― 独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置（再掲） 

  

（２）規制の新設又は改廃に係る政策について評価を行い、その結果を平成 24年５月 16日、５

月 28 日及び 25年２月 15日に「事前評価書」として公表。 

 

表 16－３－イ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策

１ ワシントン条約対象貨物の携帯品特例に関する輸出規制の見直し 

２ 国際的な枠組みにおける合意に基づく輸出規制対象範囲の改正等 

３ 工場立地法の規制対象業種の見直し 

４ エネルギー消費効率の向上を義務付ける対象品目の追加を行う規制の影響 

（注）各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html) の表16－４－(2)参照。 

 

（３）「経済産業省政策評価基本計画」に基づき、平成 25年度予算概算要求等に当たり、以下の

工業用水道事業３事業について事前評価を実施し、その結果を平成 25年４月７日に「平成

24 年度事前評価書（工業用水道事業の整備）」として公表。 

 

表 16－３－ウ 工業用水道事業を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 工業用水道事業（３事業） 

（注）各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html) の表16－４－(3)参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、評価を実施。 

実績評価方式を用いて、「平成 24年度経済産業省事後評価実施計画」に基づき、以下の５

政策を対象として事後評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 24年度政策評

価（事前評価・事後評価）」として公表。 

 

表 16－３－エ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 経済成長 事業の一部改善・見 改善・見直し 
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直しを行った上で、
引き続き実施する
ことが妥当 

２ 対外経済政策 

事業の一部改善・見
直しを行った上で、
引き続き実施する
ことが妥当 

改善・見直し 

３ 資源エネルギー・環境政策 

事業の一部改善・見
直しを行った上で、
引き続き実施する
ことが妥当 

改善・見直し 

４ 取引・経営の安心 

事業の一部改善・見
直しを行った上で、
引き続き実施する
ことが妥当 

改善・見直し 

５ 生命・身体の安全 

事業の一部改善・見
直しを行った上で、
引き続き実施する
ことが妥当 

改善・見直し 

（注）各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表16－４－(4)参照。 

 

（２）事業評価方式を用いて、「平成 24 年度経済産業省事後評価実施計画」に基づき、工業用水

道事業について事後評価を実施し、その結果を平成 24 年９月７日に「平成 24 年度事後評価

書（工業用水道事業の整備）」として公表。 

 

表 16－３－オ 工業用水道事業を対象として事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 工業用水道事業 事業の継続が妥当 引き続き推進 

（注）各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表16－４－(5)参照。 

 

 

 

 
－ 163 －



※

別表 

－ 164 －－ 164 －

政策体系（経済産業省）
この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

経済産業政策

政 策

１．経済成長

２２．．対外経済政策対外経済政策

３．資源エネルギー・環境政策

経済社会の安心・安
全の確保

４４．．取引・取引・経営の安心経営の安心

５．生命・身体の安全

（注） 政策ごとの予算との対応については、経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp/main/yosan2013/seisaku_01.pdf)参照
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≪国土交通省≫ 

 

表 17－１ 国土交通省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

国土交通省政策評価基本計画（平成14年３月22日策定） 

平成15年３月27日変更 平成15年７月15日変更 平成15年10月10日変更 平成16年７月30日変更 
平成17年７月29日変更 平成18年８月４日変更 平成19年３月30日変更  平成19年８月10日変更 
平成19年10月１日変更  平成21年３月31日変更 平成22年３月29日変更 平成22年７月23日変更 
平成23年９月30日変更 平成24年９月７日最終変更 

基本計画の
主な規定内
容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 計画期間 ○ 平成21年度から25年度までの５年間 

２ 事前評価
の対象等 

○ 政策アセスメント（事業評価方式） 
以下に該当する施策等のうち社会的影響の大きいものは必要に応じ

政策アセスメントの対象とする。ただし、個別公共事業の新規事業採
択時評価、個別研究開発課題の事前評価、規制の事前評価及び租税特
別措置等に係る事前評価の対象は除く。 
ア 新たに導入を図ろうとする施策等（予算、財政投融資（政策金融

を含む。）等をいう。） 
イ 既存の施策等のうち、その改正、廃止、緩和、延長等を図ろうと

するもの 
 個別公共事業の新規事業採択時評価（事業評価方式） 

国土交通省が所管する以下の種類の公共事業のうち、維持・管理に
係る事業、災害復旧に係る事業等を除くすべての事業を対象とする。 
ア 直轄事業 
イ 独立行政法人等施行事業（特殊法人又はこれに準ずる法人が行う
事業をいう。以下同じ。） 

ウ 補助事業等（国庫からの補助（間接補助を含む。）、出資又は貸
付に係る事業をいう。ただし、イに該当するものを除く。以下同じ。） 

 個別研究開発課題の事前評価（事業評価方式） 
研究開発機関等が重点的に推進する個別研究開発課題及び本省又は

外局から独立行政法人研究機関、民間等に対して補助又は委託を行う
個別研究開発課題を対象とする。 
 規制の事前評価（事業評価方式） 
 法律又は政令の制定又は改廃により、規制（国民の権利を制限し、
又はこれに義務を課する作用）を新設し、若しくは廃止し、又は規制
の内容の変更をすることを目的とする施策等を対象とする。 
 租税特別措置等に係る事前評価（事業評価方式） 
 法施行令第３条第７号及び第８号に規定する租税特別措置等（法人
税、法人住民税及び法人事業税に係る特定の行政目的の実現のために
税負担の軽減・繰延べを行う措置の新設、拡充及び延長）を対象とす
る。ただし、これらの税目以外の税目に係る租税特別措置等を対象と
することを妨げない。 

○

○

○
 

○
 

３ 事後評価
の対象等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 政策チェックアップ（実績評価方式） 

 国土交通省の主要な行政目的に係る政策に関して横断的かつ体系的

に整理したアウトカムの政策目標を設定する。その上で、政策を実現

するための具体的な施策に関して、施策目標を明らかにし、政策チェ

ックアップを施策目標の単位で実施する。 

 政策レビュー（総合評価方式） 
 以下の基準等に基づいて選定するテーマを政策レビューの対象とす
る。 
ア 国土交通省の政策課題として重要なもの 
イ 国民からの評価に対するニーズが特に高いもの 
ウ 他の政策評価の実施結果等を踏まえ、より掘り下げた総合的な評
価を実施する必要があると考えられるもの 

エ 社会経済情勢の変化等に対応して、政策の見直しが必要と考えら
れるもの 

 個別公共事業の再評価（事業評価方式） 
国土交通省が所管する以下の種類の公共事業のうち、維持・管理に

係る事業、災害復旧に係る事業等を除くすべての事業を対象とする。 

 

○
 

○
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 ア 直轄事業 
イ 独立行政法人等施行事業 
ウ 補助事業等 
 個別公共事業の完了後の事後評価（事業評価方式） 
 国土交通省が所管する以下の種類の公共事業のうち、維持・管理に
係る事業、災害復旧に係る事業等を除くすべての事業を対象とする。 
ア 直轄事業 
イ 独立行政法人等施行事業 
ウ 補助事業等 
 個別研究開発課題の中間評価(事業評価方式) 
研究開発機関等が重点的に推進する個別研究開発課題及び本省又は

外局から独立行政法人研究機関、民間等に対して補助又は委託を行う
個別研究開発課題を対象とする。 
 個別研究開発課題の終了時評価（事業評価方式） 
  研究開発機関等が重点的に推進する個別研究開発課題及び本省又は
外局から独立行政法人研究機関、民間等に対して補助又は委託を行う
個別研究開発課題を対象とする。 
 租税特別措置等に係る事後評価（事業評価方式） 
 基本方針Ⅰ５カに規定する租税特別措置等（法人税、法人住民税及
び法人事業税に係る特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰
延べを行う措置の新設、拡充及び延長）を対象とする。ただし、これ
らの税目以外の税目に係る租税特別措置等を対象とすることを妨げな
い。 
 法律により事後評価の実施が義務付けられた計画等 
国土形成計画法（昭和25年法律第205号）第６条第１項の全国計画、

社会資本整備重点計画法（平成15年法律第20号）第４条第３項第２号
の規定によりその概要が同法第２条第１項の社会資本整備重点計画に
定められた社会資本整備事業、及び住生活基本法（平成18年法律第61
号）第15条第１項の全国計画については、政策チェックアップ又は政
策レビューの手法により政策評価を実施する。 
政策チェックアップによる場合は、実施計画において、評価対象に

係る具体的な業績指標等及び業績目標を設定する。政策レビューによ
る場合は、実施計画において、評価対象をテーマとして設定する。 

○
 

 
 
○

○
  

○
 

○

４ 政策評価
の結果の政
策への反映 

○ 各局等は、評価結果を予算要求、税制改正要望、法令等による制度
の新設・改廃等の企画立案作業における重要な情報として、適切に活
用する。また、基本的方針等の策定に当たっても、評価結果を有用な
情報として活用する。 

５ 国民の意
見・要望を 
受けるため
の窓口の整
備 

○ インターネットにより政策評価に関する情報を公表する場合は、電
子メールによる意見等の受付アドレスを記載するなど、政策評価に関
する国民からの意見等の提出の機会を確保するように努める。 
 提出された意見等については、国土交通省内における各局等への通
知、意見等の概要やそれへの対応状況・考え方等に関する第三者の意
見を聴取する場への報告等を行うとともに、可能な限り回答を行うな
ど適切な対応に努める。 
 また、政策評価に関する国民からの意見・要望を受け付けるため、
政策統括官（政策評価）及び各局等の政策評価担当窓口を公表する。 

○

 

実施計画の
名称 

平成 24 年度国土交通省事後評価実施計画（平成 23年９月 30日策定）
平成 24 年３月 30日変更 平成 24年９月７日最終変更 

 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のう
ち、実施計画の計画期間内に対
象としようとする政策（法第７
条第２項第１号に区分されるも
の）及び評価の方式 

○ 政策チェックアップ：13の政策目標に係る政策 

政策レビュー：12テーマ 

個別公共事業の再評価：243事業 

個別公共事業の完了後の事後評価：67事業 

個別研究開発課題の中間評価：２事業 

個別研究開発課題の終了時の事後評価：68課題 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 ２ ５年未着工・10 年継続中（法
第７条第２項第２号イ及びロ
に区分されるもの） 

○  該当なし 
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表 17－２ 国土交通省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価
の対象と
しようと
した政策
の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果
の内訳別件数 

 政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 政策アセスメント（事業評価方式） 
：62件 
〈25年度予算概算要求時：26件〉  

〔表 17－３－ア〕 

〈25 年度予算概算要求の入れ替え要

求時：24件〉  〔表 17－３－イ〕 

〈24年度補正予算関係：９件〉   

〔表 17－３－ウ〕 

〈25 年度予算概算要求時実施分及び

24年度補正予算関係実施分修正等 

：３件〉    〔表 17－３－エ〕 

 

新規施策の評価は
妥当 

62 評価結果を踏まえ、新規施
策の導入に係る措置を講じ
た 
 
 
 

62 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映      50件
機構・定員要求に反映  11件
（うち、機構３件、定員11件）

 
 
 

規制の事前評価（事業評価方式）
:21件      〔表17－３－オ〕

 
 

規制の新設、改変
（緩和を含む）を
伴う政策の評価は
妥当 

21 評価結果を踏まえ、規制の
新設、改変（緩和を含む）
を伴う政策の導入に係る措
置を講じた 

21 

個別公共事業の新規事業採択時評
価（事業評価方式）：217件 
〈24年度工事実施計画認可時：３件〉 

〔表17－３－カ〕 
〈25年度予算概算要求時：４件〉   

〔表17－３－キ〕 
〈25年度予算に向けた事業（直轄事
業）：１件〉   〔表17－３－ク〕 

〈24年度補正予算に係る評価：12件〉  
〔表17－３－ケ〕 

〈25年度予算に向けた事業（直轄事業
等）：15件〉   〔表17－３－コ〕 

〈25年度予算に向けた事業（補助事業
等）：182件〉   〔表17－３－サ〕 

   

 

  

事業の採択は妥当 217 平成 25年度予算等に反映し
た 
 
 
 
 
 
 
 
 

217 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（概算要求に反映  ５件） 

個別研究開発課題の事前評価（事
業評価方式）：89件 
〈25年度予算概算要求時：44件〉 

〔表17－３－シ〕
〈24年度末公表：45件〉 

〔表17－３－ス〕

 

 

課題の採択は妥当 89 平成 25年度予算等に反映し
た 

89 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（概算要求に反映  44件） 

租税特別措置等の事前評価（事業
評価方式）：26件 〔表17－３－セ〕 

租税特別措置等に
よることが妥当 

26 平成 25年度税制改正要望に
反映した 

26 

事後評価 政策チェックアップ（実績評価方
式）：44件 
（44施策目標） 

［実施計画期間内の評価対象政策（法

第７条第２項第１号）］ 

〔表17－３－ソ〕 

 

順調である 
 
 
 
 

11 １ 評価結果を踏まえ、こ
れまでの取組を引き続き
推進した 

【引き続き推進】 

27 

おおむね順調であ
る 
 
 
 

24 

２ 評価結果を踏まえ、評
価対象政策の改善・見直
しを行った 

【改善・見直し】 

17 

努力が必要である 
 
 
 
 
 

９ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映      44件 
機構・定員要求に反映  ５件 

（うち、定員５件） 
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 政策レビュー（総合評価方式）：８
テーマ 
［実施計画期間内の評価対象政策（法

第７条第２項第１号）８件］ 

〔表17－３－タ〕

{政策レビュー（総合評価方式）：
３テーマ}    〔表17－３－チ〕 

 

目標の達成状況等
について分析を行
い、その要因や課
題を明らかにした 

８ 評価結果を踏まえ、今後の
予算要求等に適切に反映す
る 

【引き続き推進】 
 
 
 

８ 

個別公共事業の再評価（事業評価
方式）：259件{５件} 
〈24年度予算に係る評価（ダム事業） 
：27件〉     〔表17－３－ツ〕 

〈25年度予算概算要求時実施：11件〉 
〔表17－３－テ〕

〈25年度予算に係る評価（ダム事業） 
：２件〉     〔表17－３－ト〕 

〈25年度予算に向けた事業（直轄事業
等）：187件{１件}〉〔表17－３－ナ〕

〈25年度予算に向けた事業（補助事業
等）：32件{４件}〉 

〔表17－３－ニ、ヌ〕

 

 

 
 

［実施計画期間内の評価対象政策
（法第７条第２項第１号）259件
{５件}] 

［未着手（法第７条第２項第２号イ） 
０件] 

［未了（法第７条第２項第２号ロ） 
０件] 

 

事業の継続が妥当 244 事業を継続 
     【引き続き推進】 

 
 
 
 
 
 

244 

事業の中止が妥当 15 事業を中止 
【廃止、休止、中止】 

15 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
（概算要求に反映  11件） 

個別公共事業の完了後の事後評価
（事業評価方式）：74件{１件} 

〔表17－３－ネ〕 

再事後評価、改善
措置の必要なし 

73 

 

 

再事後評価の実施
が必要 

１ 

個別研究開発課題の中間評価（事
業評価方式）：３件 
［実施計画期間内の評価対象政策 

（法第７条第２項第１号）］ 
〔表17－３－ノ、ハ〕 

研究開発課題の継
続は妥当 

３ 平成25年度予算に反映した 
【引き続き推進】 

３ 

個別研究開発課題の終了時評価
（事業評価方式）：67件 
［実施計画期間内の評価対象政策 

（法第７条第２項第１号）］ 
〔表17－３－ヒ〕 

研究開発課題の最
終的な成果を確認
し、必要に応じて
課題を明らかにし
た 

67 今後の研究開発課題の実施
に当たり適切に反映する 

67 

(注) { }は、評価を実施中のもの（外数）である。 
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再事後評価の実施、改善措
置の実施の必要性を判断し
た 

74



表 17－３ 国土交通省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）平成 25 年度予算概算要求に当たり、予算概算要求等に係るものを中心とする 26の施策を

対象として、政策アセスメント（事業評価方式）を実施し、その結果を平成 24年９月７日に

「平成 25年度予算概算要求等に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」として公表。 

 

表 17－３－ア  政策アセスメントを実施した施策〈25年度予算概算要求時〉 

№ 評 価 対 象 施 策 

政策目標２．良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現 

１ 超小型モビリティの導入促進（仮称） 

２ 農のあるまちづくり推進事業の創設 

政策目標３．地球環境の保全 

３ 低炭素まちづくりに向けたコンパクトシティの形成の推進 

政策目標４．水害等災害による被害の軽減 

４ 降灰警報の発表 

５ 下水道総合地震対策事業の拡充 

６ 建築物の耐震化の緊急促進事業の創設 

政策目標５．安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保 

７ 鉄道施設の耐震対策の推進 

８ 情報管理の強化 

９ 津波防災対策の推進 

政策目標６．国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 

10 三大湾等における総合的な地震・津波対策の推進 

11 
資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現に向けた広域的・効率的な海上輸送ネットワ
ークの形成 

12 
公民連携方式の災害救援フェリーを活用した救援体制・緊急輸送ネットワークの整備に対する支
援制度の創設 

13 東南アジア・訪日100万人プランの展開 

14 観光地域ブランド確立支援事業の創設 

政策目標７．都市再生・地域再生の推進 

15 豪雪地帯における除排雪体制整備の推進 

16 国際競争力強化のための物流拠点整備・改善支援 

政策目標９．市場環境の整備、産業の生産性向上、消費者利益の保護 

17 社会資本の適確な維持管理・更新の推進 

18 官民連携による社会資本の整備等に係る先導的取組の推進 

19 ベンチマークの開発による環境不動産の普及促進 

20 不動産証券化を活用した地域活性化の推進 

21 防災パッケージの推進 

22 海洋産業の戦略的育成のための総合対策 

政策目標 10．国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備 

23 広域的地域間共助推進事業の創設 

24 離島活性化交付金（仮称）の創設 

政策目標 11．ＩＣＴの利活用及び技術研究開発の推進 

25 交通運輸分野の新たな技術開発推進制度の創設 

政策目標 12．国際協力、連携等の推進 

26 海外における鉄道新線建設調査事業の創設 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(1)参照。 

 

（２）平成 25 年度予算概算要求（入れ替え）に当たり、以下の 24の施策を対象として、政策ア

セスメント（事業評価方式）を実施し、その結果を平成 25年２月 26日に「平成 25年度予算
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概算要求に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」として公表。 

 

表 17－３－イ  政策アセスメントを実施した施策〈25年度予算概算要求（入れ替え）時〉 

№ 評 価 対 象 施 策 

政策目標２．良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現 

１ 農のあるまちづくり推進事業の創設 

政策目標３．地球環境の保全 

２ 地域の生活に必要な都市機能を確保するまちづくり（コンパクトシティ形成支援事業） 

政策目標４．水害等災害による被害の軽減 

３ 降灰警報の発表 

４ 下水道総合地震対策事業の拡充 

５ 建築物の耐震化の緊急促進事業の創設 

６ 防災分野の海外展開支援 

政策目標５．安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保 

７ 情報管理の強化 

政策目標６．国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 

８ 三大湾における総合的な地震・津波対策の推進 

９ 
資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現に向けた広域的・効率的な海上輸送ネットワ
ークの形成 

10 
公民連携方式の災害救援フェリーを活用した救援体制・緊急輸送ネットワークの整備に対する支
援制度の創設 

11 東南アジア・訪日100万人プランの展開 

12 観光地域ブランド確立支援事業の創設 

政策目標７．都市再生・地域再生の推進 

13 豪雪地帯における除排雪体制整備の推進 

14 国際競争力強化のための物流拠点整備・改善支援 

政策目標９．市場環境の整備、産業の生産性向上、消費者利益の保護 

15 社会資本の適確な維持管理・更新の推進 

16 官民連携による社会資本の整備等に係る先導的取組の推進 

17 ベンチマークの開発による環境不動産の普及促進 

18 地域の活性化のための不動産再生の促進 

19 海洋産業の戦略的育成のための総合対策 

政策目標 10．国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備 

20 広域的地域間共助推進事業の創設 

21 災害に強い国土に向けたグランドデザインの策定 

22 離島活性化交付金（仮称）の創設 

政策目標 11．ＩＣＴの利活用及び技術研究開発の推進 

23 交通運輸分野の新たな技術開発推進制度の創設 

政策目標 12．国際協力、連携等の推進 

24 海外における鉄道新線建設調査事業の創設 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(2)参照。 

 

（３）平成 24 年度補正予算に当たり、同補正予算に伴う９の施策を対象として、政策アセスメン

ト（事業評価方式）を実施し、その結果を平成 25年２月 26日に「平成 24年度補正予算に係

る政策アセスメント結果（事前評価書）」として公表。 

 

表 17－３－ウ  政策アセスメントを実施した施策〈24年度補正予算関係〉 

№ 評 価 対 象 施 策 

政策目標２．良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現 

１ 超小型モビリティの導入促進 

政策目標５．安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保 

２ 鉄道施設の緊急耐震対策 

３ 鉄道施設の老朽化対策 
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４ 津波防災対策の推進 

政策目標６．国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 

５ 訪日個人・ビジネス関係旅行者等誘致の強化事業 

６ 官民協働した魅力ある観光地の再建・強化 

政策目標９．市場環境の整備、産業の生産性向上、消費者利益の保護 

７ 耐震・環境性能を有する良質な不動産の形成のための官民ファンドの創設 

８ 災害対応を円滑に実施するための取組を行う地域の建設企業への支援 

政策目標 10．国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備 

９ 離島活性化事業費補助金の創設 

(注) １ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(3)参照。 
２ №１、No.２及びNo.４は、平成24年９月７日に「平成25年度予算概算要求等に係る政策アセスメント結果
（事前評価書）」として作成したものを修正したものである。 

 

（４）「平成 25年度予算概算要求に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」（平成 25年２月

26 日公表）及び「平成 24年度補正予算に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」（平成

25 年２月 26日公表）に、必要な修正及び追加を行い、25年４月５日に「平成 24年度政策ア

セスメント結果評価書」として公表。 

 

表 17－３－エ 政策アセスメントを実施した施策〈25年度予算概算要求時実施分及び 24年度補正 
予算関係実施分の追加修正等〉 

№ 評 価 対 象 施 策 

<25年度予算概算要求時実施分> 

政策目標９．市場環境の整備、産業の生産性向上、消費者利益の保護 

１ 海洋産業の戦略的育成のための総合対策 

<24 年度補正予算関係実施分> 
政策目標５．安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保 

２ 鉄道施設の老朽化対策 

政策目標９．市場環境の整備、産業の生産性向上、消費者利益の保護 

３ 耐震・環境不動産形成促進事業 

(注) １ 当該公表は、「国土交通省政策評価実施要領～政策アセスメント・政策チェックアップ・政策レビューの実施 
について～」（平成24年９月）Ⅱ３(3)に基づくものである。 

２ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html) の表17－４－(4)参照。 

 

（５）規制の新設又は改廃（21 件）に係る政策を対象として評価（事業評価方式）を実施し、そ

の結果を平成 24年５月 14日、７月 11日、８月７日、10 月３日、11月２日、11月６日、11

月 22 日、25年２月 26日、３月７日、３月 14日及び３月 28日に「規制の事前評価書」とし

て公表。 

 

表 17－３－オ 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案 

２ 
都市再開発法施行令及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部
を改正する政令案 

３ 建築基準法施行令の一部を改正する政令案 

４ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令案 

５ 
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令及び排他的経済水域における海洋汚染等及
び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令の一部を改正する政令案 

６ 道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令案 

７ 河川法施行令の一部を改正する政令案 
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８ 建築基準法施行令の一部を改正する政令案 

９ 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案（７件） 

10 気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案 

11 道路法等の一部を改正する法律案（２件） 

12 港湾法の一部を改正する法律案（２件） 

13 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案 

(注) １ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html) の表17－４－(5)参照。 

２ 表中の（ ）の件数は、評価対象とした規制の新設又は改廃に係る政策において、発生する効果と負担の関
係を分析するのに適した評価の単位を計上。 

 

（６）以下の３事業を対象として新規事業採択時評価（事業評価方式）を実施し、その結果を平

成 24 年６月 29日に「個別公共事業の評価書（整備新幹線整備事業）」として公表。 

 

表 17－３－カ 新規事業採択時評価を実施した個別公共事業〈24年度工事実施計画認可時〉 

№ 事 業 区 分 件 数 

１ 整備新幹線整備事業 ３ 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(6)参照。 

 

（７）平成 25年度予算概算要求に当たって、政府予算案の閣議決定時に個別箇所で予算措置を公 

表する事業に係る４事業を対象として新規事業採択時評価（事業評価方式）を実施し、その

結果を平成 24年９月７日に「平成 25年度予算概算要求等に係る個別公共事業評価書」とし

て公表。 

 

表 17－３－キ 新規事業採択時評価を実施した個別公共事業〈25年度予算概算要求時〉 

№ 事 業 区 分 件 数 

１ 船舶建造事業 ３ 

２ 海上保安官署施設整備事業 １ 

計 ４ 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(7)参照。 

 

（８）平成 25 年度予算に向けた評価として、直轄事業について、１事業を対象として新規事業採

択時評価（事業評価方式）を実施し、その結果を平成 25年１月 25日に「平成 25年度予算概

算要求に係る個別公共事業の評価書（空港整備事業）」として公表。 

 

表 17－３－ク 新規事業採択時評価を実施した個別公共事業〈25年度予算に向けた事業（直轄事
業）〉 

№ 事 業 区 分 件 数 

１ 空港整備事業 直轄事業 １ 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(8)参照。 

 

（９）平成 24 年度補正予算に係る評価として、12事業を対象として新規事業採択時評価（事業

評価方式）を実施し、「平成 25年度予算概算要求等に係る個別公共事業評価書」において評

価結果を公表済みの１事業を含め、その結果を平成 25年２月 26日に「平成 24年度補正予算

に係る個別公共事業の評価書」として公表。 
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表 17－３－ケ 新規事業採択時評価を実施した個別公共事業〈24年度補正予算に係る評価〉 

№ 事 業 区 分 件 数 公表済分 

１ 都市・幹線鉄道整備事業 
直轄事業等 １ － 

補助事業 10 － 

２ 船舶建造事業 
１ － 

－ １ 

計 12 １ 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(9)参照。 

 

（10）平成 25 年度予算に向けた評価等として、直轄事業等について、15 事業を対象として新規

事業採択時評価（事業評価方式）を実施し、政府予算案の閣議決定時に個別箇所で予算決定

された４事業を含め、その結果を平成 25年５月 14日に「個別公共事業の評価書（その２）

－平成 24年度－」として公表。 

 

表 17－３－コ 新規事業採択時評価を実施した個別公共事業〈25年度予算に向けた事業（直轄事
業等）〉 

№ 事 業 区 分 件 数 公表済分 

１ 河川事業 直轄事業 ２ － 

２ 道路・街路事業 直轄事業等 10 － 

３ 港湾整備事業 直轄事業 ３ － 

４ 空港整備事業 直轄事業 － １ 

５ 海上保安官署施設整備事業 － １ 

６ 船舶建造事業 － ２ 

計 15 ４ 

(注) １ 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html) の表17－４－(10)参照。 

２ 上記事業のうち、船舶建造事業２件については、平成24年度予備費に係る評価である。またこの２件の内１
件については、公表分から事業内容の変更あり。 

 

（11）平成 25年度予算に向けた評価として、補助事業等について、182事業を対象として新規事

業採択時評価（事業評価方式）を実施し、その結果を平成 25年５月 15日に「個別公共事業

の評価書（その３）－平成 24年度－」として公表。 

 
表 17－３－サ 新規事業採択時評価を実施した個別公共事業〈25年度予算に向けた事業（補助事

業等）〉 

№ 事 業 区 分 件 数 

１ 河川事業 補助事業 ３ 

２ 道路・街路事業 補助事業等 13 

３ 都市・幹線鉄道整備事業 165 

４ 奄美群島振興開発事業 １ 

計 182 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(11)参照。 

 

（12）新規課題として開始しようとする 44の個別研究開発課題を対象として事前評価（事業評価

方式）を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 25年度予算概算要求等に係る個別

研究開発課題評価書」として公表。 
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表 17－３－シ 事前評価を実施した個別研究開発課題〈25年度予算概算要求時〉 

№ 評 価 対 象 研 究 開 発 課 題 

１ 災害拠点建築物の機能継続技術の開発 

２ 社会資本等の維持管理効率化・高度化のための情報蓄積・利活用技術の開発 

３ 電力依存度低減に資する建築物の評価・設計技術の開発 

４ 鉄道設備の安全確認用画像圧縮技術の開発 

５ 津波による橋りょう流失のメカニズム解明と対策法の開発 

６ 地上構造物の更新技術の開発 

７ 地域鉄道に対応した軌道構造改良計画システムの開発 

８ 車上連動による列車制御システムの開発 

９ 海洋産業の戦略的育成に向けた技術研究開発 

10 下水道施設の戦略的な耐震対策優先度評価手法に関する調査 

11 地域の住宅生産技術に対応した省エネルギー技術の評価手法に関する研究 

12 港湾堤外地における津波からの安全性向上に関する研究 

13 東日本大震災によって影響を受けた港湾域の環境修復技術に関する研究 

14 空港土木施設の維持管理効率化に向けた手法・技術に関する研究 

15 港湾分野における技術・基準類の国際展開方策に関する研究 

16 衛星干渉ＳＡＲによる高度な地盤変動監視のための電離層補正技術に関する研究 

17 地震ハザードマップ作成のための土地の脆弱性情報の効率的整備に関する研究 

18 
On Site Visualization のコンセプトに基づく低コスト・低消費電力型モニタリングシステムの
開発 

19 限界耐力設計法に対応した免震構造の開発 

20 荷重と環境作用を考慮した鋼橋の新しいライフサイクル耐久性評価システムの開発 

21 次世代無人化施工システムの開発 

22 小型加振器を用いた道路橋ＲＣ床版と踏掛版の健全性評価 

23 無人化施工による応急対応技術とその基盤となるデジタル通信技術の開発 

24 発泡ポリスチレンを用いた軽量・不燃・断熱天井材の開発 

25 構造物の中性化防止、塩害防止、剥落防止機能付きひび割れ検出工法の開発 

26 都市水害の減災に資するダブルレイヤ貯水・排水システムの開発 

27 歴史的な町並みを有する飛騨・高山の伝統的な木造技術を継承した新木造技術の開発 

28 災害復旧を目的とした円筒金網とチェーンを用いた簡便な補強土工法の開発 

29 低コスト・高精度な地盤調査法に基づく宅地の液状化被害予測手法の開発 

30 動的貫入試験による経済的で高精度な液状化調査法の研究開発 

31 宅地、堤防等において従来とほぼ同程度の精度で安価かつ効率的な液状化判定システムの開発 

32 ピークカット及び省エネルギー計画のための総合的シミュレーションツールの技術開発 

33 
電力ピークカット及び快適性向上に資する太陽熱を利用した住宅向け調湿・除湿並びに低温床暖
房システムの開発 

34 地域型ゼロエネルギー住宅の実用化に関する技術開発 

35 潜熱蓄熱材料のパッシブハウスへの導入における評価技術の開発 

36 木材の省資源化と省力化を推進させる接合金物の開発と断熱パネルによる省力化工法の検討 

37 木造住宅部材の複数回使用を前提とした工法の技術開発 

38 木材循環利用によるＥＣＯサイトハウスの技術開発 

39 
乾式窯業外装材(サイディング)の施工方法改善による省資源、廃棄物削減及び安全性向上につな
がる技術開発 

40 
分割鋼板と繊維シートを併用した鉄筋コンクリート造柱の居ながら外付け補強法に関する技術
開発 

41 地盤の液状化抑制工法とその地盤改良機械の技術開発 

42 24 時間 365日の安心、安全な在宅ケア・システムの開発 

43 短い埋め込み深さでせん断力と引張力に対して抵抗する外側耐震補強用接合工法の開発 

44 住宅等における室内放射線量低減技術の開発 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(12)参照。 

 

また、平成 25 年度概算要求に当たり内容が明らかになった課題を含めた 45 の個別研究開

発課題を対象として事前評価（事業評価方式）を実施し、平成 25 年３月 29 日に「個別研究

開発課題評価書－平成 24年度－」として公表。 
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表 17－３－ス 事前評価を実施した個別研究開発課題〈24年度末実施〉 

№ 評 価 対 象 研 究 開 発 課 題 

１ 災害拠点建築物の機能継続技術の開発 

２ 社会資本等の維持管理効率化・高度化のための情報蓄積・利活用技術の開発 

３ 電力依存度低減に資する建築物の評価・設計技術の開発 

４ 鉄道設備の安全確認用画像圧縮技術の開発 

５ 津波による橋りょう流失のメカニズム解明と対策法の開発 

６ 地上構造物の更新技術の開発 

７ 地域鉄道に対応した軌道構造改良計画システムの開発 

８ 車上連動による列車制御システムの開発 

９ 海洋産業の戦略的育成に向けた技術研究開発 

10 下水道施設の戦略的な耐震対策優先度評価手法に関する調査 

11 地域の住宅生産技術に対応した省エネルギー技術の評価手法に関する研究 

12 港湾堤外地における津波からの安全性向上に関する研究 

13 東日本大震災によって影響を受けた港湾域の環境修復技術に関する研究 

14 港湾分野における技術・基準類の国際展開方策に関する研究 

15 持続可能な社会・経済・生活を支える社会資本の潜在的役割・効果に関する研究 

16 道路インフラと自動車技術との連携による次世代 ITSの開発 

17 衛星干渉ＳＡＲによる高度な地盤変動監視のための電離層補正技術に関する研究 

18 地震ハザードマップ作成のための土地の脆弱性情報の効率的整備に関する研究 

19 
On Site Visualization のコンセプトに基づく低コスト・低消費電力型モニタリングシステムの
開発 

20 限界耐力設計法に対応した免震構造の開発 

21 荷重と環境作用を考慮した鋼橋の新しいライフサイクル耐久性評価システムの開発 

22 次世代無人化施工システムの開発 

23 小型加振器を用いた道路橋ＲＣ床版と踏掛版の健全性評価 

24 無人化施工による応急対応技術とその基盤となるデジタル通信技術の開発 

25 発泡ポリスチレンを用いた軽量・不燃・断熱天井材の開発 

26 構造物の中性化防止、塩害防止、剥落防止機能付きひび割れ検出工法の開発 

27 都市水害の減災に資するダブルレイヤ貯水・排水システムの開発 

28 歴史的な町並みを有する飛騨・高山の伝統的な木造技術を継承した新木造技術の開発 

29 災害復旧を目的とした円筒金網とチェーンを用いた簡便な補強土工法の開発 

30 低コスト・高精度な地盤調査法に基づく宅地の液状化被害予測手法の開発 

31 動的貫入試験による経済的で高精度な液状化調査法の研究開発 

32 宅地、堤防等において従来とほぼ同程度の精度で安価かつ効率的な液状化判定システムの開発 

33 ピークカット及び省エネルギー計画のための総合的シミュレーションツールの技術開発 

34 
電力ピークカット及び快適性向上に資する太陽熱を利用した住宅向け調湿・除湿並びに低温床暖
房システムの開発 

35 地域型ゼロエネルギー住宅の実用化に関する技術開発 

36 潜熱蓄熱材料のパッシブハウスへの導入における評価技術の開発 

37 木材の省資源化と省力化を推進させる接合金物の開発と断熱パネルによる省力化工法の検討 

38 木造住宅部材の複数回使用を前提とした工法の技術開発 

39 木材循環利用によるＥＣＯサイトハウスの技術開発 

40 
乾式窯業外装材（サイディング）の施工方法改善による省資源、廃棄物削減及び安全性向上につ
ながる技術開発 

41 
分割鋼板と繊維シートを併用した鉄筋コンクリート造柱の居ながら外付け補強法に関する技術
開発 

42 地盤の液状化抑制工法とその地盤改良機械の技術開発 

43 24 時間 365日の安心、安全な在宅ケア・システムの開発 

44 短い埋め込み深さでせん断力と引張力に対して抵抗する外側耐震補強用接合工法の開発 

45 住宅等における室内放射線量低減技術の開発 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(13)参照。 
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（13）租税特別措置等に係る 26政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日

に「租税特別措置等に係る政策評価書」として公表。 

 

表 17－３－セ 租税特別措置等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 

２ 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 

３ ＰＦＩ事業を実施する民間事業者による大規模修繕に備えた準備金制度の創設 

４ 災害に強く環境負荷低減等に資する物流効率化施設に係る割増償却制度の拡充及び延長 

５ 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長 

６ 
特定地域における工業用機械等の特別償却（振興山村として指定された地区）の拡充及び２年延
長 

７ 半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度の延長 

８ 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る特別償却制度の延長 

９ 奄美群島における工業用機械等に係る特別償却制度の延長 

10 投資法人が買換特例等を適用した場合の導管性要件の判定式の見直し 

11 投資信託・投資法人法制の見直しに係る所要の措置（海外不動産関係） 

12 
関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償却制度
の延長 

復興整備計画に位置づけられた防災集団移転促進事業等の事業により移転・整備する住宅団地の
13 用地に供するために、土地が収用適格事業に相当するものとして制度上認められた枠組みにより

地方公共団体に買い取られた場合における譲渡所得への 5,000 万円特別控除の適用 

14 都市再生緊急整備地域に係る課税の特別措置の延長 

15 認定事業用地適正化計画に基づく土地等の交換等に係る特例措置の延長 

16 認定集約都市開発事業に係る買換え特例等の創設 

17 市街地再開発事業により建築された施設建築物の取得者に対する割増償却制度の延長 

18 
都市計画事業認可の前においても収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除等を受けられる事
業の拡充 

19 特定緑地管理機構に係る緑地管理機構の課税の特例措置の拡充 

20 雨水貯留浸透利用施設に係る割増償却制度の延長 

21 
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（グリー
ン投資減税） 

22 海外投資家振替社債利子等非課税制度の恒久化 

23 サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長 

24 バリアフリー法に基づく認定特定建築物に係る特例措置の延長 

25 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例（トン数標準税制）の拡充 

26 船舶に係る特別償却制度の延長 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(14)参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、毎年度評価を実施。 

44 の施策目標に係る政策を対象に政策チェックアップ（実績評価方式）を実施し、その結

果を平成 24年９月７日に「平成 23年度政策チェックアップ評価書」として公表。 

    

表 17－３－ソ 政策チェックアップを実施した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 
居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住
宅ストックの形成を図る 

努力が必要である 引き続き推進 

 
 

－ 176 －－ 176 －



２ 
住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住
宅市場を整備する 

おおむね順調である 改善・見直し 

３ 総合的なバリアフリー化を推進する おおむね順調である 改善・見直し 

４ 
海洋・沿岸域環境や港湾空間の保全・再生・形成、
海洋廃棄物処理、海洋汚染防止を推進する 

おおむね順調である 引き続き推進 

５ 快適な道路環境等を創造する 順調である 改善・見直し 

６ 水資源の確保、水源地域活性化等を推進する おおむね順調である 引き続き推進 

７ 
良好で緑豊かな都市空間の形成、歴史的風土の再生
等を推進する 

努力が必要である 引き続き推進 

８ 
良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワ
ークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の おおむね順調である 改善・見直し 
循環を推進する 

９ 地球温暖化防止等の環境の保全を行う おおむね順調である 改善・見直し 

10 
自然災害による被害を軽減するため、気象情報等の
提供及び観測・通信体制を充実する 

おおむね順調である 改善・見直し 

11 住宅・市街地の防災性を向上する 努力が必要である 改善・見直し 

12 水害・土砂災害の防止・減災を推進する おおむね順調である 引き続き推進 

13 
津波・高潮・侵食等による災害の防止・減災を推進
する 

おおむね順調である 引き続き推進 

14 
公共交通の安全確保・鉄道の安全性向上、ハイジャ
ック・航空機テロ防止を推進する 

おおむね順調である 改善・見直し 

15 道路交通の安全性を確保・向上する おおむね順調である 引き続き推進 

16 自動車事故の被害者の救済を図る 順調である 引き続き推進 
17 自動車の安全性を高める 順調である 引き続き推進 

18 船舶交通の安全と海上の治安を確保する 順調である 引き続き推進 

19 
海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推
進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を おおむね順調である 改善・見直し 
推進する 

20 観光立国を推進する 努力が必要である 改善・見直し 
21 景観に優れた国土・観光地づくりを推進する 努力が必要である 改善・見直し 

22 
国際競争力・地域の自立等を強化する道路ネットワ
ークを形成する 

努力が必要である 引き続き推進 

23 整備新幹線の整備を推進する 順調である 引き続き推進 

24 航空交通ネットワークを強化する おおむね順調である 引き続き推進 
25 都市再生・地域再生を推進する 努力が必要である 改善・見直し 

26 鉄道網を充実・活性化させる おおむね順調である 改善・見直し 
27 地域公共交通の維持・活性化を推進する おおむね順調である 改善・見直し 

28 都市・地域における総合交通戦略を推進する おおむね順調である 引き続き推進 
29 道路交通の円滑化を推進する おおむね順調である 引き続き推進 

30 社会資本整備・管理等を効果的に推進する おおむね順調である 引き続き推進 

31 
不動産市場の整備や適正な土地利用のための条件整
備を推進する 

おおむね順調である 引き続き推進 

32 建設市場の整備を推進する おおむね順調である 改善・見直し 
33 市場・産業関係の統計調査の整備・活用を図る 順調である 引き続き推進 
34 地籍の整備等の国土調査を推進する 努力が必要である 改善・見直し 

35 自動車運送業の市場環境整備を推進する おおむね順調である 引き続き推進 

36 
海事産業の市場環境整備・活性化及び人材の確保等
を図る 

努力が必要である 引き続き推進 

37 総合的な国土形成を推進する 順調である 引き続き推進 

38 
国土の位置・形状を定めるための調査及び地理空間
情報の整備・活用を推進する 

おおむね順調である 引き続き推進 

39 離島等の振興を図る 順調である 引き続き推進 
40 北海道総合開発を推進する おおむね順調である 引き続き推進 
41 技術研究開発を推進する 順調である 引き続き推進 

42 情報化を推進する 順調である 引き続き推進 
43 国際協力、連携等を推進する 順調である 改善・見直し 

44 
環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保
全を推進する 

おおむね順調である 引き続き推進 

 
 

－ 177 －－ 177 －



(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(15)参照。 

 

（２）以下の８のテーマを対象として政策レビュー（総合評価方式）を実施し、その結果を平成 

25 年３月 29日に「平成 24年度政策レビュー結果（評価書）」として公表。 

   

表 17－３－タ 政策レビューを実施した政策 

№ 評 価 対 象 政 策  政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 技術研究開発の総合的な推進 
目標の達成状況等について分析を行
い、その要因や課題を明らかにした 

引き続き推進 

２ 環境政策の推進 
目標の達成状況等について分析を行
い、その要因や課題を明らかにした 

引き続き推進 

３ 国土形成計画（全国計画） 
目標の達成状況等について分析を行
い、その要因や課題を明らかにした 

引き続き推進 

４ 
トン数標準税制の導入による安定
的な国際海上輸送の確保 

目標の達成状況等について分析を行
い、その要因や課題を明らかにした 

引き続き推進 

５ 航空自由化の推進 
目標の達成状況等について分析を行
い、その要因や課題を明らかにした 

引き続き推進 

６ 
新たな北海道総合開発計画の中間
点検 

目標の達成状況等について分析を行
い、その要因や課題を明らかにした 

引き続き推進 

７ 緊急地震速報の利用の拡大 
目標の達成状況等について分析を行
い、その要因や課題を明らかにした 

引き続き推進 

８ 新たな船舶交通安全政策の推進 
目標の達成状況等について分析を行
い、その要因や課題を明らかにした 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(16)参照。 

 

   また、以下の３のテーマについては、政策レビュー（総合評価方式）を実施中であり、平

成 25 年度内に評価結果を取りまとめる予定。 

 

表 17－３－チ 政策レビューを実施中の政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 不動産投資市場の条件整備 

２ バス・タクシーに関する施策 

３ 地理空間情報の整備、提供、活用 

 

（３）平成 24年度予算に係る評価として、ダム関係の事業を対象に再評価（事業評価方式）を実

施し、４事業について「個別公共事業の評価書（ダム事業）」として平成 24 年６月 11 日に、

４事業について「個別公共事業の評価書（ダム事業）その２」として７月２日に、３事業に

ついて「個別公共事業の評価書（ダム事業）その３」として７月 23日に、４事業について「個

別公共事業の評価書（ダム事業）その４」として７月 30日に、１事業について「平成 25年

度予算概算要求等に係る個別公共事業評価書」として９月７日に、３事業について「個別公

共事業の評価書（ダム事業）その５」として 11月 12日に、２事業について「個別公共事業

の評価書（ダム事業）その６」として 12月６日に、３事業について「個別公共事業の評価書

（ダム事業）その７」として 25年１月 25日に、３事業について「個別公共事業の評価書（ダ

ム事業）その８」として１月 28日に、それぞれその結果を公表。 

 

 
 

－ 178 －－ 178 －



 

表 17－３－ツ 再評価を実施した個別公共事業〈24年度予算（ダム事業）に係る評価〉 

№ 事 業 区 分 件 数 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ ダム事業 
直轄事業等 ９ 

事業の継続が妥当（８件） 
事業の中止が妥当（１件） 

引き続き推進（８件） 
廃止、休止、中止（１件） 

補助事業 18 
事業の継続が妥当（９件） 
事業の中止が妥当（９件） 

引き続き推進（９件） 
廃止、休止、中止（９件） 

計 27 ― ― 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(17)参照。 

 

（４）平成 25年度予算概算要求に当たって、政府予算案の閣議決定時に個別箇所で予算措置を公

表する事業を対象に再評価（事業評価方式）を実施し、10 事業について「平成 25 年度予算

概算要求等に係る個別公共事業評価書」として平成 24年９月７日に、「平成 25年度予算概算

要求等に係る個別公共事業評価書」において評価手続中となった１事業について「個別公共

事業の評価書（ダム事業）その６」として 12月６日にそれぞれその結果を公表。 

 

表 17－３－テ 再評価を実施した個別公共事業〈25年度予算概算要求時実施〉 

№ 事 業 区 分 件 数 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ ダム事業 直轄事業 
５ 

[評価手続中：１] 
事業の継続が妥当（５件） 引き続き推進 

２ 官庁営繕事業 ５ 
事業の継続が妥当（４件） 
事業の中止が妥当（１件） 

引き続き推進（４件） 
廃止、休止、中止（１
件） 

３ ダム事業 直轄事業 １ 事業の中止が妥当（１件） 廃止、休止、中止 

計 11 ― ― 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(18)参照。 

 

（５）平成 25年度予算に係る評価として、ダム関係の事業を対象に再評価（事業評価方式）を実

施し、１事業について「個別公共事業の評価書（ダム事業）その７」として平成 25年１月

25 日に、１事業について「個別公共事業の評価書（ダム事業）その８」として１月 28日に

それぞれその結果を公表。 

 

表 17－３－ト 再評価を実施した個別公共事業〈25年度予算（ダム事業）に係る評価〉 

№ 事 業 区 分 件 数 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ ダム事業 直轄事業 ２ 事業の継続が妥当（２件） 引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(19)参照。 

 

（６）平成 25年度予算に向けた評価として、直轄事業等を対象に再評価（事業評価方式）を実施

し、185 事業について、政府予算案の閣議決定時に個別箇所で予算決定された９事業を含め、

「個別公共事業の評価書－平成 24年度－」として平成 25年４月 16日に、２事業について「個

別公共事業の評価書（その３）－平成 24年度－」として５月 15日にそれぞれその結果を公

表。 

 

 

 
 

－ 179 －



 

表 17－３－ナ 再評価を実施した個別公共事業〈25年度予算に向けた事業（直轄事業等）〉 

№ 事 業 区 分 件 数 公表済分 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 河川事業 直轄事業 58 － 
事業の継続が妥当
（58件） 

引き続き推進 

２ 砂防事業等 直轄事業 ４ － 
事業の継続が妥当
（４件） 

引き続き推進 

３ 海岸事業 直轄事業 ３ － 
事業の継続が妥当
（３件） 

引き続き推進 

４ 道路・街路事業 直轄事業等 95 － 
事業の継続が妥当
（95件） 

引き続き推進 

５ 港湾整備事業 直轄事業 20 － 
事業の継続が妥当
（20件） 

引き続き推進 

６ 空港整備事業 直轄事業 １ － 
事業の継続が妥当
（１件） 

引き続き推進 

７ 都市公園事業 直轄事業 ２ － 
事業の継続が妥当
（２件） 

引き続き推進 

８ ダム事業 直轄事業 － ４ 

事業の継続が妥当
（３件） 
事業の中止が妥当
（1件） 

引き続き推進 
（３件） 
廃止、休止、中止
（１件） 

９ 官庁営繕事業 

４ 
[評価手続

中：１] 
－ 

事業の継続が妥当
（１件） 
事業の中止が妥当
（３件） 

引き続き推進 
（１件） 
廃止、休止、中止
（３件） 

－ ５ 

事業の継続が妥当
（４件） 
事業の中止が妥当
（１件） 

引き続き推進 
（４件） 
廃止、休止、中止
（１件） 

計 
187 

[評価手続
中：１] 

９ ― ― 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(20)参照。 

 

（７）平成 25 年度予算に向けた評価として、補助事業等について、29事業を対象として再評価

（事業評価方式）を実施し、その結果を平成 25年５月 15日に「個別公共事業の評価書（そ

の３）－平成 24年度－」として公表。 

 

表 17－３－ニ 再評価を実施した個別公共事業〈25年度予算に向けた事業（補助事業等）〉 

№ 事 業 区 分 件 数 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ ダム事業 補助事業 ３ 事業の継続が妥当（３件） 引き続き推進 

２ 道路・街路事業 補助事業等 16 事業の継続が妥当（16 件） 引き続き推進 

３ 港湾整備事業 補助事業等 10 事業の継続が妥当（10 件） 引き続き推進 

計 29 ― ― 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(21)参照。 

 

（８）平成 15 及び 23年度国土交通省事後評価実施計画に基づき、評価手続中となっていた個別

公共事業３事業を対象として再評価（事業評価方式）を実施し、「個別公共事業の評価書（ダ

ム事業）その３」において評価結果を公表済みの２事業、「個別公共事業の評価書（ダム事業）

その７」において評価結果を公表済みの１事業を含め、その結果を平成 25年５月 15日に「個

 
 

－ 180 －－ 180 －



別公共事業の評価書（その３）－平成 24年度－」として公表。 

 

表 17－３－ヌ 評価手続中となっていた個別公共事業について再評価を実施したもの 

№ 事 業 区 分 件 数 公表済分 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ ダム事業 補助事業 
［評価手続中： 
20 年度評価１ 
21 年度評価１］ 

15 年度評価 
：２ 

23 年度評価 
：１ 

事業の中止が
妥当（３件） 

廃止、休止、中止 

２ 
港湾整備 
事業 

補助事業等 

23 年度評価：２ 
［評価手続中： 
20 年度評価１ 
23 年度評価１］ 

― 
事業の継続が
妥当（２件） 

引き続き推進 

３ 都市・幹線鉄道整備事業 23 年度評価：１ ― 
事業の継続が
妥当（１件） 

引き続き推進 

 

 
計 

３
［評価手続中：

４］
３ ― ― 

(注)  各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(22)参照。 

 

（９）事業完了後の一定期間（５年以内）が経過した 74事業を対象として完了後の事後評価（事

業評価方式）を実施し、その結果を平成 25年５月 15日に「個別公共事業の評価書（その３）

－平成 24年度－」として公表。 

 

表 17－３－ネ 完了後の事後評価を実施した個別公共事業 

№ 事 業 区 分 件 数 

１ 河川事業 直轄事業 13 

２ ダム事業 直轄事業等 ２ 

３ 砂防事業等 直轄事業 １ 

４ 海岸事業 直轄事業 １ 

５ 道路・街路事業 
直轄事業等 38 

補助事業等 ４ 

６ 港湾整備事業 直轄事業 
７ 

[評価手続中：１] 

７ 航空路整備事業 直轄事業 １ 

８ 都市・幹線鉄道整備事業 ４ 

９ 官庁営繕事業 ３ 

計 
74 

[評価手続中：１] 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(23)参照。 

 

（10）研究期間が５年以上の個別研究開発課題１課題を対象として中間評価（事業評価方式）を

実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 25年度予算概算要求等に係る個別研究開発

課題評価書」として公表。 

 

表 17－３－ノ 中間評価を実施した個別研究開発課題〈25年度予算概算要求時〉 

№ 評 価 対 象 研 究 開 発 課 題 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 
地震動情報の高度化に対応した建築物の耐震性能
評価技術の開発 

研究開発課題の継続
は妥当 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
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(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(24)参照。 

 

（11）平成 25 年度概算要求にあたり実施した課題を含めた２の個別研究開発課題を対象として中

間評価（事業評価方式）を実施し、平成 25年３月 29日に「個別研究開発課題評価書－平成

24 年度－」として公表。 

 

表 17－３－ハ 中間評価を実施した個別研究開発課題〈24年度末実施〉 

№ 評 価 対 象 研 究 開 発 課 題 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 
地震動情報の高度化に対応した建築物の耐震性能
評価技術の開発 

研究開発課題の継続
は妥当 

引き続き推進 

２ 
海溝沿い巨大地震の地震像の即時的把握に関する
研究 

研究開発課題の継続
は妥当 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(25)参照。 

 

（12）研究期間が終了した個別研究開発課題 67課題を対象として終了時評価（事業評価方式）を

実施し、その結果を平成 25年３月 29日に「個別研究開発課題評価書－平成 24年度－」とし

て公表。 

 

表 17－３－ヒ 終了時評価を実施した個別研究開発課題 

№ 評 価 対 象 研 究 開 発 課 題 

１ フェイルセーフ機構付き積層ゴム免震装置の開発 

２ 無線センサネットワークによる多点型土砂災害予測システムの開発 

３ 道路空間上の移動体に対する局所的大雨情報の伝達システムの開発 

４ 全層梁降伏型メカニズムを形成する中低層鉄骨ラーメン構造の開発 

５ アジア諸国を対象とした社会資本アセットマネジメントのデファクト標準化戦略 

６ 腐食劣化の生じた実橋梁部材を活用した鋼トラス橋の耐荷性能評価手法に関する研究 

７ 大面積非構造材落下被害を有効に防ぐためのネット構造施工方法の開発 

８ 山間遊水池としての洪水調節専用（流水型）ダムの高機能化に関する研究 

９ 非線形疲労応答解析に基づくコンクリート系橋梁床版の余寿命推定システム 

10 Ｘ線ライナックを搭載した量子ビームロボットを用いた橋梁部材の計測システムの開発 

11 実在文教施設の加力実験に基づく低コスト耐震補強法の開発 

12 次世代地域公共交通システムに関する技術開発 

13 ふくそう海域での事故半減をめざすＩＣＴを活用した新たな安全システムの構築 

14 ヒートポンプと日射利用による快適性の高い省エネ型蓄熱式床暖房の研究開発 

15 砕石による地盤改良工法に関する技術開発 

16 住宅の床下環境モニタリングと生物劣化予測システムに関する技術開発 

17 建設廃棄物の削減及び再資源化に関する技術開発 

18 鉄骨ユニットを使用した中高層建物向け建築工法の開発 

19 ケミレスタウンを活用したシックハウス対策型住宅（居住ユニット）の開発 

20 都市集合住宅の安全安心『21 世紀型コミュニティ』構築支援システムの技術開発 

21 空気清浄機能付き換気システムに関する技術開発 

22 近未来のライフスタイル変化を考慮したトータル・デマンドの予測手法の技術開発 

23 
パッシブ手法を応用したトータル空調(暖冷房･調湿･換気)対応の省エネ型住宅用デシカントシ
ステムの技術開発 

24 住宅の環境負荷削減要素技術の導入を促進する先導的普及推進技術の開発 

25 超高強度ＲＣ柱の高耐久化に関する技術開発 

26 
国産材（主に間伐材や端材）を利用した断熱性と透湿性を併せ持つ木質系耐力面材（断熱透湿耐
力面材）の開発と省力化工法の構築 

27 指挟み事故防止のための中心吊ピポットヒンジに関する技術開発 

28 入浴行為に着目した浴室等の安全性評価手法の開発 

29 国産低密度木材を用いた木質ラーメンフレーム構法の開発 

 
 

－ 182 －－ 182 －



30 木造住宅の快適空間を実現する高機能格子状吹き抜け水平構面の技術開発 

31 デザイン性を重視した見せる（露出型）耐震補強工法の開発 

32 塑性論アナロジーモデルを適用した新スウェーデン式サウンディング試験法の開発 

33 可搬式レーザによる既設床の無振動・無騒音防滑工法に関する技術開発 

34 次世代型ダンパーを用いた長周期地震動対応戸建て免震システムに関する技術開発 

35 小さい変形領域で高い最大耐力を発揮する高性能接合部材を用いた間接接合機構の開発 

36 潜熱蓄熱材と高熱効率床材を用いたヒートポンプ式床冷暖房システムに関する技術開発 

37 アレルゲン低減空間に関する技術開発 

38 住宅・オフィス空間における自然エネルギー利用技術の開発 

39 ビル建築の耐震性と施工性の向上に資する鋼・ＡＬＣ複合型軽量床版の開発 

40 回転貫入鋼管杭斜杭工法による既存杭基礎の耐震補強に関する技術開発 

41 建築現場の残土を活用した無焼成レンガの現場製造に関する技術開発 

42 軽量車両の強度向上に関する技術開発 

43 ポストテンション式ＰＣ桁の維持管理に関する技術開発 

44 沿線自然斜面での災害ハザード可視化技術の開発 

45 電力貯蔵装置制御手法の研究 

46 閑散線区用割り出し可能転てつ器に関する研究 

47 地方鉄道、閑散線区における効率的な軌道補修法の開発 

48 地盤振動の予測シミュレーション手法の開発 

49 脱線等に対する車両の安全性向上 

50 光三次元測定技術を応用した線路外からの建設限界測定装置の開発 

51 ロングレール軸力測定装置の機能向上に関する開発 

52 地方・ローカル線・路面電車に有効な地上システムが省力化可能な運転管理システムの技術開発 

53 無線技術と既存設備の活用による地方交通線向け省力化列車制御システムの開発 

54 鉄道車両台車枠の溶接部疲労耐久性向上による台車軽量化に資する技術開発 

55 ＲＦＩＤを使った列車検知方式による低コストな踏切保安システムの開発 

56 ソーシャルキャピタルの特性に応じた地域防災力向上方策に関する研究 

57 都市におけるエネルギー需要・供給者間の連携と温室効果ガス排出量取引に関する研究 

58 汽水域環境の保全・再生に関する研究 

59 土砂移動を考慮した治水安全度評価手法に関する研究 

60 小規模建築物の雨水浸入要因とその防止策に関する研究 

61 高層建築物の地震後の火災安全対策技術の開発 

62 省ＣＯ２効果からみたヒートアイランド対策評価に関する研究 

63 持続可能な臨海部における廃棄物埋立処分に関する研究 

64 エアラインの行動を考慮した空港需要マネジメントに関する研究 

65 世界測地系における国内位置基準の監視の高度化に関する研究 

66 ＧＰＳによる地殻変動監視の信頼性向上のための大気擾乱の影響評価に関する研究 

67 地震災害緊急対応のための地理的特性から想定した被害情報の提供に関する研究 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表17－４－(26)参照。 
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別表 

－ 184 －－ 184 －

政策体系（国土交通省）

※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの
政策目標 施策目標 業績指標

暮らし・環境

１ 少子・高齢化等に
対応した住生活の
安定の確保及び向
上の促進

１ 居住の安定確保と暮らしや
すい居住環境・良質な住宅ス
トックの形成を図る

１ 最低居住面積水準未満率

２ 子育て世帯における誘導居住面積水準達成率（(1)全国、(2)大都市圏）

３ 生活支援施設を併設している公的賃貸住宅団地（100戸以上）の割
合

４ 高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合

２ 住宅の取得・賃貸・管理・修
繕が円滑に行われる住宅市
場を整備する

５ 住宅の利活用期間（(1)滅失住宅の平均築後年数、(2)住宅の滅失
率）

６ リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合

７ 既存住宅の流通シェア

８ マンションの適正な維持管理（(1)25年以上の長期修繕計画に基づく
修繕積立金額を設定している管理組合の割合、(2)新築で30年以上の
長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している管理組合の割
合）

９ 新築住宅における住宅性能表示の実施率

10 リフォーム時に瑕疵担保責任保険に加入した住宅の全リフォーム実
施戸数・棟数に占める割合

11 新築住宅における認定長期優良住宅の割合

２ 良好な生活環境、
自然環境の形成、
バリアフリー社会の
実現

３ 総合的なバリアフリー化を
推進する

12 主要な駅などを中心に連続したバリアフリー化を行う重点整備地区
の総面積

13 公共施設等のバリアフリー化率（(1)特定道路におけるバリアフリー
化率、(2)段差解消をした旅客施設の割合、(3)視覚障害者誘導用ブ
ロックを整備した旅客施設の割合、(4)不特定多数の者等が利用する
一定の建築物のバリアフリー化率、(5)不特定多数の者等が利用す
る一定の建築物（新築）のうち誘導的なバリアフリー化の基準に適合
する割合）

14 バリアフリー化された車両等の割合（(1)鉄軌道車両、(2)ノンステッ
プバス、(3)リフト付きバス等、(4)福祉タクシー、(5)旅客船、(6)航空機）

15 ハード対策を支えるソフト対策としてのバリアフリー教室の参加人数

16 園路及び広場、駐車場、便所がバリアフリー化された都市公園の割
合（(1)園路及び広場、(2)駐車場、(3)便所）

17 バリアフリー化された路外駐車場の割合

18 高齢者（65歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化率（(1)一
定のバリアフリー化、(2)高度のバリアフリー化）

19 共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通
行可能な住宅ストックの比率

４ 海洋･沿岸域環境や港湾空
間の保全･再生･形成､海洋廃
棄物処理､海洋汚染防止を推
進する

20 我が国の沿岸に重大な被害を及ぼす海洋汚染等の件数

21  水辺の再生の割合（海岸）

22 油流出事故を起こした船舶の保険未加入隻数

23 湿地・干潟の再生の割合（港湾）

24 廃棄物を受け入れる海面処分場の残余確保年数

25  三大湾において底質改善が必要な区域のうち改善した割合

５ 快適な道路環境等を創造す
る

26 市街地等の幹線道路の無電柱化率

27  新車販売に占める次世代自動車の割合

６ 水資源の確保、水源地域活
性化等を推進する

28 渇水影響度

29 世界的な水資源問題に対応するための国際会議への開催及び参
加件数



30 地下水採取目標量の達成率

31 水源地域整備計画の完了の割合

○

７ 良好で緑豊かな都市空間
  の形成、歴史的風土の再生
  等を推進する

32 歩いていける身近なみどりのネットワーク率

33 1人当たり都市公園等面積

34 都市域における水と緑の公的空間確保量

－ 185 －－ 185 －

35 全国民に対する国営公園の利用者数の割合

８ 良好な水環境・水辺空間の
形成・水と緑のネットワークの
形成、適正な汚水処理の確
保、下水道資源の循環を推
進する

36 生物多様性の確保に資する良好な樹林地等の自然環境を保全・創
出する公園・緑地

37 汚水処理人口普及率

38 下水道処理人口普及率

39 良好な水環境創出のための高度処理実施率

40 合流式下水道改善率

41 下水道バイオマスリサイクル率

42 水辺の再生の割合（河川）

43 湿地・干潟の再生の割合（河川）

44 河川・湖沼・閉鎖性海域における汚濁負荷削減率（(1)河川、(2)湖
沼、(3)閉鎖性海域）

45  自然体験活動拠点数

46 地域に開かれたダム、ダム湖活用者数

47 都市空間形成河川整備率

48 かわまちづくり整備自治体数

３ 地球環境の保全
９ 地球温暖化防止等の環境

の保全を行う
49 特定輸送事業者の省エネ改善率（(1)特定貨物輸送事業者、(2)特

定旅客輸送事業者、(3)特定航空輸送事業者）

50 環境ポータルサイトへのアクセス件数

51 建設工事用機械機器による環境の保全（(1)ＰＭ、(2)ＮＯｘ、(3)ハイ
ブリッド型建設機械の普及台数）

52 建設廃棄物の再資源化率、再資源化等率及び建設発生土の有効
利用率（(1)アスファルト・コンクリート塊、(2)コンクリート塊、(3)建設発
生木材（再資源化等率）、(4)建設汚泥、(5)建設混合廃棄物、(6)建設
発生土）

53 住宅、建築物の省エネルギー化((1)エネルギーの使用の合理化に
関する法律に基づく届出がなされた新築住宅における省エネ基準
（平成11年基準）達成率、(2)一定の新築建築物における次世代省エ
ネ基準（平成11年基準）達成率)

54 重量車の平均燃費向上率（平成14年度比）

55 モーダルシフトに関する指標（(1)トラックから鉄道コンテナ輸送にシ
フトすることで増加する鉄道コンテナ輸送量、(2)トラックから海上輸送
へシフトすることで増加する海上輸送量（自動車での輸送が容易な貨
物（雑貨）量））

56  地区・街区レベルにおける包括的な都市環境対策に取り組んでいる
都市数

57 年度評価における採択案件の採点の平均値（革新的な船舶の省エ
ネルギー技術の研究開発に係る指標）

安全

４ 水害等災害による
被害の軽減

10 自然災害による被害を軽
減するため、気象情報等の提
供及び観測・通信体制を充実
する

58 緊急地震速報の精度向上

59 一定水準の防災情報伝達が可能な事務所等の数

60 台風中心位置予報の精度

61 地震発生から地震津波情報発表までの時間

62 内海・内湾を対象としたきめ細かい高潮・高波の予測対象海域数

63 防災地理情報を提供するホームページへのアクセス件数



11 住宅・市街地の防災性を向
上する

64 防災性の向上を目的としたまちづくりのための事業が行われた市街
地等の面積

65 一定水準の防災機能を備えるオープンスペースが一箇所以上確保
された大都市の割合

66 下水道による都市浸水対策達成率（(1)全体、(2)重点地区）

67 地震時等に著しく危険な密集市街地の面積

－ 186 －－ 186 －

68 地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべ
き密集市街地（約8,000ha）のうち最低限の安全性が確保される市街
地の割合

69 地震時に滑動崩落による重大な被害の可能性のある大規模盛土
造成地が存在する地方公共団体のうち、宅地ハザードマップを作成
・公表し、住民に対して情報提供を実施した地方公共団体の割合

70 防災拠点と処理場を結ぶ下水管きょの地震対策実施率

71 ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割
合（内水）

72 下水道施設の長寿命化計画策定率

73 多数の者が利用する一定の建築物及び住宅の耐震化率（(1)建築
物、(2)住宅）

12 水害・土砂災害の防止・減
災を推進する

74 洪水による氾濫から守られる区域の割合

75 中枢・拠点機能を持つ地域で床上浸水の恐れがある戸数

76 土砂災害から保全される人口

77 土砂災害から保全される人命保全上重要な施設数

78 土砂災害特別警戒区域指定率

79 地震時に河川、海岸堤防等の防護施設の崩壊による水害が発生す
る恐れのある地域の面積（河川）

80 ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割
合（洪水）

81 ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割
合（土砂）

82 高度な防災情報基盤を整備した水系の割合

83 リアルタイム火山ハザードマップ整備率

84 近年発生した床上浸水の被害戸数のうち未だ床上浸水の恐れがあ
る戸数

85  河川管理施設の長寿命化率

86  総合的な土砂管理に基づき土砂の流れが改善された数（河川）

87 河川の流量不足解消指数

88 大規模災害時に対応可能な無人化施工機械の台数

13 津波・高潮・侵食等による
災害の防止・減災を推進する

89 津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されていな
い地域の面積

90 ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割
合（津波・高潮）

91 地震時に河川、海岸堤防等の防護施設の崩壊による水害が発生す
る恐れのある地域の面積（海岸）

92 老朽化対策が実施されている海岸保全施設の割合

93 侵食海岸において、現状の汀線防護が完了していない割合

94 総合的な土砂管理に基づき土砂の流れが改善された数（海岸）



－ 187 －－ 187 －

97 事業用自動車による事故に関する指標（(1)事業用自動車による交
 通事故死者数、(2)事業用自動車による人身事故件数、(3)事業用自
 動車による飲酒運転件数）

98 商船の海難船舶隻数

99 船員災害発生率（千人率）

100 航空機に対するハイジャック・テロの発生件数

101 国内航空における航空事故発生件数

102 公共交通事故被害者等支援体制の整備等セーフティネットの充実
度（(1)研修を受けた公共交通事故被害者等支援員の数、(2)「公共
交通事故被害者等支援室（仮称）」における連携先となる民間支援
団体等の数）

15 道路交通の安全性を確保・
向上する

103 全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率

104 道路交通における死傷事故率

105 あんしん歩行エリア内の歩行者・自転車死傷事故抑止率

106 事故危険箇所の死傷事故抑止率

16 自動車事故の被害者の救
済を図る

107 自動車事故による重度後遺障害者宅への訪問支援サービスの実
施割合

17 自動車の安全性を高める 108 衝突被害軽減ブレーキの年間装着台数

18 船舶交通の安全と海上の
治安を確保する

109 海上及び海上からのテロ活動による被害の発生件数

110 要救助海難の救助率

111 ふくそう海域における航路を閉塞するような大規模海難の発生数

６ 国際競争力、観光
交流、広域・地域間
連携等の確保・強化

19 海上物流基盤の強化等総
合的な物流体系整備の推進
、みなとの振興、安定的な国
際海上輸送の確保を推進す
る

112 内航貨物船共有建造量

113  国際船舶の隻数

114 世界の海上輸送量に占める日本の外航海運事業者による輸送量
の割合

115 マラッカ・シンガポール海峡において航路を閉塞する大規模海難
の発生数

116 日本の外航海運事業者が運航する日本船舶の隻数の目標値に
対する達成率

117 内航船舶の平均総トン数

118 港湾関連手続のシングルウィンドウ電子化率

119 国際海上コンテナ貨物等輸送コスト低減率

120  国内海上貨物輸送コスト低減率

121  地方圏と東アジアとの港湾取扱貨物量

122  港湾施設の長寿命化計画策定率

123 港湾におけるプレジャーボートの適正な係留・保管率

124 リサイクルポートにおけるリサイクル関連企業数

５ 安全で安心できる
交通の確保、治安・
生活安全の確保

14 公共交通の安全確保・鉄
道の安全性向上、ハイジャッ
ク・航空機テロ防止を推進す
る

95 落石・なだれ等による鉄道施設及び住民の生活への被害を軽減す
るために行う防災工事の箇所数

96  鉄道運転事故による乗客の死亡者数

125 大規模地震が特に懸念される地域における港湾による緊急物資
供給可能人口

20 観光立国を推進する 126 訪日外国人旅行者数

127 国内観光旅行による国民一人当たり年間宿泊数

128 日本人海外旅行者数

129 国内における観光旅行消費額

130 主要な国際会議の開催件数



21 景観に優れた国土・観光地
づくりを推進する

－ 188 －－ 188 －

131 景観法に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木の指定件数

132  景観計画に基づき取組を進める地域の数

133  歴史的風致の維持及び向上に取り組む市区町村の数

22 国際競争力・地域の自立
等を強化する道路ネットワー
クを形成する

134  三大都市圏環状道路整備率

23 整備新幹線の整備を推進
する

135 ５大都市からの鉄道利用所要時間が３時間以内である鉄道路線
延長（新幹線鉄道）

24 航空交通ネットワークを強
化する

136 国内航空ネットワークの強化割合（(1)大都市圏拠点空港の空港容
量の増加、(2)国内線の自空港気象（台風除く）による欠航率、(3)総
主要飛行経路長）

137 国際航空ネットワークの強化割合

138  航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率

139  地震時に緊急物資輸送など防災拠点としての機能を有する空港
から一定範囲に居住する人口の割合

140 管制空港における100万発着回数当たりの航空機の滑走路誤進
入に係る重大インシデント発生件数

７ 都市再生・地域再
生の推進

25 都市再生・地域再生を推進
する

141 全国の地方圏から大都市圏への転出者数に対する大都市圏から
地方圏への転入者数の比率

142 都市再生誘発量

143 文化・学術・研究拠点の整備の推進（(1)筑波研究学園都市におけ
る国際会議開催数、(2)関西文化学術研究都市における立地施設数
、(3)関西文化学術研究都市における外国人研究者数）

144 半島地域の観光入込客数

145 高齢者が無理することなく除雪できる体制が整備された市町村の
割合

146 都市再生整備計画の目標達成率

147 民間都市開発の誘発係数

148 まちづくりのための都市計画決定件数（市町村）

149 駐車場法に基づく自動二輪車駐車場供用台数

150 都市機能更新率（建築物更新関係）

151 中心市街地人口比率の増減率

152 物流拠点の整備地区数

153 主要な拠点地域への都市機能集積率

８ 都市・地域交通等
の快適性、利便性

  の向上

26 鉄道網を充実・活性化させる 154 トラックから鉄道コンテナに転換することで増加する鉄道コンテナ
輸送トンキロ数

155 ５大都市からの鉄道利用所要時間が３時間以内である鉄道路線
延長（在来幹線鉄道の高速化）

156 都市鉄道（三大都市圏）の整備路線延長（(1)東京圏、(2)大阪圏、
(3)名古屋圏；カッコ内は複々線化区間延長）

157 都市鉄道（東京圏）の混雑率

158 経営基盤の脆弱な地方鉄道事業者のうち、鉄道の活性化計画を
策定し、実行しているものの割合

27 地域公共交通の維持・活
性化を推進する

159 地域の関係者による地域公共交通に関する総合的な計画の策定
件数

160 バスロケーションシステムが導入された系統数

161 地方バス路線の維持率



162 有人離島のうち航路が就航されている離島の割合

－ 189 －－ 189 －

163 生活交通手段として航空輸送が必要である離島のうち航空輸送が
維持されている離島の割合

28 都市・地域における総合交
通戦略を推進する

164 まちづくりによる公共交通利用可能性の改善率

29 道路交通の円滑化を推進
する

165 開かずの踏切等の踏切遮断による損失時間

166 ＥＴＣ利用率

９ 市場環境の整備、
産業の生産性向

  上、消費者利益の
  保護

30 社会資本整備・管理等を効
果的に推進する

167 公共事業の総合コスト改善率

168 省エネルギー化指針等が策定された電気通信施設数

169 事業認定処分の適正な実施（訴訟等により取り消された件数）

170 研修実施後のアンケート調査等に基づいた満足度

171 ＩＣＴ建設技術を導入した直轄工事件数

172 用地取得が困難となっている割合（用地あい路率）

31 不動産市場の整備や適正
な土地利用のための条件整
備を推進する

173 不動産証券化実績総額

174 指定流通機構（レインズ）における売却物件の登録件数

175 宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者数に対
する弁済を受けるための宅地建物取引業保証協会の認証件数の割
合の推移

176 マンション管理組合数に対するマンション管理業に関する紛争相
談件数の割合の推移

177 地価情報を提供するホームページへのアクセス件数

178 取引価格情報を提供するホームページへの(1)アクセス件数、(2)
取引価格情報の提供件数

179 低・未利用地の面積

32 建設市場の整備を推進する 180 我が国建設企業の海外受注実績

181 入契法に基づく施策の実施状況（(1)入札監視委員会等第三者機
関の設置の状況、(2)入札時における工事費内訳書の提出状況）

182 建設工事に携わる技術者のうち技術検定合格者の比率

183 専門工事業者の売上高経常利益率

184 建設技能労働者の過不足状況（(1)不足率、(2)技能工のＤ．Ｉ．）

185 建設関連業登録制度に係る申請から登録処理までの所要日数の
低減率

186  事業転換を行う建設企業数

33 市場・産業関係の統計調
査の整備・活用を図る

187 統計調査の累積改善件数

188 統計の情報提供量、ホームページへのアクセス件数（(1)収録ファ
イル数、(2)ＨＰアクセス件数）

34 地籍の整備等の国土調査
を推進する

189 地籍が明確化された土地の面積

35 自動車運送業の市場環境
整備を推進する

190 トラック運送業における事業改善事例件数

36 海事産業の市場環境整備
・活性化及び人材の確保等
を図る

191 海運業（外航及び内航）における船員採用者数の水準

192  造船市場の公正な競争条件を阻害する恐れのある助成措置の割合



○ 横断的な政策課題

10 国土の総合的な
利用、整備及び保
全、国土に関する
情報の整備

37 総合的な国土形成を推進
する

193  国土形成計画の着実な推進（対21年度比で進捗が見られる代表
 指標の項目数）

－ 190 －－ 190 －

194 国民への国土に関する情報提供充実度（国土数値情報等のダウ
ンロード件数：国土数値情報ダウンロードサービス）

195 在宅型テレワーカー人口

196 大都市圏の整備推進に関する指標（(1)都市環境インフラ整備の広
域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏）、(2)琵琶湖への流
入負荷量（化学的酸素要求量））

38 国土の位置・形状を定める
ための調査及び地理空間情
報の整備・活用を推進する

197 電子基準点の観測データの欠測率

198 基盤地図情報の整備率

39 離島等の振興を図る 199 離島地域における交流・定住人口拡大施策の実施数

200 離島地域の総人口

201 奄美群島の総人口

202 小笠原村の総人口

40 北海道総合開発を推進する 203 農業基盤整備の事業完了地区における担い手への農地の利用集
積率の増加

204 北海道における水産物取扱量のうち高度な衛生管理対策の下で
出荷される水産物取扱量の割合

205 道外からの観光入込客数のうち外国人の数

206 育成林であり水土保全林である森林のうち機能が良好に保たれて
いる森林の割合

207 アイヌの伝統等に関する普及啓発活動（講演会の延べ参加者数）

208 北方領土隣接地域振興指標（一人当たり主要生産額）

11 ＩＣＴの利活用及び
技術研究開発の推
進

41 技術研究開発を推進する 209 目標を達成した技術研究開発課題の割合

42 情報化を推進する 210 国民生活・社会経済活動に重大な影響を及ぼすＩＴ障害発生件数

12 国際協力、連携
等の推進

43 国際協力、連携等を推進する 211 国際協力・連携等の推進に寄与したプロジェクトの件数

13 官庁施設の利便
性、安全性等の向
上

44 環境等に配慮した便利で
安全な官庁施設の整備・保
全を推進する

212 官庁施設として必要な性能を確保するための対策が講じられてい
る施設の割合（耐震対策）

213 保全状態の良好な官庁施設の割合等（(1)保全状態の良好な官庁
施設の割合、(2)官庁営繕関係基準類等の策定事項数）

（注） 政策ごとの予算との対応については、国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/common/000190839.pdf）参照
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表 18－１ 環境省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

環境省政策評価基本計画 （平成14年４月１日決定）  
平成18年４月１日改定 平成20年４月１日改定 平成23年４月１日改定 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 23 年４月１日から 28 年３月 31 日までの５年間 

２ 事前評価の対
象等 

○ 法施行令第３条第１項各号に規定する、個々の研究開発、個々
の公共的な建設の事業、個々の政府開発援助の実施又は補助を目
的とする政策、規制の新設又は改廃を目的とする政策及び法人
税、法人住民税及び法人事業税関係の租税特別措置等に係る政策
を対象。 
 法人税、法人住民税及び法人事業税関係の租税特別措置等以外
の措置に係る政策についても対象とするよう努める。 

○

３ 事後評価の対
象等 

○ 環境省の政策のすべてを対象。 

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 評価結果は、環境省の翌年度重点施策の策定、当該年度の事業
決定、予算・機構定員の要求、法令等による制度の新設・改廃、
各種長期計画の策定、税制改正要望といった企画立案作業におい
て、重要な情報として活用し、反映させる。 
 政策評価広報課は、評価結果の翌年度の政策への反映につい
て、必要に応じて関係課室に意見を述べる。 
 政策所管部局はその所管する政策に関し、政策評価広報課の示
す意見等を参考にしつつ、政策の見直し、検討を行う。 
 会計課、秘書課及び環境経済課等の取りまとめ部局は、予算要
求、機構定員要求、税制改正要望等の審査等において、政策評価
広報課の意見を参考にしつつ、政策評価の結果を的確に活用す
る。 
 なお、政策評価と予算・決算の連携を強化するため、関連する
閣議決定等の趣旨を踏まえ、必要な取組を推進する。 

○

○

○

○

５ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 政策評価結果等に関する外部からの意見・要望等の受付窓口
は、大臣官房政策評価広報課とする。 

実施計画の
名称 

平成 24 年度環境省政策評価実施計画 （平成 24年４月１日策定） 
 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 実績評価：５施策に含まれ
る 21 目標 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に区分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

○ モニタリング評価を行う５
施策に含まれる 23 目標のう
ち、目標期間終了時点の総括
欄へ記入すべき内容があるも
の 
 租税特別措置等に係る政策
について、期限の定めのない
措置や 10年以上にわたって存
続している措置から、計画的
に対象とする。 

○
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表 18－２ 環境省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果
の内訳別件数 

 政策評価の結果の政策への
反映状況の内訳別件数 

 

事前評価 事業評価方式：５件 

（規制） 

〔表 18－３－ア〕 

≪事業評価方式：２件

（規制）≫ 

〔表 18－３－イ〕 

規制の新設は

有効 

５ 

《２》 

評価結果を踏まえ、新規規
制を実施すること等とした 

５ 

《２》 

事業評価方式：８件 

（租税特別措置等） 

〔表 18－３－ウ〕 

平成 25 年度税

制改正（租税特

別措置）要望と

して妥当 

８ 平成25年度税制改正（租税
特別措置）要望を行うこと
とした 

８ 

事
後
評
価 

実 施 計 画
期 間 内 の
評 価 対 象
政策 
（法第７条第２
項第１号） 

 

実績評価方式：21件 

〔表 18－３－エ〕 

 

目標の達成に向

けておおむね順

調に進捗した

が、一部事業の

見直しを行った 

21 評価結果を踏まえ、評価対
象政策の改善・見直しを行
った 

【改善・見直し】 

21 

 政策の重点化等 ８ 

政策の一部の廃止、休止
又は中止 

４ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映    21件
機構・定員要求に反映 ４件
（うち、機構２件、定員３件

 
 
） 

未着手 

（法第７条第２

項第２号イ） 

該当する政策なし － － － － 

未了 

（法第７条第２

項第２号ロ） 

該当する政策なし － － － － 

その他の 
政策 
（法第７条第２

項第３号） 

実績評価方式：13件 

〔表 18－３－エ〕 

 

目標の達成に向

けておおむね順

調に進捗した

が、一部事業の

見直しを行った 

13 

 

評価結果を踏まえ、評価対
象政策の改善・見直しを行
った 

【改善・見直し】 

13 

 政策の重点化等 ５ 

 政策の一部の廃止、休止
又は中止 

２ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映    13件 
機構・定員要求に反映 １件 

（うち、機構１件、定員１件） 

事業評価方式：１件 

（租税特別措置等） 

〔表 18－３－オ〕 

今後とも、引き

続き措置してい

くことが適切 

１ 

 

評価結果を踏まえ、これま

での取組を引き続き進めた 

【引き続き推進】 

１ 

(注) ≪ ≫は、平成 23年度に評価結果が公表され、「平成 23年度政策評価等の実施状況及びこれらの
結果の政策への反映状況に関する報告」に掲載したものであるが、今回、反映状況として新たに報告
すべきものがあることから掲載したものである。 
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表 18－３ 環境省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）規制の新設又は改廃に係る以下の５政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年

４月２日、５月 15日及び 10月 15日に「規制に係る事前評価書」として公表。 

 

表 18－３－ア 規制を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 

１ 国内希少野生動植物種の追加 

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 

２ 1,4-ジオキサン等の有害物質への追加 

３ 1,4-ジオキサンを排出する特定施設の追加 

４ クロム及びその化合物等の指定物質への追加 

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案 

５ ヘキサメチレンテトラミンの指定物質への追加 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表18－４－(1)参照。 

 

（２）以下の２政策は、その結果を平成 23年度に事前評価書として公表し、「平成 23年度政策評 

価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」に掲載したものである

が、今回、当該評価結果を政策に反映したことから、新たに報告すべきものとして掲載。 

 

表 18－３－イ 規制を対象として平成 23年度に事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 

１ 法対象事業に風力発電事業を追加 

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案 

２ 有害物質貯蔵指定施設についての規定 

 (注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表18－４－(2)参照。 

 

（３）租税特別措置等に係る以下の８政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月

７日に「租税特別措置等に係る政策の事前評価書」として公表。 

 

表 18－３－ウ 租税特別措置等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 廃棄物処理業用設備に係る法定耐用年数の短縮 

２ 汚染廃棄物等の処理施設の設置に係る簡易証明書制度（譲渡所得の課税の特例） 

３ 独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置 

４ 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 

５ 
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（グリー
ン投資減税） 

６ バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例 

７ コージュネレーションに係る課税標準の特例措置 

８ 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
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 (http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表18－４－(3)参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、特定年度に評価を実施。 

平成 24 年度においては、実績評価方式を用いて、「平成 24年度環境省政策評価実施計画」

等に基づき、平成 23年度に行った以下の 34目標を対象として事後評価を実施し、平成 24年

９月 26 日に「平成 23年度環境省政策評価書（事後評価）」として公表。 

 

表 18－３－エ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

通常評価対象施策 

１ 地球温暖化対策の推進 

１ 
目標１－１ 地球温暖化対策の計画的な推進によ
る低炭素社会づくり 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

２ 
目標１－２ 国内における温室効果ガスの排出抑
制 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

３ 
目標１－３ 森林吸収源による温室効果ガス吸収
量の確保 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

４ 
目標１－４ 市場メカニズムを活用した海外にお
ける地球温暖化対策の推進 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

４ 廃棄物・リサイクル対策の推進 

５ 目標４－１ 国内及び国際的な循環型社会の構築 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

６ 
目標４－２ 各種リサイクル法の円滑な施行によ
るリサイクル等の推進 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

７ 
目標４－３ 一般廃棄物対策（排出抑制・リサイ
クル・適正処理等） 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

８ 
目標４－４ 産業廃棄物対策（排出抑制・リサイ
クル・適正処理等） 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

９ 目標４－５ 廃棄物の不法投棄の防止等 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

10 
目標４－６ 浄化槽の整備によるし尿及び雑排水
の適正な処理 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

11 
目標４－７ 東日本大震災への対応（災害廃棄物
の処理） 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

６ 化学物質対策の推進 

12 目標６－１ 環境リスクの評価 
目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一
改善・見直し 
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部事業の見直しを行った 

13 目標６－２ 環境リスクの管理 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

14 目標６－３ 国際協調による取組 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

15 目標６－４ 国内における毒ガス弾等対策 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

７ 環境保健対策の推進 

16 目標７－１ 公害健康被害対策（補償・予防） 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

17 目標７－２ 水俣病対策 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

18 目標７－３ 石綿健康被害救済対策 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

19 目標７－４ 環境保健に関する調査研究 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

10 放射性物質による環境の汚染への対処 

20 
目標 10－１ 放射性物質により汚染された廃棄
物の処理 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

21 
目標 10－２ 放射性物質汚染対処特措法に基づ
く除染等の措置等 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

モニタリング評価対象施策 

３ 大気・水・土壌環境等の保全 

22 
目標３－１ 大気環境の保全（酸性雨・黄砂対策
を含む） 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

23 目標３－２ 大気生活環境の保全 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

24 
目標３－３ 水環境の保全（海洋環境の保全を含
む） 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

25 目標３－４ 土壌環境の保全 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

26 目標３－５ ダイオキシン類・農薬対策 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

27 
目標３－６ 東日本大震災への対応（環境モニタ
リング調査） 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

５ 生物多様性の保全と自然との共生の推進 

28 目標５－１ 基盤的施策の実施及び国際的取組 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 
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29 目標５－２ 自然環境の保全・再生 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

30 目標５－３ 野生生物の保護管理 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

31 目標５－４ 動物の愛護及び管理 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

32 目標５－５ 自然とのふれあいの推進 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

33 
目標５－６ 東日本大震災への対応（自然環境の
復旧・復興） 

目標の達成に向けておお

むね順調に進捗したが、一

部事業の見直しを行った 
改善・見直し 

９ 環境政策の基盤整備 

34 目標９－１ 環境基本計画の効果的実施 
目標の達成に向けておお
むね順調に進捗したが、一
部事業の見直しを行った 

改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表18－４－(4)参照。 

 

 

（２）租税特別措置等に係る以下の１政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月

７日に「租税特別措置等に係る政策の事後評価書」として公表。 

 

表 18－３－オ 租税特別措置等を対象として事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 
特定の基金に対する負担金の損金算入（産廃適正処
理センターに係る産業廃棄物適正処理推進基金） 

今後とも引き続き措置
していくことが適切 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表18－４－(5)参照。 

 

 － 196 －



 

別表 

－ 197 －－ 197 －

政策体系(環境省)
※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

施策 各施策に含まれる目標の名称

環
境
省
の
使
命

１ 地球温暖化対策の推進 １ 地球温暖化対策の計画的な推進による低炭素社会
づくり

２ 国内における温室効果ガスの排出抑制

３ 森林吸収源による温室効果ガス吸収量の確保

４ 市場メカニズムを活用した海外における地球温暖化
  対策の推進

２ 地球環境の保全 １ オゾン層の保護・回復

２ 地球環境保全に関する国際連携・協力

３ 地球環境保全に関する調査研究

３ 大気・水・土壌環境等の保全 １ 大気環境の保全（酸性雨・黄砂対策を含む）

２ 大気生活環境の保全

３ 水環境の保全（海洋環境の保全を含む）

４ 土壌環境の保全

５ ダイオキシン類・農薬対策

６ 東日本大震災への対応（環境モニタリング調査）

４ 廃棄物・リサイクル対策の推進 １ 国内及び国際的な循環型社会の構築

２ 各種リサイクル法の円滑な施行によるリサイクル等
の推進

３ 一般廃棄物対策（排出抑制・リサイクル・適正処理等）

４ 産業廃棄物対策（排出抑制・リサイクル・適正処理等）

５ 廃棄物の不法投棄の防止等

６ 浄化槽の整備によるし尿及び雑排水の適正な処理

７ 東日本大震災への対応（災害廃棄物の処理）

５ 生物多様性の保全と自然との共生の推進 １ 基盤的施策の実施及び国際的取組

２ 自然環境の保全・再生

３ 野生生物の保護管理

４ 動物の愛護及び管理

５ 自然とのふれあいの推進

６ 東日本大震災への対応（自然環境の復旧・復興）

６ 化学物質対策の推進 １ 環境リスクの評価

２ 環境リスクの管理



３ 国際協調による取組

４ 国内における毒ガス弾等対策

７ 環境保健対策の推進

－ 198 －－ 198 －

１ 公害健康被害対策（補償・予防）

２ 水俣病対策

３ 石綿健康被害救済対策

４ 環境保健に関する調査研究

８ 環境・経済・社会の統合的向上 １ 経済のグリーン化の推進

２ 環境に配慮した地域づくりの推進

３ 環境パートナーシップの形成

４ 環境教育・環境学習の推進

９ 環境政策の基盤整備 １ 環境基本計画の効果的実施

２ 環境アセスメント制度の適切な運用と改善

３ 環境問題に関する調査・研究・技術開発

４ 環境情報の整備と提供・広報の充実

10 放射性物質による環境の汚染への対処 １ 放射性物質により汚染された廃棄物の処理

２ 放射性物質汚染対処特措法に基づく除染等の措置
  等

（注） 政策ごとの予算との対応については、環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/guide/budget/h25/seisaku-taiou.pdf）参照
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≪原子力規制委員会≫ 

 

表 19－１ 原子力規制委員会の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

原子力規制委員会政策評価基本計画（平成25年１月９日決定） 
 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 24 年９月 19 日から 29 年３月 31 日まで 

２ 事前評価の対
象等 

○ 法施行令第３条第１項各号に規定する、規制の新設又は改廃を
目的とする政策等を対象とする。 

  評価の実施時期、観点・方法、手順その他事前評価の実施方法

については、「規制の事前評価の実施に関するガイドライン」等

による。 

○

３ 事後評価の対
象等 

○ 原子力規制委員会の政策すべてを対象に行う。評価は、共通の
目的を有する事業のまとまりである「施策」を単位として行う。 

施策の区分については、別表のとおり。 
 評価は、主として有効性及び効率性の観点から行う。 
 その際、当該施策の下に位置づけられる事務事業の効果を明ら
かにするよう努めるとともに、施策全体の目標達成との関係、事
務事業相互の関係に留意しつつ、評価を行うものとする。 

○
 

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 評価結果は、原子力規制庁の予算要求、事業決定、機構定員の
要求、法令等による制度の新設・改廃等における重要な情報とし
て活用し、反映させる。 

原子力規制委員会における政策評価の結果の政策への反映状
況は、原子力規制庁政策評価・広聴広報課において取りまとめ、
原子力規制委員会において審議の上決定し、総務大臣に通知する
とともに、国民にわかりやすい形で公表する。 

５ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 原子力規制庁政策評価・広聴広報課が全体の窓口として政策評

価に関する外部からの意見・要望を受け付けることとし、寄せら

れた意見・要望は関係する課室等において適切に活用する。 

実施計画の
名称 

― 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

― 

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に区分されるもの） 

― 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

― 

（注）原子力規制委員会は、平成 24年度の実施計画を作成しておらず、同年度に実施した政策については、
平成 25年度実施計画に基づき評価を行う予定である。 

 
表 19－２ 原子力規制委員会における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果 
の内訳別件数 

政策評価の結果の政策への 
反映状況の内訳別件数 

事前評価 該当する政策なし ― ― ― ― 
 

事
後
評
価

 
 
 
 

実施計画期間内の評価対
象政策 
（法第７条第２項第１号） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

未着手（法第７条第２項第２号イ） 該当する政策なし ― ― ― ― 

未了（法第７条第２項第２号ロ） 該当する政策なし ― ― ― ― 

その他の政策 
（法第７条第２項第３号） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

 

 － 199 －－ 199 －



表 19－３ 原子力規制委員会における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

  該当する政策なし 

 

 

２ 事後評価 

 

  該当する政策なし 

 

 － 200 －－ 200 －



別表 

－ 201 －－ 201 －

政策体系（原子力規制委員会）
※ この政策体系は、原子力規制委員会政策評価基本計画に基づき定められたもの

政策目標

原子力に対する確かな規制を通じて、
人と環境を守ること

施策目標

１ 原子力・放射線施設の安全確保

２ 危機管理体制の整備及び事故時の影響緩和

３ 原子力規制行政に対する信頼の確保

（注）政策ごとの予算との対応については、原子力規制委員会ホームページ
（http://www.nsr.go.jp/budget/h25_yosanan/data/h25taisaku-03.pdf）参照
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≪防衛省≫ 

 

表 20－１ 防衛省の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

防衛省における政策評価に関する基本計画 (平成 23年３月 31日策定）
平成 24 年３月 30日一部改正、平成 24年９月７日一部改正 

 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 23 年度から 27年度までの５年間 

２ 事前評価の対
象等 

○ 事前評価は、事業評価を基本として実施する。 
 施策（狭義）において、新規に概算要求、組織及び定員要求
又は法令の改正を伴う場合は、特段の事情がない限り評価の対
象とする。 
 事務事業については、以下に該当する場合は、特段の事情が
ない限り評価の対象とする。 
ア 新規研究開発（技術開発、重要技術研究及び総事業費 10億

円以上の技術研究） 
イ 概算要求、組織及び定員要求又は法令の改正を行うもので、

新規に実施しようとするもののうち、国民の関心が高いと考
えられるなど、政策所管課等が必要と認める場合 

 公共の利益のために、国民の権利を制限し、又はこれに義務
を課する法令の制定又は改廃を行う場合は、評価の対象とする。 
 国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減措
置等に係る税制改正要望を行う場合は、評価の対象とする。 

○

○

○

○

３ 事後評価の対
象等 

○ 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策は、
法第７条第２項各号に規定されている要件に該当する政策を含 
め、毎年度の実施計画に明記し、防衛大臣が定める。 
 事後評価は、中間段階の事業評価、事後の事業評価、実績評
価及び総合評価として実施する。 

○

４ 政策評価の結
果の政策への反
映 

○ 政策評価の結果は、概算要求、組織及び定員要求、法令等に
よる制度の新設又は改廃等による政策の見直し、各種中長期計
画の策定等の企画立案作業に資するため、大臣官房企画評価課
から政策所管課に適時に通知する。 
 政策所管課は、政策評価の結果を当該政策に反映させるとと
もに、反映状況を適切に把握する観点から、少なくとも年に１
回、政策評価の結果の政策への反映状況を企画評価課に速やか
に通知する。その際、企画評価課は、評価結果の政策への反映
を促進するとともに、政策への反映が不十分であると判断した
場合は、適切な反映を図る旨当該政策所管課に通知する。 

○

５ 国民の意見・要
望を受けるため
の窓口の整備 

○ 企画評価課は、評価書、評価結果の政策への反映状況等の公
表に当たり、国民が容易にその内容を把握できるよう、防衛省
ホームページへの掲載、広報窓口への備付け等を行う。 
 部外からの意見・要望等は、企画評価課又は防衛省ホームペ
ージ上で受け付け、必要な措置を講ずる。 

○

実施計画の
名称 

平成24年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画（平成24年９月７日策定） 
平成25年３月29日一部改正 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画
期間内に対象としようとする政策（法第７条第２
項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

○ 中間段階の事業評価：５項

目 

 事後の事業評価：20項目 

 実績評価：１項目（成果重 

視事業） 

○

○

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２号イ及びロ
に区分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３号に区分さ
れるもの） 

該当する政策なし 
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表 20－２ 防衛省における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象
としようとした
政策の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果
の内訳別件数 

 政策評価の結果の政策への
反映状況の内訳別件数 

 

事前評価 事業評価方式（新規事
業）：５件 
    〔表20－３－ア〕 

 

事業を実施するこ
とが妥当 

５ 評価結果を踏まえ、評価対象事
業（施策）を実施することとし
た 

５ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映     ４件 
機構・定員要求に反映  ２件 

（うち、定員２件） 

事業評価方式（新規研究
開発）：12件 
     〔表20－３－イ〕 

事業を実施するこ
とが妥当 

12 評価結果を踏まえ、評価対象事
業（施策）を実施することとし
た 

12 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映      12件
機構・定員要求に反映    ９件

（うち、定員９件） 

 
 

 
事

後

評

価

 

 

 

 

実施計画
期間内の
評価対象
政策 
（法第７条第

２項第１号） 

実績評価方式：１件 
〔表20－３－ウ〕 

これまでの取組を
一部変更して実施
することが妥当 

１ 評価結果を踏まえ、評価対象政
策の改善・見直しを行った 

【改善・見直し】 

１ 

事業評価方式（中間段
階）：５件 

〔表20－３－エ〕 

 

今後も引き続き実
施することが妥当 

１ １ 評価結果を踏まえ、これま
の取組を引き続き進めること
した    

【引き続き推進】 

で
と

１ 

これまでの取組を
一部変更して実施
することが妥当 

４ ２ 評価結果を踏まえ、評価対 
象政策の改善・見直しを行った

【改善・見直し】 
    

４ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映     １件 
機構・定員要求に反映  ４件 

（うち、定員４件） 

事業評価方式（事後）：
16件 

〔表20－３－オ〕 

研究開発課題は達
成された 

16 評価結果を踏まえ、今後の研究
開発又は装備化に反映すること
とした（反映することとした又
はする予定） 

16 

事業評価方式（租税特別
措置等）：４件 

〔表20－３－カ〕 

今後も引き続き実
施することが妥当 
 

４ 評価結果を踏まえ、租税特別措 
置等を継続することとした  

【引き続き推進】 

４ 

総合評価方式：１件 
〔表20－３－キ〕 

これまでの取組を
一部変更して実施
することが妥当 

１ 評価結果を踏まえ、評価対象政
策の改善・見直しを行った 

    【改善・見直し】 

１ 

<概算要求及び機構・定員要求への反映> 
概算要求に反映     １件 
機構・定員要求に反映  １件 

（うち、機構１件） 

未着手 

（法第７条第
２項第２号
イ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

未了 

（法第７条第
２項第２号
ロ） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 

その他 
（法第７条第
２項第３号） 

該当する政策なし ― 
 

― 
 

― ― 
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表 20－３ 防衛省における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１）平成 25 年度予算概算要求に当たり、事業評価方式を用いて、以下の５項目を対象として評

価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 24年度政策評価書（事前の事業評価）」

として公表。 

 

表 20－３－ア 事業評価方式により事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 
１ 護衛艦（５，０００トン型ＤＤ） 

２ 掃海艦（６９０トン型ＭＳＯ） 

３ 早期警戒管制機（Ｅ－７６７）の情報処理能力等の向上 

４ サイバー攻撃への対処能力の向上 

５ 防衛装備品の国際的共同開発・生産に関する検討 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表20－４－(1)参照。 

 

（２）平成 25 年度予算概算要求に当たり、事業評価方式を用いて、以下の 12項目を対象として

評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日に「平成 24年度政策評価書（事前の事業評価）」

として公表。 

 

表 20－３－イ 研究開発を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 火力戦闘車の開発 

２ 自律型水中航走式機雷探知機の開発 

３ 野外通信システムのフォローアップの開発 

４ 新艦対艦誘導弾の開発 

５ 将来三胴船基礎技術の研究 

６ 潜水艦用構造様式の研究 

７ 哨戒機搭載システムの対潜能力向上の研究 

８ 滞空型無人機システムの研究 

９ 戦闘機用エンジン要素の研究 

10 ウェポンリリース・ステルス化の研究 

11 先進ＲＦ自己防御シミュレーションの研究 

12 サイバー演習環境構築技術の研究 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表20－４－(2)参照。 

 

 

２ 事後評価 

 

（１）所掌する全ての政策について、別表のとおり体系化した上で、そのうち一部について、特

定年度に評価を実施。 

平成 24 年度においては、実績評価方式を用いて、「平成 24年度の防衛省における事後評価

の実施に関する計画」に基づき、以下の１項目について評価を実施し、その結果を平成 24年

－ 205 －－ 205 －



９月７日に「平成 24年度政策評価書（実績評価）」として公表。 

 

表 20－３－ウ 実績評価方式により事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 補給システムの基盤部分の整備（成果重視事業） 

これまでの取組
を一部変更して
実施することが
妥当 

改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表20－４－(3)参照。 

 

（２）事業評価方式を用いて、「平成 24年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画」に

基づき、以下の５項目について評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日及び 25年３月

29 日に「平成 24年度政策評価書（中間段階の事業評価）」として公表。 

    

表 20－３－エ 事業評価方式により事後評価した政策（中間段階） 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 看護師養成課程の４年制化 

これまでの取組
を一部変更して
実施することが
妥当 

改善・見直し 

２ 再就職援護施策の更なる拡充 

これまでの取組
を一部変更して
実施することが
妥当 

改善・見直し 

３ 
平成24年４月の日米安全保障協議委員会共同発表を受
けた沖縄における米軍再編事業の迅速かつ着実な実施 

これまでの取組
を一部変更して
実施することが
妥当 

改善・見直し 

４ 
駐留軍に提供した施設及び区域の返還に伴う体制の強
化 

これまでの取組
を一部変更して
実施することが
妥当 

改善・見直し 

５ 防衛省中央ＯＡネットワーク・システムの整備・運用 
今後も引き続き
実施することが
妥当 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表20－４－(4)参照。 

 

（３）事業評価方式を用いて、「平成 24年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画」に

基づき、以下の 16項目について評価を実施し、その結果を平成 25年３月 29日に「平成 24

年度政策評価書（事後の事業評価）」として公表。 

 

表 20－３－オ 事業評価方式により事後評価した政策（事後） 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 魚雷防御システムの開発 

２ 新対潜用短魚雷の開発 

３ 戦闘機搭載用ＩＲＳＴ装置の開発 

４ 空対空用小型標的の開発 

５ 訓練用ＥＣＭ装置Ｊ/ＡＬＱ－５の能力向上に関する開発 

６ 無人機研究システムの開発 
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７ 新野外通信システムの開発 

８ ８８式地対艦誘導弾システム（改）の開発 

９ 光波自己防御システムの研究 

10 シミュレーション統合技術の研究 

11 将来アビオニクスシステムの研究 

12 弾道シミュレーション技術の研究 

13 車両搭載用リモートウェポンステーションの研究 

14 機雷探知機の研究 

15 対潜能力向上の研究 

16 高精度火力戦闘システムの研究 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表20－４－(5)参照。 

 

（４）事業評価方式を用いて、「平成 24 年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画」に

基づき、以下の租税特別措置等に係る４政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24

年９月７日に「租税特別措置等に係る政策の事後評価書」として公表。 

 

表 20－３－カ 租税特別措置等を対象として事後評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 
今後も引き続き
実施することが
妥当 

引き続き推進 

２ 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 
今後も引き続き
実施することが
妥当 

引き続き推進 

３ 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 
今後も引き続き
実施することが
妥当 

引き続き推進 

４ 
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合
の譲渡所得の特別控除 

今後も引き続き
実施することが
妥当 

引き続き推進 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表20－４－(6)参照。 

 

（５）総合評価方式を用いて、「平成 23年度の防衛省における事後評価の実施に関する計画」に

基づき、以下の１項目について評価を実施し、平成 24年９月７日に「平成 23年度政策評価

書（総合評価）」として公表。 

 

表 20－３－キ 総合評価方式により事後評価した政策 

 

№ 評 価 対 象 政 策 政策評価の結果 評価結果の反映状況 

１ 東日本大震災への対応 

これまでの取組
を一部変更して
実施することが
妥当 

改善・見直し 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームペー
ジ(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表 20－４－(7)参照。 
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別表 
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政策体系(防衛省)

※ この政策体系は、平成24年度に公表された評価に係るもの

政策目標
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１ 以下の分野で
適切にその役

  割を果たし得
  る防衛力とす
  る

施策（広義）

１ 実効的な抑止及び
対処

※複合事態への対応の
ほか、本格的な侵略
事態への備えを含む。

施策（狭義）

１ 周辺海空域の安全確保

２ 島嶼部に対する攻撃への対応

３ サイバー攻撃への対応

４ ゲリラや特殊部隊による攻撃
への対応

５ 弾道ミサイル攻撃への対応

６ 大規模災害、特殊災害等への
対応

２ アジア太平洋地域
の安全保障環境の一

  層の安定化

７ 二国間・多国間における訓練・
演習等の各種活動の適切な実施

８ 二国間・多国間の安全保障
対話、防衛協力・交流

９ 非伝統的安全保障分野における
実際的な協力推進、域内協力
枠組みの構築、域内諸国の能力
構築支援

３ グローバルな安全
保障環境の改善

10 国際平和協力活動への積極的な
取組（国際平和協力センターに
おける教育を含む。）

11 軍備管理・軍縮分野、不拡散等
の分野における諸活動への関与

12 海上交通の安全確保及び海洋秩
序の維持のための取組の推進等

13 気候変動等が安全保障環境等に
及ぼす影響の検討

２ 自衛隊は、上記
役割を実効的に
果たし得るよう、

  必要な態勢・体制
  を保持・整備

４ 自衛隊の体制の保持
 ・整備

14 自衛隊の体制整備（装備品等の
整備）

15 自衛隊の体制整備（装備品等の
維持）

16 統合の強化

17 国際平和協力活動への対応能力
の強化

18 情報機能の強化

19 科学技術の発展への対応（研究
開発の推進）

20 衛生機能の強化（衛生基盤の整
備を含む。）

３ 防衛力の能力
発揮のための
基盤の保持

５ 人的資源の効果的
な活用

21 人材の確保・育成等（訓練基盤
の充実・教育訓練の実施、防大
改革の推進、安全保障問題に関
する知的基盤の充実を含む。）

22 人事施策及び処遇制度全般の見
直しを含む人事制度改革



23 後方業務の合理化・効率化の
推進

６ 装備品等の取得改
革等

24 装備品等の運用基盤の充実

25 装備品等取得の一層の効率化

26 防衛生産・技術基盤の維持・
育成
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27 防衛装備品をめぐる国際的な
環境変化に対する方策の検討

７ 関係機関や地域社会
との協力の推進

※各種事態における関係
機関や地域社会との連
携を含む。

28 防衛施設（在日米軍施設を除
く。）の維持及び整備

29 基地周辺対策の推進（補償の実
  施等を含む。）

４ 新たな安全
  保障環境にふ
  さわしい形で
  の日米同盟の
  深化・発展

８ 戦略的な対話及び
 政策調整

30 共通戦略目標・役割・任務・能
  力の検討等

９ 日米防衛協力の強化
31 各種分野における協力の一層の
  推進

32 日米防衛協力の深化

10 在日米軍の駐留をよ
 り円滑かつ効果的にす
 るための取組

33 在日米軍施設の整備等

（注） 政策ごとの予算との対応については、防衛省ホームページ（http://www.mod.go.jp/j/yosan/2013/taiou.pdf）参照



 

     



 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 評価専担組織としての総務省が行う政策の評価 
 





１ 評価専担組織としての総務省が行う政策の評価に関する計画の策定状況 

各行政機関の枠を超えた評価専担組織としての総務省は、法第 12 条において、ⅰ）各

行政機関の政策について、政府全体としての統一性を確保する見地から、又は総合的

な推進を図る見地から、統一性又は総合性を確保するための評価を行う（第１項）と

ともに、ⅱ）各行政機関の政策評価の実施状況を踏まえ、政策評価の客観的かつ厳格

な実施を担保するための評価を行う（第２項）ことと規定されている。これらの評価

に関しては、法第 13 条第１項において、総務大臣は、毎年度、当該年度以降の３年

間についての法第 12 条第１項及び第２項の規定による評価に関する計画を定めなけ

ればならないと規定され、また、法第 13 条第２項において、この計画で定めなけれ

ばならない事項が規定されている。 

総務省は、平成 24 年度以降の３年間についての政策の評価に関する計画を、平成

24年４月策定の行政評価等プログラムにおいて以下のとおり定め、法第 12条の規定

に基づく評価を重点的かつ計画的に実施することとしている。 

 

計画の

名 称 
総務省が行う政策の評価に関する計画（行政評価等プログラム） 

計画の

主な規

定内容 

① 評価の実
施に関する
基本的な方
針 

○ 各行政機関の政策について、統一性を確保するための評価（統一性確保評
価）及び総合性を確保するための評価（総合性確保評価）について重点的か
つ計画的に実施する。 
 各行政機関の政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動
については、政策評価の一層の実効性の向上に資する観点からの取組を行う。 

○

② 平成24年
度から26年
度までの３
年間に実施
する評価の
テーマ 

◇ 総合性確保評価 
 消費者取引に関する政策評価 
 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化（バリアフリー）対策に関する政
策評価 
 水資源の有効利用対策に関する政策評価 
 政府開発援助（ＯＤＡ）に関する政策評価 

・
・

・
・

 

 
③ 平成24年
度に実施す
る 評 価 の
テーマ 

◇ 
・ 

※ 
・ 
・ 

総合性確保評価 
消費者取引に関する政策評価 

既に実施中のもの 
法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価 
ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価 

④ 評価の実
施に関する
重要事項 

○ 閣議等の議論を通じた調査の推進に当たっては、調査における確証把握の
充実・実効性確保を図るとともに、調査結果が予算要求や制度改正に適切に
反映され、有効に活用されるよう工程管理を適切に行う等の措置を講ずるほ
か、勧告等に対する改善措置状況のフォローアップを行う。 
 評価の実施に当たっては、政策評価・独立行政法人評価委員会の調査審議
を積極的に活用する｡ 
 「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン」を踏まえ、積極的
に評価に関する情報の公表に取り組む。 
 政策の評価と行政評価・監視との連携を図るとともに、学識経験者の知見
の活用及び分析手法等の調査・研究等を推進する。 

○

○

○

 

なお、総務省は、行政評価等プログラムについて、行政を取り巻く情勢の変化を踏まえて

毎年度ローリング方式による見直し・改定を行っており、平成 25 年度以降３年間で実施す
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る予定の政策評価テーマ等については、平成 25年４月策定の行政評価等プログラムに掲

載し、公表している。また、総務省が行う政策の評価のテーマについては、国民からの

意見・要望を広く求めている。 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kyotsu_n/gyouseihyouka_pg.html） 
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２ 統一性又は総合性を確保するための評価の実施状況等 

 

(1) 統一性又は総合性を確保するための評価の実施状況 

平成24年度において、総務省は、行政評価等プログラムに基づき、総合性確保評価と

して、新規及び継続の３テーマについて評価を実施した｡これらのテーマのうち、「法曹

人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価」については、平成24年４月に評

価書を作成し、当該評価の結果を政策に反映させるために必要な措置をとるべきことを

関係行政機関の長に勧告し、評価書とともに公表した。その実施状況は下記のとおりで

ある。 

 

 

テーマ名 
法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価（総合性確保評価） 

（勧告・公表日：平成24年４月20日） 

関係行政機関 法務省、文部科学省 

（注） 「関係行政機関」欄には、総務省が法第17条第１項の規定に基づき、必要な措置をとるべきことを勧
告した行政機関を記載した。 

 

評価結果の概要 

○ 評価の観点 
 法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策について、法務省及び文部科学省の
各種施策が総体としてどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点から評価 

 評価の結果 
 法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策については、「司法制度改革推進計
画」（平成 14年３月 19日閣議決定）が決定された平成 13年度から 23年度までの間に法曹人
口が 1.6倍に増加している（平成 13年度２万 1,864人→23年度３万 5,159人）。この間、法
科大学院が創設され、また、法科大学院の教育と、司法試験及び司法修習の制度との連携を
十分に確保することを目的として、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
（平成 14年法律第 139号）が施行されたが、これらの連携については、法務省及び最高裁判
所による法科大学院への教員の派遣、教材の提供などの一定の取組が行われている。これら
により、法科大学院修了者が受験する新司法試験が開始された平成 18 年から 23 年までの間
に、１万 1,105 人の司法試験合格者が生まれ、法学未修者（注）からも 3,860 人の合格者が
生まれている。これにより、結果として、ⅰ）弁護士の増大による弁護士ゼロ・ワン地域の
ほぼ解消、ⅱ）弁護士会及び地方公共団体による法律相談窓口の増加など、国民の法的サー
ビスへのアクセス改善のための基盤整備等に一定の効果がみられた。 

（注）法学未修者とは、法科大学院における法学既修者認定試験に合格し、法科大学院において必要とされ

る法律学の基礎的な学識を有すると法科大学院が認める者が学ぶ課程（法学既修者）以外の課程をいう。

標準修業年限は、法学未修者については３年（専門職大学院設置基準（平成 15年文部科学省令第 16号。

以下「設置基準」という。）第 18 条第２項）、法学既修者については２年（設置基準第 25 条第１項及び

第２項）とされている。 

 一方、今回の調査の結果、以下のような課題がみられる。 

ⅰ）法曹人口の拡大については、「司法制度改革推進計画」において、法科大学院を含む新た
な法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成 22年ころには司法試験の合格者数を
年間 3,000人程度とすることを目指すとされているが、22年の合格者数は 2,133人、23年
は 2,069 人と目標達成率は７割程度となっている。しかし、法曹に対する需要は、司法制
度改革審議会意見書で予想されたほどには拡大・顕在化しておらず、法曹の利用者である
国民の立場からみても、ただちに目標値を達成しなければならないほどの大きな支障は確
認されていない。また、現状の 2,000 人程度の司法試験合格者数であっても弁護士の就職
難が発生し、これによりＯＪＴが不足し弁護士の質の低下が懸念されているが、年間合格
者数の目標値についての検討はされていない。 

 

 
○
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ⅱ）法科大学院修了者の司法試験合格率については、「規制改革推進のための３か年計画」（平
成 19 年６月 22 日閣議決定）において、目標値（例えば約７～８割）が例示されている。
しかし、法科大学院修了後５年間の受験機会を経た後の合格率（累積合格率）は、司法試
験受験者が法学既修者のみであった平成 17年度修了者については、69.8％と例示された合
格率のほぼ下限に達したが､法学未修者も含む 18 年度修了者については、49.5％にとど
まっており、単年度の合格率をみても法学未修者が受験開始した 19 年は 40.2％であった
ものが 23 年には 23.5％に低下している。また、法学未修者の司法試験合格率は取り分け
低迷しており、23 年の合格率は法学既修者が 35.4％であるのに対し法学未修者は 16.2％
となっている。 

ⅲ）文部科学省は、法科大学院の入学者の質の向上を図るため、平成 21年度から、法科大学
院に対し、入学者選抜試験における適性試験の最低基準点の設定や入学者選抜における競
争倍率２倍以上の確保、入学定員の削減を含む組織の見直しを求めているほか、入学者の
多様性の確保等を求めている。 

しかし、適性試験については、法科大学院入学後の成績や司法試験の成績との相関がな
いとの指摘があるが、その検証等は行われておらず、調査対象校及び調査対象年度を拡大
し、改めて調査、分析を行うことが課題となっている。 

文部科学省は、法科大学院の志願者が減少し、入学試験の競争倍率が低く、質の高い入
学者を確保することが困難であること、修了者の多くが司法試験に合格しない状況が継続
していること等から、法科大学院に対し、入学定員の削減などの法科大学院の組織の適正
化について自ら主体的に検討することを求めている。しかし、定員充足率や入学者数が極
端に少なく、教育の質を確保する観点から、実入学者数に見合った入学定員の見直しが求
められる法科大学院もみられる。その際、実入学者数に見合った定員削減が困難な法科大
学院が生ずるとみられ、法科大学院として撤退することも想定されるが、その場合、在籍
学生の教育に支障が生じないよう十分な措置が必要である。 

司法制度改革審議会意見書においては、多様なバックグラウンドを有する人材を多数法
曹に受け入れるため、法学部以外の学部の出身者や社会人等を一定割合以上入学させるな
どの措置を講ずるべきであるとされており、「専門職大学院に関し必要な事項について定め
る件」（平成 15年文部科学省告示第 53号）において、３割以上となるよう努めるものとさ
れている。しかし、その割合は、平成 17年度には 45.6％であったものが、23年度には 32.0％
に低下しており、全体としては努力目標を確保しているが、その割合は長期低下傾向にあ
り、また、努力目標が未達成の法科大学院もあり、その中には長期に渡って未達成のもの
もある。さらに、法科大学院の法学未修者コースがこれらの者の主な受け皿となっている
が、これまで行われてきた定員削減については、法学未修者のみの削減や法学未修者の削
減率が大きくなっており法科大学院の制度設計に反することがないよう注意することが必
要である。 

ⅳ）文部科学省は、法科大学院に対して、修了者の質を確保する観点から、厳格な成績評価
及び修了認定の徹底、法科大学院における共通的な到達目標の設定による法科大学院間の
学修のばらつきの解消、法学未修者教育の充実を促している。 

厳格な成績評価及び修了認定の徹底により、法科大学院において、進級率及び標準年限
修了率の低下がみられる。しかし、司法試験の合格率は低下していることから、一部の法
科大学院においては厳格な成績評価及び修了認定が徹底されていない可能性がある。また、
共通的な到達目標としては、現在公表されている共通的到達目標モデル（第２次修正案）
が関係機関においておおむね適切であるとの認識が多くみられるが、その策定は進んでお
らず、法科大学院間の学修のばらつきは、解消されていない。さらに、入学者に占める退
学者・除籍者の割合や法科大学院修了直後の司法試験を受験しない「受け控え者」の割合
から、法学既修者に比べて法学未修者は質の確保の観点で課題がみられる。法学未修者の
法科大学院志願者が減少すると、多様な者を法曹として養成するという制度の理念に十分
対応できなくなるおそれがある。しかし、文部科学省及び中央教育審議会法科大学院特別
委員会では、平成 24年３月現在、法学未修者教育の充実のため、今後いかなる施策を行っ
ていくべきか検討されているものの、具体的な方針や取組等は示されていない。 

ⅴ）国立の法科大学院に対しては国立大学法人運営費交付金が、私立の法科大学院に対して
は、私立大学等経常費補助金特別補助の法科大学院支援が交付されており、文部科学省は、
平成 24 年度から、法科大学院の組織の自主的・自律的な見直しを促すため、これら公的支
援の見直しを実施している。見直しの指標は、入学試験の競争倍率（２倍未満）及び司法
試験合格率（３年連続して全国平均の半分未満等）の２つの指標の両方に該当することで
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ある。しかし、この見直し指標については、法学未修者の司法試験合格率が法学既修者に
比べて低いことから、法学未修者を中心に教育を行っている法科大学院の司法試験合格率
が低迷していること、また、競争倍率又は司法試験合格率が相当期間改善されない法科大
学院であっても、もう一方の指標が該当しないことから、公的支援の見直し対象とならな
いことを踏まえる必要がある。また、競争倍率については、意図的に合格者数を減少させ
ることで､２倍以上を確保することが可能であることから、見直し指標について定員充足率
を加味したものに改める必要がある。 

ⅵ）法科大学院教育と司法試験との連携については、新司法試験開始当初から、司法試験委
員会により、法科大学院における教育や受験者の学習に適切な指針となるよう司法試験に
関する情報の提供が行われている。これについて、「規制改革推進のための３か年計画（改
定）」（平成 20 年３月 25 日閣議決定）において、試験の出題趣旨のほか、採点実感、採点
方針等出題に関する情報をできるだけ詳細に公表することとされ、これを受けて情報提供
が行われているが、採点実感に法科大学院教育に求めるものなどの記述がないものがみら
れ、更なる情報提供が求められる。 

また、文部科学省は、法科大学院における教育の質の向上を図るため、法科大学院に対
し、自校修了者について司法試験の合格状況を分析することを求めており、平成 22年度か
ら、法科大学院修了者の司法試験の合格状況を含む進路について認証評価の対象としてい
る。しかし、司法試験の受験は法科大学院修了後であり、また、受験機会が法科大学院終
了後５年間あることから、各法科大学院では法科大学院修了者の受験動向の把握自体が困
難な場合もある。 

ⅶ）文部科学省は、法科大学院修了者の進路の把握が認証評価の対象となった経緯も踏まえ、
各法科大学院に対し、法科大学院修了者の進路の把握及び就職支援を求めている。司法試
験の合格率が低迷し、大量の不合格者が発生しており、受験資格喪失者も平成 23 年度で
4,252人発生し、特に不合格者の進路を把握する必要があるが、調査した 38法科大学院に
おいて進路が把握できていない不合格者は、修了者の約３割となっており、５年間継続し
て把握している法科大学院はない。また、法曹以外の道を目指す修了者への就職支援を
行っていない法科大学院が約３割みられる。 

 勧告 
１ 法曹人口の拡大 
  司法試験の合格者数に関する年間数値目標については、これまでの達成状況との乖離が
大きく、また、法曹・法的サービスへの需要の拡大・顕在化も限定的であることから、こ
れまで及び今後の弁護士の活動領域の拡大状況、法曹需要の動向、法科大学院における質
の向上の状況等を踏まえつつ、速やかに検討すること。           （法務省） 

２ 法科大学院教育 
 (1) 法科大学院教育の目標の達成状況 
   司法試験合格率の向上を目指し、法科大学院における教育の質の向上を一層推進する

こと。その際、未修者教育の一層の強化を推進すること。       （文部科学省） 

 (2) 入学者の質の確保 
  ア 適性試験の活用 
    法科大学院における入学者の質を確保する観点から、適性試験の成績と法科大学院

入学後の成績との相関関係の有無について、第三者的立場の者を含めて改めて検証し、
相関関係が立証できない場合には、適性試験実施機関に対し適性試験の改善を求める
こと。                             （文部科学省） 

  イ 競争性の確保 
    法科大学院における入学者の質を確保する観点から、依然として競争倍率が２倍を

下回っている法科大学院に対し、更なる取組を促していくこと。   （文部科学省） 
  ウ 入学定員の削減 
    法科大学院における教育の質を確保する観点から、定員充足率が向上しない法科大

学院に対し、実入学者数に見合った更なる入学定員の削減を求めること。 
    その際、定員規模が小さい法科大学院については、実入学者数に見合った定員削減

が困難なものが生ずるとみられるが、法科大学院の撤退によって在籍学生の教育に支
障が生じないよう、法曹養成制度の理念、地域バランス等も勘案しながら、他の法科
大学院との統廃合についても検討しておくこと。 

    また、法曹養成制度改革の理念を維持する観点から、各法科大学院に対し、入学定
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員の削減に当たっては未修者の確保に配慮するよう促すこと。    （文部科学省） 
   エ 多様性の確保 
     多様な人材を受け入れるという法曹養成制度改革の理念を維持する観点から、各法

科大学院に対し、非法学部出身者及び社会人の受入れ確保措置を講ずるよう促すこと。 
（文部科学省）

 
 (3) 修了者の質の確保 

   ア 厳格な成績評価 
     法科大学院における修了者の質を確保する観点から、各法科大学院に対し、成績評 

価及び修了認定の厳格化の一層の推進を求めること。 
     また、法科大学院に入学しても、最終的に修了できない者や、修了直後の司法試験

を受験しない者が増加していることから、各法科大学院における教育の質の向上の取
組及びその効果について検証すること。その際、好事例についても収集し、他の法科
大学院に対し情報提供を行うこと。 

     さらに、上記取組の効果が十分に認められず、それが入学者の質の確保が十分でな
いことによる場合、法科大学院に対し、更なる入学定員の見直しを求めること。 

                                    （文部科学省） 
   イ 共通的な到達目標 
     法科大学院における学修のばらつきをなくし、修了者の質の一定水準を確保するた

め、関係機関の連携の下、策定された共通的な到達目標モデルを踏まえ、各法科大学
院が到達目標を速やかに策定するよう働きかけること。       （文部科学省） 

   ウ 未修者対策 
     未修者については、上記の修了者の質の確保の取組を推進しつつ、法律基本科目の

量的充実の効果について今後検証するとともに、未修者対策の強化について早期に取
り組むこと。その際、好事例についても収集し、他の法科大学院に対し情報提供を行
うこと。                            （文部科学省） 

 
 (4) 公的支援の見直し 

    法科大学院の公的支援の見直し指標については、未修者への影響や、法科大学院にお
ける教育の質の改善の進捗状況などを踏まえ、必要な改善措置を講ずること。 

    また、法科大学院の公的支援の見直し指標の競争倍率については、意図的に合格者を
減少させることで競争倍率を確保する可能性があることを踏まえ、定員充足率を加味し
たものに改めること。                       （文部科学省） 

 
 ３ 法科大学院教育と司法試験との有機的連携 
   司法試験の透明性を確保し、また、司法試験と法科大学院教育との連携を確保する観点

から、司法試験に関する情報提供の充実が図られているが、採点実感において、全科目に
法科大学院教育に求めるものを盛り込むなどし、その情報提供をより充実させること。 

   各法科大学院において、受験状況等の把握が困難な場合もあることに鑑み、法科大学院
が自校修了者の司法試験の受験状況・合格状況の把握・分析を行って今後の教育内容・方
法の改善を図るため、各法科大学院から要請があるときは、当該法科大学院修了が受験資
格の基礎となっているその年の司法試験受験者の氏名、それぞれの受験回数、試験の合否
の情報を提供すること。                         （法務省） 

 
 ４ 修了者等への支援策 
   法科大学院に対し、修了者の進路の把握については、修了時はもとより、受験資格を保

有し得る少なくとも５年間は継続し、総合的な集積・管理を行わせること。 
   修了者（法務博士（専門職））の社会での人材活用を図る観点から、自校の修了者の進路

の動向や在学生のニーズ等を踏まえ、法科大学院における修了者及び在学生に対する就職
支援等の充実を促進すること。                    （文部科学省） 

 

（注）評価書、要旨等については、総務省ホームページを参照。 
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/ketsyka.html） 

 

その他の２テーマ（「ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価」及び「消費者

取引に関する政策評価」）については、平成25年度において、以下のとおり、前年度に引き

続き調査・分析することとしており、評価書を作成次第、その公表等を行うこととしている。 
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テーマ名 ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価（総合性確保評価） 

評価計画の概要 

○ 目的 

平成 19年 12月、関係閣僚、経済界、労働界、地方公共団体の代表等からなる「仕事と生

活の調和推進官民トップ会議」により、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲

章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、官民が一体となって、労

働時間等の設定改善、多様な働き方の推進、パート労働者の均衡待遇の推進、多様な働き方

に対応した保育サービスの充実等多様な子育て支援の推進などの取組を行うこととされた。 
また、平成 22 年６月、同会議において、新たな合意に基づく新たな憲章及び行動指針が決

定された。これらの中で、平成 32 年に「男性の育児休業取得率 13％」、「第１子出産前後の
女性の継続就業率 55％」、29 年に「保育サービスを提供している割合 44％」や 27 年に「在
宅型テレワーカーの数 700 万人」等が数値目標として設定し直されるとともに、女性が育児
休業を取得しやすい環境の整備と就業率の向上、男性の子育てへの関わりの支援促進（改正
育児休業制度等の活用促進、学習機会の提供等）などの取組も新たに行うこととされた。 
一方、平成 17年４月、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律等の一部を改正する法律（平成 16年法律第 160号）が施行され、パートタイム労働者
も一定の要件を満たす場合には育児休業を取得することができるようになった。さらに、平
成 22年６月（ただし、一部の規定については７月）には、育児休業、介護休業等育児又は家
族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律（平成 21年法
律第 65号）が施行され、父親が配偶者の出産後８週間以内に育児休業を取得した場合の育児
休業の再取得などが実現した。 
このような取組にもかかわらず、男性の育児休業取得率は平成 19年の 1.56％に対し 21年

は 1.72％、保育サービスの提供割合は 20 年の 21.0％に対し 22 年は 22.8％となっており、
また、育児休業制度のある事業所のうち、有期契約労働者の取得要件を定めている割合は 20
年で 64.4％となっている。 
この政策評価は、ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策について、総体としてど

の程度効果を上げているかなどの総合的な観点から評価を行い、関係行政の今後の在り方の
検討に資するため実施するものである。 

 主な調査項目 
① ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策の現状 
② ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策の効果の発現状況 

 調査等対象機関 
内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、都道府県、市町村、 

関係団体、事業者等 

 
○

 
○

（注）本概要中の「総務省」は、法第２条第１項の規定に基づく「行政機関」としての総務省である。 
 
 
 

テーマ名 消費者取引に関する政策評価（総合性確保評価） 

評価計画の概要 

○ 目的 
平成 16年６月、従来の消費者保護基本法（昭和 43年法律第 78号）が改正され、消費者の

権利の尊重と自立の支援等を基本理念とする消費者基本法が公布・施行された。 
また、平成 21年９月、消費者行政を統一的、一元的に推進するために消費者庁が設立され、

同庁は、特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号）を始めとする消費者利益の擁護
及び増進に関わる主要な法律を所管することとされ、消費者行政における司令塔としての役
割を期待されているところである。 
一方、消費者取引に関するトラブルは後を絶たず、例えば、全国の消費生活センターに寄

せられた消費生活に関する相談の総件数だけをみても、平成 23年度で約 87万 9,000件となっ
ており、このうち取引に関する相談は、約 73万 2,000件と総件数の約 83％を占めている。 

 取引に関するトラブルの相談については、新たな商品や販売形態に関するものや、高齢者  
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によるものが増加しており、これらに対し行政として的確に対応していくことが求められて
いる。 
こうした中、平成 22年３月には、消費者基本法に基づき、消費者政策の基本的な枠組み及

び主な課題並びにこれらを踏まえた重点的な取組を取りまとめた「消費者基本計画」（平成
22 年３月 30 日閣議決定）が決定され、取引の適正化を始めとする各種施策が関係府省庁に
おいて展開されている。 
この政策評価は、以上のような状況を踏まえ、消費者取引の適正化に関する各種施策が効

果を上げているかなどの観点から評価を行い、関係行政の今後の在り方の検討に資するため
に実施するものである。 

 主な調査項目 
① 消費者取引に関する政策の現況 
② 消費者取引に関する政策の効果の発現状況 

 調査等対象機関 
内閣府、国家公安委員会・警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、財務省、文部科

学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、独立行政法人国民生活
センター、都道府県、市町村、関係団体等 

 

○

 

○

（注）本概要中の「総務省」は、法第２条第１項の規定に基づく「行政機関」としての総務省である。 
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(2) 評価の結果の政策への反映状況 

平成24年度において評価の結果を取りまとめた「法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改 

革に関する政策評価」及び平成 23年度において評価の結果を取りまとめた「児童虐待の防

止等に関する政策評価」について、評価の結果の政策への反映状況は下記アのとおりであ

る。また、平成22年度において評価の結果を取りまとめた「バイオマスの利活用に関する

政策評価」について、前回報告の状況及びその後の状況は下記イのとおりである。 

 

ア 評価の結果の政策への反映状況 

テ ー マ 名 
法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価（総合性確保評価） 

（勧告・公表日：平成24年４月20日） 

関係行政機関 法務省、文部科学省 

（注） 「関係行政機関」欄には、総務省が法第 17 条第１項の規定に基づき、必要な措置をとるべきことを勧告
した行政機関を記載した。 

 

 

 政策の評価の観点及び結果については 213～216ページを参照。 

  

 下表は、平成 25 年１月 24 日に法務省、同年２月１日に文部科学省がそれぞれ回答したもの

について、平成 25年３月末現在で補正したものである。 

 

勧告 政策への反映状況 

１ 法曹人口の拡大 

 司法試験の合格者数に関す

る年間数値目標については、こ

れまでの達成状況との乖離が

大きく、また、法曹・法的サー

ビスへの需要の拡大・顕在化も

限定的であることから、これま

で及び今後の弁護士の活動領

域の拡大状況、法曹需要の動

向、法科大学院における質の向

上の状況等を踏まえつつ、速や

かに検討すること。 

（法務省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法務省） 

政府においては、平成 23 年５月から、内閣官房長官、総務

大臣、法務大臣、財務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の

申合せにより、「法曹の養成に関するフォーラム」を開催し、

法曹人口の在り方を含む法曹養成制度全般について検討を

行っており、平成 24年５月 10日に論点整理を取りまとめた。 

 その後、平成 24 年８月３日に公布・施行された裁判所法及

び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の

一部を改正する法律（平成 24年法律第 54号）及びその法案審

議の際の衆議院法務委員会附帯決議に基づき、政府における検

討体制をより強力なものとするため、「法曹の養成に関する

フォーラム」に替えて、平成 24年８月 21日閣議決定により、

内閣に「法曹養成制度関係閣僚会議」（以下「閣僚会議」とい

う。）が設置され、その下に「法曹養成制度検討会議」（以下

「検討会議」という。）が設置された。 

 同年８月 28 日に開催された第１回検討会議では、主に法曹

有資格者の活動領域の在り方についての検討が行われた。ま

た、同年９月 20 日に開催された第２回検討会議では、今後の

法曹人口の在り方について、総務省の勧告も踏まえ、これまで

及び今後の弁護士の活動領域の拡大状況、法曹需要の動向、法

科大学院における質の向上の状況等やそれらに関する各種

データを踏まえた検討が行われている。  

 なお、同年９月 11日、平成 24年司法試験の結果が発表され、

合格者数は、2,102 人であった。検討会議においては、この結

果も踏まえて議論が行われている。 

 検討会議においては、法科大学院制度、司法試験制度、法曹

有資格者の活動領域の在り方等についての議論も踏まえて、第
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勧告 政策への反映状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10回検討会議において、再度法曹人口についての検討を行った

ところであり、この結果も踏まえて、今後、パブリックコメン

トを実施した上で、検討の結果を取りまとめる予定である。 

 閣僚会議は、この検討会議の意見等を踏まえつつ、平成 25

年８月２日までに検討を加えて、一定の結論を得る予定であ

り、法務省としては、閣僚会議及び検討会議での議論を通じて、

総務省の勧告も踏まえ、司法試験の合格者数に関する年間数値

目標について、具体的な検討を行う予定である。 

 

 

 

２ 法科大学院教育 

(1) 法科大学院教育の目標の達

成状況 

 司法試験合格率の向上を目

指し、法科大学院における教育

の質の向上を一層推進するこ

と。その際、未修者教育の一層

の強化を推進すること。 

（文部科学省） 

 

（文部科学省） 

平成 24年７月 19日に中央教育審議会大学分科会法科大学院

特別委員会（以下「法科大学院特別委員会」という。）におい

て、「法科大学院教育の更なる充実に向けた改善方策について

（提言）」が取りまとめられた。 

 文部科学省としては、法科大学院修了生が社会の様々な分野

で活躍することや司法試験合格率の向上等を目指し、法科大学

院における教育の質の向上を一層推進するため、本提言を踏ま

え、平成 24年７月 20日に「法科大学院教育改善プラン」を策

定・公表し、今後は、法科大学院教育の成果の積極的な発信、

課題を抱える法科大学院を中心とした入学定員の適正化、教育

体制の見直し等の取組の加速、法学未修者教育の充実及び法科

大学院教育の質の改善等の促進を図るための改善方策に取り

組む。  

 また、法学未修者教育の充実については、法科大学院特別委

員会の下に設置された「法学未修者教育の充実のための検討

ワーキング・グループ」（以下「未修者教育ＷＧ」という。）に

おいて、平成 24 年 11 月 30 日に、法学未修者教育の現状と課

題及びその充実方策に関する、「法学未修者教育の充実方策に

関する調査検討結果報告」が取りまとめられ、文部科学省では

これを受けて、今後、法学未修者教育の一層の強化を図るため

その具体的方策について検討する。 

、

、

 

(2) 入学者の質の確保 

ア 適性試験の活用 

 法科大学院における入学

者の質を確保する観点か

ら、適性試験の成績と法科

大学院入学後の成績との相

関関係の有無について、第

三者的立場の者を含めて改

めて検証し、相関関係が立

証できない場合には、適性

試験実施機関に対し適性試

験の改善を求めること。 

（文部科学省） 

 

（文部科学省） 

法科大学院全国統一適性試験を共同で実施するために関係

団体で組織した適性試験管理委員会と協力しつつ、適性試験の

成績と司法試験の合否との関連性の検証等を行い、平成 24 年

12月 6日の法科大学院特別委員会において、その結果が適性試

験管理委員会から報告された。同報告においては、適性試験の

成績と司法試験の合否について一定の関連性があること等が

報告された。 

 文部科学省としては、今後、第三者的立場の者も含めた適性

試験の成績と法科大学院入学後の成績との相関関係の更なる

検証について、その具体的な進め方等を検討する。 

 

 

イ 競争性の確保 （文部科学省） 
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勧告 政策への反映状況 

 法科大学院における入学

者の質を確保する観点か

ら、依然として競争倍率が

２倍を下回っている法科大

学院に対し、更なる取組を

促していくこと。 

（文部科学省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法科大学院特別委員会の下に設置された「法科大学院教育の

質の向上に関する改善状況調査ワーキング・グループ」（以下

「改善状況調査ＷＧ」という。）による調査において、平成 24

年度の調査では、競争倍率が２倍を下回っている法科大学院等

に対するヒアリングの実施及び調査結果の公表により、総務省

の勧告を踏まえた更なる改善を促した。 

 また、新たに、文部科学省が公表した「法科大学院の組織見

直しを促進するための公的支援の更なる見直しについて」（平

成 24年９月７日）において、「競争倍率２倍の確保」について

は、特に状況が悪い場合は競争倍率の指標にのみ該当する場合

であっても公的支援の更なる見直しの対象とすることや、新た

に追加された入学定員充足率の指標よりも競争倍率の指標が

より重視されるよう、削減額に傾斜をつけるなど、入学者選抜

における競争性の確保について、各法科大学院の更なる取組を

促した。 

 

ウ 入学定員の削減 

 法科大学院における教育

の質を確保する観点から、

定員充足率が向上しない法

科大学院に対し、実入学者

数に見合った更なる入学定

員の削減を求めること。 

 その際、定員規模が小さ

い法科大学院については、

実入学者数に見合った定員

削減が困難なものが生ずる

とみられるが、法科大学院

の撤退によって在籍学生の

教育に支障が生じないよ

う、法曹養成制度の理念、

地域バランス等も勘案しな

がら、他の法科大学院との

統廃合についても検討して

おくこと。 

 また、法曹養成制度改革

の理念を維持する観点か

ら、各法科大学院に対し、

入学定員の削減に当たって

は未修者の確保に配慮する

よう促すこと。 

  （文部科学省） 

（文部科学省） 

法科大学院特別委員会の下に設置された改善状況調査ＷＧ

による調査において、平成 24 年度の調査から新たに入学定員

充足率が５割に満たない法科大学院や入学者が１桁であった

法科大学院等に対するヒアリングを実施し、その調査結果を公

表するなど、各法科大学院における入学定員の更なる適正化や

組織の見直しなどの取組を進めることを促した。 

 また、「法科大学院の組織見直しを促進するための公的支援

の更なる見直しについて」（平成 24年９月７日）において、「入

学定員の充足率」を公的支援の見直しのための指標として新た

に追加し、各法科大学院が入学定員の削減を含めた更なる自主

的・自律的な組織見直しに取り組むことを促した。 

 法科大学院の統廃合等の組織見直しに関しては、閣僚会議の

下に設置された検討会議において、議論がなされているところ

である。 

また、個々の法科大学院における自主的・自律的な組織見直

しに関し、当該法科大学院に対し、在籍学生の教育への配慮や、

入学者のうち非法学部出身者や社会人経験者が３割以上とな

るよう、適切な対応を促しているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 多様性の確保  

 多様な人材を受け入れる

という法曹養成制度改革の

理念を維持する観点から、

各法科大学院に対し、非法

学部出身者及び社会人の受

（文部科学省） 

非法学部出身者や社会人を始めとする法学未修者への教育

をより充実させるための方策について、法科大学院特別委員会

の下に設置された未修者教育ＷＧにおいて、平成 24年 11月 30

日に「法学未修者教育の充実方策に関する調査検討結果報告」

が取りまとめられた。この中では、法学未修者が安心して法科
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勧告 政策への反映状況 

入れ確保措置を講ずるよう

促すこと。 

（文部科学省） 

 

 

 

 

 

 

 

大学院で学び、法曹を目指せる環境整備を目指すこととされ、

夜間開講コースの充実などを含む、法学未修者教育に関する充

実方策が報告された。 

 文部科学省では、同報告の内容について法科大学院関係者の

集まる法科大学院協会総会（平成 24 年 12 月 15 日開催）にお

いて周知を図り、多様な人材が安心して法科大学院で学べるよ

う、各法科大学院に対して、法学未修者教育の充実を要請した。 

 

(3) 修了者の質の確保 

ア 厳格な成績評価 

 法科大学院における修了

者の質を確保する観点か

ら、各法科大学院に対し、

成績評価及び修了認定の厳

格化の一層の推進を求める

こと。 

 また、法科大学院に入学

しても、最終的に修了でき

ない者や、修了直後の司法

試験を受験しない者が増加

していることから、各法科

大学院における教育の質の

向上の取組及びその効果に

ついて検証すること。その

際、好事例についても収集

し、他の法科大学院に対し

情報提供を行うこと。 

 さらに、上記取組の効果

が十分に認められず、それ

が入学者の質の確保が十分

でないことによる場合、法

科大学院に対し、更なる入

学定員の見直しを求めるこ

と。 

（文部科学省） 

（文部科学省） 

法科大学院特別委員会の下に設置された改善状況調査ＷＧ

による調査を通じて、成績評価及び修了認定の厳格化や入学者

選抜における競争性の確保等の一層の推進を図るとともに各

法科大学院における教育の質の向上の取組、その効果等につい

て検証を行う。 

 これに加え、特に、法学未修者において標準修業年限修了率

や司法試験合格率の低迷が見られること等を踏まえ、法科大学

院特別委員会の下に設置された未修者教育ＷＧにおいて、平成

24年 11月 30日に「法学未修者教育の充実方策に関する調査検

討結果報告」が取りまとめられた。この中で、法学未修者教育

に係る現状を分析し、法学未修者教育をめぐる課題を明らかす

るとともに、その改善方策が報告されている。また、法学未修

者教育に関する各法科大学院の好事例も示されている。 

文部科学省では、同報告の内容について法科大学院関係者の

集まる法科大学院協会総会（平成 24 年 12 月 15 日開催）にお

いて周知を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 共通的な到達目標 

 法科大学院における学修

のばらつきをなくし、修了

者の質の一定水準を確保す

るため、関係機関の連携の

下、策定された共通的な到

達目標モデルを踏まえ、各

法科大学院が到達目標を速

やかに策定するよう働きか

けること。 

（文部科学省） 

（文部科学省） 

 平成 24年７月 19日に法科大学院特別委員会において取りま

とめられた「法科大学院教育の更なる充実に向けた改善方策に

ついて（提言）」では、共通的な到達目標モデルを踏まえたカ

リキュラム策定の促進が示されている。本提言を各法科大学院

及び認証評価機関に対して周知徹底することにより、各法科大

学院が共通的な到達目標を踏まえた到達目標を設定すること

や、認証評価機関が共通的な到達目標を踏まえた到達目標の設

定状況に関する評価を一層厳格に行うことを促している。 

 

 

 

ウ 未修者対策 （文部科学省） 
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 未修者については、上記

の修了者の質の確保の取組

を推進しつつ、法律基本科

目の量的充実の効果につい

て今後検証するとともに、

未修者対策の強化について

早期に取り組むこと。その

際、好事例についても収集

し、他の法科大学院に対し

情報提供を行うこと。 

（文部科学省） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 法学未修者教育については、法科大学院特別委員会の下に設

置された未修者教育ＷＧにおいて、平成 24年 11月 30日に「法

学未修者教育の充実方策に関する調査検討結果報告」が取りま

とめられた。この中で、法律基本科目の量的充実の効果を含め

た法学未修者教育の現状を分析し、法学未修者教育をめぐる課

題を明らかにするとともに、その改善方策が報告されている。

また、法学未修者教育に関する各法科大学院の好事例も示され

ている。 

 文部科学省では、同報告の内容について法科大学院関係者の

集まる法科大学院協会総会（平成 24 年 12 月 15 日開催）にお

いて周知を図り、各法科大学院における法学未修者対策の強化

を要請した。 

 さらに、文部科学省では、同報告を受けて、今後、法学未修

者教育の一層の強化を図るため、その具体的方策について検討

する。 

 

(4) 公的支援の見直し 

 法科大学院の公的支援の見

直し指標については、未修者

への影響や、法科大学院にお

ける教育の質の改善の進捗状

況などを踏まえ、必要な改善

措置を講ずること。 

 また、法科大学院の公的支

援の見直し指標の競争倍率に

ついては、意図的に合格者を

減少させることで競争倍率を

確保する可能性があることを

踏まえ、定員充足率を加味し

たものに改めること。      

（文部科学省） 

（文部科学省） 

法科大学院の公的支援の見直し指標の改善については、「法

科大学院の組織見直しを促進するための公的支援の更なる見

直しについて」（平成 24年９月７日）を公表した。 

 具体的には、平成 26年度予算から、 

① 現行の「司法試験合格率」及び「競争倍率」の指標に加え、

新たに「入学定員充足率」を指標に追加し、これら３つの指

標のうち、複数の指標に該当した場合に、公的支援の見直し

の対象とする、 

② 単独の指標のみでも、特に深刻な課題を抱える場合は、公

的支援の見直しの対象とする、 

③ 「入学定員充足率」の指標が追加されたことで、「競争倍

率」の指標が軽視されることのないよう、ある年度の競争倍

  率が２倍未満の場合、当該年度の入学定員充足率が 50％以上

であっても、50％未満とみなすものとする 

といった改善方策を実施することとした。 

 

 ３ 法科大学院教育と司法試験

との有機的連携 

 司法試験の透明性を確保し、

また、司法試験と法科大学院教

育との連携を確保する観点か

ら、司法試験に関する情報提供

の充実が図られているが、採点

実感において、全科目に法科大

学院教育に求めるものを盛り

込むなどし、その情報提供をよ

り充実させること。 

 各法科大学院において、受験

状況等の把握が困難な場合も

あることに鑑み、法科大学院が

自校修了者の司法試験の受験

状況・合格状況の把握・分析を

（法務省） 

司法試験と法科大学院教育との連携を確保する観点から､総

務省の勧告で「採点実感において､全科目に法科大学院教育に

求めるものを盛り込むなどし､その情報提供をより充実させ

る」とされている点については、平成 25 年１月４日、全科目

に法科大学院教育に求めるものを盛り込むなどした平成 24 年

司法試験の採点実感等に関する意見を公表し、情報提供をより

充実させた。 

 また、同勧告で「法科大学院が自校修了者の司法試験の受験

状況・合格状況の把握・分析を行って今後の教育内容・方法の

改善を図るため、各法科大学院から要請があるときは、当該法

科大学院修了が受験資格の基礎となっているその年の司法試

験受験者の氏名、それぞれの受験回数、試験の合否の情報を提

供する」とされている点については、平成 24年 10月９日、法

科大学院１校から該当する要請があったことから、同月 11日、
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行って今後の教育内容・方法の

改善を図るため、各法科大学院

から要請があるときは、当該法

科大学院修了が受験資格の基

礎となっているその年の司法

試験受験者の氏名、それぞれの

受験回数、試験の合否の情報を

提供すること。 

（法務省） 

 

同法科大学院に同情報を提供するとともに、以降も該当する要

請があったときは、同様の情報提供を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 修了者等への支援策 

 法科大学院に対し、修了者の

進路の把握については、修了時

の把握はもとより、受験資格を

保有し得る少なくとも５年間

は継続し、総合的な集積・管理

を行わせること。 

 修了者（法務博士（専門職））

の社会での人材活用を図る観

点から、自校の修了者の進路の

動向や在学生のニーズ等を踏

まえ、法科大学院における修了

者及び在学生に対する就職支

援等の充実を促進すること。 

（文部科学省） 

（文部科学省） 

平成 24年７月 19日に法科大学院特別委員会において取りま

とめられた「法科大学院教育の更なる充実に向けた改善方策に

ついて（提言）」では、各法科大学院において率先して修了者

の進路状況の正確な把握と充実した就職支援策を進めること

が期待される旨を明記するとともに、平成 24年７月 20日に文

部科学省として策定・公表した「法科大学院教育改善プラン」

においては、平成 24 年度から各法科大学院に対し、法科大学

院修了者について、進路状況のより正確な把握や就職支援の充

実を促すこととしている。 

 これに併せ、文部科学省が、平成 23 年度から実施している

法科大学院修了者の進路に関する調査（過去５年度分）につい

て、継続的な調査の実施により各法科大学院における修了者の

進路の把握を促進するため、24年度も調査を実施した。 

（注） 評価書、要旨等については、総務省ホームページを参照。 
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/ketsyka.html） 

 
 

 

 

テ ー マ 名 
児童虐待の防止等に関する政策評価（総合性確保評価） 

（勧告・公表日：平成24年１月20日） 

関係行政機関 文部科学省、厚生労働省 

（注）「関係行政機関」欄には、総務省が法第17条第１項の規定に基づき、必要な措置をとるべきことを勧告した 
行政機関を記載した。 
 

政策の評価の観点及び結果 

○ 評価の観点 
児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）等に基づき、総合的に推進するこ

とが求められている児童虐待の防止等に関する政策について、関係行政機関の各種施策が総体
としてどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点から評価 
 

 評価の結果 
児童虐待の防止等に関する政策については、 

① 児童虐待相談対応件数（以下「虐待対応件数」という。）は増加の一途であること 
② 児童虐待による死亡児童数は、年間おおむね 50 人ないし 60 人前後で推移し、減少してい
ないこと 

③ 当省の調査結果において、児童虐待のⅰ）発生予防、ⅱ）早期発見、ⅲ）早期対応から保

○
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護・支援及びⅳ）関係機関の連携の各施策における効果の発現状況をみると、ⅲ）早期対応
から保護・支援については一定の効果がみられたものの、残りの施策についてはいずれも不
十分なものとなっていること 

から、政策全体としての効果の発現は不十分であると考えられ、以下のような問題・課題の解
消が必要となっている。 

 
(1) 児童虐待の発生予防に係る取組状況 

乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業は、３歳未満の児童の虐待防止に効果が認め
られるが、両事業を未実施の市町村や、乳児家庭全戸訪問事業の訪問率が低調な市町村がみ
られた。また、両事業は３歳以上の児童の虐待防止には効果が乏しく、両事業のみでは、虐
待対応件数の大幅な減少は見込めない。 
当省の政策評価の途上で、厚生労働省は、平成 23年７月、妊娠・出産・育児期における保

健・医療・福祉の連携体制の整備や妊娠等に関する相談窓口の整備等を要請する通知を都道
府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市及び特別区に発出している。 
 

(2) 児童虐待の早期発見に係る取組状況 
ア 関係機関における早期発見に係る取組 

   調査した保育所及び小・中学校において、児童虐待のおそれを認識したが通告するかどう
か判断に迷った結果通告しなかった事例や、児童虐待のおそれを認識してから通告までに長
期間（１か月以上）を要している事例がみられた。 

当省の政策評価の途上で、文部科学省は、平成 22年８月、都道府県教育委員会等に対し、
児童虐待のおそれを発見した場合には、その確証がないときであっても速やかに通告しなけ
ればならないことについて、改めて学校等への周知を要請しているが、小・中学校における
その後の速やかな通告の実施状況については、点検・確認を行っていない。 

イ 早期発見に係る広報・啓発 
児童相談所全国共通ダイヤルのアナウンスの中には連絡者や連絡内容に関する秘密が守

られる旨のコメントが入っていない。また、都道府県等が作成しているリーフレット等の中
には連絡者や連絡内容に関する秘密が守られる旨の記載がないものがみられた。 
 

(3) 児童虐待の早期対応から保護・支援に係る取組状況 
 ア 児童相談所及び市町村における対応体制等 

(ｱ) 虐待対応件数等の報告 
児童相談所及び市町村における虐待対応件数等の報告状況について都道府県等に確認

したところ、適切な報告を行っているものはみられなかった。 
(ｲ) 児童相談所及び市町村における対応体制 

    児童福祉司及び市町村担当者の資質向上のための対策等に関しては、①研修の機会が十
分に確保されていないまま事案を担当せざるを得ない、②経験豊富な担当者の配置が少な
い、③バーンアウト対策が十分とはいえない状況となっている。 

(ｳ) 児童相談所と市町村の役割分担 
全 1,750 市町村のうち児童相談所との役割分担の取決めはないものが 1,253 市町村

（71.6％）となっており、役割分担が明確になっていないことも原因となって児童相談所
の対応が遅れたと考えられる事例もみられた。 

イ 安全確認の実施 
調査した児童相談所及び市町村において安全確認までに３日以上要した事例も一部みら

れた。 
当省の政策評価の途上で、厚生労働省は、児童虐待の通告のあった児童に対する安全確認

の徹底を図るため、平成 22 年８月に通知を、９月には手引きを発出している。しかし、通
知及び手引きは市町村を対象にしておらず、また、厚生労働省は、児童相談所におけるその
後の安全確認の実施状況について、点検・確認を行っていない。 

ウ 児童及び保護者に対する援助等 
(ｱ) 一時保護所の整備 

調査した一時保護所において、①年間の平均入所率が９割を超えるところ、②混合処
遇を実施しているところ、③児童指導員として教員ＯＢ等が配置されていないところが
みられた。 

(ｲ) 保護者に対する援助 
保護者への援助の結果、悪化・再発事例も一部発生しており、その原因は、①保護者

の養育態度が改善されなかったものや②アセスメント（調査）が不十分なものが多い。
特に、児童相談所は、市町村に比べ、①の割合が悪化・再発いずれにおいても高い。児
童福祉司及び市町村担当者は、保護者への援助に苦慮しており、効果的な保護者援助に
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資する保護者指導プログラムに関する情報を求めている。 
また、援助指針等決定時や対応終了時に独自のアセスメントシートを利用している児

童相談所及び市町村における悪化率、再発率は、利用していない児童相談所及び市町村
に比べて低い。 

当省の政策評価の途上で、「社会保障審議会児童部会児童虐待防止のための親権の在り
方に関する専門委員会」において、家庭裁判所から都道府県知事に保護者指導の勧告を
行う際に勧告の内容を保護者に伝達できるような対応を図ることについて検討すること
等が提言されている。 

(ｳ) 児童相談所と児童養護施設等との連携 
入所児童について児童相談所が作成する援助指針が児童養護施設等に提供されていな

い事例等がみられた。 
(ｴ) 死亡事例等の検証 

都道府県等において、過去に「社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証
に関する専門委員会」の検証結果で指摘された課題等と同様の指摘が都道府県等の検証
結果でも指摘されているなど、過去の検証結果を活用できていないと考えられる状況が
みられた。 

エ 社会的養護体制の整備 
(ｱ) 児童養護施設等の整備 

「子ども・子育て応援プラン」（平成 16 年 12 月 24 日少子化社会対策会議決定）にお
ける小規模グループケア及び地域小規模児童養護施設の整備目標は達成されていない。 
情緒障害児短期治療施設において、入所の対象となる児童や、児童に対するケアへの

考え方が施設によって異なる状況がみられた。 
(ｲ) 里親委託の推進 

認定・登録された里親の約６割が未委託となっており、高齢化が一因であるとの意見
が聴かれたが、厚生労働省は未委託里親の実態を把握していない。 

また、里親等委託率の実績は、子ども・子育て応援プランの目標を下回っており、都
道府県別にみると較差がみられた。 

さらに、里親支援機関事業を実施した都道府県等における事業実施後の認定・登録里
親数と里親等委託率は必ずしも伸びていない状況がみられた。 
 

(4) 関係機関の連携状況 
児童虐待が発生しているにもかかわらず、要保護児童対策地域協議会における個別ケース検

討会議及び実務者会議が１回も開催されていない市町村がみられた。 

 下表は、平成 24 年９月３日に厚生労働省、同年９月４日に文部科学省がそれぞれ回答したも

のについて、平成 25 年３月末現在で補正したものである。 
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(1) 児童虐待の発生予防に係る
取組の推進 
① 乳児家庭全戸訪問事業及
び養育支援訪問事業を実施
していない市町村並びに乳
児家庭全戸訪問事業の訪問
率が低調な市町村がみられ
る原因を分析した上で、必要
な改善措置を講ずること。 
（厚生労働省） 

 

 

 

 

 

（厚生労働省） 
乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を実施してい

ない、あるいは、乳児家庭全戸訪問事業が低調な原因を分析す
るため、平成 24年２月から市町村（特別区を含む。以下同じ。）
に対して調査を実施し、平成 24年 12月に調査結果を取りまと
め、併せて各都道府県、指定都市及び児童相談所宛て事務連絡
により情報提供した（管内市区町村に対する情報提供も依頼）。
当該事務連絡において、乳児家庭全戸訪問事業で訪問できな
かった家庭に対しては、訪問できなかった理由や背景を調べ、
今後の支援や見守りの検討につなげるよう依頼した。 
なお、各都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市

（以下「都道府県等」という。）に対し、本政策評価結果を踏
まえ、管内市町村において、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支
援訪問事業をいまだ実施していない場合は、その実施について
管内市町村へ働きかけるよう、「児童虐待の防止等に関する政
策評価（総務省統一性・総合性確保評価）について」（平成 24
年２月 23日付け雇児総発 0223第１号、雇児保発 0223第１号、
各都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市宛て、厚生
労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、保育課長通知。以下「平
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成 24年２月 23日通知」という。）により要請した。 
さらに、全国厚生労働関係部局長会議（平成 24年１月 20日、

25 年２月 20 日）、全国児童福祉主管課長会議（平成 24 年２月
27日、25年３月 15日）、全国児童相談所長会議（平成 24年３
月 14 日）及び全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議（以
下、総称して「全国会議」という。）において、全市町村での
乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の実施を促進す
るため、都道府県等に対し管内市町村への働きかけを要請し
た。 
 

 
② 児童虐待の発生予防につ
いて、更なる効果的な取組を
検討すること。 

ただし、厚生労働省は、妊
娠・出産・育児期の児童の虐
待の発生予防については、平
成23年７月の通知（注）発出
後の地方公共団体における
取組状況を踏まえ、発生予防
の効果的な取組を検討する
こと。 
（文部科学省・厚生労働省） 

 （注） 「妊娠・出産・育児期に養育支

援を特に必要とする家庭に係る保

健・医療・福祉の連携体制の整備

について」（平成23年７月27日付

け雇児総発0727第４号・雇児母発

0727第３号、都道府県、指定都市、

中核市、保健所設置市、特別区宛

て、厚生労働省雇用均等・児童家

庭局総務課長及び母子保健課長通

知）及び「妊娠期からの妊娠・出

産・子育て等に係る相談体制等の

整備について」（平成23年７月27

日付け雇児総発0727第１号・雇児

福発0727第１号・雇児母発0727第

１号、都道府県、指定都市、中核

市、保健所設置市、特別区宛て、

厚生労働省雇用均等・児童家庭局

総務課長、家庭福祉課長及び母子

保健課長通知）。 

（文部科学省） 
文部科学省に設置された「家庭教育支援の推進に関する検討

委員会」が平成 24 年３月に取りまとめた報告書において、特
に児童虐待防止の取組を強化することが社会的な課題となっ
ており、その発生予防に資するよう親の学びの支援や孤立防止
のためのつながりづくりを一層進めることが必要であるとの
認識の下、親の育ちを応援する学習プログラムの充実、親子と
地域のつながりをつくる取組の推進、支援のネットワークをつ
くる体制づくりに関する方策もその中で提言された。 
これを踏まえ、児童虐待等家庭をめぐる問題の複雑化等を背

景に社会全体の協働による家庭教育支援の活性化を図ること
を目的に、全国の地方公共団体の家庭教育支援担当者、家庭教
育支援チーム、ＮＰＯ、関係団体等が一堂に会する全国家庭教
育支援研究協議会を平成 24年 11月に開催した。その中で「親
の孤立化や児童虐待予防への効果的な取組方策」を分科会の
テーマに、福祉行政分野の専門家も参加し、地域における親支
援プログラムの実践事例や家庭教育支援チームによるアウト
リーチ活動の報告を基に、児童虐待予防の観点から、これらの
取組の意義等について協議を行った。協議の成果として、虐待
のリスクとして、親のストレスや悩み、社会的な孤立や援助者
の不在が挙げられるが、それに対応する取組として、地域人材
によるアウトリーチ支援が有効であること、また、子どもの成
長や発達を理解するための親支援プログラムの提供が有効で
あること等が改めて確認された。 
なお、本協議会の内容を広く周知するため、また、研修等で

活用できるよう、本分科会の様子を収録したＤＶＤを都道府
県・指定都市教育委員会へ配布した。 
また、全国家庭教育支援研究協議会の成果も踏まえ、以下の

取組ⅰ)、ⅱ）の必要性を地方公共団体、学校、ＮＰＯ、家庭
教育関係団体等を対象とする各種会議等において説明すると
ともに学校と地域人材の連携による課題を抱えた家庭への対
応事例についても情報提供することにより、地方公共団体によ
る児童虐待防止に資する取組を積極的に促していく。さらに、
取組ⅰ)、ⅱ）について補助事業により推進していく。また、
平成 25 年度は、家庭教育支援体制の強化を図るため、地域の
身近な小学校等に保護者等への家庭教育に関する情報提供や
相談対応を行う家庭教育支援員の配置を補助事業の１項目と
して盛り込んだ。 
ⅰ) 孤立防止のためのつながりづくりを一層進めるため、地域
人材（主任児童委員や児童委員を含む。）を中心にきめ細や
かな活動を組織的に行う仕組みとしての「家庭教育支援チー
ム」型の支援を推進する。 

ⅱ) 子どもとのコミュニケーションや保護者が抱えるストレ
スへの対処方法等について、気付きや学び合いを促すための
体験型やワークショップ形式の学習プログラムや講座を開
発し、充実させる。 
さらに、全国家庭教育支援研究協議会での成果を踏まえ、平
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成 25 年度の新規の委託事業により、児童虐待などの社会的課
題を抱え孤立しがちな家庭に対する支援を、国と地方公共団体
が共同により実証研究として実施し、更なる効果的な取組の開
発・検証を行う予定としている。 
加えて、中高生など将来親になる世代を対象に、乳幼児と触

れあう機会の提供を図ったり、親になることや、子どもとの関
わり方、自他の生命を大切にする心について学べるようにする
など、児童虐待防止に資する取組を推進する。 

なお、上記検討委員会の報告書は、国のみならず地方公共団
体の施策の指針ともなることから、平成 24年４月に都道府県、
指定都市及び中核市の教育委員会等に対して同報告書を送付
するとともに、同報告書の趣旨を踏まえた家庭教育支援の取組
の推進について依頼した。 
このほか、同年５月に開催された全国社会教育主事研究協議

会において、全国の社会教育主事に対して、中学校区でスクー
ルソーシャルワーカーを中心として子育てサポーターや専門
支援員を配置し、課題を抱える家庭に対し、家庭訪問等による
相談を行ったりするネットワークを児童虐待防止に資する取
組として情報提供したところである。 
加えて、厚生労働省との連名による通知「児童委員・主任児

童委員の積極的な活用による児童健全育成及び家庭教育支援
施策の推進について」（平成 21年３月 16日付け各都道府県・
指定都市・中核市教育委員会及び民生主管部長等宛て）、「生
徒指導、家庭教育支援及び児童健全育成に係る取組の積極的な
相互連携について」（平成 22年９月 16日付け各都道府県・指
定都市・中核市教育委員会及び民生主管部長等宛て）により教
育分野と福祉分野との相互連携を促し、教育分野や福祉分野の
関係者を対象とした全国的な会議等において周知徹底を図っ
ているところである。今後も厚生労働省との緊密な連携の下、
児童虐待予防にも資する家庭教育支援の充実に取り組んでい
く。 
 
（厚生労働省） 
① 死亡事例において、生後間もない子どもを始めとした乳幼
児期の子どもが多くを占めている状況にあり、特に妊娠・出
産・育児期の児童虐待の発生予防が重要である。このため、
「妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係
る保健・医療・福祉の連携体制の整備について」（平成 23
年７月 27 日付け雇児総発 0727 第４号・雇児母発 0727 第３
号、各都道府県、指定都市、中核市、保健所設置市、特別区
宛て、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長及び母子保
健課長通知）及び「妊娠期からの妊娠・出産・子育て等に係
る相談体制等の整備について」（平成 23年７月 27日付け雇
児総発 0727 第１号・雇児福発 0727 第１号・雇児母発 0727
第１号、各都道府県、指定都市、中核市、保健所設置市、特
別区宛て、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、家庭
福祉課長及び母子保健課長通知。以下「平成 23年７月通知」
という。）により、地方公共団体に対して取組を促しており、
現在、平成 23 年７月通知発出後の地方公共団体における取
組状況についての現状を調査している。 
今後は、同調査結果を取りまとめ、これも踏まえつつ、発

生予防に係る更なる効果的な取組を検討の上、必要な措置を
講ずることとしている。 

② 平成 23 年７月通知に基づく、妊娠期からの養育支援を特
に必要とする家庭の把握と継続的な支援のための連携体制
の整備及び管内市町村や医療機関等の関係機関への周知に
ついて、都道府県等に対し改めて平成 24年２月 23日通知に
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より要請した。 
③ 平成 23 年７月通知を踏まえた発生予防の取組である、妊
娠等について悩みを抱える者が相談しやすい体制の早急な
整備及び妊娠期からの養育支援を特に必要とする家庭の把
握と継続的な支援のための連携体制の整備を推進するほか、
妊娠期から養育についての支援が必要と認められる「特定妊
婦」への支援、医療機関との積極的な連携による対応を図る
とともに、近い将来親となる若年者に対する広報・啓発に取
り組むよう都道府県、保健所設置市等に対し「『子どもの虐
待による死亡事例等の検証結果等について（第８次報告）』
を踏まえた対応について」（平成 24年７月 26日付け雇児総
発 0726第１号、雇児母発 0726第１号、各都道府県、指定都
市、中核市、保健所設置市、特別区宛て、厚生労働省雇用均
等・児童家庭局総務課長・母子保健課長通知。以下「平成 24
年７月 26日通知」という。）により要請した。 

④ 平成 24 年１月以降に開催した全国会議において、地域の
実情を踏まえた児童虐待の発生予防のための相談体制及び
連携体制の整備などを要請した。 

⑤ 市区町村の児童福祉・母子保健等の関係部署、要保護児童
対策地域協議会（以下「要対協」という。）の調整機関等に
おける養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援に関
して、具体的に留意すべき事項を示した「養育支援を特に必
要とする家庭の把握及び支援について」（平成 24年 11月 30
日付け厚生労働省雇児総発 1130第１号、雇児母発 1130第１
号、各都道府県、指定都市、中核市、保健所設置市、特別区
宛て、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健
課長通知）を発出し、虐待の発生予防のための取組を要請し
た。 

⑥ 児童相談所及び市区町村の児童福祉・母子保健等の関係部
署、要対協の調整機関における医療機関との連携について留
意すべき事項を示した「児童虐待の防止等のための医療機関
との連携強化に関する留意事項について」（平成 24年 11月
30日付け厚生労働省雇児総発 1130第２号、雇児母発 1130第
２号、各都道府県、指定都市、中核市、保健所設置市、特別
区宛て、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保
健課長通知）を発出し、虐待の発生予防のための取組を促し
た。 

⑦ 平成 24 年 10 月 19 日に児童虐待防止対策に関する関係府
省庁と関係団体が意見交換などを行う「児童虐待防止対策協
議会（第 16 回）」を開催し、関係団体に対し、児童虐待防
止のための取組を要請した。また、議題として「若年者など
に向けた虐待予防に関する理解の促進」を特に取り上げ、若
年者などに向けた啓発等の取組の推進を要請した。 

⑧ 平成 24年 11月の児童虐待防止推進月間において、児童虐
待防止のための啓発用ポスター・リーフレットの全国配布、
インターネットテレビ（政府広報）の放映、厚生労働省広報
誌への特集記事の掲載などを行い、集中的な広報・啓発を実
施した。 

⑨ 近い将来親になる若者たちが児童虐待防止に係る啓発活
動を行うことにより、児童虐待問題への関心を高め、虐待の
予防につなげていくことを目的として、「学生によるオレン
ジリボン運動」の実施を大学等（７校）に呼びかけ、実際に
実施してもらう試行的な取組を行った（平成 24年 10月～11
月に実施）。取組状況については、平成 25 年３月に厚生労
働省ホームページに掲載し、紹介した。 

⑩ 市区町村等における児童虐待防止の啓発に活用してもら
うため、乳児の泣きに関する理解と対処法を解説し、児童虐
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待の一つである「乳幼児揺さぶられ症候群」の予防を図るた
めの啓発ＤＶＤを作成し、平成 25年３月に全国に配布した。 

⑪ 薬局・薬店関係団体に対し、地方自治体や関係団体が作成
する妊娠検査薬を購入する人向けの妊娠等に関する相談窓
口等を記したカード等の薬局・薬店での配置に協力いただく
よう、平成 25年３月 27日付け事務連絡により要請した。 

⑫ 平成 25年２月 20日開催の全国厚生労働関係部局長会議及
び 25 年３月 15 日開催の全国児童福祉主管課長会議におい
て、児童虐待の発生予防に係る取組の更なる推進を要請し
た。 

 
(2) 児童虐待の早期発見に係る
取組の推進 
ア 保育所及び小・中学校にお
ける取組の推進 
① 市町村に対し、保育所に

おける速やかな通告を徹
底するよう要請すること。 

 （厚生労働省） 

 
 
 
（厚生労働省） 
児童虐待の早期発見のため、保育所を利用している子どもの

虐待が疑われる場合には、保育所において市町村又は児童相談
所へ速やかな通告を徹底することを管内市町村及び保育関係
者へ周知するよう、都道府県等に対し平成 24年２月 23日通知
により要請した。 

 
 

② 平成 22年８月に発出し
た課長通知（注）を踏まえ
た小・中学校における児童
虐待の通告の実施状況を
把握し、その結果、速やか
な通告の徹底が必要な場
合には、その原因を分析し
た上で、速やかな通告の徹
底方策を検討すること。 

 （文部科学省） 
（注） 「児童虐待の防止等のための学

校、教育委員会等の対応の徹底に

ついて（通知）」（平成22年８月13

日付け22初児生第20号、都道府県

教育委員会担当課長、各指定都市

教育委員会担当課長、都道府県私

立学校主管課長、附属学校を置く

各国立大学法人学長宛て、文部科

学省初等中等教育局児童生徒課長

通知）。 

 

（文部科学省） 
平成 24 年１月に都道府県教育委員会教育長等に対し、本勧

告の指摘事項を示し、児童虐待の疑いがある場合には、確証が
ないときであっても速やかな通告をすること等について一層
の周知徹底を図るよう通知した（平成 24年１月 30日付け各都
道府県教育委員会教育長等宛て文部科学省生涯学習政策局長
通知）。 

また、同年３月にも、学校現場における通告を一層推進する
ため、一般的な主観により児童虐待が認められるであろうとい
う場合は通告義務が生じること、児童虐待に係る保護者等への
対応は児童相談所等と連携して行うこと、保護者との関係悪化
を懸念して通告をためらわないこと等通告を行う際の留意事
項を示した（平成 24年３月 29日付け各都道府県教育委員会教
育長等宛て文部科学副大臣通知）。 
さらに、同年３月、各都道府県教育委員会等に対して、小・

中学校における児童虐待の通告の実施状況に関する調査を実
施し、同調査結果について取りまとめ、その内容の確認及び分
析を行っているところであり、今後、同調査結果により状況を
把握した結果、速やかな通告の徹底が必要な場合には、その原
因を分析した上で、速やかな通告の徹底方策を検討してまいり
たい。 

 
イ 早期発見に係る広報・啓発
の充実 

児童相談所全国共通ダイ
ヤルのアナウンスに、連絡者
や連絡内容に関する秘密が
守られる旨のコメントを入
れること。 

また、都道府県等及び市町
村に対し、広報・啓発媒体に、
連絡者や連絡内容に関する
秘密は守られる旨の記載を
するよう要請すること。 
（厚生労働省） 

 

 
（厚生労働省） 
平成 24 年９月に全国共通ダイヤルのアナウンスに、連絡者

や連絡内容に関する秘密が守られる旨のコメントを入れた。 
また、広報・啓発媒体の作成に当たっては、通告者や通告内

容の秘密は守られる旨明記することを児童相談所及び管内市
町村に周知するよう、都道府県等に対し平成 24年２月 23日通
知及び平成 24年７月 26日通知により要請した。 
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(3) 児童虐待の早期対応から保
護・支援に係る取組の推進 
ア 児童相談所及び市町村に
おける担当者の資質の向上
等 
(ｱ) 虐待対応件数の適切な

把握・公表 
都道府県等から虐待対

応件数等の報告に誤りが
生じないよう、記入要領等
を見直すこと等により的
確な虐待対応件数等を把
握・公表すること。 

 （厚生労働省） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
（厚生労働省） 
平成 25 年度の福祉行政報告例の記入要領を見直し、平成 25

年３月に都道府県等に対して示した。 
 
 
 
 
 
 
 (ｲ) 児童福祉司及び市町村

担当者の資質の向上 
都道府県等及び市町村

に対し、児童福祉司及び市
町村担当者の十分な研修
の機会の確保、必要な経験
年数を踏まえた人員配置
及びバーンアウト対策の
推進を要請すること。 
（厚生労働省） 

（厚生労働省） 
児童福祉司の積極的な配置のほか、児童福祉司及び市町村担

当者の十分な研修機会の確保、必要な経験年数を踏まえた人員
配置及びバーンアウト対策の推進について、平成 24 年２月 23
日通知により要請した。 
また、都道府県等に対し、新任時の研修について最低限盛り

込むべき研修の内容や実施方法について示した「児童相談所及
び市町村の職員研修の充実について」（平成 24 年２月 23 日付
け雇児総発 0223 第２号、都道府県、指定都市、児童相談所設
置市宛て、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を
発出し、計画的な研修の実施を要請した。 
加えて、児童相談所と市町村において業務量に見合った職員

の配置による体制整備及び専門職の採用や外部専門家の活用
の促進、経験年数を踏まえた人員配置等による専門性の確保に
努めることについて、都道府県、保健所設置市等に対し平成 24
年７月 26日通知により要請した。 

また、平成 25年２月 20日開催の全国厚生労働関係部局長会
議及び 25年３月 15日開催の全国児童福祉主管課長会議におい
て、児童相談所や市区町村における適切な人材確保や研修の充
実について更なる取組を要請した。 
 
 

 
(ｳ) 児童相談所と市町村の役

割分担の明確化 
都道府県等及び市町村に

対し、児童相談所と市町村
の役割分担についての具体
例を示し、役割分担の文書
による取決めを行うよう要
請するなどにより、役割分
担の明確化を推進するこ
と。 
（厚生労働省） 

（厚生労働省） 
児童相談所と市町村の役割分担については、両者の認識の共

有や連携体制の協議を行い、役割分担の明確化を図るよう、児
童相談所へ指導するとともに管内市町村へ要請するよう、都道
府県等に対し平成 24年２月 23日通知により要請した。 
また、児童相談所と市町村がそれぞれ虐待相談の窓口を担う

上で、双方の対応の漏れを防ぎ、事例の進展に応じて円滑にケー
スを移管できるよう、役割分担の基準の策定について配慮する
ことを都道府県、保健所設置市等に対し平成 24年７月 26 日通
知により要請した。 

さらに、市区町村の児童家庭相談業務、要対協の設置・運営
状況並びに乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の実施
状況等に係る市町村調査の結果を取りまとめ、平成 24 年 12 月
に公表し、併せて各都道府県、指定都市及び児童相談所宛て事
務連絡により情報提供した（管内市区町村に対する情報提供も
依頼）。本事務連絡において、市区町村と児童相談所の役割分
担について、取決めがなされていない市区町村は、児童相談所
と協議の上、役割分担の目安となる基準、ルールの策定するよ
う要請した。 
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イ 速やかな安全確認の実施 
① 平成22年８月に発出し
た課長通知及び同年９月
に発出した「虐待通告の
あった児童の安全確認の
手引き」を踏まえた児童相
談所における安全確認の
実施状況を把握し、その結
果、いまだ速やかな安全確
認がなされていない場合
は、その原因を分析した上
で、速やかな安全確認の徹
底方策を検討すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（厚生労働省） 
速やかな安全確認の実施については、平成 24 年１月以降に

開催した全国会議において、目視による安全確認の徹底、臨
検・捜索も視野に入れた立入調査や一時保護の実施、虐待者本
人との面接を含めた家族全体の調査・診断・判定の実施、関係
機関等との情報共有などについて適切な対応を行うよう、都道
府県等に対し改めて要請した。 

また、警察庁と協議の上、警察からの通告受理後の対応につ
いての情報提供体制に関し、書面で取決めをするなどにより警
察と連携した子どもの安全確認及び安全確保を徹底するよう、
都道府県等に対し、「児童虐待への対応における警察との連携
の推進について」（平成 24年４月 12日、各都道府県・指定都
市・児童相談所設置市宛て、厚生労働省雇用均等・児童家庭局
総務課長通知）により要請した。 
加えて、通告等があった家庭について、住民登録がなく居住

者が判明しない場合や、居住実態が確認されない場合に必要な
対応や児童の安全を最優先に考えて安全確認に努めるよう、都
道府県、保健所設置市等に対し平成 24年７月 26日通知により
改めて要請した。 
さらに、今後、児童相談所等の体制整備に関する調査におい

て、各児童相談所における安全確認に関するルールへの対応状
況について調査することを検討中である。 

② 市町村に対し、速やかな
安全確認の実施を徹底す
るよう要請すること。 
（以上、厚生労働省） 

 
① 平成 24 年１月以降に開催した全国会議において、目視に

よる安全確認の徹底や、虐待者本人との面接を含めた家族全
体の調査・診断・判定の実施、関係機関等との情報共有など
について、適切な対応を行うことを管内市町村に要請するよ
う、都道府県等に対し改めて要請した。 

② 速やかな安全確認に向けた体制を整備するとともに、対応
に苦慮した場合、児童相談所その他の関係機関と連携して対
応する方法を検討することを管内市町村に要請するよう、都
道府県等に対し平成 24年２月 23日通知により要請した。 

③ 乳幼児健康診査等を受けていない家庭等について、市町村
の児童福祉担当部署と母子保健担当部署が連携し、必要な場
合には、児童の状況の確認や要対協を活用して支援を行うよ
う、都道府県、保健所設置市等に対し平成 24年７月 26日通
知により要請した。 

④ 市区町村の児童福祉・母子保健等の関係部署、要対協の調
整機関等における養育支援を特に必要とする家庭の把握及
び支援に関して、具体的に留意すべき事項を示した「養育支
援を特に必要とする家庭の把握及び支援について」（平成 24
年 11 月 30 日付け厚生労働省雇児総発 1130 第１号、雇児母
発 1130 第１号、各都道府県、指定都市、中核市、保健所設
置市、特別区宛て、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課
長、母子保健課長通知）を発出し、市区町村の関係部署や児
童相談所等の関係機関が連携して、虐待発生のリスクが高い
と考えられる家庭の把握や児童の安全確認・安全確保のため
の対応を行うよう要請した。 

⑤ 平成 25年２月 20日開催の全国厚生労働関係部局長会議及
び 25 年３月 15 日開催の全国児童福祉主管課長会議におい
て、目視による安全確認の徹底や、虐待者本人との面接を含
めた家族全体の調査・診断・判定の実施、関係機関等との情
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報共有などについて、適切な対応を行うことを管内市町村に
要請するよう、都道府県等に対し改めて要請した。 

 

ウ 児童及び保護者に対する
援助等の充実・強化 
(ｱ) 一時保護所の充実 

① 年間平均入所率が
９割を超える一時保
護所の解消方策及び
混合処遇の改善の促
進方策を検討するこ
と。 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
（厚生労働省） 
平成 23年度における一時保護所に関する調査結果も踏まえ、

必要に応じて一時保護所の定員を増加させることや、適切な一
時保護委託の実施により混合処遇の改善を図るよう都道府県
等に対して要請することを予定している。 
なお、平成 24 年度から、児童相談所から一時保護委託を受

ける里親等に対し、児童入所施設等措置費で新たに一時保護委
託手当を支弁することとし、一時保護所の混雑軽減と混合処遇
の改善に資する措置を講じた。 
 

② 一時保護所における
長期入所児童への教
育・学習指導の機会を
確保するため、一時保
護所への教員ＯＢ等の
配置の促進方策を検討
すること。 
（以上、厚生労働省） 

平成 23 年度における一時保護所での教員ＯＢ等の配置状況
に係る調査結果も踏まえ、教員ＯＢ等の配置促進を都道府県等
に対して要請することを検討している。 
 
 
 
 
 
 
 (ｲ) 保護者に対する援助の

充実強化 
① 保護者指導プログラ

ムに関する情報の収集
及び整理を進め、都道
府県等及び市町村に対
して情報提供を行うこ
と。 
また、「社会保障審

議会児童部会児童虐待
防止のための親権の在
り方に関する専門委員
会」における提言も踏
まえ、児童相談所が行
う保護者に対する援助
が効果を上げる方策を
検討すること。 

（厚生労働省） 
平成 24 年度中に全国の児童相談所に対して保護者指導プロ

グラムの実態等について調査を実施し、その結果を踏まえ、都
道府県等及び市町村への情報提供等の必要な取組を検討する
予定である。 

また、保護者の特徴に応じた適切なプログラムの選択に関す
る研究の実施について検討しているところである。 
保護者に対する援助が効果を上げる方策については、児童福

祉法（昭和 22年法律第 164号）第 28条の規定に基づく承認審
判において、家庭裁判所から都道府県知事に対して行う保護者
指導の勧告を保護者にも事実上伝達することとする運用の改
善を図るため、平成 24年３月に「児童相談所運営指針」（平成
２年３月５日付け児発第 133号、都道府県・指定都市・児童相
談所設置市宛て、厚生省児童家庭局長通知）を改正し、家庭裁
判所による保護者指導に関する勧告が保護者指導の上で効果
的に行われるよう、児童相談所が家庭裁判所に対して勧告を求
めるべきケースの事例、児童相談所から家庭裁判所に対して、
家庭裁判所が勧告の内容を保護者に伝達するよう上申する手
続の方法や留意点等について示した。 
 

② 都道府県等及び市町
村に対し、児童相談所
及び市町村が援助指
針・方針の決定や対応
終了の判断をする際に
は、保護者及び児童に
対する適切なアセスメ
ント（調査）を実施す
るよう要請するととも
に、児童虐待の状況に

援助指針・方針の決定やケース終了の際の適切なアセスメン
トの実施、援助指針の定期的な見直しの徹底、「児童虐待を行っ
た保護者に対する指導・支援の充実について」（平成 20 年３
月 14 日付け雇児総発第 0314001 号、厚生労働省雇用均等・児
童家庭局総務課長通知）別表（家庭復帰の適否を判断するため
のチェックリスト）の積極的な活用及びこれらの管内市町村へ
の要請について都道府県等に対し平成 24年２月 23日通知によ
り要請した。 

また、各自治体が作成しているアセスメントシートを含む虐
待対応マニュアルを収集し、このうち参考となる事例について
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ついて適切な判断を行
うためのアセスメント
シートを提示し、これ
を積極的に利用するよ
う要請すること。また、
都道府県等及び市町村
に対し、援助指針・方
針の定期的な見直しの
徹底を要請すること。 
（以上、厚生労働省） 

 

 

「子どもの虹情報研修センター」の援助機関向けサイトに掲載
し、併せて、都道府県、指定都市及び児童相談所に対して情報
提供を行った（平成 25年３月）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ｳ) 児童相談所と児童養護

施設等との連携の推進 
都道府県等に対し、児

童相談所から児童養護施
設等への速やかな援助指
針の提供を行うよう要請
すること。 
（厚生労働省） 

（厚生労働省） 
入所児童に関する援助指針は児童相談所から児童養護施設

等へ速やかに提供するよう、都道府県等に対し平成 24 年２月
23日通知により要請した。 
 
 
 
 
 (ｴ) 死亡事例等の検証結果

の活用の促進 
都道府県等に対し、Ｏ

ＪＴや研修などに事例検
証委員会が実施した死亡
事例等の検証結果を踏ま
えたケーススタディを盛
り込むよう要請するな
ど、事例検証委員会が実
施した死亡事例等の検証
結果の活用を促すこと。 
（厚生労働省） 

（厚生労働省） 
都道府県等において児童福祉司及び市町村担当者向けの研

修を実施するに当たっては、検証結果を踏まえたケーススタ
ディを盛り込むなどして検証結果を活用するよう、都道府県等
に対し平成 24年２月 23日通知及び平成 24年７月 26日通知に
より要請した。 

また、平成 24 年１月以降に開催した全国会議において、検
証結果については、児童福祉司、市町村職員等の児童虐待防止
に関わる職員等の研修等で積極的に活用するよう、都道府県等
に対し要請した。 
さらに、平成 25年２月 20日開催の全国厚生労働関係部局長

会議及び 25年３月 15日開催の全国児童福祉主管課長会議にお
いて、検証結果については、児童福祉司、市町村職員等の児童
虐待防止に関わる職員等の研修等で積極的に活用するよう、都
道府県等に対し改めて要請した。 

エ 社会的養護体制の整備の
推進 
(ｱ) 児童養護施設等の整備

の推進 
① 児童養護施設等の小
規模化について、目標が
達成されていない要因
を分析し、その促進方策
を検討すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（厚生労働省） 
児童養護施設等の小規模化の推進については、平成 23 年７

月に「社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会」で取り
まとめた「社会的養護の課題と将来像」に、小規模化の促進方
策として、人員配置基準の見直しのほか、職員の力量の向上の
ための研修の充実等を盛り込んでおり、これに沿って取組を進
めている。 

なお、その第一段階として、平成 24 年度予算においては、
全ての小規模グループケアに管理宿直等職員を配置できるよ
うにしたり、賃貸物件を活用して実施する場合に、賃借料を月
額 10万円まで措置費に算定できるようにするとともに、現行、
例えば児童養護施設（小学生以上）６：１の配置を 5.5：１と
するなど、基本的人員配置を 30数年ぶりに引き上げた。 
 

② 入所児童に占める被
虐待児童の割合の増加
を踏まえ、情緒障害児短
期治療施設の在り方を

平成 23 年７月に「社会保障審議会児童部会社会的養護専門
委員会」で取りまとめた「社会的養護の課題と将来像」におい
て、社会的養護関係施設の種別ごとに運営指針を策定すること
とされたことに基づき、平成 24 年３月に情緒障害児短期治療
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明確にすること。 
（以上、厚生労働省） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

施設の施設運営指針を策定し、当該施設は、「心理的困難や苦
しみを抱え日常生活の多岐にわたり生きづらさを感じて心理
治療を必要とする子どもたちを入所又は通所させて治療を行
う施設である。入所治療は原則として数か月から２～３年程度
の期間とし、家庭復帰、児童養護施設などへの措置変更を行い、
通所、アフターケアとしての外来治療を行いながら地域で生活
していくことを支援していく。」といった運営理念とともに、
96項目の指針を示し、情緒障害児短期治療施設の在り方を明確
にした。 
 

(ｲ) 里親委託の推進 
里親の普及及び委託を

促進するため、里親等委託
率の低い都道府県におけ
るその理由や未委託里親
の実態等の分析を行った
上で、里親支援機関事業の
効果的な実施の在り方に
ついて検討すること。 
（厚生労働省） 

（厚生労働省） 
都道府県等に対する里親委託が進まない理由についてのア

ンケート調査や里親委託率を大きく伸ばした都道府県等の取
組内容についての調査の結果等を踏まえ、平成 24 年３月に、
児童相談所運営指針及び里親委託ガイドラインを改正し、里親
への定期的な訪問回数の設定や、児童相談所が中心となり里親
支援機関と役割を分担、連携して里親支援を行うことなど、里
親支援の取組内容、体制整備について都道府県等に示し、積極
的な取組を促している。 
また、里親支援機関事業についても、平成 24 年３月に実施

要綱を改正し、児童相談所、乳児院等の施設及び里親との連携
を図りつつ、施設から里親への子どもの委託を総合的に推進す
るための里親委託等推進委員会を都道府県単位及び児童相談
所単位で設置することを明確にした。 

これらのほか、平成 24 年度から新たに、里親支援機関であ
る児童養護施設及び乳児院に里親支援専門相談員を配置する
とともに、25年３月に、里親等委託率を大幅に伸ばした自治体
の里親委託推進の取組をまとめた「事例集」を各自治体に周知
し、活用を促したところである。 

(4) 関係機関の連携強化 
要対協（注）の個別ケース検

討会議及び実務者会議の機能
が適切に発揮されるような運
営方策を検討し、市町村に対
し、個別ケース検討会議及び実
務者会議の活性化を図るよう
要請すること。 
（厚生労働省） 

 （注）要保護児童対策地域協議会。 

 

（厚生労働省） 
① 個別ケース検討会議及び実務者会議について、管内市町村
における好事例を収集し、管内市町村に収集した好事例を情
報提供するなどして、管内市町村に両会議の活性化を図るこ
とを要請するよう、都道府県等に対し平成 24年２月 23日通
知により要請した。 

② 要対協の機能強化のため、管内市町村に調整機関の会議運
営能力やケースをアセスメントする専門性の確保及び業務
量に相当する人員配置等の体制整備に努めることを要請す
るよう都道府県、保健所設置市等に対し平成 24年７月 26日
通知により要請した。 

③ 平成 24 年１月から３月までにかけて、当省アフターサー
ビス推進室において、要対協を積極的に活用している地方公
共団体に対し、効果的に運用するための方法や工夫点の調査
を実施し、同年 12 月に結果を「要保護児童対策地域協議会
（子どもを守る地域ネットワーク）の実践事例集」としてと
りまとめ、地方自治体に対して情報提供した。 

④ 平成 25年２月 20日開催の全国厚生労働関係部局長会議及
び 25 年３月 15 日開催の全国児童福祉主管課長会議におい
て、「要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネット
ワーク）の実践事例集」を参考としつつ、要保護児童対策地
域協議会の機能強化の取組を推進するよう都道府県等に対
して、管内市区町村への周知を要請した。 

（注） 評価書、要旨等については、総務省ホームページを参照。 
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/ketsyka.html） 
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テ ー マ 名 
バイオマスの利活用に関する政策評価（総合性確保評価） 

（勧告・公表日：平成 23年２月 15日） 

関係行政機関 総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 

（注）１  「関係行政機関」欄には、総務省が法第 17 条第１項の規定に基づき、必要な措置をとるべきことを勧
告した行政機関を記載した。 

２ 関係行政機関の「総務省」は、法第２条第１項の規定に基づく「行政機関」としての総務省
である。 

 

政策の評価の観点及び結果 

○ 評価の観点 
「バイオマス・ニッポン総合戦略」（平成 14 年 12 月 27 日閣議決定。以下「総合戦略」とい

う。）に基づき総合的かつ計画的に推進することとされているバイオマスの利活用に関する政策
について、関係府省の各種施策・事業が総体としてどのような効果を上げているかなどの総合
的な観点から評価 

 評価の結果 
平成 14年度の総合戦略の策定以降、バイオマス利活用施設の設置数の増加など、バイオマス

を利活用するための環境が整備されつつあり、総合戦略に基づく政策が一定の役割を果たして
きたと言える。 
しかし、以下のとおり、総合戦略の数値目標の設定に係る具体の根拠等が明確でないこと、

政策のコスト・効果が把握できないこと等、有効性又は効率性の観点から課題がみられる。 
(1) 政策目的の達成度等を測る指標の設定 
① 総合戦略では、政策目的の達成度を測る指標として、平成 22年を目途とする数値目標が
設定されているが、その設定に係る具体の根拠が明確でない。 

② 総合戦略の実施により、地球温暖化の防止等４つの効果が期待されているが、これらの
発現を測る指標が設定されていない。 

(2) 政策全体のコストや効果の把握 
① 総合戦略では、施策の効果等を評価し、必要な見直しを行うことが規定されているが、
数値目標の達成度の把握が不十分。 

② バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議では、平成 18 年度から 20 年度までのバイオマ
ス関連事業の実績のみ取りまとめており、７年以上にわたって行われてきた政策について、
バイオマス関連の決算額が特定できておらず、政策全体の効果も把握されていない。 

(3) バイオマスタウンの効果の検証等 
総合戦略では、バイオマスタウンの構築が重要施策と位置付けられ、農林水産省を中心と

して、バイオマスタウン構想の作成や実現を支援している。しかし、構想に掲げる取組項目
の進捗が低調である、構想の実施による効果がほとんど把握されていない、構想に掲げるバ
イオマス原料の賦存量や利用量の算出根拠が明確でないものがあるなどの課題あり。 

(4) バイオマス関連事業の効果の発現状況 
① 平成 15 年度から 20 年度までの６年間に６省で計 214 事業を実施したが、効果的かつ効

率的に実施されていない。 
② 「施設導入」が予算規模では全体の８割以上を占めており、バイオマス関連施設における
稼働や採算性が低調。 

(5) バイオマスの利活用によるＣＯ２の削減 
① 「カーボンニュートラル」の特性を有するバイオマスは地球温暖化防止に貢献するとさ
れているが、バイオマス関連 132施設において、ＣＯ２収支を把握しているものは３施設。 

② 「京都議定書目標達成計画」において、バイオマスタウンの構築によりＣＯ２削減が見込
まれているが、当省の試算によると、ＣＯ２収支等４項目のいずれの試算項目においてもＣ
Ｏ２削減効果が発現していないものあり。 

 
○

 
※ 下表の「政策への反映状況」の  で囲んだ箇所（その後の状況）は、前回報告（平成 24 年

６月８日）以降に関係行政機関がとった措置である。   
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（前回報告の状況及びその後の状況） 

(1) 政策目的の達成度及び政策効果
を的確に把握するための指標の設
定 
関係省は、バイオマスの利活用に

関する政策目的の達成度及び政策
効果を的確に把握し、検証するた
め、次の措置を講ずる必要がある。
 
① 政策目的の達成度を的確に把
握するため、数値目標の設定根拠
を明確にすること。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 政策目的の達成度及び政策効果を的確に把握するた
めの指標の設定 

【総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交
通省及び環境省】 
バイオマス活用推進基本法（平成 21年法律第 52号。以

下「基本法」という。）に基づくバイオマス活用推進会議
の事務局である農林水産省と関係省の連携の下に、以下の
取組を実施。 
① バイオマスの活用の推進に関する国が達成すべき目

標等については、基本法第 20 条第１項の規定に基づく
バイオマス活用推進基本計画（平成 22 年 12 月 17 日閣
議決定。以下「基本計画」という。）において、バイオ
マスの活用が進んだ将来像を実現するための目標を設
定している。 
具体的には、ⅰ）政府として、1990 年比で 2020年ま

でに温室効果ガスを 25％削減する目標を掲げているこ
と、ⅱ）エネルギー基本計画（2010 年６月 18 日閣議決
定）において、バイオ燃料については、2020年に全国の
ガソリンの３％相当以上の導入を目指すこととされた
こと等を踏まえ、10 年後の 2020 年を目標年として、新
規施策の導入等によって達成が可能となる意欲的な目
標を設定することとし、基本法第 33 条第１項の規定に
基づくバイオマス活用推進会議における議論を経て、以
下の数値目標を設定している。 

  ⅰ）個々のバイオマスの賦存状況や今後の技術向上等を
踏まえ、バイオマスの利用率向上等を促し、約 2,600
万炭素トンのバイオマスを活用 

  ⅱ）全市町村の約３分の１に相当する 600市町村におい
て市町村バイオマス活用推進計画を策定 

  ⅲ）バイオマスを活用した約 5,000億円規模の新産業の
創出 

 
それぞれの目標数値の算出方法の考え方は以下のと

おりである。なお、今後数値目標を設定する場合は、設
定根拠を明確化することとする。 
ⅰ）約 2,600万炭素トンのバイオマスを活用 

   各府省が把握している 2009 年におけるバイオマス
種類別の乾重量ベースの発生量（湿潤量の場合は合わ
せて含水率を把握）と炭素割合を用いて炭素換算での
賦存量を計算し、その結果に 2020 年の目標利用率を
乗じて利用量を求め、これを積み上げた。 

ⅱ）600市町村における推進計画の策定 
   これまでバイオマスタウン構想を策定した約300市

町村についてはバイオマス活用推進計画に移行を促
すとともに、今後も自治体レベルでの取組を各種施策
等により減速させないことを前提として、2020年まで
の 10 年間にほぼ同数の市町村がバイオマス活用推進
計画を策定するものとして計算を行った。 

ⅲ）約 5,000億円規模の新産業 
   バイオマスを活用した新産業は、「新成長戦略」（平

成 22年６月 18日閣議決定）で示した農山漁村におけ
る６兆円規模の新産業の一部を構成するものである
ことから、その目標規模は、新成長戦略で新産業を算
定した産業分野のうちバイオマスに関連の深い石油
系燃料、ガス、発電、プラスチック等の分野において
一定程度の市場を新規開拓又は代替するものとして
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算出した。 
 

基本計画における 2020 年の目標数値に係る算出方
法の考え方は上記のとおりである。なお、今後、基本
計画を見直し、数値目標を設定する場合は、設定根拠
を明確化することとする。 

 

② 政策全体及び政策を構成する

施策段階の効果を的確に把握で

きる指標を設定すること。 

② 基本計画において、バイオマスの活用が進んだ将来像

を実現する観点から、政策全体の効果を把握できる数値

目標を設定しており、この目標に即して、適時、効果を

把握する。 
また、基本計画に基づき、実現すべき成果目標等を明

らかにしたロードマップを作成することとしているこ
とから、この中で施策段階の効果を把握する指標の設定
を検討していく。 
なお、東日本大震災や原発事故が発生したことで、政

府全体としてエネルギー政策の見直しが本格的に議論
されているところである。今後、エネルギー・環境会議
における議論の進捗状況等を踏まえつつ、ロードマップ
の作成に対応する。 
 

東日本大震災・原発事故を受け、地域資源を活用し
た自立・分散型エネルギーの強化等が重要課題となっ
ていることを踏まえ、平成 24年９月に７府省（内閣府
総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土
交通省及び環境省）が共同で「バイオマス事業化戦略
（以下「戦略」という。）を策定した。戦略及びその工
程表は、基本計画の目標を達成していくため、７府省
が連携し、技術とバイオマスの選択と集中等によって
バイオマスを活用した事業化・産業化を進めていくた
めのロードマップとなるものである。工程表に沿って
戦略を推進し、その効果を把握していくことにより基
本計画の目標を達成していくこととしている。また、
戦略では、有識者の知見を得て、約 25種のバイオマス
利用技術の到達レベル、技術的課題等を評価・整理し
た「バイオマスの利用技術の現状とロードマップ」（以
下「技術ロードマップ」という。）を策定した。技術ロー
ドマップはおおむね２年ごとに見直すこととしてお
り、技術開発の進展状況をフォローしながら、関係府
省が連携して施策を進めていくこととしている。 

、

」

 

(2) 政策のコストや効果の把握及び
公表 
関係省は、バイオマスの利活用に

関する政策のコストや効果を明確
にし、国民への説明責任を全うする
ため、次の措置を講ずる必要があ
る。 
① 数値目標及び指標の達成度等
を定期的に把握し、検証できる仕
組み（把握時期、具体の把握方法
等）を構築すること。 

(2) 政策のコストや効果の把握及び公表 
 
 
【総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交
通省及び環境省】 

バイオマス活用推進会議の事務局である農林水産省と
関係省の連携の下に、以下の取組を実施。 
① バイオマスの活用の推進に関する国が達成すべき目
標等については、基本計画において、適時、設定した目
標の達成状況の調査を行い、その結果をインターネット
の利用等により公表することとしている。なお、達成状
況の調査手法等については、エネルギー・環境会議にお
ける議論の進捗状況等を見ながら、関係省が連携して検
討していく。 
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基本計画の目標の達成状況を定期的に把握・点検す
るため、バイオマス種類ごとの利用率及び都道府県・
市町村バイオマス活用推進計画（以下「地域推進計画」
という。）の策定状況を毎年度調査・公表することとし、
取りまとめ結果を農林水産省のホームページに掲載し
た。また、バイオマス関連産業の規模については、バ
イオマス種類別のデータの把握方法等を検討し、平成
27年度の基本計画の中間見直しの際に調査を行う。 

  

② 関係省は政策のコストや効果

を的確に把握し、必要な見直しを

行うこと。 
また、バイオマス活用推進会議

において、関係省の把握及び見直
しの結果を踏まえ、バイオマスの
利活用に関する政策のコストや
効果等について点検し、毎年度公
表すること。 

② また、関係省の実施する政策のコストや効果等の的確
な把握手法についても、同様に関係省が連携して検討し
ていく。 

  検討結果を踏まえて、コスト等の点検を行い、基本法
第 33 条第１項の規定に基づくバイオマス活用推進会議
の議論を経て平成 23 年度結果から毎年度公表する予定
である。 

 

平成 24 年９月に７府省が共同で戦略及び工程表を
策定し、現在、この方針の下に関係府省が連携して施
策を推進しているところである。バイオマス施策の効
果等については、バイオマス種類ごとの利用率及び地
域推進計画の策定状況を取りまとめ、農林水産省の
ホームページに掲載したところであり、今後、毎年度
調査・公表するとともに、総合的な施策の効果等の点
検を行って基本計画の中間見直しを行うこととしてい
る。また、個別の施策の効果等については、毎年度、
各府省における政策評価の中で把握していく。 

 

(3) バイオマスタウンの効果の検証
及び計画の実現性の確保 
関係省は、バイオマスタウンに関

する政策（バイオマス活用推進基本
法（平成 21 年法律第 52 号）第 21
条第２項の規定に基づく市町村バ
イオマス活用推進計画）を効果的か
つ効率的に実施するため、次の措置
を講ずる必要がある。 
① 現行のバイオマスタウンにつ
いて、バイオマスタウン構想の実
現状況（取組の進捗状況）、バイ
オマスの利用率の向上等効果の
発現状況、バイオマスタウンの構
築に係る補助事業の効果の発現
状況等を検証すること。 

(3) バイオマスタウンの効果の検証及び計画の実現性の
確保 

 
 
 
【総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交
通省及び環境省】 
バイオマス活用推進会議の事務局である農林水産省と

関係省の連携の下に、以下の取組を実施。 
① 都道府県や市町村が地域推進計画を定期的・自主的に
検証するための参考情報として、「市町村バイオマス活
用推進計画検証マニュアル」を作成することとしてい
る。その作成に当たり、全国におけるバイオマスタウン
の変換技術別の取組状況を踏まえ、取組効果の評価に必
要な指標の整理を行うとともに、取組効果の発現状況等
を現地ヒアリングにより確認し、その結果を踏まえて各
種指標ごとの評価手法の検討・整理を行った。 

 
② 上記①の検証結果を踏まえ、市
町村バイオマス活用推進計画等
の作成に係る指針を策定するこ
と。 

② 地域推進計画の円滑な策定及び実施に資するよう、地
域推進計画の策定に当たっての留意事項を作成し、平成
23年１月 26日に農林水産省ホームページに掲載した。 

 

《①及び②》 
上記の現地ヒアリングにより検証した結果を基に作

成した地域推進計画の策定に当たっての留意事項及び
市町村バイオマス活用推進計画検証マニュアル骨子案
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を踏まえつつ、平成 24年９月に、関係府省が連携し、
「都道府県・市町村バイオマス活用推進計画作成の手
引き」（以下「手引き」という。）を作成した。 

 
③ 市町村等が市町村バイオマス
活用推進計画等に基づく各地域
の取組を統一的な基準で評価し、
計画の見直しや取組の改善を図
ることが可能となる仕組みを構
築するとともに、課題解決のため
の情報提供を行う等、計画の実現
性を確保する取組を行うこと。 

③ 市町村バイオマス活用推進計画検証マニュアル骨子
案を、平成 23年５月 27日に農林水産省ホームページに
掲載した。今後、この骨子案及び②の留意事項を踏まえ、
関係者の意見を聞いた上で、平成 24 年夏までに、地域
推進計画のフォローアップと事後評価を含む地域推進
計画を作成する際の指針を策定・公表するとともに、成
功事例等における課題を解決するための技術情報を提
供する。 

 

手引きには、バイオマス賦存量の算定方法、バイオ
マス利活用の取組効果の把握・評価方法、地域推進計
画の中間・事後評価方法や記載例など、地域推進計画
の見直しや取組の改善を図ることが可能となる内容が
盛り込まれている。当該手引きは、平成 24年９月に都
道府県、市町村及び関係団体へ通知するとともに、農
林水産省ホームページに掲載しており、さらに、課題
解決のための技術情報として、７府省が共同で策定・
公表した戦略及び技術ロードマップとともに、地域ブ
ロック説明会で地方自治体等に説明するなど、地域推
進計画の実現性を確保する取組を行った。 

 
(4) バイオマス関連事業の効果的か

つ効率的な実施 
関係省は、バイオマスの利活用

に関する政策の実現手段であるバ
イオマス関連事業を効果的かつ効
率的に実施するため、次の措置を
講ずる必要がある。 
① 全てのバイオマス関連事業に
ついて、事業効果を的確に把握
し、検証できる仕組みを構築す
ること。その際、当省の調査結
果を踏まえ、効果や効率性を検
証すること。 

(4) バイオマス関連事業の効果的かつ効率的な実施 
 
 
 
 
【総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交
通省及び環境省】 
① バイオマス関連事業の事業効果等については、ロード
マップに照らして効果の把握・検証が行われることか
ら、ロードマップの策定作業と併行して、バイオマス活
用推進会議の事務局である農林水産省と関係省の連携
の下に事業効果を把握・検証する仕組みを構築する。 

 
 

② バイオマス関連事業につい
て、 
ⅰ 施設導入に係る事業につい
ては、事業を中止した施設の
例等の原因分析を行った上
で、交付決定等における事業
計画（原料の調達、原料の利
用、エネルギー等の生産、バ
イオガスの利用、残さの利活
用、採算性等）の実現性及び
費用対生産量等の効果見込み
に係る審査事項や、稼働開始
後の的確な指導等を担保する
ための仕組みを事業実施要綱
等に明記すること、 

ⅱ 技術開発に係る事業につい
ては、採択するテーマの技術

② バイオマス活用推進会議の事務局である農林水産省
と関係省の連携の下に、事業効果を把握・検証する仕組
みについて事業実施要綱等へ明記する方向で検討する
など、事業効果の実現性を高める取組を行う。 

   また、各省ごとの個別の取組内容は以下のとおり。 
（文部科学省） 

・ 国際科学技術共同研究推進事業（旧：地球規模課題 
対応国際科学技術協力事業）における「サトウキビ廃
棄物からのエタノール生産研究」（平成 24 年度終了
予定／ベンチスケールのセルロース系サトウキビ廃
棄物（茎、バガス等）からのエタノール生産に関する
研究）については平成 24 年度中に事後評価を、「ナ
イル流域における食糧・燃料の持続的生産」（平成
26 年度終了予定／エジプトのデルタ周辺砂漠地域で
農業排水を利用した未利用資源作物（ジャトロファ・
ヒマワリ等）の栽培法の構築等）については平成 24
年度中に中間評価及び平成 26 年度中に事後評価をそ
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段階と実用化に至るまでの脈
絡を明確にした上で実施する
とともに、個別の事業で得ら
れた結果を実用化に結び付け
るための検討を行う仕組みを
構築すること 

等、事業効果の実現性を高める取
組を行うこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れぞれ実施し、将来的な研究成果の社会還元に向けた
取組等について評価を行う予定。 

 
・ 戦略的創造研究推進事業において、研究領域「二酸 
化炭素排出抑制に資する革新的技術の創出」のうち、
平成 20 年度採択のバイオマス関連研究課題（３件。
平成 22年度に１件、平成 23年度に１件がそれぞれ研
究を終了。もう１件は平成 25 年度終了予定）のうち
平成 23年度に継続していた課題２件は、平成 23年度
に研究の進捗状況・研究成果の現状と今後の見込みに
関する中間評価を実施しており、評価結果は３月 28
日に公表された。また、継続課題については研究終了
後速やかに事後評価を行うとともに、研究終了後一定
期間を経過した後、研究成果の発展状況や活用状況等
を明らかにするための追跡評価を実施することとし
ている。 

 
（農林水産省） 

・ 施設導入に係る事業への原因分析として、これまで 
の実施地区について、資金調達、原料調達及び製品の
利用・販売等の様々な観点からの分析を行ってきた
が、平成 23 年度においては、行政刷新会議の事業仕
分けの結果を踏まえ継続事業以外の予算計上を見
送ったこと、新規案件の採択を全く行わなかったため
一旦採択された案件のみとなったことから、分析結果
を関連事業の実施要綱等に反映することはしなかっ
た。 
今回行った分析結果を生かすため、今後、施設導入

に係る事業を実施する場合には、その内容を確実に事
業実施要綱等に盛り込んでいく。 
 

・ 技術開発に係る事業については、成果が普及に及ぶ 
技術開発を促進していくとともに、開発した技術を着
実に普及・実用化する観点から、平成 23年１月に「農
林水産省における研究開発評価に関する指針」を改正
し、技術の実用化を促進するための仕組みの改善を
行った。具体的には、事前評価、終了時評価等の各段
階における研究開発に係る数値目標及びロードマッ
プの作成、評価委員会における民間有識者の割合の拡
大（現行１割→２割）、評価結果の予算等への反映の
厳格化等の見直しを行ったところである。 

 
（経済産業省） 
・ バイオ燃料導入加速化支援対策費補助金（石油精製 

業者を対象に、バイオ燃料の導入に必要な設備整備を
支援）において、補助金交付時、その設備整備がエネ
ルギー供給構造高度化法（注）に基づく判断基準に規
定するバイオエタノール利用目標量の達成に資する
ものに補助することを規定し、事業計画の実現性を担
保した。 
（注）エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用

及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法

律（平成 21年法律第 72号） 

 
・ セルロース系エタノール革新的生産システム開発事 

業（セルロース系資源作物の栽培からエタノール生産
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に至る一貫生産システムの開発）において、年２回、
有識者による評価委員会を開催し、事業の方向性や継
続可否等につき審議する中間評価を実施し、事業効果
の実現性を担保した。 

 
・ 「戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発 

事業（食糧生産活動に影響しない原料を用いた次世代
技術の開発と既存技術の高効率化を目指した実用化
技術の開発を行う）」において、平成 24 年２月、22
年度採択の９件のうち、ステージゲート（事業開始後
の２年目に行う中間評価）を実施し、成果が有望な５
件のみを継続案件とした。これにより、事業効果の実
現性を高めた。 

 
・ バイオ技術活用型二酸化炭素大規模固定化技術開発 

（より多くのＣＯ２を固定できる樹木の効率的生産に
結び付くバイオマーカー（遺伝子情報等から生物の特
性を把握するための指標）を研究）において、事業終
了後、得られた成果を海外植林事業で活用し、実用化
に結び付ける仕組みを構築した。 

 
（国土交通省） 
・ 下水汚泥バイオマスのエネルギー利用等の高効率化 

を図り、建設コストの大幅な削減やエネルギー効果促
進を実現する革新的技術について、実規模レベルでの
実証実験（下水道革新的技術実証事業）を平成 23 年
度より展開しているところ（平成 23 年度は大阪市と
神戸市にて実施）。本事業においては、公募時に「技
術の普及展開戦略」を明記させ、外部有識者からなる
評価委員会において審査の上、採択している。また、
実証事業の実施に当たっても、上記委員会で成果の評
価を行うこととしている。さらに、成果をガイドライ
ンとして取りまとめ、全国の下水処理場への導入を促
進することとしている。 

 
（環境省） 
・ 小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事業（小 

規模な地方公共団体が再生可能エネルギー・省エネル
ギーに係る施設・設備を整備する事業を支援）におい
ては、「バイオマス熱利用設備」が対象となっており、
ＬＣＡ（注）において 50％以上の削減効果があること
かつバイオマス利用率が 80％であることを採択の条
件としている。また、事業終了後３年間にわたって、
「温室効果ガスの削減量」「事業性の評価」「事業に
よる波及効果」等を記載した事業報告書の提出をする
ことを求めている。 
（注）ライフサイクルアセスメント。バイオマス利活用システ

ムの全ての工程を一貫して定量的に環境への影響を評価

する手法。 
 

・ 廃棄物エネルギー利用施設の整備事業の取扱要領に 
は、「交付の対象となる施設の要件」において、「地
球温暖化防止効果が十分に高いこと」、「事業実施の
計画が確実かつ合理的であること」と明記している。 

 
・ 地球温暖化対策技術開発等事業（エネルギー起源二 
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酸化炭素の排出を抑制する技術の開発及び実証研究
を実施）においては、バイオマス関連の課題について、
ＬＣＡにおいて温室効果ガス削減率が 50％以上と想
定されることを応募の条件とするとともに、公募時の
提出書類において「事業化・普及の見込み」を明記さ
せ、外部有識者からなる評価委員会において審査の
上、採択・実施している。 
また、事業終了後も評価委員会において事後評価を

実施し、優秀な課題について公開の成果発表会を開催
して、広く関連事業者等に向けて成果の発信を行うと
ともに、事業が終了してから４年後に成果活用状況等
について追跡評価を実施している。 

 

《①及び②》  
基本計画並びに平成 24 年９月に７府省が共同で策

定した戦略及び工程表を踏まえ、関係府省が連携し、
バイオマス関連事業の事業効果等を把握・検証するこ
ととしており、以下のとおり各省において対応した。 

（文部科学省） 
・ 国際科学技術共同研究推進事業（旧：地球規模課
題対応国際科学技術協力事業）における「ナイル流
域における食糧・燃料の持続的生産」（平成 26年度
終了予定／エジプトのデルタ周辺砂漠地域で農業排
水を利用した未利用資源作物（ジャトロファ・ヒマ
ワリ等）の栽培法の構築等）については平成 24年度
中に中間評価を実施し、中間評価では研究の方向性
は良いが、研究の進捗度、相手国の要望などを吟味
して、更なるサブ研究課題の重点化、あるいは整理
が必要であること、また、相手国における社会実装
に向けた取組を更に強化する必要があることが明ら
かになった。本調査結果は、以後の研究計画の調整
等に反映される。また、同研究については平成 26
年度中に事後評価を、国際科学技術共同研究推進事
業における「サトウキビ廃棄物からのエタノール生
産研究」（平成 25年度終了予定／ベンチスケールの
セルロース系サトウキビ廃棄物（茎、バガス等）か
らのエタノール生産に関する研究）については平成
25年度中に事後評価をそれぞれ実施し、将来的な研
究成果の社会還元に向けた取組等について評価を行
う予定である。 
 

・ 戦略的創造研究推進事業において、研究領域「二
酸化炭素排出抑制に資する革新的技術の創出」のう
ち、平成 20年度採択のバイオマス関連研究課題（３
件。うち２件は終了済み）のうち継続課題は、中間
評価等を踏まえて研究を推進しているところである
（平成 25年度終了予定）。今後、継続課題について
は研究終了後速やかに事後評価を行うとともに、終
了後一定期間を経過した後、研究成果の発展状況や
活用状況等を明らかにするための追跡評価を実施す
ることとしている。 

 
（農林水産省） 
・ 平成 24年度補正予算の地域バイオマス産業化推 

進事業において、事業実施要領に、事業計画の実現
性を確保するため、原料調達の安定性、持続性、導
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入技術の妥当性、事業収支の妥当性等を審査事項と
して記載するとともに、稼働開始後の的確な指導等
を確保するため、事業終了後３年経過した後に５年
間の事業評価書の提出、成果目標を達成していない
場合の指導、国による現地における中間検査の実施
等を記載した。 
 

・ 技術開発に係る事業については、基本計画が掲げ
る 2020年までの目標の達成に資するため、「農林水
産省における研究開発評価に関する指針」に基づく
ロードマップを策定し、平成 24年度からこれに沿っ
て国による研究が不可欠な分野に絞り、重点実施し
ている。 
 

（経済産業省） 
・ 引き続き、バイオ燃料導入加速化支援対策費補助
金（石油精製業者を対象に、バイオ燃料の導入に必
要な設備整備を支援）において、補助金交付時、そ
の設備整備がエネルギー供給構造高度化法に基づく
判断基準に規定するバイオエタノール利用目標量の
達成に資するものに補助することを規定し、事業計
画の実現性を担保した。 
 

・ セルロース系エタノール革新的生産システム開発
事業においては、ＬＣＡで評価した温室効果ガス削
減目標（ガソリン比で 50％以上の削減）を達成する
ことで早期の実用化に結び付けるため、有識者によ
る評価委員会での指摘を受け、目標の達成にとって
不可欠となる削減率評価の精度向上のための改善を
行った。これにより、厳しい削減目標の達成可否を
これまで以上に正確に評価することができるように
なり、実用化までの道筋を明確化した。また、本事
業の実用化に向けた最終的な成果の評価は、本事業
の最終年度（平成 25年度）にも有識者による評価委
員会で行うこととしている。 
 

・ 戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発
事業において、昨年度と同様に事業の絞り込みを行
うため、平成 25年１月、23年度採択の７件のうち、
ステージゲート（事業開始後の２年目に行う中間評
価）を実施し、成果が有望な４件のみを継続案件と
して事業効果の実現性を高めた。 
 

・ バイオ技術活用型二酸化炭素大規模固定化技術開
発において、事業化に向けて海外の植林地での検証
等実証データを収集中。 

 
（国土交通省） 
・ 下水道革新的技術実証事業は、平成 23 年度より
展開しているところである（平成 24 年度実証実験
は、長崎市、松山市、大阪市、熊本市、神戸市にて
実施）。 

平成 23年度に採択した革新的な技術については、
下水道施設への導入促進に向けてガイドラインの早
期の策定を関係機関と調整を図っているところであ
る。また、平成 24年度に採択した革新的な技術につ
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いては、外部有識者からなる評価委員会において成
果を評価したところである。 
 

（環境省） 
・ 小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事業
（小規模な地方公共団体が再生可能エネルギー・省
エネルギーに係る施設・設備を整備する事業を支援）
においては、引き続き、「バイオマス熱利用設備」
を対象とする場合、ＬＣＡにおいて 50％以上の削減
効果があることかつバイオマス利用率が80％である
ことを採択の条件とし、また、事業終了後３年間に
わたって、「温室効果ガスの削減量」、「事業性の
評価」、「事業による波及効果」等を記載した事業
報告書の提出をすることを公募要領等に明記してい
る。 
 

・ 廃棄物エネルギー利用施設の整備事業において、
計画の実現性等を要件として取扱要領に記載してい
ることに加え、引き続き、外部有識者からなる技術
審査委員会において審査の上、採択・実施している。 
 

・ 地球温暖化対策技術開発等事業（エネルギー起源
二酸化炭素の排出を抑制する技術の開発及び実証
研究を実施）においては、引き続き、バイオマス関
連の課題について、ＬＣＡにおいて温室効果ガス削
減率が 50％以上と想定されることを応募の条件と
するとともに、公募時の提出書類において「事業
化・普及の見込み」を明記させ、外部有識者からな
る評価委員会において審査の上、採択・実施してい
る。 

また、事業終了後も評価委員会において事後評価
を実施し、優秀な課題について公開の成果発表会を
開催して、広く関連事業者等に向けて成果の発信を
行うとともに、事業が終了してから４年後に成果活
用状況等について追跡評価を実施している。追跡評
価により、高品質バイオディーゼル燃料プラントの
開発後、当該燃料の製造販売を事業化し、現在まで
順調に販売実績を伸ばしている事例等を確認して
いる。 

 

③ バイオマス関連事業について、事
業のニーズの的確な把握等を踏ま
え、各省の事業の重複を避ける観点
も含め、バイオマス活用推進基本法
第 20 条の規定に基づくバイオマス
活用推進基本計画等における位置
付けを明確にした上で、事業の廃止
を含めた予算の見直しを行うこと。 

③ 現段階における関係省のバイオマス関連事業の見直
し等今後の方針に係る取組内容は以下のとおり。 

（文部科学省） 
・ 他省の事業との重複を避ける観点について、総合科
学技術会議の資源配分方針等を踏まえ、基本計画との
整合性を取りつつ、必要に応じ関係行政機関とともに
検討していく。 

 
（農林水産省） 

・ バイオマス関連事業については、行政刷新会議の事
業仕分けにおいても抜本的な見直しを求められてい 
ることも踏まえ、基本計画の目標達成・推進の観点か
ら事業の重点化・見直しを行った。 

なお、他省の事業との重複を避ける観点について 
は、行政事業レビューの事業点検の過程において、類
似事業との役割分担を確認する項目があることから、
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この項目の確認体制を通じて点検していく。 
 
（経済産業省） 

・ 事業の実施に当たっては、平成 20年５月に策定さ 
れた、社会還元加速プロジェクトロードマップや、総
合科学技術会議・社会還元タスクフォース等での指摘
を踏まえ、更なる各省連携を図ることとした。また、
平成 24年２月 10日から議論を開始した「バイオマス
事業化戦略検討チーム」においては、今後のバイオマ
スの利活用の在り方につき、事業の効率化を如何に
図っていくか各省が連携し検討している。 

 
（環境省） 

・ 基本計画において、廃棄物バイオマスのエネルギー
利用や未利用バイオマスの利用推進が掲げられてお
り、廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業のうち
バイオマス関連事業については、廃棄物として処理さ
れていた廃棄物系バイオマスの利用を図る先進的な
事業の採択を進めていく方針である。また、平成 22
年度に実施された事業仕分け第３弾にて「例えば、廃
棄物熱回収施設は高効率なものに限定し、予算を半分
まで圧縮すること。」という指摘を受け、対象事業を
より高効率なエネルギー利用施設に限定するととも
に、平成 23年度の予算の見直しを行っている。 

 

基本計画、戦略等を踏まえ、各省間で事業の重複が
生じないよう、各省において以下のとおり対応した。 

 
（文部科学省） 
・ 基本計画において長期的に取り組むべき技術開発
の方向性として「バイオマス資源の創出」が位置付
けられたことを踏まえ、総合科学技術会議が作成し
た「平成 24年度科学技術重要施策アクションプラン
の対象施策について」(平成 23 年 10 月決定)におい
て、当省の役割分担が「長期的にバイオマスの利用・
安定供給が可能な技術の創出に向けた次世代のバイ
オマス技術に関する基礎的研究を担当すること」と
されたことに基づき、引き続き、バイオマス関連事
業を実施している。また、平成 24年７月の民主党版
事業仕分けでの微細藻類研究に関する指摘を踏ま
え、各省の役割分担を改めて確認し、平成 25年度予
算の概算要求について検討した。その結果、民主党
版事業仕分けにおいて指摘を受けた微細藻類に関す
る研究事業は、東北復興次世代エネルギー研究開発
プロジェクトの内数として行われており、東北復興
に寄与する事業の一部という特別な事業であるた
め、前年度同額で要求し、財務省にて認められた。 
 

（農林水産省） 
・ 基本計画及び戦略を踏まえ、平成 24 年度及び 25
年度予算において、地域のバイオマスを活用した事
業化・産業化の推進の観点から、廃止を含めた事業
の見直し・重点化を行った。これにより当省のバイ
オマス関連事業は、平成 23年度 17事業が 25年度７
事業となった。 
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（経済産業省） 
・ 基本計画及び戦略を踏まえ平成 25年度予算におい
ては、地域バイオディーゼル流通システム技術実証
事業は農林水産省との連携事業として概算要求する
等、事業の見直し・効率化を図った。これにより、
平成 24 年度はバイオマス関連事業３事業で 52 億円
の予算であったものが、25年度は４事業で 40億円の
予算要求となった。 
 

（環境省） 
・ 廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業のうち
バイオマス関連事業については、廃棄物処理におけ
るバイオマス利活用を促進するため、先進的な事業
の採択を進めている。 
平成 23 年度には廃棄物熱回収施設を高効率なも

のに限定し、予算を半分まで圧縮するといった見直
しを行っており、24 年度予算及び 25 年度予算要求
においても同規模としている。 

 
  

(5)  バイオマスの利活用によるＣＯ

２削減効果の明確化 
関係省は、バイオマスの利活用

による地球温暖化防止効果の明確
化を図るため、次の措置を講ずる
必要がある。 
① ＬＣＡ手法を早期に確立する
よう努めるとともに、それまで
の間においても、当省の試算結
果も参考にし、ＣＯ2収支等を把
握する仕組みを構築すること。 

 
② 施設導入に係る補助事業等の
交付決定時に、ＣＯ2収支や、国
費とＣＯ 2削減効果との費用対
効果等に係る審査事項を盛り込
むこと。 

(5)  バイオマスの利活用によるＣＯ２削減効果の明確化 
 
 
 
 
【農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省】 
① バイオマスの利活用におけるＣＯ２の削減効果につい

て、ＬＣＡにより的確に把握できる手法の確立を引き続
き推進する。あわせて、ＬＣＡ手法確立までの間、既存
の把握例も参考にしながら、関係省が連携してＣＯ２収
支等の把握方法を検討する。 

 
② 関係省が連携してＣＯ２収支等の把握方法を検討した
上で、合意のとれたものから平成 24 年度以降のバイオ
マス関連の施設導入に係る補助事業について、交付決定
時の審査事項に盛り込むことを検討する。 

  また、各省ごとの個別の取組内容は以下のとおり。 
 
（経済産業省） 
・ バイオ燃料導入加速化支援対策費補助金（平成 23
年度新規事業）では、交付申請があった場合に当該補
助金の交付による設備の整備が、エネルギー供給構造
高度化法に基づく判断基準に規定するバイオエタ
ノール利用目標量の達成に資するものに補助するこ
とを規定している。なお、当該判断基準については、
農林水産省、環境省と連携して開催した「バイオ燃料
導入に係る持続可能性基準等に関する検討会」におけ
るＬＣＡでのＣＯ２削減効果等についての検討結果
（平成 22 年３月に報告書に取りまとめ、その中でガ
ソリンのＣＯ２排出量に比較して削減水準が 50％以
上あるのは、ブラジル産の既存農地のサトウキビ及び
国産の一部のみである等と報告）が反映されている。 

 
（環境省） 
・ バイオ燃料の製造事業者や輸入事業者がＬＣＡの観

点から自らのバイオ燃料事業を評価する際に活用す
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ることを目的とし、「バイオ燃料の温室効果ガス削減
効果に関するＬＣＡガイドライン」を平成 22 年３月
に作成した。現在、バイオマスガス及びバイオマス発
電についても、ガイドラインを作成しているところ。 

地球温暖化対策技術開発等事業においては、公募要
領に当該ガイドラインを参照することを記載の上、バ
イオマス関連の課題について、ＬＣＡにおいて温室効
果ガス削減率が 50％以上と想定されることを応募の
条件としている。 
また、小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事

業においても「バイオマス熱利用設備」の応募におい
て、ＬＣＡにおいて 50％以上の削減効果があることを
採択の条件としている。 

 

《①及び②》  
関係省が連携し、バイオマスの利活用における温室

効果ガス削減効果の把握手法等を検討し、効果が確保
されるよう交付決定時の審査事項に盛り込む等、以下
のとおり各省において対応した。 
 

（農林水産省） 
・ ソフトセルロース利活用技術確立事業において、
稲わら等のセルロースからのバイオエタノール生産
におけるＬＣＡによるエネルギー収支及びＣＯ２削
減の評価手法を作成し、平成 25年４月に技術マニュ
アルとして取りまとめた。また、バイオ燃料生産拠
点確立事業において、平成 24年度よりバイオ燃料の
温室効果ガス削減効果に関するＬＣＡガイドライン
を参照し、事業終了年度におけるＬＣＡでの温室効
果ガス排出量の削減量を評価目標として設定するよ
う事業実施要領に記載した。 
 

（経済産業省） 
・ 引き続き、バイオ燃料導入加速化支援対策費補助
金（平成 23年度新規事業）では、交付申請があった
場合に当該補助金の交付による設備の整備が、エネ
ルギー供給構造高度化法に基づく判断基準に規定す
るバイオエタノール利用目標量の達成に資するもの
に補助することを規定している。なお、当該判断基
準については、農林水産省、環境省と連携して開催
した「バイオ燃料導入に係る持続可能性基準等に関
する検討会」におけるＬＣＡでのＣＯ２削減効果等
についての検討結果（平成 22年３月に報告書に取り
まとめ、その中でガソリンのＣＯ２排出量に比較し
て削減水準が 50％以上あるのは、ブラジル産の既存
農地のサトウキビ及び国産の一部のみである等と報
告）が反映されている。 
 

（環境省） 
・ バイオ燃料の製造事業者や輸入事業者がＬＣＡの
観点から自らのバイオ燃料事業を評価する際に活用
することを目的とし、「バイオ燃料の温室効果ガス
削減効果に関するＬＣＡガイドライン」を平成 22
年３月に、「バイオガス関連事業のＬＣＡに関する
補足ガイドライン」を 24年３月に作成した。現在
バイオマス発電に関するＬＣＡガイドラインを作成

、
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勧告 
政策への反映状況 

（前回報告の状況及びその後の状況） 

するとともに、多様な再生可能エネルギー等の製造
事業者や導入事業者がＬＣＡの観点から自らの事業
を評価する際に活用されるよう、先に作成した個別
のガイドラインを包括した「再生可能エネルギー等
の温室効果ガス削減効果に関するＬＣＡガイドライ
ン」を作成している。 
 
 引き続き、地球温暖化対策技術開発等事業におい
ては、公募要領に「バイオ燃料の温室効果ガス削減
効果に関するＬＣＡガイドライン」を参照すること
を記載の上、バイオマス関連の課題について、ＬＣ
Ａにおいて温室効果ガス削減率が 50％以上と想定
されることを応募の条件としている。 
 
 また、引き続き、小規模地方公共団体対策技術率
先導入補助事業においても「バイオマス熱利用設備」
の応募において、ＬＣＡにおいて 50％以上の削減効
果があることを採択の条件としている。 

・

・

 

（注）評価書、要旨等については、総務省ホームページを参照。 
（http://www.soumu.go.jp/hyouka/seisaku_n/ketsyka.html） 
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３ 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動の実施状況 

 

ア 租税特別措置等に係る政策評価の点検 

各行政機関が平成25年度税制改正要望に際し行った租税特別措置等に係る政策評価

を対象に、「租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」に沿って

設定した点検項目により、各行政機関からの補足説明を踏まえて点検を実施した。対

象とした政策評価は、12行政機関に係る163件であり、平成24年10月31日に点検結果

を税制調査会に報告するとともに、関係行政機関に通知し、公表した。 

点検の結果、130件の評価に課題がみられ、その主な内容は、下記(ｱ)から(ｳ)のと

おりである。 

今般、各行政機関からの補足説明によって、相当数の課題が改善されているところ

であるが、補足説明されたような内容は、本来あらかじめ評価書に盛り込まれるべき

ものであり、政府全体として評価書に記載する内容の充実を図る取組が必要である。

また、点検結果において説明・分析が不十分であると指摘しているものについて、各

行政機関が評価の修正・やり直し等を含め適切な説明に努めることが必要であり、そ

の中でも、特に租税特別措置等の要否の判断に資する重要な情報である有効性（費用

対効果）について説明・分析の更なる充実を図ることが必要である。さらに、説明・

分析の内容が一定水準に達しているものについても、必要に応じて更なる説明・分析

に努めることが期待される。 

(ｱ) 政策目的に向けた手段としての「有効性」の説明に係る課題 

＜費用対効果の説明が不十分＞ 

○ 費用対効果は、租税特別措置等の要否の判断に資する特に重要な情報であ

るが、大半の評価書では、説明・分析が不十分である。 

例１ 費用対効果があるとの説明をしているが、その具体的な根拠を示さ

ず説明している。 

例２ 費用対効果は、減収額と効果を対比して説明することが必要だが、

減収額には触れず、効果があることだけを説明している。 

例３ 税収減と効果を対比して説明しているが、租税特別措置等以外の要

因の効果を含めたものを効果としているため、その説明に疑問がある

 

＜適用実態・見込みの説明が不十分＞ 

○ 租税特別措置等の適用数や減収額の過去の実績が明らかでなく、また、将

来推計の場合、その計算方法が明らかでないなど、適用実態・見込みの説明

が不十分である。 

○ 租税特別措置等が適用され得る対象の所期の想定数からみて実際の適用数

が非常に少ない、又は特定の業界若しくは一部の企業のみが恩恵を受けてい

ると考えられるが、そのことに関する説明が不十分である。 

 

(ｲ) 背景にある政策の今日的な「合理性」の説明に係る課題 

＜政策目的の根拠が不明＞ 

○ 租税特別措置等によって実現する政策目的が、優先度や緊要性の高いもの

なのか判断する根拠（法律、政令、閣議決定等）が明らかにされていない。 

 

＜租税特別措置等を引き続き実施する理由の説明が不十分＞ 

。 
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○ 租税特別措置等で達成しようとした当初の目的が既に達成されているにも

かかわらず、引き続き実施する理由についての説明が不十分である。 

 

(ｳ) 補助金等他の政策手段と比した「相当性」の説明に係る課題 

＜他の政策手段と比較した説明が不十分＞ 

○ 租税特別措置等の必要性のみの説明にとどまり、想定され得る他の政策手

段（補助金、規制等）と比較して、租税特別措置等の手段をとることが必要

かつ適切であることの説明が不十分である。 

 

＜他の政策手段との役割分担の説明が不十分＞ 

○ 補助金等や規制など他の支援措置や義務付け等が現に存在している場合に

おいて、租税特別措置等との適切かつ明確な役割分担についての説明が不十

分である。 

 

イ 規制の事前評価の点検 

各行政機関が行った規制の事前評価を対象に、「規制の事前評価の実施に関するガ

イドライン」に沿って設定した点検項目により、点検を実施した。対象とした政策評

価は、10行政機関に係る63件であり、平成24年５月31日に24件、７月31日に22件、12

月７日に７件、平成25年４月５日に10件の点検結果を関係行政機関に通知し、公表し

た。その際、参考情報として規制の影響が及ぶ範囲を示す情報や、指摘した課題に対

する補足説明を求め、点検結果と併せて掲載している。 

点検の結果、35件の評価に課題がみられ、その主な内容は、以下のとおりである。 

○ 当該規制の対象となる要件を設定する際の根拠の説明が不十分な評価について

は、具体的に説明する必要がある。 

○ 評価書に記載されているもの以外の要素の費用が発生又は増減することが見込

まれる場合には、要素を可能な限り具体的に列挙し、説明する必要がある。 

また、定性的記述により分析されている評価については、一定の前提条件を置

くなどして、可能な限り定量化又は金銭価値化を図ることが望まれる。 

○ 費用及び便益を説明するにとどまり、費用と便益の関係の分析の結果を示して

いない評価については、規制によって得られる便益が、規制がもたらす費用を正

当化できるかどうかを適切に明示する必要がある。  

○ 代替案としてベースラインの内容が記載されている評価については、ベースラ

インと異なる適切な代替案を明示する必要がある。なお、代替案が想定されない

場合には、その旨を説明する必要がある。  

○ レビューを行う時期又は条件が、規制の内容に応じて具体的に示されていない

評価については、規制の内容に応じた適切な時期又は条件を設定する必要がある。

 

ウ 公共事業に係る政策評価の点検 

各行政機関が行った個々の公共事業に係る政策評価について、複数年で全事業分野

の政策評価を確認する観点から、４行政機関に係る11事業94件を対象に点検を実施し、

平成25年４月５日に点検結果を関係行政機関に通知し、公表した。 

点検の結果、13件の評価に15件の個別の課題がみられ、また、水道水源開発等施設

整備事業、森林環境保全整備事業、水産物供給基盤整備事業及び廃棄物エネルギー導

入・低炭素化促進事業については、費用対効果分析マニュアルの内容等事業ごとに共
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通する課題を９件指摘した。 

各行政機関においては、個別評価に係る指摘に対しては、必要に応じて、評価書の

修正等を行う方針を示している。また、事業ごとに共通する課題に対しては、ⅰ）費

用対効果分析マニュアル等の内容そのものに原因がある場合には改定する、ⅱ）費用

対効果分析マニュアル等の運用に原因がある場合にはこれを適切に運用するよう周知

徹底する等の措置をとることとしている。 

 

＜課題の類型＞ 

（個別評価に係る課題）  

① 計上する便益の算出過程 13件 

② 計上する費用の算出過程 １件 

③ 費用の計上漏れ １件 

（事業ごとに共通する課題）  

④ 費用対効果分析マニュアル等の内容 ５件 

 ⑤ 費用対効果分析マニュアル等の運用等 ４件 

 
（注）個別評価に係る課題の指摘件数は、複数の指摘を行っている評価があることから、実評価件数

13 件に対して延べ 15件となっている。 

 

図表 各事業における課題の指摘状況                 （単位：件） 

行政機

関名 
事業名 

点検対象

とした 

評価件数 

個別の課題の指摘 

評価件数 
類型別件数

（延べ数） 

事業ごとに共通する 

課題の指摘 

指摘の 

有無 

類型別件数

（延べ数） 

厚生 

労働省 
水道水源開発等施設整備事業 34 10 ①：10 ○ 

④：１ 

⑤：２ 

農林 

水産省 

農地防災事業 

（震災対策農業水利施設整備事業） 
１ － － － － 

森林環境保全整備事業 16 － － ○ ④：２ 

水産物供給基盤整備事業 14 ２ 
①：３ 

②：１ 
○ ⑤：２ 

海岸保全施設整備事業 ２ － － － － 

国土 

交通省 

海岸事業 ４ － － － － 

道路・街路事業 14 － － － － 

空港整備事業 １ － － － － 

都市・幹線鉄道整備事業 

（都市鉄道利便増進事業） 
２ － － － － 

整備新幹線整備事業 ５ － － － － 

環境省 
廃棄物エネルギー導入・低炭素化 

促進事業 
１ １ ③：１ ○ ④：２ 

合計 11事業 94 13 15 ４事業 ９ 

（注）「類型別件数」欄の①～⑤は、前述の「＜課題の類型＞」に対応したものである。 
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